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十
年
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改
修
問
題
に
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い
て

お
わ
り
に

は

じ

め

に

「
道
路

ハ
、
元
来
人
ノ
相
往
復

ヲ
利

ス
ル
ノ
ミ
主
要

ニ
ア
ラ
ス
、
地
球
上

ニ

生
セ
ル
百
物
、
ミ
ナ
此
線

ヲ
ユ
キ
テ
、
価

ア
ル
地

二
就
カ
シ
ム
ル
為
ナ
リ
、

（中
略
）
道
路
ノ
民
業

二
切
要
ナ
ル
ハ
、
人

二
動
静
脈
ア
ル
ニ
讐

フ
ヘ
シ
、
脈

管
全
身

二
周
密
交
錯

シ
、
滋
養
ヲ
輸
造

ス
ル
ニ
ヨ
リ
、
其
健
全
ヲ
壮

ニ
セ
リ
、

少
シ
モ
渋
滞

ス
ル
部
分
ア
レ
ハ
、
必
ス
疾
痛
ヲ
生
シ
、
終

二
全
身
ノ
健
康
ヲ
疲

ラ
ス
モ
ノ
ナ
リ
、
故

二
欧
州
各
国
、
ミ
ナ
道
路
ノ
開
修

二
カ
ヲ
尽
シ
、
其
積
成

二
因
テ
、
全
地
物
産
ミ
ナ
融
通
シ
テ
、
地

二
遺
利
少
ク
、
物

二
価
ヲ
得
サ
ル
ナ

ク
、
以
テ
今
日
ノ
富
強
ヲ
漸
致
セ
リ
、
英
国
ヲ
ス
キ
、
道
路
ノ
修
否
ヲ
ミ
レ
ハ
、
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菊

池

男

国
政
ノ
盛
衰
卜
、
民
業
ノ
勤
惰
卜
、
直

二
知

ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、

（中
略
）
陸

路

二
、
国
道
、
州
道
、
邑
道
、
私
道
ノ
別
ア
リ
、
都
府

ヨ
リ
都
府

二
達

シ
、
全

国
ノ
大
往
還

ニ
カ
ゝ
ル
ヲ
国
道
ト
ス
、
国
道

ハ
、
大
政
府
ヨ
リ
公
エ
ヲ
起
シ
テ
、

全
国
公
益
ノ
大
脈

・
ヲ
通
ス
、
是

二
於
テ
州

ヨ
リ
州

二
達

ス
ル
、
路
線

ヲ
開
キ

テ
之

二
綴

ル
、
是
ヲ
州
道
ト
ス
、
州
道

ハ
州
ノ
会
議

ニ
テ
、
之
ヲ
開
修
シ
、
其

経
費
モ
、
其
地
方
ヨ
リ
出
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
両
道
交
錯

シ
、
而
テ
後

二
邑

ヨ
リ
邑

二
至
ル
路
ヲ
開
ク
、
之
ヲ
邑
路
ト
ス
、
邑
道

ハ
邑
会
議

ニ
テ
、
之
ヲ
開
修

シ
、

其
経
費
モ
邑
ノ
醸
金

ニ
テ
ナ
ス
、
若
シ
不
足
ス
ル
ト
キ

ハ
、
政
府

二
請

フ
テ
、

邑
税
ヲ
課
ス
コ
ト
モ
ア
リ
、
其
利
益

一
部
ノ
地
方

二
出
ス
、
二
三
ノ
地
主

ニ
テ
、

エ
ヲ
興
ス
ニ
足
り
、
或

ハ
一
人
ノ
所
有
地
ヨ
リ
、
邑
道

へ
綴
ル
ノ
路
ヲ
開
ク

ハ
、

之
ヲ
私
道
ト
ス
、
其
情
願

ニ
ヨ
リ
、
年
期
ヲ
以
テ
、
路
銭
ヲ
通
行
人

ヨ
リ
収

ル

コ
ト
モ
ア
リ

（
以
下
略
）
」

引
用
が
長
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、

「
岩
倉
使
節
団
」

の

一
員
と
し
て
、
明

治
四
年
に
渡
米
欧
し
た
久
米
邦
武
の

「
米
欧
回
覧
実
記
」

の

一
節
で
あ
る
。
廃

藩
置
県
直
後
に
渡
欧
し
た
久
米
が
、
道
路
の
重
要
性
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な

認
識
を
持

つ
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
相
当
の
問
題
意
識
を
持

っ

一
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の
展
開

て
、
道
路
を

「
見
た
」
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
使
節
団
の
副
使

・
大
久
保
利
通
は
帰
国
三
ヶ
月
後
の
明
治

六
年
八
月
に
、

「
河
港
道
路
修
築
規
則
」
を
大
蔵
省
番
外
達
と
し
て
公
布
し
た
。

そ
の
主
要
な
点
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

第

一
に
、
全
国
の
大
経
脈
に
通
ず
る
東
海

。
中
山
道
、
陸
羽
街
道
な
ど
を

一

等
道
路
と
し
、
費
用
に
つ
い
て
は
、
従
来
官
民
混
清
の
分
、
警
え
ば
六
分
は
官

に
出
で
四
分
は
地
民
に
出
づ
る
者
、
其
の
四
分
は
大
蔵
省
に
収
め
、
其
の
更
正

や
修
繕
工
事
の
図
面
等
は
大
蔵
省
に
伺
う
も
の
と
す
る
。

第

二
に
、
各
部
の
経
路
に
接
続
す
る
脇
往
還
枝
道
の
類
を
二
等
道
路
と
し
、

費
用
に
つ
い
て
は
、
従
来
官
民
混
沿

の
分
、
警
え
ば
六
分
は
官
に
出
で
四
分
は

地
民
に
出
る
者
、
其
の
四
分
は
地
方
庁
に
収
め
、
其
の
六
分
は
大
蔵
省
よ
り
下

渡
し
、
其
の
更
正
、
修
繕
の
工
事
は
地
方
官
が
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
に
、
村
市
の
経
路
等
を
三
等
道
路
と
し
、
其
の
更
正
、
修
繕
工
事
は
地

方
官
が
施
行
し
、
費
用
は
其
の
利
害
を
受
け
る
地
民
に
課
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
規
則
は
、
非
常
に
曖
味
で
あ
る
。
費
用
負
担
に
関
し
て
も

「
警
え
ば
」

と
し
て
、
述

べ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
に
す
る
と
決
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
維
新
政
府
が
最
初
に
具
体
化
し
た
土
木
工
事
に
つ
い
て
の
、
こ

の

「
規
則
」
に
は
、
回
覧
中
に
見
聞
し
た
こ
と
が
相
当
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
以
降
、
表
１
に
掲
げ
た
よ
う
な

「
規
則
」
が
公
布
さ
れ
る
が
、
明
治
五

年
に
来
朝
し
、
八
年
に
帰
国
し
た
プ
ス
ケ
は

「
あ
ら
ゆ
る
改
善
の
仕
事
の
う
ち

で
、
第

一
の
も
の
で
あ
り
、
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
必
要
不
可
欠

二

な
も
の
が
、
こ
の
国
で
は
こ
の
仕
事
に
直
接
関
係
の
あ
る
政
府
に
よ

っ
て
最
も

無
視
さ
れ
て
い
る
。
私
の
言
い
た
い
の
は
道
路
の
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
の
周
辺

の
道
路
の
若
千
の
区
間
を
除
き
、
車
の
通
れ
る
道
路
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し

か
し
そ
れ
す
ら
雨
が
降
る
と
通
れ
な
く
な
り
、
泥
沼
と
化
す
る
。
輸
送
は
馬
の

背
に
よ

っ
て
す
る
し
か
な
い
。
馬
の
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
細
い
道
に
よ

っ
て

結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
隔
て
ら
れ
て
い
る
地
方
が
今
で
も
あ
る
」
と
、
道

路
改
修
の
遅
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
表
２
を
見
て
も
、

「
家
禄
」
の
占

め
る
割
合
が
非
常
に
高
い
の
に
対
し
て
、

「
堤
防
道
路
橋
梁
費
」
の
占
め
る
割

合
は
低
く
、
道
路
の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
行
政
施
策
と
し
て
、

展
開
す
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
こ
と
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
秋
田
県
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
明
治
十

一
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
秋
田
を
旅
し
た
イ
ザ
ベ
ラ

・
バ
ー
ド
は
、
秋
田

県
と
青
森
県
境
に
あ
る
矢
立
峠
を
、　
ア
」
れ
は
日
本
に
し
て
は
す
ば
ら
し
い
道

路
で
あ
る
。
傾
斜
を
う
ま
く
ゆ
る
や
か
に
し
て
築
き
上
げ
、
旅
行
者
が
休
息
す

る
た
め
の
丸
太
の
腰
掛
け
も
便
利
な
間
隔
で
置
い
て
あ
る
。
こ
の
道
路
を
造
る

た
め
に
発
破
を
か
け
た
り
勾
配
を
ゆ
る
や
か
に
し
た
り
、
苦
労
の
多
い
土
木
工

事
だ

っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
も
長
さ
四
マ
イ
ル
だ
け
で
、
両
端
か
ら
は
あ
わ
れ
な

馬
道
と
な

っ
て
い
る
」
と
、
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
四
マ
イ
ル
を
除
け

ば
、
山
形
県
の
金
山
か
ら
院
内
の
間
は
、

「
ひ
ど
い
道
路
で
、
け
わ
し
い
峠
を

二
つ
も
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
私
は
道
中
ほ
と
ん
ど
歩
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
も

っ
と
も
け
わ
し
い
場
所
で
は
人
力
車
を

押
し
あ
げ
る
手
伝
い
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
と
か
、
横
手
か
ら
六
郷

へ
は
、
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表 1道 路 関 係 諸 規 則

番号など 年月 日 目 次 容内な主

第466番 7.8.18 道路清掃ノコト

]li][::[]:]::li[景 :]菫 :「

「
景:暮[]争

島露骨占者写轟ワ「寵子贅身ザ羅農す喜サ奮量響攣巣ゝ曼竹ζf
可言F雪 ′`疹鷺と僕貫遣ζ霜蓬し優二奮得踏重模子播濃最禦模曇

第475番 7.8.28 道路並木取調 ノコ

ト

奎il,li:酋 i`:厳虞鉗ぅ、喫醜算儡鷺響員飢銭紋

鵞拿優:看う)書[[う暑呈「こ:LEζ鼻

`倉

η曇菫]猾業「
密暴繁隻藉壁憂鼎繁奇貪後F混警遍奈震彗

所為イタシ候ハゝ、厳

第482番 7.8.29 河港道路橋梁堤防
修築規則

1条
 鳥黄塁績夕管雰参候璧後監秀需Kサ嵩雪サ為島シ警兵曇亨

4分ハ前年ノ貢米 卜戸数 トニ折半賦課シ…
2条  3等河港道路橋梁堤防ノ修築ハ、其大区内一般 (四大区ハ

五六小区限 り二大区ハ鹿角郡ヲ除ク)ノ 受持 トス、故二其
費用ハ全額ノ6分 ヲ大区内ノ戸数 卜貢米 トニ賦課シ臨時ニ
取立、其余ノ4分ハ前条ノ備金ノ内ヲ以補助スル事 トス以
下 4条略

太政官達 第∞号 9.6.8 道路等級 ヲ廃 シ国
道県道里道 ヲ定ム

国道

県道、
幅員

1等 東京 ヨリ各開港場二達スルモノ
2等 東京 ヨリ伊勢 ノ宗廟及各府県鎮台二達 スルモノ
3等 東京 ヨリ各県庁二達 スルモノ及各府県各鎮台ヲ拘聯

スルモノ
里道 も3等 に分けらている。

間
間
間
間

７

６

５

５

し
一
な

等
等
等
間

め

１
２
３
４
定

道
　
　
道
道

国
　
　
県
里

太政官布達第 1号 18.1.6 国道 ノ等級 ヲ廃 シ
其幅員フ定ム 3馨冒夢督嵩霞整「辱単レ嵩ξ号模憬繁;T梵士レ普套敷湿抜敷

但国道線路ハ内務饗ヨリ告示スヘシ

内務雅「告示 18. 2 .24 国道表 l号  東京ヨリ横浜港二達スル路線
2号  東京ヨリ大阪港二達スル路線
3号  東京ヨリ神戸港二達スル道路

(略 )

40号 東京ヨリ秋田県二達スル路線 (6号 東京ヨリ函館港二達
スル路線で福島迄 39号 東京ヨリ山形県二達スル路線で
山形県迄山形～秋田迄)

41号 東京ヨリ青森県二達スル別路線 (6号 →40号  秋田～青
森迄)

乙45号 19.3.30 国道以下ノ橋梁ヘ

看守人設置規則
1条 国県道及里道中二架設シタル地方税ノ経済二属スル橋梁ヲ

看守スルモノ、橋梁看守人 卜称ス
2条 橋梁ハー橋或ハ数橋ヲー組 トナシ、毎組十人以下ノ看守人

ヲ置クモノトス
3条 橋梁看守人ノ職務ハ出水又ハ積雪等総テ橋梁ノ障害二関ス

ルモノハ、常二看守ヲ怠ラサルモノトス
4条 橋梁看守人ハ其受持部内二出水アル ト認ムル トキハ、昼夜

ノ別ナク現地工出張シ、橋梁工妨害アル漂流ノ雑品除キ、
及接近セル堤防ノ決壊ヲ予防シ、カメテ落橋セサル様防禦
スヘシ

5条 若シ非常ノ激水アリ看守人二於テ防禦シ能ハスト思料スル
トキハ、直チニ戸長へ報告シ臨時助成ヲ請求スヘシ

6条  (略 )

7条 橋梁看守人ハ lヶ 年 1人金 2円以下ノ手当金ヲ給ス可シ
8条  (略 )

9条 看守人フ要スル橋梁ハ、流水ノ激否 卜橋梁ノ長短 トニ依 り、
別二之フ定ム

早姿需賃濡4隻雫集|「 3;法↑倉言基笙『翁落:浮F誘風掲程
いる「件名|をそのまま記載した。



表 2明 治 初 期 決 算

順位
明治 3年 10月 ～同4年 9月 明治 4年 10月 ～同 5年 12月 明治 6年 1月 ～同 6年 12

項
室
ロ 項

生
ロ

堂
ロ

1 陸海軍費 16.6 家禄 26.5

禄 陸軍費 陸 軍 13.0

官禄、月給 7.7 諸 県 県

調達金返償 旧藩外国債償還 鉄道建築費     1   3.4
開拓使取扱貸出金 旧藩 給

健費 鉄道建築費 3.4 回米諸費
金 軍 費 旧藩負債償還 2.2

領地収納不足渡 与業 曾 付 金 堤防道路橋梁修築費
官内省 防道路橋梁修築肇 2.0 文部省
堤防道路橋梁修築費 大蔵省 外国利子及ヒロ銭

造船及ヒ製作所諸費 官内省 海 軍 費

歳出合計 19,235,158 歳出合計 57,730,025 歳出合計 62,678,601
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開

「歳入歳出決算報告書 上下並付録J(明 治元年～同 8年 6月 )

単位 合計=円
割合=%

順位
明治 7年 1月 ～ 同 7年 12月 明治 8年 1月 ～同 8年 6月
琴 項

1 家 禄 30.1 家禄 37.6
2 陸軍費 秩禄奉還償金
3 秩禄奉還償金 陸軍費 5.5

県 8.3 陸軍兵器買入代
5 征蕃諸 2.7 諸  県

鉄道建築費 2.2 開拓使
7 堤防道路橋梁修築費 賞典禄

海軍費 勧業貸付金 2.5

旧藩 二関 スル外 国償 金 軍艦諸費 2.1

賞典禄 征蕃諸費
1 鉱山諸費 堤防道路橋梁修築費

歳 出合計 82,269,528 歳出合計 66,134,772

表 3 明治10年～14年の工事竣功調査

工事区間 矢立峠 三崎峠 船 川 院内峠 秋田。本庄問 本庄・小砂川間 平和 街 道 横手・角間川 総 ト

路 線 延ず 1,047.83 1,690.00 6,035.50 4,584.00 22.780 60 18,87700 10,90925 6,459.50 72,383.68

官 33.627 375 33.627.375

民 2,100.178 1,637.324 3,737 502

国庫補助 2,683.860 1,637.324 21,679.049 44,272 920 23,725 000 93,998.153

地方税 4,994.600 4 4,408.954 14,015.2M

傷議 費 718.151 21,679.049 1 340 12.016.586 2,313906 38,642.032

合  計 5,502.189 3,274.648 43,358.098 44,272.920 30,633.940 16,628.286 33,627.375 6,722.860

着手年月 10年 4月 10年 4月 11年 7月 11年 7月 13年 7月 13年 9月 13年 7月 13年

落成年月 10年 11年 H月 13年 12月 13年 12月 13年 11月 14年 5月 14年 11月 14年

「土木課諸務掛事務簿」明治16年 6月 ～ 7月 諸務之部 2番
単位 距離=間 分厘

費用=厘



「
雄
物
川
は
最
近
の
出
水
で
土
手
を
崩
し
橋
を
流
し
て
い
た
の
で
、
二
隻
の
危

な
か

っ
し
い
渡
し
舟
で
横
切

っ
た
」
な
ど
、
そ
の
指
摘
は
厳
し
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

「
秋
田
県
の
首
都
で
、
人
口
三
万
六
千
、
非
常
に
魅
力
的
で
純
日

本
風
の
町
で
あ
る
」
秋
田
町
で
さ
え
も

「
多
く
の
人
力
車
が
あ
る
が
、
砂
が
厚

く
て
道
路
が
悪
い
た
め
に
、
ど
の
方
角

で
も
三
マ
イ
ル
し
か
行
け
な
い
」
と
さ

れ
、
し
か
も
秋
田
町
滞
在
中
に

「
雨
が
止
む
こ
と
な
く
降
り
続
け
、
実
に

『
長

雨
と
大
水
の
災
害
』
が
来
そ
う
な
天
候
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
々
と
旅
行
者
が
来

て
、
道
路
が
通
れ
な
く
な

っ
た
と
か
、
橋
が
流
さ
れ
た
と
い
う
話
を
す
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
明
治
十
五
年
以
前
の
土
木
工
事
に
つ
い
て
整
理
し
た
表
３
を
見

る
と
、
バ
ー
ド
が
通

っ
た
院
内
峠
は
、
丁
度
着
手
さ
れ
は
じ
め
た
頃
で
、
彼
女

も

「
院
内
の
宿
屋
は
き
わ
め
て
心
地
よ
い
宿
で
あ
る
が
、
…
隣
室
に
は
六
人
の

技
師
が
い
た
。
彼
ら
は
私
が
通

っ
て
き
た
峠
を
測
量
し
て
い
て
、
卜
７
不
ル
が

掘
れ
る
か
ど
う
か
調
査
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
十
年
以
前
に
着
手
し
た

工
事
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
八
年
に
仙
岩
峠
の
開
菫
、
九
年
に
秋
田
土
崎

間
道
路
の
修
築
を
確
認
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。

秋
田
県
会
が
開
設
さ
れ
る
以
前
の
道
路
状
況
な
ど
を
、
概
観
す
れ
ば
以
上
の

よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
、
明
治
十
年
代
に
土
木
行
政
が

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
、

「
秋
田
県
会
会
議
録
」
を
中
心
に
お
い
て
見

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
山
崎
真

一
郎
氏
が

「秋
田
県
政
史
」
で
、

会
議
録
を
相
当
詳
細
に
検
討
し
、
土
木
行
政
を
跡
付
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

県
当
局
が
提
出
す
る
議
案
の
作
成
過
程
を
見
る
こ
と
で
、
土
木
行
政
の
展
開
過

程
を
さ
ら
に
具
体
的
に
追
究
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

一　

明
治
十
年
代
の
土
木
費
の
推
移

十
二
年
度
か
ら
十
九
年
度
迄
の
土
木
費
の
推
移
を
整
理
し
た
表
４
を
見
れ
ば
、

十
四
年
と
十
五
年
だ
け
が
原
案
の
五
割
以
下
に
削
減
さ
れ
、
こ
れ
と
は
逆
に
十

八
年
に
は
、
約

一
・
九
倍
増
に
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
四
年
と
十
五
年
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
削
減
率
は
ほ
ぼ
同

じ
で
も
、
そ
の
内
容
は
相
当
違

っ
て
い
る
。
十
四
年
に
は
、
土
木
費
総
額
が
原

案
の
四
割
五
分
に
な

っ
た
の
は
、
仁
井
田
刈
和
野
間
の
新
道
修
築
費
二
万
五
千

円
が
全
額
削
減
さ
れ
た
た
め
で
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
原
案
が
そ
の
ま
ま
認
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
十
五
年
の
場
合
、
道
路
費

（
二
八

・
三
パ
ー
セ
ン

ト
）
、
橋
梁
費

（
七
七

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
治
水
費

（
八
三

・
○
パ
ー
セ
ン

ト
）
と
、
い
ず
れ
も
が
相
当
削
減
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
道
路
で
は
、
小

松
川
街
道
、
陸
羽
街
道
、
酒
田
街
道
は
三
倍
か
ら
三
倍
、
増
加
し
て
い
る
が
、

秋
日
本
荘
間
を
は
じ
め
と
し
て
十
五
区
間
は
否
決
さ
れ
い
る
。
ま
た
橋
梁
で
は
、

否
決
さ
れ
た
の
は

一
ヶ
所
だ
け
で
あ
る
も
の
の
、
全
額
承
認
さ
れ
た
の
は
五
ヶ

所
だ
け
で
、
残
り
十
二
ヶ
所
は
四
割
五
分
か
ら
九
割
し
か
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
十

一
の
支
流
分
は
否
決
さ
れ
、
土
崎
港
と
雄
物
川
、
米

代
川
、
子
吉
川
と
い
う
三
大
川
の
幹
流
分
し
か
承
認
さ
れ
な
か

っ
た
と
は
い
え
、

治
水
費
の
削
減
率
は
低
く
、
原
案
の
八
割
以
上
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（表
５

参
照
）

治
水
費
は
十
五
年
を
除
け
ば
、
原
案
が
削
減
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
八

年
間
を
平
均
す
れ
ば
、
原
案
の
三
割
三
分
増
し
で
県
会
を
通
過
し
て
い
る
。
次

五

一一一一一一
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表 4 土木費の推移 (12年度～19年度)

年 科 1泉 (A) A割雀 予算高(B) B割合 B/A 隋算高(C) 割合 C/B C/A
12年 質 河 路 :防 政

",躙
.lXXl

",3Xl.lXXl

1∞ .0

",IXl.鰤

∞.0 100.0

獅 ,"5,665 1∞ .0 241,切 .翻 100.0 lm.11躙 2η ,53tl.307 100.0 ∞.5 lm.7

13年 度 土 木 Ю.鰤 .000

",743."1

94.4 37,743.81 lXl.0 94.4

計 318,鯛 .094 llXl.0 294,857.215 1∞ .0

"7,26.284

100.0 ∞.9 93.4

14年 度 土木費 6,490.鰤

",490.lX3

19,4019“ 947 η、7

計 Υ5,019881 1∞ .0 351,247.572 llX1 0 踊 ,"2.1∞ 1∞ .0 %.5 89.4

15年 度 土木費

“

)2.083 %,720.710 7 26.417.5" %.9

町村土木補助費 10,硼 .鰤 12,5""0 125.6 10,300.蛎 82.0 103.0

土 木 費 計

“

,″ .鵬

")280.観

59.3 36,718.42 % 54

計 価 ."1、 084 llX1 0 347,843慨 1∞ 0 319.593.916 1∞ 0

16年度 土 木 費

".5".986

25,875.Oη 24,lli5.価 93.0

町村土木補助費 11,4783m H.478.3m llXl.0 11,043.514 96 %.2

土 木 費 計 2,解 6.306

",353347
35,118.940 94( 1∞ 5

十 363,盟 .6m llX1 0 &2,678晰 llX1 0

“

7 ∞7,6器 688 1∞ .0 % 84,5

17年 度 土木費 η,680.099 ∞,753.■ 7 281623.753 η 1∞ 4

町村土木補助費 9,l134.536 8,590428 5,2“ 715 ∞
`

580

土 木 費 計 36,714.鍋 45,34375 33,8b9.畑 Z7
"2十 蜘・怨 .231 1∞ .0 ∞3,636939 100.0

“

. 獅 ,鰤 81 1∞ 0 93.91 81.4

18年 度 土 木 費 ∞,859蜘 39,245,292 188.1 38,8i3.990

".1

1864

町村土木補助費 2,“ 7.000 4,154.鰤 知 0 4,152079 1.7 1∞ .0 1"9
土 木 費 計 2,936.960 43,399.翻 43,026.∞ 9

".1

1"6
劉 ,124.5" 1∞ 0 934,911.479 l∞ 244,755.3“ 1∞ .0 96.0

"919年 度 土 木 21.341.482 31,鍋 .鰤 148.5 31,763.035 1002 1慇 .8

町村土木補助費 7,lXXl.JXl 7、 鰤 lXXl 1∞ 0 6,9i8蜘 2

".7

997

土 木 費 計 28,341482

“

,鍋 .330 1“ 5 381741蝸 12 1∞ .1 1∞ .7

計 315,462.524 1∞ 0 317,“ 7.985 1∞ . 100.5 鰤 ,湖 膨 1∞ 0 948 %.3

総  計 12年～ 19年度 迄 の土 木費計 ηl,696.610 %8,0132" 27,7 %5 9117

12年～19年度合計の総計 2,∞ 1,幅 .鍛 1∞ 0 2,433,協 .42 1∞ . 2,332."6卸 l∞ 0 95

"15年～19年迄の町村補助費計 39,589.856 43,782618

",7111周

「 86.1 %
15年～ 19年度 合計 の総計 1,7“ .571蜘 1∞ .0 1.閾 .139051 1000 ∞ 6 |… 1∞ %

“

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

「地方税精算報告書J 「13年度。14年度 地方税精算報告綴J 「県会二関スル決議書J明治17年度3冊 ノ内乙
「明治18年度県会書類」 甲乙ノ内 甲 本局第2部、 「明治18年度県会予算調_|  1明 治19年度県会書類J 3冊之内 17s

「明治19年度県会書類」 3冊之内 丙、 「明治21年度県会書類綴」諸達之部 その他(3)

この他 各年度の「通常会議日誌」 単位 費用=厘
割合=%

資料は表5と 同じ。尚、12年度と17年度は、道路・橋梁費として纏めて記載されているので (各年度「通常会議会議
日誌 1)ので、空白にせざるをえなかった。また、県会や上木関係の帳簿を見たが、原案はわからなかった。

表 5 治水費、道路費、橋梁費の原案と予算高の比較
三度 治水費原案(A) 予算高(B) B, (A) 予算高(B) B/A 橋梁管原案 (A) 高(B) B/A

11,8∞ .0∞ 11,850.000 100.0

10,767.200 10,767.200 lCXl.0 23,569.271 852 91.6 5,663.529 5,393.529 95.2

7.259.000 7,259.000 100.0 000 000 29.2 2,918.000 2,918.000 100.0

13.856.300 11,∞5.000 83.0 35,819,780 000 28.3 6,551.003 5.076.710 77.5

4,231.800 9,231.800 218.2 10、 370.596 247 1(】6 108.5 5。 995.590 5,396.031 90.0
7,492.837 12,492.837 166.7

4,164.360 11,953.087 287.0 10,268.200 15,234.272 148.4 6,427.400 12,057.933 187.6

5,524.000 4,420.200 80.0 10,065。 905 21,442.473 0 5 751 577 5,822.657 101.2

計 65,145.497 79.479.124 122.0 125,406.752 89,958.793 71.7 33,307.099 36,664.860 110.1



に
橋
梁
費
を
見
る
と
、
六
年
間
の
平
均
は

一
割

一
分
増
で
県
会
を
通

っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
道
路
費
だ
け
は
原
案
の
七
割

一
分
弱
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

約
二
倍
増
に
な

っ
た
十
八
年
を
具
体
的
に
見
る
と
、
阿
仁
川
が
新
規
に
追
加

さ
れ
た
ほ
か
、
米
代
川
、
玉
川
が
そ
れ
ぞ
れ
三

・
三
倍
、

二

・
七
倍
増
と
な

っ

た
治
水
費
は
、
約

二

・
九
倍
と
大
幅
に
増
額
、
来
満
街
道
中
が
約
十

・
六
倍
、

陸
羽
街
道
中
が
二

・
六
倍
、
阿
仁
街
道
中
が
二

・
一
倍
増
と
な

っ
た
橋
梁
費
は

約

一
・
九
倍
に
増
額
、
阿
仁
街
道
が
約
三
倍
増
、
本
荘
街
道
が

一
・
七
倍
増
と

な

っ
た
道
路
費
は
約

一
・
五
倍
、
増
額
さ
れ
て
い
る
。
予
算
原
案
と
の
関
係
で

見
る
限
り
、
県
議

の
関
心
は

「
道
」
よ
り
も

「
水
」
に
あ

っ
た
と
み
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
年
代
を
通
じ
て
の
最
大
の
問
題
は
、
仁
井
田
刈
和
野
間
の
道

路
改
修
問
題
と
、
土
崎
港
の
修
築
問
題
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
こ
の
二

つ
の
問
題
に
力
点
を
お
い
て
、
考
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
一　
仁
井
田
刈
和
野
間
の
道
路
改
修
問
題
に
つ
い
て

こ
の
問
題
は
十
三
年
県
会
で
の
県
当
局
か
ら
の
諮
問
か
ら
出
発
す
る
の
で
、

次
に
諮
問
案

の
全
文
を
掲
げ
る
。

十
三
年
度
以
降
、
新
タ

ニ
開
菫
修
理
ヲ
要
ス
ル
道
路
区
域
及
国
庫
ノ
繰
替
ヲ
要

求

ス
ベ
キ
金
額
卜
、
ソ
ノ
償
還
方
法

一
金
七
万
円
　
　
　
　
　
　
仁
井
田
刈
和
野
外
三
ヶ
処
道
路
開
菫
修
繕
費

内

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

仁
井
田
刈
和
野
間
道
路

金
五
万
三
千
円

但
河
辺
郡
三
井
田
村

ヨ
リ
四
ツ
小
屋
、
柴
野
新
田
、
椿
川
、
平
沢
、
石

田
、
妙
法
、
種
沢
、
小
種
村
ヲ
経
テ
仙
北
郡
刈
和
野
村

二
至
ル
、
此

里
数
九
里
二
十
丁
余

鷹
巣
早
日
間
道
路

金
五
千
円

但
北
秋
田
郡
鷹
巣
村

ヨ
リ
栄
村
ヲ
経
、
米
白
川

二
沿
フ
テ
早
口
村

二
至

ル
、
此
里
数

二
里
七
丁
余

能
代
飛
根
間
道
路

金
六
千
円

鶴
形
村
ヲ
経
テ
飛
根
村

但
山
本
郡
能
代
町
ヨ
リ
米
白
川

二
沿
ヒ
機
織
、

二
至
ル
此
里
数
四
里
十
八
丁
余

宮
麓
村
道
路

金
六
千
円

但
鹿
角
郡
花
輪
村

ヨ
リ
宮
麓
村
ヲ
経
テ
岩
手
県
境

二
至
ル
、
此
里
数
三

里
十
二
丁
余

繰
替
請
求
高

金
　
七
万
円

内

十
四
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還

ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

十
五
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還
ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

十
六
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還
ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

十
七
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還
ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

十
八
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還

ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

十
九
年
度
地
方
税
ヲ
以
テ
償
還

ス
ヘ
キ
分

金
壱
万
円

「
仁
井
田
刈
和
野
間
ノ
道
路

ハ
、
峻
坂
瞼
路
多
キ
ヲ
以
テ
更

二
路
線
ヲ
転
シ
、

七



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

能
代
飛
根
間
及
鷹
巣
早

口
官
麓
等
ノ
数

ヶ
処

ハ
、
在
来
ノ
線
路

二
就
キ
大
イ

ニ

開
菫
修
理
シ
、
郵
便
線
路
ノ
渉

ル
処
、
普
ク
車
馬
ヲ
通
ス
ル
ノ
困
難
ナ
カ
ラ
シ

メ
ン
」
が
た
め
に
、
と
諮
問
理
由
を
説
明
し
て
か
ら
、
質
疑
と
な

っ
た
が
、
諮

問
案

へ
の
反
対
意
見
は
み
ら
れ
ず
、
主
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
次
の
三
点
で

あ
る
。

一　

道
路
費
を
算
出
す
る
た
め
に
、
絵
図
面
と
か
目
論
見
書
を
作
成
し
た
と
思

う
が
、
そ
れ
ら
を
参
考
の
た
め
に
見
せ
て
欲
し
い
。

一
一　
こ
れ
ら
四
ヶ
所
を
修
繕
を
提
案
し
た
の
は
誰
か
。

〓
一　
借
用
資
金
の
返
済
期
間
と
返
済
金
額
に
つ
い
て
、

（
イ
）
毎
年

一
万
円
宛
七
年
間
で
の
返
済
は
民
力
の
耐
え
え
な
い
か
ら
五
千

円
、
十
四
年
間
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（七
千
円
、
二
十
年
間
の

意
見
も
あ
り
）

（
口
）
七
万
円
で
は
工
事
費
が
不
足
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
十
万
円
借

用
し
、　
一
万
円
宛
十
年
間
で
返
済
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
県
で
は
人

足
の
賃
金
を
十
二
銭
五
厘
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
安
す
ぎ
て
集

ま
ら
な
い
の
で
、
十
八

・
九
銭
か
ら
二
十
銭
位
で
見
積
も
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

（
ハ
）
現
在
の
県
議
は
今
議
会
終
了
後
、
解
散
と
な
る
か
ら
、
七
万
円
の
返

済
方
法
を
決
め
て
も
責
任
を
持
て
な
い
の
で
、
そ
の
分
だ
け
は
選
挙

後
の
県
会
の
議
定
に
よ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

次
が
回
答
で
あ
る
。

一　

詳
細
と
は
言
い
難
い
が
主
任
者
が
現
地
に
行

っ
て
、
大
凡
の
日
論
見
や
絵

八

図
面
を
作
成
し
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
参
考
の
た
め
提
出
す
る
。

一
一　
鹿
角
郡
長
か
ら
の
中
し
出
を
受
け
た
宮
麓
村
道
路
を
除
け
ば
、
石
田
県
令

で
あ
る
。

〓
一　
七
年
間
に
返
済
す
る
と
い
う
前
提
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
借
用
で
き
る
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
資
金
借
用
で
き
る
可
能
性
は
全
く
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（十
三
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
四
号
）

次
に
、
こ
れ
ら
諮
問
案
の
作
成
過
程
が
推
測
で
き
る
資
料
を
掲
げ
る
。

川
辺
郡
仁
井
田
村

ヨ
リ
仙
北
郡
刈
和
野
村
迄
路
線
取
調
ト
シ
テ
、
本
月
十
日

出
張
実
地

二
付
、
里
程
丼
入
費
等
予
算
取
調
候
、
里
程
凡
九
里
二
十
丁
余

ニ
シ

テ
入
費
五
万
六
千
二
百
九
円
四
十
五
銭
五
厘
卜
相
成
候

二
付
、
別
紙
目
論
見
書

相
添
高
覧
候
也

明
治
十
二
年

一
月
二
十
五
日
　
　
　
等
外
四
等
出
仕

　

真
崎
清
之
進

土
木
課
一雇
　
　
　
泉
　
慎

一
郎

「
目
論
見
書
」
を
整
理
し
た
の
が
表
６
で
あ
る
。

前
年
の
調
査
で
し
か
も
、
金
額
も
三
千
三
百
円
ほ
ど
違
う
が
、
里
程
も
同
じ

で
通
過
す
る
村
々
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
参
考
に
し
て
諮
問
案
を
作
成

し
た
と
考
え
た
い
。
仁
井
田
刈
和
野
間
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー

ト
を
通
す
べ
き
か
決
定
で
き
ず
、
こ
の
後
も
土
木
課
長
名
で
十
三
年
九
月
に
河

辺
、
仙
北
両
郡
長
に
次
の
様
な
指
令
を
出
し
て
い
る
。

河
辺
郡
仁
井
田
村

ヨ
リ
仙
北
郡
刈
和
野
村

二
達

ス
ル
新
道
開
菫
路
線
之
義

ニ

付
、
客
月
十

一
日
丙
第
四
百
四
号
長
官
御
達
相
成
候
処
、
同
郡
内
人
民

二
於
テ

モ
最
早
新
路
線
之
見
込
相
立
可
申
、
工
事
取
調
之
都
合
モ
有
、
迅
速
御
取
纏
メ



表 6 仁井田村ヨリ刈和野村へ達スル変更路線目論見

村 名 長 (間 ) 工 事 区域 代 金 人足数 賃 金 賃 金計 合  金

三井田村 日長田村境 ヨリ 1,847.056 724.0 0.125 90.5∞ 1,937.106
目長田村 四ツ小屋村境 ヨリ 20.800 775.0 0.125 96.875 117.675
四 ツ小 屋村 1,875 芝野新田村岩川際ヨリ 4,959.407 3.662.9 0.125 457.863 5,417.270
芝野 新 田村 1.410 椿川村境ヨリ 4,943.838 2.224.8 0.125 278.100 5,221.938
椿り‖村 1.260 平澤村境 2,321.330 6.683.3 0.125 835.413 3,156.743
平澤 村 607 石 田村 靖 ヨ リ 944.584 989.2 0.125 123.650 1,068.234
石田村 655 妙 法 寺 村境 ヨ リ 500.711 1,128.1 0.125 141.013 641.724
妙法寺村 1,246 平 尾 2,090.495 24,471.9 0.125 3,058.988 5.149.483
平尾鳥村 1,570 種澤村 ヨリ 1,916.800 11,349.4 0.125 1,418.675 3,335.475
種澤村 1,998 左手子村境 ヨリ 2,725.315 23,762.0 0.125 2,970.250 5,695.565
左手 子 村 1,605 小種村境ヨリ 1,196.600 19,552.2 0.125 2,444.025 3,640.625
Jヽ種村 1.053 下淀川村境ヨリ 1,081.80 6.750.5 0.125 843.813 1,925.393
下淀 川 村 1.081 輛 首 村 婚 ヨ リ 716.261 11,866.4 0.125 1,483.300 2.199.561
強首村 850 峯吉川境 ヨリ 635.000 25,292.7 0.125 3.161.588 3,796.588
峯 吉 川村 3,1∞ 刈和野村境 ヨリ 2.506.∞ 0 40.648.9 0.125 5,081.113 7,587.113
スII和 野村 1.649 檜岡村境 4,979.599 3.035.9 0.125 379.488 5,359.087
総   計 20.544 33,385.376 182,917.2 0.125 22,864.650 56,249.580

「土木課道路掛事務簿J明治11年 12月 ～12年 12月

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

河辺道路之部 1番
単位 人足=人数

賃金=厘

相
成
候
様
致
度
、
尚
御
意
見
等
承
度
候
条
、
此
段
御
照
会
及
候
也

こ
れ
に
対
し
て
、
河
辺
郡
長
斎
藤
重
光
は
、
十
三
年
十

一
月
に

「
今
般
当
郡

船
岡
村
戸
長
武
田
茂
兵
衛
外
四
名
よ
り
別
紙
之
通
見
込
書
ヲ
以
申
立
」
に
な

っ

た
と
し
て
次
の

「
書
類
」
を
添
え
て
上
申
し
て
い
る
。

今
般
丙
第
四
百
四
号
ヲ
以
御
達

二
付
、
実
地
測
量
書
可
指
出
之
処
、
不
案
内

二
付
、
南
秋
田
郡
大
町
三
丁
目
上
原
時
弥
、
同
郡
本
町
五
丁
目
高
橋
長
左
衛
門

両
人
江
依
頼

ス
、

別
紙
実
地
測
量
凡
見
込
書
及
絵
図
面
共
奉
指
上
候
間
、
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
テ
、

御
検
査
被
下
度
、
此
段
奉
願
候
也

河
辺
郡
船
岡
村
戸
長
武
田
茂
兵
衛

明
治
十
三
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
四
名

（略
）

こ
の
よ
う
に
道
路
開
撃
に
利
害
を
有
す
る
村

々
は
、
自
前
で
専
門
家
を
招
聘

し
、
測
量
見
込
書
を
作
成
す
る
な
ど
、
郡
長
を
通
し
て
県
に
働
き
か
け
る
な
ど

積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。

こ
の
よ
う
に
路
線
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
定
ま
ら
ず
、

一
案
　
仁
井
田
↓
戸
島
↓
和
田
↓
境
↓
峯
吉
川

（
羽
州
街
道
）

二
案
　
一月
島
↓
平
尾
鳥
↓
中
淀
川
↓
湯
ノ
沢
↓
峯
吉
川

三
案
　
四
ツ
小
屋
↓
芝
野
新
田
↓
妙
法
↓
小
種
↓
湯
ノ
沢
↓
峯
吉
川

の
三
案
が
あ
げ
ら
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
二
案
は
工
事
が

「
難

ニ
シ
テ
断
然

廃

ス
可
シ
」
と
さ
れ
、　
一
案
の

「
本
道
」
と
、
主
に
雄
物
川
添
の
三
案
が
、
検

討
す
べ
き
路
線
と
し
て
残
さ
れ
た
。

仙
北
郡
長
大
野
光
綺
は
十
三
年
十

一
月
に

「
仁
井
田
刈
和
野
両
村
間
路
線
検

九



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

査
之
儀

二
付
、
土
木
課
報
告
之
意
見
上
申
」

で
、
こ
れ
ら
二
案
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
に

検
討
し
て
い
る
。

「
諮
問
案
」
を
念
頭
に
お
　
　
聞

い
た

「
上
申
」
を
整
理
す
る
と
表
７
の
よ
う
　
　
４７

な
る
が
、
彼
は
自
分
の
計
算
で
も
経
費
が
安
　
　
調

い

「
本
道
」
案
を
推
さ
ず
、
　
フ
布
ク

ハ
更

二
　
　
融

所
司

二
命

シ
テ
ニ
道
ヲ
実
測
セ
シ
メ
其
仕
様

　

師

ヲ
製

シ
、
周
ネ
ク
人
民

二
諮
詢
シ
テ
其
適
応
　
　
靭

ナ
ル
ヲ
」
採
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
県
会

　

鰈

で
の
諮
問
は
六
月
に
行
わ
れ
た
の
で
、
以
上
　
　
８

あ
げ
た
資
料
の
な
か
に
は
、
議
案
の
作
成
に
　
　
表

は
直
結
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
お

も
わ
れ
る
が
、
諮
問
案
は
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

次
の
鷹
巣
早

日
間
道
路
に
つ
い
て
は
、
表
８
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。
諮
問

案
の
間
数
と
は
五
十
二
間
程
、
ま
た
金
額
で
も
千
八
百
円
程
の
差
が
あ
る
が
、

作
成
さ
れ
た
年
月
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
諮
問
案
に

一
つ
の
根
拠
を
与
え
た
材
料

と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
宮
麓
村
道
路
に
つ
い
て
は
、
十
二
年
六
月
に
鹿
角
郡
出
張
土
木
御

用
掛
の
安
島
作
左
衛
門
が

「
宮
麓
村
字
名
月
道
路
江
御
支
出
之
入
費

二
付
伺
」

を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
村
か
ら
岩
手
県
に
通
じ
る
橋
梁
が
昨
年
七
月
の
洪

水
で
二
ヶ
所
流
出
し
た
際
、
小
谷
野
十
等
属
が
検
査
し
、
目
論
見
書
を
提
出
し

北秋田道路之部 全
単位 金額=厘

表 7郡 長 上 申 案

○

項   目 金  額 人  数 賃  金

人足賃 6,066.820 30,334.100 0.2CXl

職工賃 80.850 269.500 0.3∞
鉄物代 3.680

木 材代 1∞ .996

田畑潰 地 買上 代 540.000

総  計 6,842.346

「土木課道掛事務簿」明治13年 1月 ～14年 9月

(1)本道案

難  易 区 間 距 離 間  数 1間 当単価 経  費
易 仁井 田～船 岡 5里18町 11880 0.800 9,504
難 峯吉川上淀川の山道 1里 2160 10.000 21,600
難 長坂塚、松坂上下坂、船岡村横山の小坂 1][ 2160 10.000 21,600
計 7早 18町 16200 52,704

(2)川添案

難  易 区 間 距  離 間  数 1間当単価 経  費

易 ※別表参照 7早 15120 2.4∞ 36,288
難 妙法、種沢間とウシクビ其他堀割埋立等 1生L 2160 10.000 21.600
計 8里 17280 57,888

別表

贈 工事上留意すべき事項
仁井田～四ツ小屋 低湿地 埋立
四ツ小屋～芝野間 長橋

椿川～平沢 I坦であるが坂道を低下と耕地の潰損あり
妙法村 村路には宅地の障碍
湯ノ沢～峯吉川 平坦であるが耕地を損する他、水害の慮あるので

さらに新線を設置する場合は、もっと耕地が潰損する

「土木課諸務掛事務簿J明治14年 1月 ～3月 諸務之部 2番



た
が
仕
様
帳
が
村
方
に
下
付
さ
れ
な
い
う
ち
に
降
雪
の
時
期
を
迎
え
、
工
事
が

出
来
な
か

っ
た
。
そ
の
上
こ
の
冬
は
稀
な
る
大
雪
で
あ

っ
た
た
め
、
三
、
四
月

の
融
雪
期
に
は
度

々
洪
水
が
起
こ
り
、
岩
手
県
管
轄
の
二
つ
の
橋
も
流
出
し
、

往
来
に
差
し
つ
か
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
道
路
は
郵
便
道
路
に
も
な

っ
て

い
る
の
で
、
土
木
費
の
う
ち
か
ら
更
な
る
支
出
を
お
願
い
し
た
い
、
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
鹿
角
関
係
の
土
木
帳
簿
で
、
こ
の
道
路
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ

る
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
目
論
見
書
も
絵
図
も
添
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ

が
鹿
角
郡
長
の
申
し
出
の
背
景
に
あ

っ
た
も
の
と
今
は
考
え
た
い
。

能
代
飛
根
間
に
つ
い
て
は
、
関
係
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

と
も
か
く
、
こ
の
諮
問
案
は
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
が
、
政
府
の
允
可
を
得

る
こ
と
が
で
き
ず
、
以
後
こ
の
問
題
は
十
年
代
の
土
木
行
政
の
課
題
の

一
つ
と

な

っ
た
。

十
四
年
県
会
で
県
は
、

「
河
辺
郡
仁
井
田
村

ヨ
リ
仙
北
郡
刈
和
野
村

二
至
ル

新
道
築
造
費
新
道
築
造
費
」
と
し
て
三
万
五
千
円
を
計
上
し
た
。

審
議
が
は
じ
ま
る
と
、
五
万
余
円
を
要
す
る
工
事
が
そ
の
半
分
以
下
で
出
来

る
は
ず
は
な
く
、
政
府
に
再
度
建
言
し
て

「
繰
替
金
」
を
得
て
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
こ
の
よ
う
な

「
巨
額
ノ
金
員
ヲ
要
シ
、
到
底

民
カ
ノ
耐

ヘ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
全
ク
削
除
セ
ン
ト
欲
ス
」
な
ど
、
削
除
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
な
か
に
は
、
新
道
開
撃
費
の
総
額
を
九

万
八
千
円
と
し
、
う
ち
七
万
円
は
再
度
政
府
に
建
言
し
て
繰
替
を
得
る
も
の
と

し
、
残
り
二
万
八
千
円
は
政
府
の
允
可
を
受
け
た
後
に
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
を
出
す
者
も
い
た
。
ま
た
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
そ
の
二
万

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

五
千
円
な
り
三
万
円
を

「
予
備
費
」
と
か

「
積
立
金
」
と
し
て
貯
蓄
し
、
　
一
繰

替
金
」
を
請
求
す
る
た
め
に
の

「
備
え
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
出
さ

れ
た
。
九
万
八
千
円
と
し
た
根
拠
は
、

「
通
常
会
議
日
誌
」
を
見
る
限
り
、

「物
価
ノ
騰
貴
セ
ル
之
ヲ
昨
年

二
比
ス
レ
ハ
、
其
幾
割
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ス
」
と
し

か
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
説
得
力
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
、

県
は

「
繰
替
金
」
を
得
て
か
ら
工
事
に
着
手
す
る
と
し
て
い
る
が
、
本
年
度
か

ら
は
下
渡
す
る
土
木
費
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
再
三
請
求
し
て
も

認
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
ぃ
。
本
案
は

「
車
馬
ノ
往
来
ヲ
得

ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
キ

ノ
路
線
」
改
修
を

「
民
力
」
を
考
え
た
上
で
作
成
し
た
こ
と
を
理
解
し
て
、
審

議
し
て
ほ
し
い
。
ま
た

「
積
立
金
」
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
設
け
る
必
要
は
な

い
、
と

一
蹴
し
て
い
る
。
結
局
、
十
四
年
県
会
の
土
木
費
で
否
決
さ
れ
た
の
は
、

本
案
だ
け
で
あ

っ
た
。

（十
四
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
四
号
）

十
五
年
県
会
で
県
は
、
仁
井
田
刈
和
野
間
道
路
開
撃
費
を
計
上
し
て
い
な
い
。

前
年
度
の
県
会
で
こ
の
問
題
が
否
決
さ
れ
た
と
き
、
県
は

「
コ
ノ
開
撃

一
途

ニ

巨
額
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
、
他
ノ
治
水
費
ノ
如
キ

ハ
痛
ク
節
倹
ヲ
加

へ
」
た
の
で

「
此
土
功
ヲ
廃
」
し
た
ら
、

「
他
ノ
エ
事
」
の
増
資
を
考
え
る
こ
と
を
要
請
し

た
が
、
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
、
議
案
と
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

（十
四
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
二
号
）

こ
の
県
会
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
二
万
九
千
余
円
減
額
さ
れ
て
い
る
が
、

「会
議
録
」
は
そ
の
理
由
を
、
町
村
土
木
費
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地

方
税
負
担
の
区
域
を
改
正
し
、
治
水
は

「
大
川
港
湾
」
、
道
路
は

「
四
境
各
港

二
通
達

ス
ル

（国
道
県
道
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
）
要
処
」
を
支
弁
す
る
も
の
と
し
、

三



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

其
他
は
町
村
土
木
補
助
費
で
支
弁
す
る
も
の
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
、
述
べ
て

い
る
。

（十
五
年
度

「
通
常
会
議
決
議
録
」
）

と
こ
ろ
で
こ
の
六
月
県
会
で
は
、
注
目
す
べ
き
二
つ
の

「
建
議
案
」
が
提
出

さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。

（
十
五
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
二
十
五
号
）

「
土
木
費
ノ
建
議
」
は

「
明
治
十
二
年

ヨ
リ
当
十
五
年

マ
テ
連
年
県
会

へ
下

付
セ
ラ
ル
ヽ
議
案
中
、
土
木
費
項
ロ

ニ
シ
テ
橋
梁
費
ヲ
除
キ
道
路
費
、
治
水
費

二
至
リ
テ
ハ
一
路
線

一
河
線
ノ
名
義

二
対
シ
、
金
額
ヲ
掲
ク
ル
迄

ニ
シ
テ
、
其

工
事

ヲ
付

ス
ル
ノ
箇
所
明
記
ナ
シ
」
し
た
が

っ
て

「
土
木
費
原
案
既

二
前
件
ノ

如
ク
不
備
ナ
ル
カ
故

二
、
議
会

ハ
其
間

二
議
ヲ
尽
ス
能

ハ
ス
シ
テ
、
徒
ラ
ニ
費

額
減
却
ノ
説

二
傾
向
ス
ル
モ
理
ノ
免
カ
レ
サ
ル
処
」
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
明
十

六
年
度

ヨ
リ
発
セ
ラ
ル
ノ
議
案

ニ
ハ
、
土
木
費
、
区
町
村
土
木
補
助
費
両
費
目

二
就
キ
、
其
土
木
ヲ
要

ス
ル
毎
町
村
ヲ
小
費
ロ

ニ
掲
ケ
、
外

二
実
地

二
付
仕
様

目
論
見
書
ヲ
」
添
え
て
ほ
し
い
と
、
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

も
う

一
つ
の

「
測
量
師
請
求
ノ
建
議
」
は
、

「
実
際
ノ
緩
急
ヲ
計
り
事
業
ノ

難
易
ヲ
考

へ
、
漸
次

二
土
エ
ヲ
施
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
難
易
卜
緩
急
ト
ヲ
計

考

ス
ル
ハ
本
会
其
標
的
ヲ
得
ル
ニ
苦

シ
ム
所
ナ
リ
、
然
ル
ニ
濫
リ

ニ
土
エ
ヲ
起

ス
ハ
又
本
会
ノ
尤

モ
戒
ム
ル
所
ナ
リ
、
依
テ
敢
テ
閣
下

二
乞
フ
、
測
量
ノ
学

ニ

詳
ラ
カ
ナ
ル
技
術
師
ヲ
大
政
府

二
仰
ガ
レ
、
本
年
度

ヨ
リ
実
測

二
着
手
シ
、
確

然
不
抜
ノ
標
的
ヲ
得
テ
」
十
六
年
度
か
ら
事
業
の
緩
急
と
民
力
の
堪
否
を
考
え

て
土
木
工
事
に
着
手
し
た
い
と
、
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
数
年
間
の
審
議
を
通

し
て
県
議
が
、
内
容
の
あ
る
審
議
を
行
う
た
め
に
は
何
が
必
要
か
を
学
び
、
そ

れ
を
こ
の
よ
う
な
形
で
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
稔
り
あ
る
質
疑
を
行
う

一
二

た
め
に
は
、
県
側
に
要
求
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
力
量
を
高
め
る
努
力

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

十
六
年
県
会
で
は
、
河
辺
郡
三
井
田
村
仙
北
郡
刈
和
野
村
間
道
路
開
菫
費
と

し
て
次
の
案
が
提
出
さ
れ
た
。

自
明
治
十
六
年
度
至
同
十
八
年
度
地
方
税
土
木
費
中
道
路
費
支
出
予
算
額

一　

金
五
万
七
千
五
百
円
三
銭
七
厘

此
訳

金

壱
万
九
千
百
六
拾
六
円
六
拾
七
銭
九
厘
　
　
　
十
六
年
度
支
出
額

金

壱
万
九
千
百
六
拾
六
円
六
拾
七
銭
九
厘
　
　
　
十
七
年
度
支
出
額

金

壱
万
九
千
百
六
拾
六
円
六
拾
七
銭
九
厘
　
　
　
十
八
年
度
支
出
額

県
議
は
、
実
測
絵
図
面
の
提
出
を
請
求
し
た
が
、
県
は

「
此
道
路
ノ
如
キ

ハ

其
大
体
ヲ
取
調

ヘ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
未
夕
子
細
ノ
調
査
ヲ
経
タ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ

ハ
、
実
測
絵
図
面
ノ
如
キ
モ
、
未
夕
之
レ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
、
こ
れ
を
突

っ

ぱ
ね
た
。
先
の

「
建
議
」
が
全
く
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
実
測
ナ
ク
細
調
ナ

キ
ノ
予
算

二
対
テ
之
ヲ
如
何

ン
ス
ヘ
キ
カ
、
若
シ
其
ノ
精
確
ナ
ラ
サ
ル
ニ
、
議

案
ヲ
議
定
シ
テ
着
手

ス
ル
ニ
及
ン
テ
ハ
、
乃
チ
彼
ノ
舟
川
新
道
ノ
如
ク
又
由
利

新
道
ノ
如
ク
、
未
夕
落
成

二
至
ラ
ス
シ
テ
、
更

二
巨
額
ノ
修
繕
費
用
ヲ
要
ス
ル

カ
如
キ
」
と
、
さ
ら
に
具
体
例
を
あ
げ
て
厳
し
く
批
判
し
た
。
県
議
の
な
か
に

も

「
本
案
」
に
賛
成
す
る
者
も
見
ら
れ
た
。

「
実
測
ノ
未
済
卜
人
民
ノ
困
窮
」

を
論
拠
と
し
て

「
本
案
」
に
反
対
し
て
い
る
が
、

「
実
測
ノ
如
キ

ハ
強

ヒ
テ
此

場
合

二
必
要
」
は
な
い
し

「
今
日
ノ
如
キ
不
景
気
ヲ
来

ス
所
以
ノ
モ
ノ

ハ
、
道

路
運
輸
ノ
不
便
ナ
ル
ニ
」
あ
る
か
ら
、

「
該
道
ヲ
開
撃

ス
ル
ハ
ロ
今
ノ
最
モ
急



務
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

（十
六
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
二
号
）

し
か
し
大
勢
を
占
め
る
に
は
至
ら
ず
、

「
本
案

ハ
未
夕
実
測
ヲ
モ
経
ス
、
最

モ
鹿
漏
ノ
調
査

二
属

ス
ル
ヲ
以
テ
、
充
分

二
成
功
ノ
信
用
ヲ
其
間

二
措
ク

ニ
足

ラ
ザ
レ
ハ
、
実
測
ノ
上
、
明
細
ノ
調
査

ヲ
経
テ
之
レ
ニ
着
手
ス
ル
モ
遅
キ
ニ
ア

ラ
ズ
、
殊

二
地
方
経
済
困
難
ノ
場
合
、
本
年
度

二
於
テ
挙
行

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ

エ
事
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
案

ヲ
否
決
ス
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
十
六
年
度

「
通

常
会
議
決
議
録
」
）

ま
た
こ
の
質
疑
が
行
わ
れ
る
過
程
で

「
測
量
費
」
を
新
設
す
べ
き
で
あ
る
と

の
意
見
が
出
さ
れ
、
県
は
こ
れ
を
受
け
て
、
河
辺
郡
三
井
田
村
仙
北
郡
刈
和
野

村
間
道
路
開
菫
測
量
費
と
し
て
追
加
議
案
を
提
出
し
た
。

（十
六
年

「
通
常
会

議
日
士
巴

第
廿
二
号
）

一　

金
九
百
八
十
九
円
十
銭
　
　
　
　
　
十
六
年
度
土
木
費
中

質
疑
の
過
程
で
、
人
足
代
金
を
二
十
五
銭
か
ら
二
十
銭
に
見
直
し
た
た
め
、

百
十
二
円
程
の
減
額
さ
れ
た
が
、
測
量
費
八
百
七
十
六
円
六
十
銭
が
通
過
し
た
。

（十
六
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
四
号
）

十
七
年
県
会
で
は
、
河
辺
郡
仁
井
田
村
仙
北
郡
刈
和
野
村
間
道
路
開
撃
費
と

し
て
、
次
の
議
案
が
出
さ
れ
た
。

一　

金
三
万
七
千
五
百
四
十
三
円
六
五
銭
八
厘

金

士τ
万
弐
千
五
百
十
四
円
五
十
五
銭
三
厘

金

士τ
万
弐
千
五
百
十
四
円
五
十
五
銭
三
厘

金

士τ
万
弐
千
五
百
十
四
円
五
十
五
銭
三
厘

質
疑
が
始
ま
る
と
、

「
目
論
見
高

ハ
五
万
幾
ラ
ニ
シ
テ
、

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

十
七
年
度
支
出
額

十
八
年
度
支
出
額

十
九
年
度
支
出
額

其
内

一
万
八
千
七

百
七
十

一
円
八
十
二
銭
九
厘

ハ
国
庫

ヨ
リ
補
助
ヲ
得
」
る
こ
と
を
前
提
に
し
を
、

い
る
が
、

「若
シ
政
府
之
ヲ
許
可
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
」
着
手
出
来
な
い
、
し
た
が

っ

て

「
本
会
ノ
議
決

二
先
チ
テ
許
可
」
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
、
批
判
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
県
は

「
今
年

ハ
一
万
余
円
ノ
補
助
ヲ
得

ル
ヲ
以
テ
」
と
答
え
、

さ
ら
に

「
不
景
気

ニ
シ
テ
民
カ

ニ
堪

エ
ザ
ル
」
立
場
か
ら
の
反
対
に
対
し
て
は
、

「
民
間
ノ
不
景
気
ノ
如
キ
道
路
ノ
険
悪

ニ
シ
テ
運
輸
ノ
不
便
ナ
ル
ニ
源
由
」
と

強
気
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
た
し
か
に
前
年
度
ま
で
と
は
違
い
、
例
え
ば
、

「
牛
島
村

ヨ
リ
峯
吉
川

マ
テ
旧
道
里
数
七
里
三
十
三
町
十
五
間
、
新
道
里
数
八

里
三
十
町
五
十
五
間
五
厘
ナ
リ
、
新
道
ノ
旧
道

ヨ
リ
延

ル
コ
ト

一
里
四
十
間
五

厘
ナ
リ
」
な
ど
、
答
弁
が
具
体
的
に
な

っ
て
き
た
。
県
議
の
な
か
に
も

「
路
線

ヲ

一
定
シ
測
量
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
メ
タ
」
と
か

「
己

二
其
ノ
測
量
ヲ
モ
了
リ
タ
レ

バ
、
本
年
度

二
於
テ
其
支
出
ヲ
議
定
ス
ヘ
キ

ハ
素

ヨ
リ
至
当
タ
ル
」
と
賛
成
す

る
多
く
あ
ら
わ
れ
、
原
案
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
通
過
し
た
。

（十
七
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
二
号
と
四
号
）

高
金
五
万
六
千
三
百
十
五
円
四
七
銭
七
厘

内

金

一
一万
八
千
百
五
十
七
円
七
十
四
銭

三
厘

残
金

一
一万
八
千
百
五
十
七
円
七
十

四
銭

三
厘

内

九
千
三
百
八
十
五
円
九
十

九
千
三
百
八
十
五
円
九
十

九
千
三
百
八
十
五
円
九
十
一

銭
　
　
　
　
十
七
年
分

銭
　
　
　
　
十
八
年
分

一銭
四
厘

　

　

十
九
年
分

金 金 金

五
分
国
庫
補
助

地
方
税

一
一一一



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

原
案
は
、
工
事
費
総
額
の
約
三
割
三
分
の
補
助
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

っ

た
が
、
こ
の
修
正
案

で
は
、
国
庫
補
助
が
五
割
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

県
は

「
半
額
ノ
補
助

ハ
到
底
望
ム
ベ
カ
ラ
サ
ル
ニ
近
シ
、
近
来
各
府
県
ヨ
リ
政

府

二
補
助
ヲ
請
求

ス
ル
者
頻
々
織

ル
カ
如
シ
、
故

二
政
府

二
於
テ
モ
容
易

二
補

助

ハ
聞
届
ラ
レ
サ
ル
有
様
ナ
ル
カ
三
分
ノ

一
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
決
シ
テ
軽
易
ノ
事

ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
是

ハ
其
ノ
例
モ
ア
レ
ハ
、
強
ヒ
テ
政
府

二
請

フ
テ
其
ノ
補
助

ヲ
得

ン
ト
」
半
額
補
助
は
不
可
能
で
あ
る
と
断
言
し
た
。

（
十
七
年

「
通
常
会

議
日
誌
」
第
十
八
号
）
こ
の
説
明
を
受
け
た
県
会
で
は

「
地
方
税

ヨ
リ
出
ス
ヘ

キ

ハ
、

二
万
四
千
七
百
八
十
九
円
三
十
七
銭
五
厘

ニ
シ
テ
、
…
総
高
ノ
三
分
ノ

一
ハ
原
案
ノ
如
ク
国
庫

ヨ
リ
補
助
ヲ
得

ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
、
更
な
る
修
正

を
求
め
、
結
局
次
の
修
正
議
案
が
通
過
し
た
。

（十
七
年

「
通
常
会
議
日
誌
」

第
十
九
号
）

一　

金

二
万
四
千
七
百
八
十
九
円
三
十
七
銭
五
厘

金

八
千
三
百
六
十
三
円
十
二
銭
五
厘
　
　
　
　
十
七
年
支
出
額

金

八
千
三
百
六
十
三
円
十
二
銭
五
厘
　
　
　
　
十
八
年
支
出
額

金

八
千
三
百
六
十
三
円
十
二
銭
五
厘
　
　
　
　
十
九
年
支
出
額

と
こ
ろ
が
、
次
の
十
八
年
臨
時
県
会
で
も
、
こ
の

「
修
正
議
案
」
と
同
じ
議

案
が

「
自
明
治
十
七
年
度
至
同
十
九
年
度
地
方
税
土
木
費
中
道
路
費
支
出
予
算

変
更
議
案
」
と
し
て
、
提
案
さ
れ
た
。
十
七
年
度
の
精
算
書
に
は

「
国
庫
補
助

ヲ
仰

ン
為
メ
請
願
セ
ル
モ
、
其
指
令
ノ
遷
延

二
因
り
、
翌
年
度

二
延
セ
シ
ニ
依
」

る
と
あ
り
、
八
千
二
百
余
円
は
全
く
使
わ
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
異
な
る

の
は
、
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
に
か
け
て
支
出
す
る
と
し
た
点
だ
け
で
あ
る
。

一
四

議
案
を
提
出
し
た
県
は
、

「
政
府
ノ
下
ケ
金

ハ
十
九
年

ヨ
リ
二
十

一
年

マ
テ

ノ
三
ヶ
年
ナ
ル
ニ
、
本
案

ハ
十
八
年

ヨ
リ
二
十
年

マ
テ
ノ
三
ヶ
年

二
支
出

ス
ル

モ
ノ
ト
セ
シ
ハ
、
県
庁

二
於
テ
如
何
様
ト
モ
都
合
ヲ
調
ヒ
、
二
十
年

マ
テ
ニ
エ

事
ヲ
落
成
」
し
た
い
か
ら
だ
と
、
懸
案
を
こ
の
機
に

一
挙
に
解
決
し
た
い
と
す

る
強
い
意
欲
を
示
し
た
。

（十
八
年
七
月

「
臨
時
会
議
日
誌
」
第

二
号
）

質
疑
が
は
じ
ま
る
と
、
反
対
論
者
は
、

「
継
続
事
業
ナ
ル
モ
ノ

ハ
府
県
会
規

則

ニ
ヨ
リ
内
務
卿
ノ
認
可
ヲ
受
ヶ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
之
レ
カ
手

続
ヲ
履
ミ
、
其
認
可
ヲ
得
ル
マ
テ
図
ラ
サ
リ
キ
、
多
少
ノ
日
月
ヲ
費
シ
、
本
月

（
七
月
）
十

一
日
二
至
り
、
漸
ク
其
成
果
ヲ
見
ル
」
に
至

っ
た
の
で

「
明
治
十

八
年
度

二
該
当
ス
ル
賦
課
金
」
は
徴
収
し
な
か

っ
た
。
だ
が
今
回
、
認
可
を
得

た
の
で
、
十
八
年
度
分
の
賦
課
金
を
徴
収
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

「
本
議
案
」

の
下
付
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
本
県
会
で
は
、
十
八

・
九
年
に

「
該
当
ス
ル
費

額
ノ
徴
収
方
法
議
」
す
べ
き
で
、

「
嚢
キ
ニ
議
決
又
徴
収
シ
タ
ル
十
七
年
度
ノ

費
途
ヲ
復
議
セ
ン
ト
」
す
る
の
は
、

「
権
外
ノ
議
事
」
を
行
う
も
の
で
あ
る
か

ら
、

「
本
案
」
は
議
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

「
此
議
案

ハ
政
府
ノ
指
令
ノ
后
レ
タ
ル
フ
以
テ
遷
延
、
今
日
二
至
り
漸
ク
本
会

二
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
決
シ
テ
議
権

二
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」

と

「
権
外
ノ
議
事
」
で
あ
る
と
の
主
張
を
批
判
し
、
更
に

「
県
庁

二
於
テ
モ
、

明
年
国
庫

ヨ
リ
支
払
ナ
ル
ヘ
キ
金
ヲ
本
年

二
繰
替

エ
ン
ト
ノ
説
明
」
も
あ
る
し
、

「
本
年
ノ
エ
事

ハ
日
間
」
も
あ
ま
り
な
い
か
ら

「
本
年

ハ
四
千
百
円
、
明
年

ハ

一
万
三
百
四
十
四
円
六
十
八
銭
七
厘
、
明
后
年

ハ
一
万
三
百
四
十
四
円
六
十
八

銭
七
厘
」
と
、
予
算
案
の
再
修
正
を
具
体
的
に
提
案
し
た
。
ま
た
県
は

「
権
外



ノ
議
事
」

で
あ
る
と
の
主
張
は
、
全
く
取
り
上
げ
ず
、
先
の
精
算
書
の
説
明
と

同
様
に

「
国
庫

ヨ
リ
下
渡
金
ヲ
願
出
テ
タ
ル
為

二
、
遷
延
シ
」
た
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
度
、
継
続
事
業
の
年
度
変
更
を

「
内
務
卿
」
に
届
け
て
も
、
認
可
を
得
る

た
め
の
時
間
は
さ
ほ
ど
か
か
ら
ず
、
心
配
は
な
い
と
答
弁
し
た
。

（十
八
年
七

月

「
臨
時
会
議
日
計
巴

第
五
号
）

こ
う
し
て

「
乾

一
二
七
号
」
が
告
示
さ
れ
た
。

（
「秋
田
県
布
達
集
」
八
〇
）

河
辺
郡
和
田
村
仙
北
郡
峰
吉
川
村
間
道
路
開
撃
之
義

二
付
、
本
年
度
第
九

九
号
ヲ
以
テ
告
示
置
候
処
、
今
般
臨
時
県
会
ノ
決
議

二
依
り
、
更

二
明
治

十
八
年
度

ヨ
リ
同
二
十
年
度

マ
テ
三
ケ
年
ノ
継
続
卜
相
改
、
則
支
出
予
算

額
左
之
通
相
定
候
条
、
此
旨
告
示
候
事

明
治
十
八
年
八
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
令
赤
川
憩
助

一
金

二
万
四
七
八
九
円
三
七
銭
五
厘

　

河
辺
郡
和
田
村
仙
北
郡
峯
吉
川
間

道
路
開
菫
費

此
訳

金

四
千
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八
年
度
支
出
額

金
　
一
万
三
百
四
十
四
円
六
十
八
銭
七
厘
　
　
　
　
十
九
年
度
支
出
額

金
　
一
万
三
百
四
十
四
円
六
十
八
銭
七
厘
　
　
　
　
一
一十
年
度
支
出
額

こ
の
よ
う
に
三
年
間
の
予
算
が
決
定
し
た
の
で
、
こ
れ
以
後
の
県
会
で
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
精
算
書
か
ら
こ
の
三
年
間

の
金
額
を
年
度
別
に
あ
げ
る
と
、
十
八
年

（
四
千
九
十
四
円
九
十
銭
四
厘
）
、

十
九
年

（
一
万
三
百
六
十
四
円
八
十

二
銭
七
厘
）
、

二
十
年
■

万
三
百
九
十

五
円
十
七
銭
七
厘
）
で
、

こ
の
三
カ
年
を
集
計
す
る
と
、

二
万
四
千
八
百
五
十

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

四
円
九
十
銭
八
厘
と
な
り
、
表
９
の
金
額
と
は

一
致
し

な
い
。
し
か
し
、

「
十
八
年
中
河
辺
郡
荒
川
村
大
字
上

淀
川
仙
北
郡
刈
和
野
村
大
字
峯
吉
川
間
坂
路
変
更
ノ
エ

ヲ
起
シ
、
同
廿
年
年
中
竣
エ
ヲ
告
ク
、
同
年
同
郡
荒
川

村
大
字
境
上
淀
川
間
通
路
改
修
エ
ヲ
起
シ
、
又
同
年
中

二
於
テ
同
郡
同
村
大
字
境
河
辺
郡
船
岡
村
大
字
舟
岡
間

ノ
改
修
エ
ヲ
起
シ
、
同
年
中
同
郡
豊
島
村
字
豊
成
坂
路

ヲ
改
修
シ
、
続
テ
同
郡
仁
井
田
村
字
横
山
坂
路
ノ
改
修

ノ
エ
ヲ
起
シ
、
何
レ
モ
同
年
中

二
於
テ
竣
功
ヲ
告
ケ
、

（
以
下
略
）
」
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
十
九
年
か
ら
二

十

一
年
迄
の
国
庫
補
助
を
県
予
算
案
で
見
る
と
、
二
十

年
に

一
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
が
気

に
な
る
点
で
あ
る
。

〓
一　
土
崎
港
の
改
修
問
題
に
つ
い
て

十
四
年
県
会
で
、

「
土
崎
港
湾
修
繕
費
」
千
円
が
、

計
上
さ
れ
た
。
理
由
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
質
疑

が
は
じ
ま
る
と
、

「
独
り
該
港

二
限
り
費
用
ヲ
要
ス
ル

ハ
不
公
平
」

（十
四
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
四
号
）

と
か

「
港
湾
修
繕
ノ
如
キ

ハ
其
地
居
住
ノ
人
民
負
担
セ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
な
ど
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。

表 9 仁井田～峯吉川間道路改修

五

凶 改修延長距離 幅  員 主な経過地点 着手年月 竣功年月 改 修 工

仙北郡峯吉川～同郡荒川村壻及河コ郡和田村字神内 1里 30丁 4間 淀川 船 岡境 、 18年 9月 20年 11月 21,219.160
河辺郡登島村字事成～同郡仁井田村字横山 19142間 4間 20年 6月 20今112月 4,162.313

5142昆詞 18年 9月 20年 12月 25,381.473

「道路調査書類J 明治33年



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

県
は

「
該
港
湾
ノ
如

ハ
管
内
ノ
貨
物

出
入
ノ
要
枢
ナ
レ
ハ
、　
一
県
ノ
人
民

悉
ク
其
益
ヲ
受
ケ
サ
ル
ナ
シ
、
然

ル

ヲ
独
り
該
港
居
住
ノ
人
民
ヲ
シ
テ
之

ヲ
負
担

セ
シ
メ
ン
」

と
す
る

の
は
　

入

「
地
方
税
ナ
ル
モ
ノ
何
ナ
ル
処

二
於

　

出

テ
支
弁
ヲ
得

ヘ
キ
カ
其
性
質
ヲ
知
ラ
　

輸

サ
ル
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
。

（十
　

港

四
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
二
号
）

各

土
崎
港
は
、
輸
出
入
と
も
県
内
の
他
　

麺

の
諸
港
を
圧
倒
し
て
お
り
、

「
管
内

ノ
貨
物
出
入
ノ
要
枢
」

で
あ
る
。

（表
Ю
）
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、

「
地
域
的
利
害
」
か
ら
自
由
に
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
県
議
よ
り
、
官
吏
が

「
大
局
的
」
な
見
地
か
ら

「
県
政
」
を

見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
こ
の
案
は
原
案
が
通
過

し
た
。

十
五
年
県
会

で

「
土
崎
港
湾
修
築
費
」
と
し
て
五
千
円
が
計
上
さ
れ
た
。

「
近
年
港

口
頻
リ

ニ
破
墾

シ
、
菅

二
荷
物
運
搬
ノ
便
ヲ
欠
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
輸

出
入
ノ
妨
害

ヲ
招
キ
、
随
テ
物
品
ノ
価
格

二
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ノ
情
況
」
に
あ
る

の
が
、
そ
の
理
由
で
あ

っ
た
。

（
十
五
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
九
号
）

だ
が
先
述
し
た
よ
う
に
十
五
年
県
会
で
は
、
土
木
費
の
支
弁
は

「
三
大
川
」

一
六

に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
も
、

五
千
円
で
は
十
分
な
工
事
は
出
来
ず
、　
コ

タ
ヒ
洪
水

二
遇
フ
ト
キ

ハ
亦
潰
裂

収
修

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ラ
ン
」
と
か

「
土
崎
港

ニ
ノ
ミ
地
方
税
ヲ
給

シ
、
他

ノ
能
代
等
ヲ
省
ミ
サ
ル
ハ
不
公
平
」
で
あ
る
と
か
、
厳
し
い
意
見
が
相
次
い
だ
。

県
が

「
其
ノ
実
況
ヲ
視
察
セ
シ
カ
実

二
非
常
ノ
破
損

ニ
シ
テ
、
今
日

二
於
テ
若

シ
修
繕
ヲ
怠
ル
ア
ラ
ハ
如
何
ナ
ル
惨
状
ヲ
現
出
ス
ル
モ
知
」
ら
な
い
と
反
論
し
、

「
原
案
」

へ
の
理
解
を
求
め
た
も
の
の
、　
一
次
会
で
は
否
決
さ
れ
た
。
し
か
し

二
次
会
で
は
、

「
反
対
論
者
ノ
前
会

二
於
テ
主
張
セ
ル
ノ
説
ヲ
要

ス
ル
ニ
、
表

面
ヨ
リ
ス
ル
モ
ノ
ハ
縦
令
之
ヲ
修
築

ス
ル
モ
、　
一
朝
怒
涛
ノ
為
メ
潰
裂

ス
ル
ト

キ
ハ
幾
万
ノ
費
用
モ
水
泡

二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
寧

口
之
ヲ
廃
ス
ル
ニ
若
カ
ス
ト
、

又
裏
面
ヨ
リ
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
如
何

二
地
方
税
ヲ
以
テ
補
助

ス
ル
モ
直
接
ノ
利
害

ヲ
有

ス
ル
人
民

ニ
シ
テ
憤
発
セ
サ
レ
ハ
、
無
益
ナ
リ
ト
云
フ
エ
ア
リ
、
斯

ル
議

論
ノ
如
キ

ハ
民
利
公
益
ノ
如
何
ヲ
外

ニ
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
不
親
切
卜
云
フ
ヘ
キ

ナ
リ
、
此
ノ
場
合

二
於
テ
切

二
各
員
」
が
熟
考
し
て

「
原
案

二
恢
復

シ
テ
」

「
五
千
円
ノ
補
助
費
」
を
支
給
す
る
こ
と
を
願
う
と
の
意
見
が
通
り
、
原
案
が

復
活
し
た
。

（十
五
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
十
九
号
）

十
五
年
六
月
に
土
崎
港
の
有
志
は
、
河
港
普
請
の
請
願
を
行

っ
た
。

雄
物
川
水
流
目
今
非
常
之
変
遷

二
及
、
土
崎
港
浜
地
ヲ
崩
壊
シ
、
貿
易
上
百

事
差
問
ヲ
生
ズ
、
殆
ン
ト
商
法
ノ
衰
碩
ヲ
来
タ
シ
、
其
困
窮
菅

二
当
港
人
民
ノ

ミ
ニ
止

マ
ラ
ス
、
自
他
公
衆
ノ
不
幸
名
状
ス
可
カ
ラ
サ
ル
景
況

二
立
至
レ
ル
ハ
、

今
更
喋
々
具
申
ス
ル
ニ
及
バ
ザ
ル
ナ
リ
、
故

二
大

二
土
木
ノ
エ
事
ヲ
興
シ
、
浜

地
ノ
通
路

二
及
ヒ
、
繋
船
場
、
荷
揚
場
、
波
上
場
等
ヲ
建
築
シ
、
河
港
堅
牢
ノ

港  名 輸 出 (円 ) 比  率 輸 入 (円 ) 比  率
土崎 357,791 6Cl.0 102,781
船り‖ 27.869 7,8“
戸 賀

能 代 港 61,334 51,514
古雪 78,967 13.2 22.579
松 ヶ崎 2,797 104
石 脇 18.711 5,901
平 沢 12,283 6,343
樋 21,762 3.7 8,7∞
金浦 1,264

596.219 100.0 207,071 1∞ .0

「秋田県勧業年報J第 7回 明治17年



普
請
、
速

二
御
着
手
ア
ラ
ン
事
ヲ
乞

フ

一　

土
功
ヲ
興

ス
ノ
費
額
予
算

ハ
私
共

二
於
テ
詳
知

ス
ル
能

ハ
ズ
ト
雖
ト
モ
、

完
全
ノ
エ
事

ヲ
竣
ソ
コ
ト
ヲ
願
望

ス
ル
ニ
依
り
、
現
時
金
融
非
常
ノ
笙
塞

ヨ

リ
シ
テ
商
売

一
般
ノ
困
難
ナ
ル
モ
厭

ハ
ズ
、
港
民
奮
起
シ
テ
該
費
途
ノ
内

へ

一
ケ
年
金
五
千
円
宛
本
年

ヨ
リ
向

フ
三
ケ
年
間
併
セ
テ
金

一
万
五
千
円
ヲ
差

出
シ
、
柳
義
務
ノ

一
端
ヲ
表
シ
、
以
テ
ロ
下
箸
盛
ノ
救
済
ヲ
仰
カ
ン
ト
懇
請

ス
ル
処
ナ
リ

（
中
　
略
）

一　

前
記

一
万
五
千
円
ノ
内
半
額

（
即
チ
七
千
五
百
円
）

ハ
、
当
港
回
船
間
屋

営
業
者
中

ヨ
リ
特

二
出
金
セ
ル
モ
ノ
ニ
ヨ
リ
、
本
業
者
卜
当
港
十
九
ケ
町
ト

ノ
間

一
一　
別
紙
ノ
通
定
約
ヲ
取
結

ヒ
候
間
、
併
セ
テ
御
認
可
ア
ラ
ン
事
ヲ
請

フ

右
之
段
当
港
十
九
ケ
町
連
合
会

二
於
テ
決
議
ノ
上
請
願
候
条
、
特
別
ノ
御

詮
義
ヲ
以
至
急
御
裁
可
ノ
程
奉
願
候

穀
保
町
惣
代
　
船
木
助
右
衛
門

外
十
八
名

（略
）

土
崎
港
十
九
ケ
町
連
合
会
議
決
上
申

（
上
　
略
）

一　
右
金
壱
万
五
千
円
ノ
内
十
五
年
度

二
於
テ
金
五
千
円
ヲ
徴
収
シ
テ
、
県
庁

へ
納
メ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
而
シ
テ
其
出
金
配
賦
区
別
ス
ル
左
ノ
如
シ

（表
Ｈ
）

右
之
通
当
土
崎
港
穀
保
町
外
十
八
町
連
合
会

二
於
テ
議
決
仕
候
間
此
段
上
申

仕
候
也

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

明
治
十
五
年
六
月
八
日

南
秋
田
郡
土
崎
湊
石
保
町
戸
長
代
理
　
筆
者
小
田
島
厚
蔵

外
十
六
名

（
略
）

秋
田
県
令
石
田
英
吉
殿

水
利
土
功
聯
合
会

二
於
テ
決
議
シ
タ
ル
上
崎
港
拾
九
ヶ
町

回
船
間
屋
ト
ノ
間

二
結
定
ス
ル
条
約
左
ノ
如
シ

吾
土
崎
港
河
港
水
利
土
功
ノ
聯
合
会
ヲ
開
議
シ
テ
、
浜
地
通
路
及
ヒ
繋
船
場
、

波
止
場
等
建
設
ノ
儀
本
県

へ
請
願
ス
ル
ニ
方
り
、
本
港
人
民

ニ
シ
テ
応
分
ノ
義

務
ヲ
尽
シ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
決
心
シ
、
今
後
三
ヶ
年
間

二
徴
収

ス
ヘ
キ
金
額

一
万
五

千
円
ノ
半
額
ヲ
、
回
船
問
屋
営
業
者
組
合
中

ニ
テ

負
担
ス
ヘ
キ
ヲ
嘱
セ
ラ
レ
タ
リ
、
故

二
該
営
業
者

ヨ
リ

一
ヶ
年
併
セ
テ
金
二
千
五
百
円
差
出
ス
ヘ
キ

ヲ
約
諾
ス
、
然
シ
テ
回
船
間
屋

二
於
テ
幾
分
積
立

金
ヲ
為
メ
、
之
レ
カ
償
却
ヲ
ナ
サ
＼
ル
ヲ
得
サ
ル

ニ
由
り
、
本
港
総
町
卜
該
問
屋
ト
ノ
間

二
左
ノ
定

約
ヲ
結
ヒ
、
官
庁
ノ
認
許
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

第

一
条
　
回
船
間
屋
営
業

二
於
テ
、
取
扱
輸
出

入
物
品
総
テ
其
多
寡

二
応
シ
、
手
数

料
ノ
内
幾
分
ノ
積
立
金
ヲ
ナ
シ
、
三
ヶ

年
間

二
金
七
千
五
百
円

二
充
タ
シ
ム
、

故

二
本
港
中
輸
出
入
物
品
船
舶
直
接

売
買
及
取
扱
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
　

ハ
、
官

ヒ

表11 15年度出金配賦区別

徴 収 方 法 金  額

土崎港各回船間屋 ヨリ出金 2,500

土崎港各町地価割 ヲ以テ徴収 500

土崎港各町戸数害1ヲ 以テ徴収 500
土崎港各町財産所有者二応シ割当 1.500

総     計 5,000

「土木課諸務掛事務簿J明治15年 7月 ～8月

諸務之部 5番



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

許
回
船
間
屋
営
業
者

二
可
限
事

第

二
条
　
将
来
回
船
間
屋
営
業
ナ
サ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
同
業

工
組
合
致

積
立
金
規
則
其
他
中
会
規
則
ヲ
確
守

ス
ヘ
キ
事
　
但
シ
現
今
回
船

間
屋
営
業
者
卜
雖
モ
他
日
廃
業
御
届
済
ヲ
得
ル
ル
上

ハ
、
其
責
任

ヲ
解

ヘ
キ

ハ
勿
論
ノ
事

第
三
条
―
第
五
条

（略
）

第
六
条
　
此
条
約
履
行

ス
ル
ハ
、
満
三
ヶ
年
間
ヲ
以
テ
期
ト
ス

此
締
約
書
二
通
ヲ
製

シ
、
土
崎
港
総
町
回
船
問
屋
卜
各

一
通
ツ
＼

一
町
持
　
　
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
十
五
年
六
月

上
崎
湊
穀
保
丁
外
十
八
町
総
代
金
子
長
蔵

外
七
名

（略
）

県
議
の
い
う

「直
接
ノ
利
害
ヲ
有

ス
ル
人
民
」
は

「憤
発
」
し
て
三
年
間
で
、

一
万
五
千
円
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
さ
ら
に
そ
の
費
用
の
徴
収
方
法
も

明
確
に
し
た
う
え
で
、
請
願
し
た
の
で
あ
る
。

土
崎

の
有
志
の
港
湾
改
修
に
か
け
る
熱
意
と

「
測
量
師
請
求
ノ
建
議
」
に
お

さ
れ
て
で
あ
ろ
う
か
、

こ
の
年
の
十
二
月
に
は
、
県
令
が
内
務
卿
に
技
師
派
遣

を
上
申
し
て
い
る
。

羽
後
国
秋
田
県
南
秋
田
郡
土
崎
港
修
築

二
際
シ
エ
師
派
出
之
儀
上
申

羽
後
国
秋
田
県
南
秋
田
郡
土
崎
港
之
儀

ハ
、
元
来
流
心
之
屈
曲
甚
タ
シ
ク
、
常

二
船
舶
ヲ
妨
ク
ル
モ
、
其
至
難
云
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
処
ヨ
リ
同
港
人
民
ヨ
リ
モ
再
々

出
願
之
次
第

モ
有
之
、
依
テ
其
憂

ヒ
ヲ
防
ク
ノ
エ
事
ヲ
施

コ
サ
ン
ト
エ
師
ヲ
シ

一　
Ａヽ

テ
実
検
ヲ
得
、
詳
細
調
査
ヲ
仰
度
卜
、
兼
々
土
木
局

へ
照
会
之
処
、
同
局
之
都

合
有
之
差
向
派
出
相
成
議
候
趣
ヲ
以
、
地
方

二
於
テ
具

二
実
測
ヲ
遂
ケ
、
平
面

図
等
整
頓
之
上
持
参
相
成
度
旨
回
答

二
拠
り
、
則
チ
今
般
主
任
者
実
測
図
携
帯

出
京
為
致
、
土
木
局
御
雇
工
師
ム
ル
ド
ル
氏
ノ
調
査
ヲ
受
候
処
、
何
分
実
地
経

視
不
相
成
候
テ
ハ
、
到
底
見
込
難
相
立
趣

二
有
之
、
附
テ
ハ
最
前
土
木
局

へ
照

会
及
候
通
、
工
師
派
出
相
成
候
様
致
度
、
左
候
得

ハ
兼

々
人
民
出
願

二
対
シ
信

用

ハ
素

ヨ
リ
尚

一
層
奮
発
之

一
端

ニ
モ
相
成
可
申
、
果
シ
テ
御
聞
届
之
上
、
日

今
県
地
雪
積
之
場
合

二
付
、
来
春
消
雪
之
季
ヲ
以
テ
、
尚
上
中
可
仕
候
条
、
宜

敷
御
採
用
相
成
度
、
此
段
奉
願
候
也

明
治
十
五
年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
令
　
石
田
英
吉

内
務
卿
山
田
顕
義
殿

十
六
年
県
会
に
は
、

「
土
木
費
中
土
崎
港
湾
費
」
と
し
て
次
の
議
案
が
提
出

さ
れ
た
。

自
明
治
十
六
年
度
至
同
十
七
年
度
地
方
税
土
木
費
中
港
湾
費
支
出
予
算
議
案

一　
金

一
万
円

此
訳

金
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
年
度
支
出
額

金
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七
年
度
支
出
額

質
疑
が
は
じ
ま
る
と
、

「
聞
ク
所

二
拠
レ
ハ
エ
師

ハ
不
日
到
着

ス
ル
由
ナ
レ

バ
、
其
到
着

ヲ
待

ツ
テ
充
分

二
測
量
ヲ
加

へ
精
確
ナ
ル
修
繕

ヲ
加

フ
ベ
シ
」

「會
テ
宮
城
県
野
蒜
港

二
趣
キ
、
其
実
地
ヲ
見
聞
セ
シ
ガ
実

二
同
港
ノ
如
キ
、

数
十
万
円
ノ
巨
金
ヲ
消
費
シ
テ
空
シ
ク
浪
費

二
帰

ス
ル
場
合

二
立
至
レ
リ
、
故



二
土
崎
港
卜
雖
ト
モ
エ
師
若
シ
実
地

二
点
検
ヲ
ナ
サ
バ
、
如
何
ナ
ル
変
化
ヲ
生

出
セ
シ
モ
未
夕
知

ル
ベ
カ
ラ
ス
、
幸

二
昨
年
ノ
金
員
モ
未
夕
支
消

ス
ル
ニ
至
ラ

ズ
、
現
存

ス
ル
ヲ
以
テ
暫
ク
エ
師
ノ
至
ル
ヲ
侯
ツ
テ
、
着
手
ス
ル
モ
宅
モ
支
障

ナ
カ
ラ
ン
ト
思
惟

ス
」
と
、
工
師
の
測
量
を
基
に
し
て
議
案
を
作
成
し
、
討
論

し
た
後
で
着
手
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て

は
、

「
工
師
ノ
見
込

ハ
如
何
ナ
ラ
ン
カ
其
レ
モ
予
メ
計
り
難
シ
」

「
若
シ
差
延

ス
ガ
如
キ
ア
リ
テ

ハ
大

二
人
民
ノ
信
用
ヲ
失

ハ
ン
、
故

二
之
レ
ヲ
侯
タ
ス
速

ニ

着
手
ス
ル
ニ
如
カ
サ
ル
ナ
リ
」
と
か

「
巳

二
昨
年

二
於
テ
同
地
ノ
有
志
者

ヨ
リ

モ
巨
額
ノ
金
員
ヲ
資
出
セ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
地
方
税

ヨ
リ
個
計
ノ
金
員
ヲ
支
出

ス
ル
モ
何
ノ
支
障

ア
ラ
ン
」

「
時
日
ヲ
費
サ
バ
破
レ
タ
ル
ハ
倍
シ
崩
レ
タ
ル
ハ

念

ヨ
崩

レ
テ
党

二
巨
額
ノ
費
用
ヲ
要
セ
ザ
ル
フ
得
ザ
ル
場
合

二
至
ラ
ン
」
と
か

の
、
反
対
意
見
が
出
さ
れ
、
原
案
が
通
過
し
た
。

（十
六
年

「
通
常
会
議
日
誌
」

第

二
号
）

こ
の
後
、
土
崎
港
湾
改
修
は
、
県
会
で
質
疑
さ
れ
る
こ
と
な
か

っ
た
。
県
令

の
上
申
に
応
じ
た
政
府
は
、
十
六
年
十
二
月
、
土
木
局
御
用
掛
古
市
公
威
を
秋

田
に
派
遣
し
た
。
古
市
は

「
逐

一
実
視
之
上
」

「
計
画
説
明
書
」
を
提
出
し
た
。

そ
の
要
点
は

一　

土
崎
市
街
地
ノ
下
流
相
染
新
田
村
悪
水
吐
ロ
ニ
至
ル
マ
テ
、
護
岸
工
事

ヲ
施

コ
シ
、
沿
岸
道
路
ヲ
開
ク
コ
ト

一
一　
土
崎
市
街
地
ノ
内
、
在
来
ノ
物
揚
場
ヲ
修
築
シ
、
孵
船
ノ
発
着
、
貨
物

ノ
揚
下
ヲ
便

ニ
ス
ル
コ
ト

〓
一　
相
染
新
田
村
造
船
所
地
内

二
於
テ
、
番
船
揚
場
ヲ
設
ケ
併
テ
新
造
船
進

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

表12 土崎港湾修築精算総計表

(2)収入精算

「 土木課事務簿J明 治 18年 3月 ～同 19年 3月  上崎修築之部 3番
※別表参照

九

※別表 土木費中土崎港湾費

年 度 予算 高 精 算 荏

15年度 5,000.000 5,OЮ O.000

16年席 5.000.000 .235

17年度 5.000.000 4.979.025
18年度 669.765 669.765

合  計 15,669。 765 11,479.025

(1)工事費精算

工事名 経  費 備 考

沈床 5,092.851

荷 揚場 2,979.006 292坪 9分 7厘
船卸場 1,457.248 270ナ平8()7夕   71・ =・ 81ナ平2合 4 夕

堤防 8,539.943 長 419間
水抜石管 340.079 2ヶ 所

沈床敷川埋 808.581

雑使消品 1,029.466

諸雑費 2,327.341

追工事 104.936

合 計 22.679.451

収 入総額 22,958.050

残 金 278.599

11,479.025

出分 ※



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

水
ノ
用

二
供

ス
ル
コ
ト

四
　
対
岸

二
沈
床
水
制
ヲ
設
置

シ
、
適
度
ノ
流
積
ヲ
定
メ
乱
流
ヲ
防
キ
、
深

浅
ノ
差
異
変
動
ヲ
減
シ
、
船
舶
ノ
繋
泊
進
退
ヲ
便

ニ
ス
ル
コ
ト
の
四
点

で
、
次
に
こ
の
た
め
に
行
う
べ
き
工
事
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し

て
い
る
。
紙
数
の
関
係
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

「
此
計
画
タ
ル

元
来
工
費
三
万
円
を
目
途
ト
シ
テ
、
之
ヲ
定
ム
、
而
シ
テ
予
算
額

ハ
二

万
九
千
九
百
余
円

二
達

ス
、
蓋

シ
適
当
ノ
予
算

ニ
シ
テ
」
と
記
し
て
い

（
２‐
）

Ｚ
つ

。

こ
う
し
て
古
市
の
計
画
に
基
づ
い
て
、
工
事
が
進
め
ら
れ
、
十
八
年
に
工
事

は

一
応
竣
工
し
た
。

土
木
課
長
城
戸
融
は
、

「
土
崎
港
湾
修
築
工
事

ハ
、
曽
テ
御
達
之
通
り

一
ト

先

ツ
打
切
」
と
し

「
費
用
積
算
」
は
、

「
別

二
上
申
及
ヒ
置
キ
候
通
リ
ー
協
議

費

二
対
ス
ル
予
算
収
入
額

ハ
、
別
紙
仕
訳
ノ
通
り
」

「
百
二
十
四
円
余
ノ
残
額
」

が
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば

「
地
方
税
卜
間
接
連
帯
ノ
エ
費

二
付
、　
一
旦
打
切
相

成
候
上

ハ
、
割
一戻
ス
可
キ
正
当
ノ
順
序

二
候
得
共
、
該
港
荷
上
場

工
荷
物
取
扱

所
ヲ
設
ケ
無
之
、
雨
天
際

ハ
頗

ル
不
便

二
付
、
右
残
金
ヲ
以
テ
、
別
紙
図
面
ノ

通
り
、
荷
物
取
扱
所
ヲ
設
ケ
シ
メ
候
様
致
度
」
と
の
、
伺
い
の
な
か
で
、
修
築

の
完
成
を
報
告
し
た
。

（表
１２
）

こ
れ
で
、
雄
物
川
の
港

国
の
川
岸
の
修
築
を
主
な
目
的
と
し
た
工
事
は
完
成

し
た
が
、
収
入
は
、
地
方
税
、
土
崎
協
議
費
と
も
に

一
万
千
四
百
七
十
九
円
余

で
、
古
市
が
設
計
し
て
算
出
し
た
金
額
か
ら
見
れ
ば
、
七
千
円
も
減
額
さ
れ
て

い
る
。
土
崎
港
の
本
格
的
な
修
築
は
昭
和
に
入

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

二
〇

お

わ

り

に

本
稿
の
意
図
は
、
土
木
関
係
議
案
の
作
成
過
程
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
土

木
行
政
の
展
開
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
通
り

に
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。
議
案
作
成
の
基
本
資
料
な
ど
を
特
定
で
き

ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
周
辺
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
資
料
し
か
、
使
う

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、
十
五
年
に
新
設
さ
れ
た

「
町

村
土
木
補
助
費
」
に
つ
い
て
は
、
問
題
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
さ
え
、
で
き
な

か

っ
た
。
生
活
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

「
里
道
」

へ
の
補
助
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
議
案
化
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
て
、
事
業
化
さ
れ
た
か
が
、

一
番
関
心
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
新
聞
記

事
、
特
に

「
投
書
」
な
ど
を
見
る
こ
と
で
、
新
聞
購
読
者
層
に
限
定
さ
れ
る
と

は
い
え
、
彼
ら
が
県
の
土
木
行
政
に
ど
の
よ
う
な
関
心
を
示
し
て
い
た
か
に
つ

い
て
、
言
及
す
る
こ
と
も
重
要
な
視
点
で
あ

っ
た
が
、
そ
こ
ま
で
は
追
究
で
き

な
か

っ
た
。

だ
か
、
取
り
上
げ
る
べ
く
し
て
、
取
る
上
げ
る
こ
と
が
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
の
が
、
予
算
と
精
算
の
問
題
で
あ
る
。
十
五
年
県
会
で
、
十
三
年
度

「
精
算

報
告
」
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
た
。

「
土
木
費
中
雄
物
川
支
流
旭
川
治
水
費
ノ
予
算
額

ハ
、
僅
カ

二
九
十
円
九
十

七
銭
ナ
ル
ヲ
、
今
其
決
算
ヲ
見
レ
ハ
二
千
四
百
十
二
円
十
四
銭
三
厘
ノ
巨
額

ヲ

要
ス
ル
ニ
至
ル
、
執
行
者

二
於
テ
如
何
ナ
ル
取
斗
ヲ
ナ
セ
シ
ヤ
」
と
の
質
問
に
、

「
旭
川
治
水
ノ
時

ハ
、
恰

モ
御
巡
幸
以
前

二
際
セ
ル
ヲ
以
テ
、
十
分
ナ
ル
洲
浚



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

表13 13年 度精算
河 川 名 予算高 精算高 支 出 金  額 支 出 金  額 支 出

雄物り| 幹流 3,268966 3,003 157 265.809 旭川 へ流用

米 白川幹流 2,632 175 2,880 3bl 2,632 175 米白川幹流 60.527 子吉川幹流 ヨリ流用

子吉川幹流 1,2∞ 855 678 393 166 773 子吉川幹流 327 506 石澤川 ヨリ流用

馬場 目川幹流 169812 米白川幹流へ流用

雄物リ支流旭川 90 970 9Э

"0
265∞9 雄物川幹流 ヨリ流用 78幽 子吉川幹流 ヨリ流用

雄物リ支流太平川 60643 60 643 雄物川支流旭川へ流用

雄物リ支流岩見川 388 149 388.149 雄物川支流旭川へ流用

雄物リ支流玉川 545843 545 843 雄物川支流旭川へ流用

雄物リ支流旭川 278.980 278 980 旭川 へ流用 皆瀬川へ流用

雄物

'

支流皆瀬川 388.149 388 149 388.149 皆瀬 川 188 491 子吉川幹流 ヨリ流用
米 白リ 支流阿仁 || 879 408 879 408 35 814 皆瀬川へ流用

米白リ支流藤琴 || 262 823 262 823 17 837 米 白川幹流へ流用
"186

皆瀬川へ流用

子吉リ支流石澤 || 327.謳 327 506 子吉川幹流へ流用

子吉リ支流徳澤 || 272 921 184 114 子吉川幹流へ流用 8297 防沢村橋へ用立

総   計 10,767 200 10,767 200

河 川 名 金 額 支 金  額 支 出 金  額 支 出

雄物川幹流

米白川幹流 169.812 馬場 目川 ヨリ流用 17 837 藤琴川 ヨリ流用

子吉川幹流 184.114 徳澤川 ヨリ流用

馬場 目川幹流

雄物川支流旭川 60.643 雄物川支流太平川 ヨリ流用 388.149 岩見川 ヨリ流用 545 843 玉川 ヨリ流用

雄物川支流太平川

雄物川支流岩見川

雄物川支流玉川

雄物川支流旭川

雄物川支流皆瀬川 315 平鹿郡旭川 ヨリ流用 211186 米 白川支流藤琴川 ヨリ流入 35 814 米白川支流阿仁川 ヨリ流用
米白川支流阿仁川

米白川支流藤琴川

子吉川支流石澤川

子吉川支流徳澤川

総 十

河 名 金  額 支 出 土木課精算

雄物川幹流 3,003 157

米白川幹流 2,880.51

子吉川幹流 678 393

馬場 目川幹流 O IX3

雄物 1支 流旭川 旭川 ヨリ流用

雄 物 1支流太平川 0.0∞

雄 物 1支 流岩見川 00∞
雄 物 1支 流玉川

雄物 I支 流旭川 O KXXl

雄物 1支 流皆瀬川

米 白 1支 流阿仁 || 843 594

米 白 1支 流藤琴 || 224 800

子 吉 1支 流石澤 || O IXXl

子 吉 1支 流徳澤 | 80.510

総   計 10,758 903

「 土木課諸務掛事務簿J明 治15年 4月 諸務之部 4番



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

等
ヲ
ナ
セ
シ
ニ
ヨ
リ
、
斯

ル
巨
額

ヲ
要

ス
ル
ニ
至
ル
」
と
、
答
え
て
い
る
。

（
十
五
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
三
号
）
如
何
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、
県

会
の
議
定
を
経
て
確
定
し
た
予
算
額
が
、
執
行
段
階
で
無
視
さ
れ
れ
ば
、
県
会

の
権
限
の
縮
小
に
直
結
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
簡
単
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
は
な
く
、
こ
の
問
題
は
参
事
院
の
裁
定
を
請
う
ま
で
に
紛
糾
し
た
。
裁
定

は
、
県
令
は
、
審
議
し
て
確
定
し
た
予
算
額
を
超
え
た
支
出
し
て
は
な
ら
な
い

と
、
県
会
の
主
張
を
認
め
る
か
た
ち
で
終
わ

っ
た
。
県
会
の
権
限
を
問
題
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。

問
題
は
次
の
点
に
あ
る
。
実
際
は
二
千
四
百
余
円
と
予
算
額
を
二
十
七
倍
も

上
ま
わ

っ
て
い
る
の
に
、

「
十
三
年
度
精
算
報
告
書
」
は
、
予
算
額
通
り
の
精

算
額
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
土
木
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
を

整
理
し
た
表
１３
は
ヽ

「
精
算
書
」
と
は
全
く
違
い
、
旭
川
治
水
費
は
、
質
問
の

中
で
あ
げ
ら
れ
た
金
額
と
合
致
す
る
。
と
す
れ
ば
、

「精
算
報
告
書
」
は
、
必

ず
し
も
信
用
で
き
ず
、
史
料
批
判
抜
き
で
の
使
用
は
柳
か
危
険
で
あ
る
。
精
算

額
が
予
算
原
案
作
成
の
前
提
に
な
る
だ
け
に
、
こ
れ
は
看
破
で
き
な
い
問
題
で

あ
る
が
、
問
題
提
起
し
か
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

註
（
１
）
　
こ
れ
以
後
、
土
木
関
係
規
則
が
次
々
と
公
布
さ
れ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
い
ず

れ
も
最
初
の
も
の
を
あ
げ
た
。
例
え
ば
、

「道
路
掃
除
ノ
コ
ト
」
は

「道
路
掃

除
下
水
疎
通
之
儀
」

（十
年
十
月
）
↓

「道
路
掃
除
規
則
」

（十
一
年
二
月
）

↓

「道
路
掃
除
規
則

追
加
」

（十

一
年
四
月
）
↓

「道
路
掃
除
規
則
」

（
二

一
一
二

十
年
二
月
）
と
な
り
、
次
第
に

「
法
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら

の

「
規
則
」
に
見
ら
れ
る
理
念
は
、
最
初
の
規
則
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
。

（
２
）
　

『
日
本
見
聞
記
』

（
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
七
年
）

（
３
）
　

『
日
本
奥
地
紀
行
』

（
平
凡
社
、　
一
九
七
八
年
）

（
４
）

十
三
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
四
号

　

明
治
十
三
年

「
秋
田
県
通
常
会
議

日
誌
」
第

一
四
号
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
通
り
書
く
べ
き
で
あ
る
が
、

明
治
と
秋
田
県
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
な
か
に
は

「
秋
田
県
通
常
県
会
日
誌
」

な
ど
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
上
記
の
記
載
で
統

一
し
た
。

（
以
下
同
じ
）

（
５
）

理
由
は
二
の

「
仁
井
田
刈
和
野
間
の
道
路
改
修
問
題
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
言

及
す
る
。

（
６
）

巡
察
使
と
し
て
来
県
し
た
田
中
不
二
麿
も
土
木
行
政
の
課
題
が
、
仁
井
田
、
刈

和
野
間
の
道
路
修
築
と
土
崎
港
の
改
修
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

「
本
県
内
河
川
大
ナ
ル
モ
ノ
ハ
米
代
、
雄
物
、
子
吉
ノ
三
川

ニ
シ
テ
毎
歳
若
千

ノ
修
繕
費
ヲ
要
ス
然
レ
ト
モ
今
日
事
業

ハ
多
ク
ハ
小
修
補

二
過
キ
ス
漸
次
永
遠

堅
牢
ノ
エ
ヲ
起
サ
ン
ト
シ
ロ
今
其
計
画
中
ナ
リ
港
湾

ハ
土
崎
、
能
代

二
在
り
共

二
港
口
損
塞
シ
テ
船
舶
ノ
出
入
二
便
ナ
ラ
ス
…
殊

二
米
穀
ノ
出
入
等
主
ト
シ
テ

此
二
港

二
由
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
ニ
土
崎
ノ
如
キ
偶
汽
船
ノ
繋
泊
ス
ル
ア
ル
モ

遠
ク
港
外

二
続
ヲ
留
ム
其
不
便
甚
シ
之
ヲ
以
テ
地
元
町
村
ヨ
リ

一
万
五
千
円
客

年
地
方
税
ヨ
リ
五
千
円
ヲ
支
出
シ
又
本
年
県
会

一
万
円
ノ
費
用
ヲ
議
決
シ
近
日

修
築

二
着
手
ス
ト
云
フ
…
道
路

ハ
瞼
ヲ
夷
シ
迂
ヲ
直
ク
セ
ル
所
其
工
事
少
カ
ラ

ス
ト
雖
モ
平
生
ノ
修
補
ノ
於
テ
未
完
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
レ
ト
モ
本
地
方
ヨ

リ
東
京

二
到
ル
ノ
路
線

ニ
シ
テ
河
辺
郡
仁
井
田
村
ヨ
リ
仙
北
郡
川
和
野
村

二
到

ル
ノ
間

ハ
山
径
車
馬
ノ
不
便
ア
リ
本
年
ヨ
リ
向
三
年
フ
期
シ
テ
エ
事
ヲ
起
サ
ン

ト
ス
是
亦
必
要
ノ
土
功
ナ
リ
…
」

〈
「
明
治
十
五

・
十
六
年

地
方
巡
察
使
復

命
書
」

（
上
巻
）
〉

一７
）

先
述
し
た
バ
ー
ド
は
、

「
月
曜
日
の
朝
に
雄
物
川
を
下
っ
て
こ
こ
に
到
着
し
た
。



水
上
を
九
時
間
で
楽
に
旅
行
で
き
た
が
、
陸
上
で
あ
れ
ば
、
ま
る
二
日
も
か
か
っ

た
ろ
う
」
と
記
し
、
神
宮
寺
か
ら
秋
田
へ
は
舟
で
入
っ
た
の
で
、
仁
井
田
刈
和

野
間
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
に
は
語

っ
て
い
な
い
。

（
８
）
　

十
四
年
度
―
十
九
年
度
で
は
、　
一
万
円
不
足
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
引

用
し
た
。
な
お
、
議
定
さ
れ
た
諮
問
議
案
で
は
、
二
十
年
度
迄
と
な
っ
て
い
る
。

（十
三
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
第
十
六
号
）

（
９
）
　

「
土
木
課
道
路
掛
事
務
簿
」

（十
三
年

一
月
２
十
四
年
十
月
）
河
辺
郡
道
路
之

部
全

（
１０
）
　

「
土
木
課
諸
務
掛
事
務
簿
」

（十
四
年

一
月
―
二
月
）
諸
務
之
部
二
番

（
ｎ
）

羽
州
街
道
を

「
本
道
」
と
し
て
い
る
。

（
・２
）
　

「
土
木
課
道
路
係
事
務
簿
」

（十
二
年

一
月
―
十
四
年
七
月
）
鹿
角
郡
道
路
之

部
全

（
‐３
）
　

太
政
官
布
告
四
十
八
号
の
第
二
条
で

「
地
方
税
規
則
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
キ
府
県

土
木

（
即
チ
河
港
、
道
路
、
堤
防
、
橋
梁
建
築
修
繕
）
費
中
官
費
下
渡
金

ハ
来

ル
十
四
年
度
ヨ
リ
廃
ト
ス
」
と
さ
れ
、
土
木
費
に
関
し
て
国
庫
補
助
は

「法
的
」

に
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
庫
補
助
は
行
わ
れ

（次
表
）
、
こ

の
布
告
は

「
法
律
と
行
政
上
の
裁
量
に
よ
っ
て
実
質
上
骨
抜
き
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
意
味
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
府
県
の
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
国
庫
補
助
を
自
ら
の
権
利
と
し
て
受
け
取

る
の
で
は
な
く
、
政
府
の
行
政
上
の
裁
量
に
か
か
わ

っ
て
い
た
。
脆
弱
な
地
方

財
政
を
み
る
な
ら
ば
、
道
路
行
政
を
国
庫
補
助
な
く
し
て
行
う
こ
と
は
非
常
な

困
難
を
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
明
治
十
三
年
太
政
官
布
告
第
四
十
八

号
第
二
条
は
、
存
在
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
中
央
政
府
主

導
型
の
道
路
行
政
を
生
み
出
す
構
造
が
次
第
に
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

法
律
上
は
国
庫
補
助
を
廃
上
し
、
行
政
上
の
裁
量
に
よ
り
そ
れ
を
認
め
て
い
く

方
法
を
梃
子
と
し
つ
つ
、
明
治
十
五
年
以
後
、
政
府
は
、
地
方
支
配
の
強
化
を

押
し
進
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
」

（居
石
正
和

「
明
治
前
期
の
道
路
行
政
と

国
庫
補
助
―
明
治
十
二
年
太
政
官
布
告
第
四
十
八
号
と
車
税
問
題
―
」

「
社
会

明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

科
学
」
第
二
十
七
号
）
府
知
事
県
令
と
内
務
省
高
官
と
の
間
の
個
人
的
な
関
係

で

「
国
庫
補
助
」
が
決
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
の
指
摘
を
、
自
由
民
権
運
動

が
高
揚
し
た
十
三
年
十

一
月
の
政
治
状
況
の
な
か
で
読
む
と
、
こ
の
視
点
を
含

め
て
、
当
時
の
政
治
状
況
を
再
考
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
・４
）

原
案
の
二
万
五
千
円
と
か
、
そ
れ
に
五
千
円
を
足
し
た
三
万
円
を

「
予
備
費
」

な
ど
と
す
る
。

（
‐５
）
　

「
十
七
年
度
地
方
税
支
出
精
算
報
告
書
」

（
「
地
方
税
精
算
報
告
書
」
明
治
十

二
年
度
―
同
十
九
年
度
所
収
）

（
‐６
）
　

三
年
間
の
精
算
額
は

「
地
方
税
精
算
報
告
書
」
明
治
十
二
年
度
―
同
十
九
年
度

所
収
の
各
年
度
の

「
地
方
税
支
出
精
算
報
告
説
明
書
」
に
拠

っ
た
。

（
‐７
）
　

「
道
路
調
査
書
類
」
明
治
二
十
八
年
　
な
お
、
改
修
工
事
は
大
野
郡
長
の
い
う

「
本
道
案
」
を
基
本
に
行
わ
れ
た
。

一
一一一一

土木費と国庫支出  単位 :千円

土木 費総 額 国庫支出額 国庫支出額指数
明治12年 6,111 1.471 100.0

13年 7,509 2,278 158.8
14年 8.Om 338 23.0
15年 9,456 739 50.3
16年 9,2∞ 1.035 70.4
17年 9,108 1,245 84.6
18年 10.182 2,156 146.6
19年 10.208 1,8∞ 123.0
204「 9,786 1.983 134.8

資料は注00参照



明
治
十
年
代
の
秋
田
県
土
木
行
政
の
展
開

（
‐８
）
　

「
土
木
課
諸
務
掛
事
務
簿
」
明
治
十
五
年
自
七
月
至
八
月
　
諸
務
之
部
五
番

（
・９
）
　

「
土
木
課
事
務
簿
」
明
治
十
五
年
自
九
月
同
十
七
年
至
八
月
上
崎
港
修
築
之
部

一
番

（
２０
）
　

ム
ル
ド
ル
は
、
明
治
十
二
年
来
朝
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
内
務
省
御
雇
土
木
工
師

で
、
運
河
、
灌
漑
、
港
湾
な
ど
に
功
を
あ
げ
、
二
十
三
年
に
帰
国
し
た
。

（土

木
学
会
編

「
明
治
以
後
本
邦
土
木
と
外
国
人
」
参
照
）

（
２．
）
　

（
１９
）
の
資
料
と
同
じ
。
古
市
が
十
六
年
十
二
月
に
予
算
額
を
二
万
九
千
九
百

余
円
と
し
た
根
拠
は
明
確
に
で
き
な
い
。
金
額
は

一
致
し
な
い
が
、
現
時
点
で

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
十
六

・
七
年
度
の

一
万

円
、
前
年
の
残
余
金
約
四
千
八
百
十
五
円
、
土
崎
港
町
か
ら
の

一
万
五
千
円
を

加
算
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
れ
る
。
な
お
四
千
八
百
十
五
円
は
、

「
聞
ク
所

ニ
ヨ
レ
ハ
、
昨
年
ノ
決
議
額

ハ
僅

二
百
八
十
四
円
三
十
四
銭
七
厘
フ

費
セ
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ハ
」
と
あ
る
の
で
、
十
五
年
の
予
算
高
五
千
円
か
ら
の
差
額

を
充
て
た
。

（十
六
年

「
通
常
会
議
日
誌
」
　

第
二
号
）
た
だ
、

「
昨
年
ノ
」

決
議
が
十
五
年
度
を
指
し
て
い
る
か
は
ど
う
か
は
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
お
わ
り
に
」
で
言
及
す
る
。
な
お
、
古
市
は
当

時
土
木
局
御
用
係
で
あ

っ
た
。

（
「
内
務
省
人
事
総
覧
」
第

一
巻
、
社
団
法
人

東
北
建
設
協
会
発
行

「
東
北
地
方
に
お
け
る
土
木
事
業
近
代
化
の
先
覚
者
像
」

参
照
）

（
２２
）
　

「
府
県
会

ハ
毎
年
通
常
会
議
ノ
初
メ
ニ
於
テ
、
地
方
税

二
係
ル
前
年
度
ノ
出
納

決
算
ノ
報
告
書
ヲ
受
ケ
、
府
知
事
県
令

二
説
明
ヲ
求
メ
ル
コ
ト
フ
得
」

（
「
府

県
会
規
則
」
第
六
条
）

（
２３
）

十
三
年
度
は
十
三
年
七
月
２
十
四
年
度
六
月
迄
で
あ
っ
た
。

「
其
年
七
月
ョ
リ

翌
年
六
月
迄
ヲ
一
周
年
度
ト
シ
」

（
「
地
方
税
規
則
」
第
四
条
）

（
２４
）
　

「
秋
田
県
政
史
」
下
巻
参
照

（古
文
書
課
長
　
き
く
ち
　
や
す
お
）

二
四



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

は
じ
め
に

一　

階
層
構
造
の
経
年
変
化

一
一　
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序

１
　
組
織
性
と
時
間
軸
上
の
連
続
性

２
　
史
料
整
理
の
諸
原
則
の
再
確
認

〓
一　
内
的
秩
序
の
復
元
と
目
録
編
成

１
　
個
々
の
史
料
群
に
残
る
内
的
秩
序

２
　
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
編
成

３
　
目
録
編
成
実
践
例
の
分
類

・
整
理

結
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

近
年
、
欧
米
の
記
録
史
料
学
の
影
響
に
よ
り
、
整
理
の
際
聾
記
録
史
料
群
の

内
部
構
造
を
反
映
さ
せ
る
方
法
が
、
国
内
で
も
確
実
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
。
記

録
史
料
学
的
な
整
理
論
は
、　
一
九
八
〇
年
代
に
安
澤
秀

一
、
大
藤
修
、
安
藤
正

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

柴

田

彰

人
ら
各
氏
の
先
駆
的
著
作
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
史
料
調
査
論
や
保
存
修
復
論
な

ど
の
部
門
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
、　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に

は

「
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述

　
一
般
原
則
」

（
以
下
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
と

が
、

日
本
に
も
紹
介
さ
れ
た
。
記
述
標
準
化
に
よ
る
国
際
的
交
換
が
目
的
で
あ
る
と

同
時
に
、
史
料
群
の
階
層
構
造
を
反
映
さ
せ
た

マ
ル
チ
レ
ベ
ル
記
述
を
特
徴
と

し
て
い
る
。
欧
米
史
料
整
理
論
の

一
つ
の
到
達
点
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
標
準
化
の
波
が
寄
せ
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
も
、
史
料
群
の
内

的
秩
序
の
把
握
が
十
分
な
も
の
だ

っ
た
か
未
だ
検
討
の
余
地
が
有
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
内
的
秩
序
を
階
層
構
造
の
み
か
ら
考
え
た
た
め
目
録
編
成
に
困
難
を

き
た
し
た
例
は
、
過
去
に
も
少
な
く
な
い
。

安
藤
氏
は
、

「
記
録
史
料
学
的
な
記
述
法
の
前
提
に
は
、
記
録
史
料
群
の
と

ら
え
方
に
関
す
る
独
自
の
認
識
論
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
編
成
論
が
存

在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
記
述
の
前
提
に
は
編
成
論
が
在
り
、
そ
の
編
成
論

は
史
料
群
の
実
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
の
認
識
論
に
基
づ
い
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
い
ま

一
度
、
認
識
論
の
段
階
に
立
ち
戻

っ
て
史
料
群
の
内
的
秩
序

を
再
検
討
し
、
そ
の
上
で
目
録
編
成
に
お
け
る
復
元
方
法
を
呈
示
し
て
み
た
い
。

一一五



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

史
料
認
識
論
が
整
理
論
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
ち
得
る
か
の
議
論
は
、
鈴
江

英

一
氏
も
言
わ
れ
た
通
り
、
国
内
で
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

全
て
の
史
料
整
理
の
大
前
提
で
あ
り
、
議
論
を
徹
底
し
て
お
く
必
要
が
有
る
だ

ろ
う
。

一　

階
層
構
造
の
経
年
変
化

史
料
認
識
論
に
基
づ
い
た
整
理
論
で
は
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
目
録
編
成

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
記
録
史
料
の
図
書
と
の
違
い

は
、
作
成
母
体
の
活
動
や
機
能
か
ら
生
成
し
た
内
的
秩
序
の
存
在
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
欧
州
で
の
近
代
公
文
書
館
の
発
達
過
程
に
お
い
て
形

成
さ
れ
て
き
た
。　
一
八
世
紀
末
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
直
後
に
設
立
さ
れ
た
国
立
文

書
館
は
、
欧
州
最
初
の
近
代
公
文
書
館
で
あ

っ
た
が
、
史
料
整
理
に
お
い
て
は

図
書
館
的
な
主
題
別
分
類
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
後
、
史
料
と
図
書
の
生
成
過

程
の
違
い
が
意
識
さ
れ
、　
一
九
世
紀
前
半
に
は
、
同
館
で

「
フ
ォ
ー
ン
（ヽ
〇
●
針
）

の
尊
重
」
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

フ
ォ
ー
ン
貧
〇
●
針
）
は
、
同
じ
出
所
を

持

つ
史
料
群
を
指
す
。
こ
の
原
則
は
、
同
世
紀
後
半
、
プ

ロ
シ
ア
の
国
立
文
書

館
に
お
い
て
、

「
出
所
の
原
則
」
と
し
て

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
と
共
に
整

備
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム
が
、

フ
ォ
ー
ン
の
内
部
で
は
依
然
と
し
て

主
題
別
分
類
だ

っ
た
の
に
対
し
、
プ

ロ
シ
ア
で
は
、
作
成
母
体
の
活
動
や
機
能

を
よ
り
正
確
に
反
映
さ
せ
る
方
法
が
採
ら
れ
た
。
史
料
群
の
階
層
構
造

（組
織

一一六

性
）
が
発
見
さ
れ
、
史
料
整
理
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
に
確
立
さ
れ
た
史
料
整
理
の
理
論
は
、
二
〇
世
紀
前
半
、
イ

ギ
リ
ス
国
立
文
書
館
の
ヒ
ラ
リ
ー

・
ジ

ェ
ン
キ
ン
ソ
ン
が
著
し
た

『
文
書
館
学

概
論
』
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
た
。
ジ

ェ
ン
キ
ン
ソ
ン
は
、
史
料
群
の
階
層
構

造
を
非
常
に
厳
密
に
考
え
た
。
そ
の
た
め
、　
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
ジ

ェ
ン
キ

ン
ソ
ン
方
式
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
階
層
構
造
の
適
用
を
緩
和
す
る
動
き
も
見

ら
れ
た
。

し
か
し
現
在
に
お
い
て
も
、
欧
米
の
記
録
史
料
学
で
は
、
史
料
群
の
内
的
秩

序
を
階
層
構
造
の
面
か
ら
把
握
す
る
傾
向
が
支
配
的
の
よ
う
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｄ
（
Ｇ
）
も
記
述
標
準
化
が
主
目
的
で
は
あ
る
が
、
階
層
構
造
を
復
元
す
る
マ
ル

チ
レ
ベ
ル
記
述
を
も

っ
て
、
図
書
館
界
の

「
国
際
標
準
書
誌
記
述
」

（
Ｉ
Ｓ
Ｂ

Ｄ
）
と
の
相
違
点
と
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、　
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
欧
米
の
史
料
整
理
論
の
導
入
に
よ
り
、

形
態
別
、
主
題
別
な
ど
従
来
型
の
人
為
的
分
類
法
に
革
新
が
求
め
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
が
注
目
さ
れ
始
め
た
が
、
欧
米
の
整
理
論
の
影
響

で
、
や
は
り
階
層
構
造
を
中
心
に
考
え
る
傾
向
で
あ
る
。
史
料
群
の
階
層
構
造

は
、
作
成
母
体
す
な
わ
ち
出
所
の
組
織
的
な
活
動
を
反
映
し
て
生
成
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
出
所
の
組
織
機
構
は
必
ず
し
も

一
定
で
は
な
く
、
時
間
の
経
過

に
伴
い
改
編
さ
れ
る
こ
と
も
有
り
得
る
。
組
織
機
構
が
改
編
さ
れ
た
場
合
、
史

料
群
の
階
層
構
造
に
も
影
響
が
出
て
く
る
。

秋
田
県
庁
文
書
群
を
事
例
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
秋
田
県
庁
は
明
治
四
年

の
開
庁
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で

一
三
〇
年
近
い
長
期
間
に
わ
た
り
機
能
し
続



け
、
幾
度
も
の
機
構
改
編
を
経
て
き
た
。
そ
の
間
に
作
成
さ
れ
た
県
庁
文
書
群

は
、　
一
つ
の
記
録
史
料
群
と
し
て
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
治
十

一
年
と
二
十
二
年
の
約

一
〇
年
間
を
比
較
し
て
す
ら
、
職
務
分
課
に
図
１
の
よ

う
な
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
ま
し
て
、
大
正
、
昭
和
戦
前

・
戦
後
、
平
成
の
県

庁
組
織

で
は
更
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
、　
一
つ
の
固
定
し
た
階
層
構
造
に
当
て

は
め
る
の
は
不
可
能
に
近
い
。

出
所
の
機
構
改
編
に
伴
う
階
層
構
造
の
変
化
は
、
行
政
機
関
の
文
書
群
に
関

明
治
＝
年
の
県
庁
の
職
務
分
課

（
１２
・
６
の
改
正
）

庶
務
課

（戸
籍

。
駅
逓

・
記
録

・
諸
務
の
四
掛
）

勧
業
課

（農
事

・
牧
畜

・
報
告

・
諸
務
の
掛
）

地
理
課

（地
籍

。
地
券

・
測
量
の
三
掛
）

学
務
課

（勧
学

・
督
学

・
諸
務
の
三
掛
）

知
事
官
房

し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
古
く
は

一
九
七

一
年
刊
行
の

『
史
料
館
所
蔵
史
料
目

録
』
第

一
七
集
に
お
い
て
、
原
島
陽

一
氏
が
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
近
年

は
竹
林
忠
男
氏
が
、
階
層
構
造
を
基
準
に
行
政
文
書
を
目
録
編
成
す
る
際

の

「
最
も

一
般
的
な
問
題
」
と
述
べ
て
い
る
。
鈴
江
英

一
氏
も

「
組
織
体
の
文
書

で
は
、
元
来
が
組
織
の
改
変
、
文
書
引
継
に
よ
る
出
所
の
複
合
は
避
け
難
い
」

と
し
、
こ
れ
を

「
経
年
変
化
」
の
名
称
で
呼
ん
だ
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
に
つ
い
て

論
考
し
た
森
本
祥
子
氏
と
梅
原
康
嗣
氏
も
、
こ
の
経
年
変
化

へ
の
対
応
を
今
後

図 1 明治11年 と22年の秋田県の職務分課

一
令

・
〔
粂
詢

官 官＊
｝
一
「
一

‐ 課 課

一』
』

一
［
囃

一
≒
串
¨
華
申
け

四
掛
）

会
計
課

（検
査

。
主
簿

。
国
税

・
地
方
税

・
出
納

掌
貨

。
公
債

・
諸
務
の
八
掛
）

警
察
所

（安
寧

・
検
察

・
諸
務
の
三
掛
）

整
理
科

地
租
改
正
科

簿
記
改
正
科

＊

「
秋

田
県
分
課
職
制
」

に
は
令

・
大
少
書
記
官
と
各
課
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

の
検
討
課
題
と
し
て
い
る
。

明
治
２２
年
の
県
の
職
務
分
課

（３
・
２８
改
定
）

第

一
部

‐―
工
¨
瘍
』
軸

務
課

警     収
察     税
本     部

業 ∴
土
木
課

兵
事
課

学
務
課

監
獄
課

会
計
課

賦
税
課

徴
収
課

徴
税
費
課

検
税
課

警
務
課

保
安
課

主
計
課

経
年
変
化
は
、
行
政
機
関
の
文
書
群

で
の
み

起
こ
る
問
題
で
は
な
い
。
西
向
宏
介
氏
は
、
備

後
国
尾
道
橋
本
家
文
書
を
対
象
に
商
家
の
経
営

帳
簿
組
織
の
復
元
と
目
録
編
成
を
試
み
た
。
橋

本
家
文
書
の
帳
簿
組
織
に
は
、
藩
政
期
の
経
営

拡
大
や
明
治
期
の
銀
行
事
業
進
出
に
よ
る
経
営

組
織
の
改
編
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
西
向
氏
も

経
年
変
化
の
目
録
上

へ
の
反
映
方
法
を
検
討
課

題
と
し
、

「
商
家
文
書
に
限
ら
ず
、
農
村
文
書

や
近
代
の
県
庁
文
書
な
ど
に
も
当
て
は
ま
る
間

題
」
と
述
べ
て
い
る
。
経
年
変
化
は
決
し
て
特

殊
な
事
例
で
は
な
く
、
ど
の
分
野
の
記
録
史
料

群
に
も

一
般
的
に
起
こ
り
得
る
問
題
と
言
え
よ

次つ／。

二
七

第
二
部



一記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

欧
米
や
豪
州
の
文
書
館
で
も
、
以
前
か
ら
経
年
変
化

へ
の
対
処
法
が
講
じ
』

れ
て
き
た
。

ア
メ
リ
カ
国
立
文
書
館
で
は
、　
一
九
四

一
年
の
改
革
で
、
省
庁
の

機
構
改
編
に
対
応
し
出
所
の
原
則
に

一
定
の
融
通
性
が
持
た
せ
ら
れ
た
。
イ
ギ

リ
ス
で
は
、　
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
ジ

ェ
ン
キ
ン
ツ
ン
方
式
の
限
界
が
強
く

指
摘
さ
れ
始
め
た
。　
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
国
立
文
書
館
で
、
史
料
群
に
対
す

る
階
層
構
造
の
厳
密
な
適
用
が
緩
め
ら
れ
、
シ
リ
ー
ズ
の
連
続
性
を
重
視
し
た

整
理
に
転
換
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
現
在
、
同

一
業
務
の
シ
リ
ー

ズ
で
文
書
を
管
理
す
る
方
法
が
定
着
し
て
い
る
。

経
年
変
化
が
起
き
た
場
合
、
欧
米
や
豪
州
で
は
、
階
層
設
定
に
融
通
性
を
持

た
せ
る
か
、
階
層
設
定
自
体
を
行
な
わ
な
い
か
の
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
竹
林
氏
が
紹
介
す
る

「
京
都
府
庁
文
書

（昭
和
三
十

一
―
三
十
年
一
」

の
目
録
編
成
は
、
階
層
設
定
に
融
通
性
を
持
た
せ
る
方
に
近
い
。
　
■

連
の
シ

リ
ー
ズ
を
形
成
し
て
い
る
事
業
や
事
務
が
、
機
構
改
革
等
に
よ

っ
て
Ａ
課
か
ム
´

Ｂ
課

へ
移

っ
た
場
合
、
組
織
や
業
務
の
変
更
に
か
か
わ
り
な
く
元
の
担
当
課
で

あ
る
Ａ
課
に
所
属
さ
せ
る
と
い
う
方
法
」
で
あ
る
。
階
層
設
定
を
調
整
し
、
階

層
構
造
の
大
枠
を
崩
さ
ず
シ
リ
ー
ズ
の
連
続
性
を
も
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
図

と
理
解
さ
れ
る
。

比
較
的
短
い
年
代
域
の
史
料
群
で
あ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も

破
綻
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、　
一
〇
〇
年
を
越
え
る
年
代
域
の
史
料
群

で
、
そ
の
間
に
数
多
く
の
組
織
改
編
を
経
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
恐
ら
く
史
料
群
の
階
層
構
造
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
予
測
さ
れ

る
。
現
在
の
組
織
機
構
か
ら
階
層
設
定
し
過
去
の
文
書
を
あ
て
は
め
て
も
、
同

一
一
八

様
の
事
態
が
予
測
さ
れ
る
。

一記
録
作
成
時
の
階
層
構
造
を
崩
さ
ず
、
同
機
能
の

文
書
間
の
連
続
性
を
も
維
持
す
る
の
は
、
経
年
変
化
の
多
い
史
料
群
に
つ
い
て

は
無
理
が
有
る
よ
う
で
あ
る
。

経
年
変
化
が
起
き
た
場
合
、
階
層
構
造
の
秩
序
の
み
で
は
、
同
機
能
の
史
料

の
連
続
性
を
整
理
で
き
な
く
な
る
。
記
録
史
料
群
の
内
部
構
造
に
は
、
階
層
構

造
と
は
ま
た
別
次
元
の
秩
序
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
別
次
元
の
秩
序
と
は
何
か
ｃ
認
識
論
に
お
い
て
、
史
料
群
の
内
的
秩
序

を
分
析
し
直
す
こ
と
か
ら
洗
い
出
し
て
み
よ
う
。

一
一　
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序

１
　
組
織
性
と
時
間
軸
上
の
連
続
性

最
初
に
記
録
史
料
群

（ミ
ｏ

，
一お
し

に
つ
き
、
従
来
の
定
義
を
確
認
し
て
み

よ
う
。
ジ
ャ
ン
・
フ
ァ
ヴ
ィ
エ
氏
の

『
文
書
館
』

で
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
て
い
る
。

一
文
書
と
は
、
個
人
あ
る
い
は
法
人
、
私
的
あ
る
い
は
公
的
機
関
が
、
そ
の

活
動
の
結
果
を
編
成
し
、
将
来
の
必
要
を
考
慮
し
て
、
受
け
入
れ
、
構
成
―
″

た
書
類
の
集
ま
り
で
あ
る
。
」

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
で
は
、
記
録
史
料
群
の
総
体
と
し
て
の
フ
ォ
ン
ド
が
次
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「
特
定
の
個
人
、
家
族
、
組
織
体
が
そ
の
活
動
や
機
能
を
呆
た
す
過
程
で
、

有
機
的
に
作
成

・
蓄
積
さ
れ
た
り
使
用
さ
れ
た
り
し
た
記
録
の
総
体
。
形
態



や
媒
体
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。
」

記
録
史
料
群
の
成
立
に
は
、
個
人
や
家
族
ま
た
は
組
織
体
の
活
動
や
機
能
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
定
主
題
に
つ
き
説
明
し
主
張
す
る
目
的
で

作
ら
れ
る
図
書
と
は
異
な
る
。

と
す
れ
ば
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
知
る
に
は
、
個
人
や
家
ま
た
は
組
織
体

の
活
動
や
機
能
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。
そ
の
特
徴
の

第

一
と
し
て
は
、
組
織
性
が
挙
げ
ら
れ
る
ｃ
個

人
や
家
ま
た
は
組
織
体
の
活
動

や
機
能
は
、
外
界
に
働
き
掛
け
る
か
外
界
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
極
め
て

多
い
。
そ
の
た
め
、
外
界
の
政
治
や
経
済
お
よ
び
社
会
や
環
境
な
ど
と
の
関
わ

り
方
に
応
じ
て
分
化

・
組
織
化
さ
れ
る
．
個
人
や
家
ま
た
は
組
織
体
そ
れ
ぞ
れ

の
目
的
や
規
模
な
ど
の
違
い
で
、
外
界
と
の
関
わ
り
方
に
は
差
が
有
る
。
商
家

で
あ
れ
ば
、
商
取
引
分
野
に
お
い
て
、
経
営
規
模
に
応
じ
機
能
を
分
化

・
組
織

化
す
る
。
地
方
自
治
体
の
行
政
機
関

で
あ
れ
ば
、
地
域
行
政
の
全
般
に
関
与
す

る
た
め
、
広
範
囲
な
分
野
に
わ
た

っ
て
機
能
を
分
化

・
組
織
化
す
る
。
商
家
の

場
合
は
経
営
組
織
、
行
政
機
関
の
場
合
は
職
務
分
課
と
し
て
、
有
機
的
な
組
織

機
構
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
特
徴
の
第

二
と
し
て
、
時
間
軸
上
の
連
続
性
が
考
え
ら
れ
る
。
個
人

や
家
、
組
織
体
は
時
間
軸
上
の
存
在
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
活
動
や
機
能

も
時
間
軸
上
の
存
在
で
あ
り
連
続
性
を
持

つ
。
活
動
や
機
能
は
、
そ
れ
自
体
の

終
了
ま
た
は
停
止
の
時
ま
で
日
々
継
続
し
、
途
中
で
担
当
組
織
が
変
ろ
う
と
途

切
れ
る
こ
と
は
な
い
。
表
１
は
、
秋
田
県
庁
の
上
木
行
政
に
お
け
る
鉄
道
関
係

担
当
の
変
遷
で
あ
る
。
担
当
の
名
称
や
主
管
課
は
数
回
変

っ
て
い
る
が
、
鉄
道

・記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

ノL



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

関
係
の
業
務
は
引
き
継
が
れ
連
続
し
て
い
る
。

こ
こ
に
時
間
軸
上
の
連
続
性
が
存
在
す
る
。

建
築
関
係
で
も
河
川
関
係
で
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
家
や
組
織
体
で
は
、
活
動
や
機
能
が

一
個
人
の
寿
命
を
越
え
て
長
期
間
継
続
し
て

い
る
場
合
も
多
い
。
前
述
し
た
備
後
国
尾
道

橋
本
家
の
経
営
活
動
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ

Ｚり
。個

人
や
家
、
組
織
体
の
活
動
や
機
能
に
は
、

組
織
性
と
時
間
軸
上
の
連
続
性
が
存
在
す
る
。

そ
の
結
果
作
成

・
蓄
積
さ
れ
た
記
録
史
料
群

の
内
的
構
造
に
も
、
組
織
性
と
時
間
軸
上
の

連
続
性
が
反
映
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
群
の
組
織
性
す
な
わ
ち
階
層
構
造
の
存

在
に
つ
い
て
は
、

『
文
書
館
学
概
論
』
の
中

で
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

時
間
軸
上
の
連
続
性

（
以
下
、
連
続
性
と

略
）
の
存
在
は
、
表
１
の
鉄
道
関
係
担
当
で

作
成
さ
れ
た
簿
冊
群
が
、
内
容
的
に

一
貫
し

た
繋
が
り
を
持

つ
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

表
２
は
、
表

１
の
年
代
域
に
作
成
さ
れ
た

「
鉄
道
之
部
」

の
簿
冊
群
で
あ
る
。

「
鉄
道

「水野モデル」

一

業務 lκ 分 薄 ‖1区 分

図 2

三
〇

之
部
」
は
、
県
内
に
私
鉄
路
線
や
工
事
用
軌
道
、
ま
た
は
森
林
鉄
道
の
敷
設
を

許
可
し
た
り
、
地
元
陳
情
を
鉄
道
省

へ
進
達
し
た
公
文
書
な
ど
を
綴

っ
た
簿
冊

群
で
あ
る
。
内
容
的
に

一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

他
の

「
営
繕
之
部
」
や

「
河
川
之
部
」
で
も
同
じ
で
あ
り
、
同
機
能
か
ら
作
成

さ
れ
た
簿
冊
群
は

一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
ま
た
は
サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
を
構
成
す
る
。

そ
し
て
担
当
組
織
が
改
編
さ
れ
簿
冊
表
題
が
変
ろ
う
と
、
古
い
簿
冊
か
ら
新
し

―
―
―
）

時
間

△
△
件

表 2 鉄道関係事務主管課係の事務簿

資料番号 年 代 資  料  名 備 考

山 1215 明治18～27年 明治二十年代鉄道関係書類綴
7916 明治26～ 30年 第二課鉄道事務係事務簿 鹿角郡小坂村鉱山鉱業人藤田組ヨリ鉱

業用軌道布設願之件 全
7912 明治30～ 36年 第二課事務簿 鉄道之部、雑款之部 全

5476 明治38～ 42年 内務部土木課事務簿 鉄道、道路、治水、雑款 全

5917 明治42～ 45年 内務部土木課事務簿 鉄道之部 全

6091 明治44～ 大正 2年 内務部土木課事務簿 鉄道之部 全

///

――→ ○ 検索ルー トの例



い
簿
冊

へ
の
内
容
上
の
連
続
性
は
存
在
す
る
。

水
野
保
氏
は
、
経
年
変
化
の
有
る
行
政
機
関
の
文
書
群
に
お
い
て
、
特
定
テ
ー

マ
の
史
料
を
検
索
す
る
ル
ー
ト
を
図
２
の
よ
う
な
形
で
示
し
た
。
図
は
鈴
江
氏

に
よ
り
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、

「
水
野
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

モ
デ
ル

は
、
経
年
変
化
を
画
期
と
し
て
組
織
機
構
を
何
期
か
に
分
け
、
同
機
能
の
業
務

の
引
継
ぎ
を
丸
柱
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
丸
柱
が
、
同
時
に
文
書
の
連
続
性
を

も
表
し
て
い
る
。
丸
柱
上
に
あ
る
文
書
群
は
、
同
機
能
の
業
務
で
作
成
さ
れ
た

シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
時
間
軸
に
沿

っ
て
配
列
さ
れ
る
秩
序
を
持

つ
。

時
間
軸
上
の
連
続
性
は
、
組
織
性
と
並
ぶ
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
と
し
て

認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
、
記
録
史
料
群
の
出

所
を
確
定
す
る
際
に

一
つ
の
目
安
に
も
な
る
。
あ
る
史
料
群
を
別
の
史
料
群
か

ら
区
別
す
る
基
準
と
し
て
、
互
い
の
文
書
に
連
続
性
が
有
る
か
無
い
か
の
判
断

も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
県
庁
文
書
と

一
緒
に
郡
役
所
文
書
が
配
架
さ

れ
て
い
る
場
合
を
考
え
れ
ば
良
い
。
秋
田
県
で
は
、
大
正
十

一
年

（
一
九
二
二
）

二
月
の
郡
制
廃
止
後
、
郡
役
所
の
公
文
書
が
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
。
現
在
、
秋

田
県
公
文
書
館

の
公
文
書
書
庫
に
は
、
県
庁
文
書
と
共
に
七
郡
役
所
の
公
文
書

が
配
架
さ
れ
て
い
る
。
郡
役
所
文
書
が
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
の
は
、
参
考
資
料

と
し
て
使
用
さ
れ
る
た
め
で
あ

っ
た
。
大
正
十
二
年
度
に
お
い
て
、
県
庁
組
織

内
に
郡
役
所
の
機
能
を
引
き
継
ぐ
地
方
機
関
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
郡
役
所

の
機
能
は
郡
制
廃
止
と
共
に
終
了
し
、
県
庁
の
機
能
に
直
接
継
続
す
る
こ
と
は

無
か

っ
た
。
ゆ
え
に
、
郡
役
所
文
書
の
内
容
も
、
大
正
十
二
年
度
以
降
の
県
庁

文
書
の
内
容
に
は
連
続
し
な
い
。
郡
役
所
文
書
は
、
県
庁
文
書
と
は
別
個
の
史

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

料
群
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
出
所
確
定
の
絶
対
的
な
基
準
で
は
な
い
。

複
数
の
行
政
機
関
が
合
併
し
て

一
つ
に
な

っ
た
場
合
で
も
、
業
務
の
引
き
継
ぎ

が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
文
書
に
連
続
性
が
存
在
す
る
。
そ
の
逆
の
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
も
合
わ
せ
て
判
断
し
、

出
所
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
連
続
性
の
内
的
秩
序
に
よ

っ
て
、
記
録
史
料
群
の
状
態
は
二
つ
に
大
別

で
き
る
。　
一
つ
は
、
出
所
の
活
動

・
機
能
が
継
続
中
で
、
現
在
以
後
も
記
録
作

成
が
連
続
す
る
状
態
で
あ
る
。
謂
わ
ば

「
開
か
れ
た
状
態
の
記
録
史
料
群
」

で

あ
り
、
全
体
の
数
量
や
年
代
域
な
ど
は
流
動
的
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
出
所

の
活
動

・
機
能
が
終
了
ま
た
は
停
止
し
、
現
在
以
後
は
記
録
作
成
が
連
続
し
な

い
状
態
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は

「
閉
じ
ら
れ
た
状
態
の
記
録
史
料
群
」

で
あ
り
、

全
体
の
数
量
や
年
代
域
な
ど
は
基
本
的
に
固
定
で
き
る
。
前
述
の
秋
田
県
庁
文

書
の
場
合
は

「
開
か
れ
た
状
態

の
記
録
史
料
群
」
、
郡
役
所
文
書

の
場
合
は

「
閉
じ
ら
れ
た
状
態
の
記
録
史
料
群
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
通
り
、
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
、
史
料
群
を
整
理
す
る
際
の
基

準
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
時
間
軸
上
の
秩
序
で
あ
り
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
と

は
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
に
従
属

し
な
く
と
も
、
独
立
の
秩
序
と
し
て
使
用
さ
れ
得
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
、

シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
の
連
続
性
を
主
体
に
史
料
整
理
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
良
い
例
で
あ
る
。

記
録
史
料
群
は
、
組
織
性
と
連
続
性
の
二
つ
の
内
的
秩
序
を
謂
わ
ば

「
座
標

〓
三



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

軸
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
内
的
秩
序
が
右
記
に
限
ら
れ
る
と
は
断
定
で
き

な
い
が
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
最
大
の
も
の
は
こ
の
二
つ
で
あ
ろ
”
。
安
藤

氏
は
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
本
質
を

「
『
史
料
群
の
階
層
構
造
』
と
い
う
内
的
秩

序
＝
有
機
的
統

一
性
」
を
持

つ
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
組
織
性
の
内
的

秩
序
の
存
在
を
指
し
て
の
言
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
有
機
的
統

一
性
」

よ
り

「
有
機
的
組
織
性
」
と
呼
ん
だ
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
有
機

的
統

一
性
」
は
む
し
ろ
全
体
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
い
ま

一
つ
の
本
質
と
し
て
、

「
『
史
料
群
の
時
間
軸
上
の
連
続
』
と
い
う
内

的
秩
序
＝
有
機
的
連
続
性
」
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
本
質

は
、

「
有
機
的
組
織
性
と
有
機
的
連
続
性
を
持

つ
有
機
的
統

一
体
」
と
考
え
て

お
け
ば
良
い
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
記
録
史
料
を
図
書
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
性
質
の
違
い
が
よ
り
明

瞭
に
な
る
。
図
書
が
特
定
主
題
の
説
明
を
目
的
に
刊
行
さ
れ
る
の
に
対
し
、
記

録
史
料
は
出
所
の
有
機
的
な
組
織
的
活
動
の
結
果
、
作
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
図

書
が
基
本
的
に
は

一
冊
ず

つ
内
容
完
結
す
る
の
に
対
し
、
記
録
史
料
は
有
機
的

に
増
え
続
け
連
続
し
て
ゆ
く
。
図
書
と
対
比
す
る
際
に
は
、
時
間
軸
の
要
素
も

必
要
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
に
つ
き
、

時
間
軸
の
推
移
を
要
素
に
加
え
て
明
確
に
呈
示
し
て
い
る
の
は
鈴
江
英

一
氏
の

み
で
あ
る
。

さ
て
次
に
、

二
つ
の
内
的
秩
序
に
つ
い
て
、
時
間
軸
の
推
移
と
の
関
係
も
明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
連
続
性
の
内
的
秩
序
の
場
合
は
、
時
間
軸
の

推
移
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
時
間
軸
の
推
移
に
沿

っ
た
秩
序
で
あ
る
か
ら

〓
一二

当
然
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
組
織
性
の
内
的
秩
序
の
場
合
は
、
時
間
軸
の

推
移
の
影
響
を
受
け
る
。

前
述
し
た
通
り
、
個
人
や
家
、
組
織
体
の
活
動
や
機
能
は
、
外
界
の
政
治
や

経
済
お
よ
び
社
会
や
環
境
に
対
応
し
て
組
織
化
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
外
界
の
状

況
は

一
定
で
は
な
く
、
時
間
軸
の
推
移
に
伴
い
変
化
し
て
ゆ
く
。
外
界
の
状
況

が
変
化
す
る
と
、
個
人
や
家
、
組
織
体
の
方
で
も
外
界
と
の
関
わ
り
の
度
合
い

に
応
じ
組
織
を
改
編
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
高
橋
務
氏
は
、
明
治

二
十
年
代
前

半
ま
で
の
秋
田
県
庁
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
、
国
の
地
方
制
度
の
改
正
に
基
づ

き
四
期
に
区
分
し
て
い
る
。
地
方
制
度
は
、
政
治
や
経
済
、
社
会
や
環
境
の
変

化
に
応
じ
て
改
正
さ
れ
た
。
前
述
し
た
西
向
氏
も
、
文
化
文
政
か
ら
天
保
期
に

か
け
て
の
尾
道
橋
本
家
の
経
営
組
織
拡
大
を
、
広
島
藩
の
財
政
難
を
背
景
と
し

た
尾
道
湊
の
衰
退
状
況
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
時
間
軸
の
推
移
に
伴
う
外
界
の

変
化
に
よ
り
組
織
機
構
が
改
編
さ
れ
れ
ば
、
当
然
、
作
成
さ
れ
る
記
録
の
組
織

性
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

時
間
軸
の
推
移
と
二
つ
の
内
的
秩
序
の
関
係
も
、
史
料
整
理
の
際
に
は
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

２
　
史
料
整
理
の
諸
原
則
の
再
確
認

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
組
織
性
と
連
続
性
と
考
え
れ
ば
、
史
料
整
理
本

来
の
目
的
は
そ
の
復
元
に
在
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
史
料
整
理
の
成
果
で
あ
る

目
録
も
、
二
つ
の
内
的
秩
序
を
基
礎
に
置
き
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
右
の
観
点
か
ら
、
従
来
の
史
料
整
理
の
諸
原
則
に
つ
き
、
目
的
と
位
置

付
け
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。
全
史
料
協
の

『
文
書
館
用
語
集
』

で
は
史
料
整



理
の
原
則
と
し
て
、

「
出
所
の
原
則
」
と

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
、
そ
し
て

「
原
形
保
存
の
原
則
」
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、

二
大
原
則
と

さ
れ
て
き
た
の
が
、

「
出
所
の
原
則
」
と

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
で
あ
る
。

今
日
、
世
界
的
に
史
料
整
理
の
基
本
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
の

『
文
書
館
用
語
辞
典
』

で
は
、
二
つ
の
原
則
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
出
所
の
原
則
」

「
『い５
ｏ
一ｏ
ご

Ｒ

「
８
お
い
〓
８

同
じ
出
所

ｏ
８
お
い
”
●
８

（
記
録

『８
８

，

＼
史
料

”
『ｏ

，
一お
∽
を

業
務
遂
行
の
過
程
で
作
成
し
、
蓄
積
し
、
保
存
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
事

業
所

・
機
関

・
組
織
な
い
し
個
人
）
を
持

つ
と
こ
ろ
の
記
録
、
史
料
は
、

他
の
出
所
を
持

つ
記
録
、
史
料
と
混
合
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原

則

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」

「
『一●
ｏ
一ｏ
ご

Ｒ

”
①
超
８
［
ざ
『
〇
『い”
一●
ユ

Ｏ
ａ
ｑ

一
つ
の
出
所
を
持

つ
史
料
群
は
、

（史
料
相
互
の
間
に
）
存
在
す
る
関

連
性
や
、

（
元
の
）
検
索
番
号
を
保
存
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
生
ん
だ

事
業
所

。
機
関

ｏ
組
織
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
整
理
を
そ
の
ま
ま
残
す
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
原
則

二
つ
の
原
則
の
う
ち
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
近
い
の
は

「
原
秩
序

尊
重
の
原
則
」

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
よ
り
尊
重
さ
れ
る

「
原
秩
序
」

と
は
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
と
同

一
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
藤
氏
は
、

「
あ

る
特
定

の
記
録
が
他

の
記
録
と
ど

の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ

て
発
生
せ
し
め
ら

れ
、
機
能
し
た
か
が
発
生
母
体
が
設
定
し
た
記
録

の
位
置
関
係

（
配
列
方
式

や

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

保
管
場
所
）
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
場
合
」
の
位
置
関
係
を

「
原
秩
序
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
傍
線
の
部
分
が
、
本
稿
中
の

「
記
録
史
料
群
の
内
的
秩

序
」
の
概
念
に
相
当
す
る
。
安
藤
氏
は
こ
れ
を

「
記
録
史
料
群
の
体
系
的
構
造
」

と
表
現
し
て
い
る
。

「
原
秩
序
」
は
、
内
的
秩
序
が
書
架
な
ど
の
現
配
列
に
反

映
さ
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
と
考
え
て
良
い
。
物
理
的
な
状
態
の
秩
序
で
あ
り
、

内
的
秩
序
を
復
元
す
る
た
め
の

「
手
掛
か
り
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

い
か
な
る
史
料
群
の
生
成
に
お
い
て
も
、
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
が

座
標
軸
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
記
録
作
成
者
や
整
理
者
の
手
に
よ
り
、

記
録
媒
体
や
位
置
関
係
な
ど
に
物
理
的
な
形
で
残
さ
れ
る
。
内
的
秩
序
の
二
次

的
な
反
映
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
二
次
的
に
秩
序
を
反
映
す
る
場
合
に
は
、
記

録
作
成
者
や
整
理
者
に
よ
る
方
法
の
違
い
が
出
て
く
る
。
が
、
基
本
的
な
形
と

し
て
は
、
次
の
四
通
り
を
想
定
で
き
る
。

①
記
録
媒
体
自
体
に
内
的
秩
序
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
形

②
記
録
媒
体
の
配
列
な
ど
位
置
関
係
に
内
的
秩
序
が
反
映
さ
れ
て
い
る
形

③
記
録
媒
体
自
体
に
内
的
秩
序
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
る
と
共
に
、
配

列
な
ど
位
置
関
係
に
も
内
的
秩
序
が
反
映
さ
れ
て
い
る
形

④
記
録
媒
体
自
体
に
も
位
置
関
係
に
も
内
的
秩
序
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
形

右
記
①
に
つ
い
て
は
、
県
庁
文
書
の
表
紙
に

「
明
治
七
年
　
第

一
課
土
木
係
事

務
簿
　
営
繕
之
部
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
は
、
箪
笥

の
引
出
し
や
長
持
の
中
に
文
書
が
秩
序
立
て
て
分
類
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
る
例

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
②
ま
た
は
③
が
史
料
群
の
現
状
に
見
ら
れ
る
場
合

を

「
原
秩
序
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
②
ま
た
は
③
が
史
料
群
の
原
状
に
見

一一一一一一



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

ら
れ
た
と
し
て
も
、
保
存
期
間
中
に
崩
れ
て
い
る
場
合
に
は

「
原
秩
序
」
に
な

ら
な
い
。

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
は
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
を
目
的
と
し
、
史

料
調
査
や
整
理
の
現
場
に
お
い
て
物
理
的
な
位
置
関
係
で
あ
る

「
原
秩
序
」
を

保
存
す
る
方
法
論
で
あ
る
。

「
原
秩
序
」
を
分
析
す
る
史
料
整
理
の
過
程
で
、

史
料
群
の
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
が
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

二
大
原
則
の
も
う

一
方
で
あ
る

「
出
所
の
原
則
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

「
出
所
の
原
則
」
に
は
、

「
同
じ
出
所
を
持

つ
と
こ
ろ
の
記
録
、
史

料
」
を

「
他
の
出
所
を
持

つ
記
録
、
史
料
」
と
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。

原
則
に
は
方
法
の
み
が
記
さ
れ
、
そ
の
目
的
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
原
則

の
目
的
は
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
保
護
す
る
こ
と
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ

ろ
う
。
同

一
出
所
の
史
料
群
に
他
の
出
所
の
も
の
を
入
れ
れ
ば
、
内
的
秩
序
が

混
乱
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

「
出
所
の
原
則
」
が
考
え
ら
れ
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

「
出
所
の
原
則
」
が
フ
ォ
ン
ド

・
レ
ベ
ル
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
す
れ

ば
、
史
料
群
の
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
ま
る
ご
と
保
護
す
る
こ
と
に

な
る
。
安
藤
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
、
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
以
下
各
レ
ベ
ル
に
適
用

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
主
に
組
織
性
の
内
的
秩
序
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
。
い

ず
れ
と
し
て
も
、

「
出
所
の
原
則
」
も
ま
た
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
を

目
的
と
し
た
方
法
論
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
視
す
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
二
大
原
則
と
し
て

「
出
所
の

原
則
」
と

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら

一二
四

方
法
論
の
前
に
在
る
べ
き
史
料
整
理
の
本
来
的
な
目
的
が
明
示
さ
れ
な
か

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た

『
文
書
館
用
語
辞
典
』

で
も
、

「
原
秩
序
尊
重

の
原
則
」
の
前
半
に
若
千
そ
れ
ら
し
い
表
現
が
見
ら
れ
る
程
度
で
、

「
出
所
の

原
則
」
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
原

則
の
解
釈
に
差
が
出
た
り
、
二
つ
の
原
則
の
関
係
が
明
瞭
で
な
か

っ
た
り
し
た

の
だ
ろ
う
。

史
料
整
理
の
二
大
原
則

は
、
最
初
に
史
料
群
の
内

的
秩
序
を
分
析
し
た
上
で
、

そ
の
復
元
の
方
法
論
と
し

て
体
系
的
に
作
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
現
場
の
史

料
整
理
の
経
験
か
ら
、
そ

れ〕〔“み割躊勧【疇　　　臨

の
内
容
に
経
験
則
的
な
表
　
　
　
札

現
が
多
分
に
見
ら
れ
る
の　
　
　
幅

も
、
そ
の経
緯
に
因
る
も
　
　
　
乾

の
と
推
察
さ
れ
る
。
と
す
　
　
　
鎌

れ
ば
、
内
的
秩
序
の
復
元
　
　
　
内

を
史
料
整
理
の
目
的
に
据
　
　
　
鴎

え
た
上
で
、
改
め
て
二
大

記録史料記述 (璽
記録史料群の内的秩序
・組織性
。時間軸上の連続性

〈出ワの原則〉

復

元 (原秩序

記録史料群

の物理的な状態

尊重の原則〉



原
則
を
そ
の
方
法
論
と
し
て
位
置
付
け
れ
ば
良
い
。

図
３
は
、
史
料
群
の
物
理
的
状
態
か
ら
内
的
秩
序
を
復
元
し
、
史
料
記
述
に

反
映
さ
せ
る
過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
録
作
成
母
体
の
組
織
構
造
と
史

料
群
の
内
的
秩
序
、
日
録
の
構
造
と
は
全
く
同

一
で
は
な
く
若
干
ズ
レ
が
有
る

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
在
る
と
見
て
良
い
だ

ろ
う
。

「
出
所
の
原
則
」
と

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
は
、
物
理
的
状
態
か
ら

内
的
秩
序
を
復
元
す
る
際
の
方
法
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
図
の
関
係
に
お
い
て

は
、

「
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
」
が
核
心
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
核
心
た
る
認
識
が
正
確
で
な
い
と
、
二
大
原
則
を
用
い
て

も
史
料
群
の
物
理
的
状
態
か
ら
内
的
秩
序
を
正
確
に
は
復
元
で
き
な
い
。

二
大

原
則
に
よ
り
史
料
群
の
物
理
的
状
態
を
整
理
す
る
際
も
、
二
つ
の
内
的
秩
序
の

復
元
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

目
録
表
現
の
方
法
は
、
編
年
体
、
発
給
者
別
、
主
題
別
な
ど
多
様
で
あ
る
が
、

史
料
生
成
の
構
造
に
即
し
た
目
録

（基
本
目
録
）
の
体
系
に
包
摂
し
得
る
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
料
生
成
の
構
造
を
二
つ
の
内
的
秩
序
に
よ
り
認
識

す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
目
録
表
現
の
根
本
に
も
な
る
と
言
え
よ
う
。

〓
一　
内
的
秩
序
の
復
元
と
目
録
編
成

１
　
個
々
の
史
料
群
に
残
る
内
的
秩
序

記
録
史
料
群
は
、
組
織
性
と
連
続
性
を
内
的
秩
序
と
し
て
持

つ
。
し
か
し
な

が
ら
、
実
際
に
個
々
の
史
料
群
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、
秩
序
の
記
録
媒
体
等

ヘ

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

の
反
映
に
は
差
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
組
織
性
が
明
瞭
で
あ
り
、
経
年
変

化
も
含
め
て
き
れ
い
に
秩
序
を
復
元
で
き
る
ケ
ー
ス
も
有
る
。
が
、
対
照
的
に

組
織
性
が
不
明
瞭
で
、
辛
う
じ
て
史
料
の
連
続
性
の
み
を
辿
れ
る
ケ
ー
ス
も
少

な
く
な
い
。
な
ぜ
、
史
料
群
に
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
差
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う

か
。組

織
性
と
連
続
性
と
は
、
内
的
秩
序
の
構
成
要
素
と
し
て
は
同
格
に
扱
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
復
元
作
業
の
難
易
度
と
な
る
と
、
両
者
に
は
大
き

な
違
い
が
有
る
。
連
続
性
の
内
的
秩
序
で
あ
れ
ば
、
行
政
文
書
で
も
家
文
書
で

も
、
復
元
は
そ
う
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
史
料
の
残
存
範
囲
に
お
い
て
、
ほ

ぼ
明
ら
か
に
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
組
織
性
の
方
は
、
史
料
群
の
状
況
に
よ

っ

て
十
分
に
解
明
で
き
な
い
場
合
が
出
て
く
る
。
個
々
の
史
料
群
に
残
る
内
的
秩

序
は
、
組
織
性
の
状
況
如
何
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

史
料
群
に
よ
り
組
織
性
の
明
瞭
さ
に
差
が
生
じ
る
こ
と
は
、
二
つ
の
要
因
か

ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
の
要
因
は
、
作
成
母
体
の
分
野
に
よ
る
組

織
機
構
の
精
粗
、
成
熟
度
の
違
い
で
あ
る
。　
一
般
に
、
近
代
行
政
文
書
は
近
世

の
家
文
書
な
ど
に
比
べ
、
組
織
性
が
明
瞭
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

同
時
期
の
近
代
行
政
文
書
で
あ

っ
て
も
、
府
県
庁
文
書
と
戸
長
役
場
文
書
と
で

は
、
組
織
性
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
。
作
成
母
体
そ
の
も
の
に

一
次
的
な
性

質
と
し
て
、
組
織
性
の
傾
向
差
が
内
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
要
因
と
し
て
は
、
内
的
秩
序
を
記
録
媒
体
な
ど
に
二
次
的
に
反
映
さ

せ
る
際
に
生
じ
た
個
別
差
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
も
し
た
が
、
同
じ
分
野
の
史

料
群
で
も
記
録
作
成
者
や
整
理
者
に
よ

っ
て
、
内
的
秩
序
の
反
映
方
法
に
違
い

一二
五



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

が
出
る
。
例
え
ば
、
同
時
期
の
府
県
庁
文
書
で
あ

っ
て
も
、
各
府
県
の
文
書
編

纂
基
準
の
違
い
に
よ
り
、
簿
冊
表
題
に
反
映
さ
れ
た
組
織
性
に
は
若
干
の
差
が

見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
差
や
個
別
差
に
加
え
、
史
料
群
の
保
存
期
間
中
に
外
的
要
因

に
よ

っ
て
原
秩
序
が
崩
さ
れ
る
場
合
も
有
る
。
災
害
、
戦
火
、
移
転
、
文
書
整

理
な
ど
な
ど
。
そ
れ
ら
要
因
の
有
無
に
よ
り
、
史
料
群
の
物
理
的
な
状
態
に
は

大
き
な
差
が
出
て
く
る
。
個
々
の
史
料
群
に
残
さ
れ
た
内
的
秩
序
、
特
に
組
織

性
は
、
決
し
て

一
様
の
状
態

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
復
元
方
法
を

一
律
に
論

ず
る
こ
と
も
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

龍
野
直
樹
氏
は

『
記
録
史
料
学
と
現
代
』

の
書
評
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
の
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
記
述
を
そ
の
ま
ま
日
本
の
家
文
書
に
適
用
す
る
こ
と
に

疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
行
政
文
書
と
は
ま
た
異
な
り
、
家
文
書
は

「
そ
れ
ぞ
れ

に
個
別
の
内
容

・
構
造
」
を
持

っ
た
め
、
と
の
理
由
に
よ
る
。
家
文
書
で
あ

っ

て
も
、
家
業
の
種
類
や
記
録
作
成
者
の
性
格
に
よ

っ
て
は
、
組
織
機
構
が
明
確

に
反
映
さ
れ
て
い
る
事
例
も
有
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、　
一
つ
の
方
法
を

あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
確
か
に
無
理
が
生
じ
る
。

内
的
秩
序
を
目
録
編
成
で
復
元
す
る
な
ら
ば
、
史
料
群
の
状
態
に
応
じ
た
方

法
を
何
通
り
か
用
意
し
て
お
く
こ
と
で
、
柔
軟
な
対
処
が
で
き
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。２

　
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
編
成

ａ
　
編
成
方
法
の
選
択
肢

組
織
性
と
連
続
性
、

二
つ
の
内
的
秩
序
を
目
録
編
成
に
お
い
て
復
元
す
る
方

一一一一ハ

法
は
、
理
論
上
で
は
何
通
り
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
編
成
に
つ
い
て
考
え
る

際
、
第

一
章
で
述
べ
た
階
層
構
造
の
経
年
変
化
が
問
題
と
な
る
。

経
年
変
化

へ
の
対
処
方
法
を
考
え
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
発

生
す
る
か
を
分
析
す
る
必
要
が
有
る
。
経
年
変
化
の
発
生
は
、
記
録
史
料
群
が

時
間
軸
上
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。
史
料
群
の
内
的
秩

序
で
あ
る
組
織
性
と
連
続
性
と
は
、
時
間
軸
の
推
移
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
性
質
を
持

つ
。
第

二
章
１
節
で
説
明
し
た
通
り
、
連
続
性
が
時
間
軸
の
推
移

の
影
響
を
受
け
な
い
の
に
対
し
、
組
織
性
は
そ
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
時
間

軸
の
推
移
に
伴

っ
て
、
出
所
を
取
り
巻
く
外
界
の
状
況
が
変
化
し
た
際
、
出
所

の
組
織
機
構
も
そ
れ
に
対
応
し
て
改
編
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
史
料
群
の
組
織

性
の
内
的
秩
序
に
も
変
化
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
経
年
変
化
の
発
生
で
あ
る
。

経
年
変
化
の
無
い
史
料
群
で
あ
れ
ば
、
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
共

に

一
貫
性
を
保
ち
得
る
。
ゆ
え
に
、　
一
つ
の
編
成
上
で
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復

元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
経
年
変
化
の
有
る
史
料
群
で
は
、

組
織
性
の
内
的
秩
序
は
変
化
す
る
が
、
連
続
性
の
方
は

一
貫
性
を
保

つ
。
そ
の

場
合
、　
一
つ
の
編
成
上
で
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
検
索
媒
体
の
機
能
に
関
わ
ら
ず
、
編
成
そ
れ
自
体
は
固
定
し
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
経
年
変
化
に
対
し
史
料
群
を
編
年
で
区
分
す
れ
ば
、
そ
の
区
間
の

階
層
構
造
は
保
護
さ
れ
る
が
、
同
機
能
の
文
書
の

一
貫
し
た
連
続
性
は
分
断
さ

れ
て
し
ま
う
。
反
対
に
同
機
能
の
文
書
の
連
続
性
を
重
視
し
過
ぎ
る
と
、
階
層

構
造
を
復
元
で
き
な
く
な
る
。
ゆ
え
に
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
編
成
方

法
と
し
て
は
、
次
の
四
通
り
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。



①
組
織
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
上
で
復
元
し
、
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
編
成

外
の
方
法
で
復
元
す
る

②
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
上
で
復
元
し
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
は
編
成

外
の
方
法
で
復
元
す
る

③
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
別
々
の
編
成
上
で
復
元
す
る

④
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
外
の
方
法
で
復
元
す
る

経
年
変
化
の
有
る
史
料
群
で
、
二
つ
の
内
的
秩
序
を
共
に
復
元
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
基
本
的
に
編
成
方
法
は
①
ｌ
④

の
ど
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
人
間
の

理
解
可
能
な
認
識
構
造
に
添

っ
た
編
成
で
あ
る
限
り
、
右
の
枠
か
ら
出
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

四
つ
の
方
法
の
ど
れ
を
選
択
し
て
も
、
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
の
復

元
と
い
う
同
じ
目
標
点
に
到
達
す
る
。
ど
の
方
法
も
平
等
な
選
択
肢
と
し
て
存

在
す
る
た
め
、　
一
つ
の
方
法
を
絶
対
視
す
る
必
要
は
無
い
。
実
際
に
目
録
を
編

成
す
る
際
に
、
最
も
適
す
る
と
判
断
さ
れ
た
方
法
を
選
べ
ば
良
い
の
で
あ
る
。

選
択
の
際
に
は
、
史
料
保
存
機
関
ま
た
は
担
当
者
個
人
の
整
理
方
針
、
そ
の

他
諸
条
件
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
を
運
用
す
る
場

合
、
記
述
標
準
化
と
電
子
情
報
の
交
換
と
い
う
目
的
が
選
択
肢
を
規
定
す
る
可

能
性
も
有
る
。
だ
が
、
や
は
り
個
々
の
史
料
群
の
状
態
が
、
選
択
肢
に
大
き
く

関
わ

っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
経
年
変
化
の
多
い
史
料
群
で
あ

っ
て
も
、

組
織
性
が
明
瞭
で
時
期
区
分
も
明
確
に
分
か
れ
ば
、
①
か
③
の
方
法
を
適
用
で

き
る
。
反
対
に
時
期
区
分
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
②
か
④
の
方
法
を
適
用
す
べ

き
だ
ろ
う
。
実
際
の
史
料
整
理
の
場
に
お
い
て
は
、　
一
つ
の
編
成
方
法
に
拘
ら

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

に
つ
い
て
は
、
以
下
、

フ
ォ
ン
ド
、
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
な
ど
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
中
の
用
語
を
便
宜
上
使
用

す
る
こ
と
と
す
る
。
階
層
レ
ベ
ル
を
示
す
適
切
な
用
語
が
他
に
無
い
た
め
で
あ

り
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
自
体
の
改
変
を
意
図
し
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お

安
藤
氏
は
、
史
料
群
の
階
層
構
造
を
図
４
の
よ
う
に
示
し
、
上
位
レ
ベ
ル
と

下
位
レ
ベ
ル
の
間
に
認
識
の
差
が
有
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

フ
ォ
ン
ド
や

三
七

図 4 記録史料群の構造認識 (1)
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ず
、
柔
軟
に
選
択
を
行

な
う
姿
勢
も
必
要
に
な

Ｚつ
。で

は
経
年
変
化
の
有

る
史
料
群
で
、

二
つ
の

内
的
秩
序
を
正
確
に
復

元
す
る
編
成
は
、
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
設
定

す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う

か
。
考
え
る
前
提
と
し

て
、
史
料
群
に
お
い
て
、

組
織
性
と
連
続
性
の
内

的
秩
序
が
存
在
す
る
階

層

レ
ベ
ル
を
分
析
し
て

み
た
い
。
階
層

レ
ベ
ル

グループ・ レベル

(フ ォン ド)

↓

サブ・ グループ・ レベル

(サ ブ・ フォン ド)

↓

シリーズ・ レベル

↓

サブ・ シ リーズ・ レベル

↓

ユニ ッ ト・ レベル

(フ ァイル)



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
は
、
安
藤
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
文
書
そ
の
も
の
で
は
な
く

組
織
機
構
を
表
す
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
リ
ー
ズ
以
下
の
認
識
に
つ
い
て

は
、
安
藤
氏
と
見
解
が
多
少
異
な
る
。

シ
リ
ー
ズ
と
サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
は
、
同

一
機
能
で
あ
る
こ
と
を
表
す
レ
ベ
ル

で
あ
る
。
県
庁
文
書
で
言
え
ば
、
建
築
関
係
と
か
、
そ
の
中
の
県
庁
舎
新
築
関

係
と
か
、
具
体
的
な
仕
事
内
容
で
ま
と
ま
る
単
位
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
は
組

織
を
基
準
と
せ
ず
、
機
能
を
直
接
の
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

安
藤
氏
の
見
解
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
下
の
フ
ァ

イ
ル
と
ア
イ
テ
ム
は
機
能
を
基

準
に
し
た
レ
ベ
ル
と
は
言
え
な

い
。
フ
ァ
イ
ル
と
ア
イ
テ
ム
は
、

物
理
的
な

「
文
書
そ
の
も
の
」

を
表
す
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
上
の

レ
ベ
ル
が
組
織
や
機
能
の

「
秩

序
」
を
表
し
て
い
る
の
と
は
、

決
定
的
に
異
な
る
。
サ
ブ

・
シ

リ
ー
ズ
と
フ
ァ
イ
ル
の
間
で
、

も
う

一
線
が
画
さ
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
史
料
群
は
、
安

藤
氏
の
示
し
た
二
段
構
造
よ
り
、

む
し
ろ
右
の
三
段
構
造
で
認
識

一二
八

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

簿
冊

一
冊
、
文
書

一
件
な
ど

の
フ
ァ
イ

ル
や
ア
イ
テ
ム
に
対
し
て
、
組
織
性

の
内
的
秩
序
を
与
え
る
の
が
、

フ
ォ
ン
ド
や
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
な
ど
組
織
を
基

準
と
し
た

レ
ベ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
間
軸
上
の
連
続
性

の
内
的
秩
序
を
与

え
る
の
が
、
シ
リ
ー
ズ
や
サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
な
ど
機
能
を
基
準
と
し
た
レ
ベ
ル

で
あ
る
。
図
５
の
よ
う
に
、
組
織
を
基
準
と
し
た
レ
ベ
ル

（
以
下
、

「
組
織

レ

ベ
ル
」
）
と
、
機
能
を
基
準
と
し
た
レ
ベ
ル

（
以
下
、

「
機
能

レ
ベ
ル
」
）
の

下
に
、
文
書
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル

（
以
下
、

「
文
書
レ
ベ
ル
」
）
が
置
か
れ
る

形
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
文
書
レ
ベ
ル
」
を
、

「
組
織
レ
ベ
ル
」
か

「
機
能
レ
ベ
ル
」

ど
ち
ら
の
支
配
下
に
置
く
か
で
復
元
さ
れ
る
内
的
秩
序
の
種
類
が
決
ま

っ
て
く

る
。
そ
の
基
本
形
は
次
の
二
通
り
に
な
ろ
う
。

Ａ
　
組
織
性
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
方
法

「
組
織
レ
ベ
ル
」
の
下
に

「
機
能
レ
ベ
ル
」
と

「
文
書
レ
ベ
ル
」
を
従
属

さ
せ
る

Ｂ
　
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
方
法

「
機
能
レ
ベ
ル
」
の
下
に

「
文
書
レ
ベ
ル
」
を
従
属
さ
せ
る

経
年
変
化
の
無
い
史
料
群
で
あ
れ
ば
、
Ａ
の
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
組

織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
両
方
と
も
復
元
で
き
る
。
上
位
の

「
組
織

レ
ベ

ル
」
に
変
化
が
無
い
た
め
、
Ａ
の
方
法
の
中
に
Ｂ
の
方
法
も
収
ま
る
た
め
で
あ

ＺＯ
。こ

れ
に
対
し
経
年
変
化
の
有
る
史
料
群
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
方
法
を
別
々
に
適

図 5 記録史料群の構造認識 (2)
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用
し
な
い
と
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
で
き
な
い
。

「
組
織

レ
ベ
ル
」
で
は
、

時
間
軸
の
推
移
に
伴
い
経
年
変
化
が
起
こ
り
得
る
。
そ
れ
に
よ
り
、　
一
つ
の
史

料
群
の
中
に
、
経
年
変
化
を
境
に
複
数
の

「
組
織

レ
ベ
ル
」
が
生
ず
る
こ
と
と

な
る
。
各

「
組
織

レ
ベ
ル
」
は
同

一
の
構
造
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
複
数
の

「
組
織

レ
ベ
ル
」
を

一
緒
に
し
て
Ａ
に
よ
る
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
記
述
を
行
な
え
ば
、

組
織
性
の
内
的
秩
序
が
混
乱
し
て
し
ま
う
。
複
数
の

「
組
織

レ
ベ
ル
」
に
対
し

て
は
、
経
年
変
化
を
境
に
史
料
群
を
区
切
ら
な
い
と
Ａ
の
方
法
を
適
用
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
Ａ
の
方
法
を
適
用
す
れ
ば
、

「
機
能
レ
ベ
ル
」
以
下
も
経
年
変
化

を
境
に
区
切
ら
れ
る
。
西
向
氏
も
、
前
述
の
尾
道
橋
本
家
文
書
に
つ
い
て
、
経

年
変
化
に
対
す
る
時
期
区
分
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し

「
機
能

レ
ベ
ル
」
は
、
時
間
軸
に
沿

っ
た
秩
序
を
持
ち
、
経
年
変
化

に
関
わ
ら
ず

一
貫
し
た
連
続
性
を
保

っ
て
い
る
。
こ
の
連
続
性
を
復
元
す
る
と

す
れ
ば
、

「
機
能

レ
ベ
ル
」
を
区
切
ら
な
い
形
で
Ｂ
の
方
法
を
適
用
す
る
し
か

な
い
。
Ｂ
の
方
法
は
Ａ
の
方
法
の
中
に
収
ま
ら
な
く
な
る
。
と
す
れ
ば
、
経
年

変
化
が
起
こ
る

「
組
織
レ
ベ
ル
」
の
影
響
下
か
ら

「機
能
レ
ベ
ル
」
を
解
放
し
、

連
続
性
を
維
持
す
る
方
法
が
有
効
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

「
組
織

レ
ベ

ル
」
を
取
り
払

い
シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
か
ら
の
編
成
に
す
る
か
、
あ
る
い
は

「
組
織

レ
ベ
ル
」
を
大
ら
か
に
設
定
す
る
か
の
形
が
考
え
ら
れ
る
。

ｂ
　
階
層
レ
ベ
ル
設
定
の
再
検
討

経
年
変
化
の
際
に
組
織
性
の
内
的
秩
序
を
保
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

フ
ォ
ン

ド
を
時
期
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
、
サ
ブ

・

フ
ォ
ン
ド
以
下
の
階
層
構
造
体
が
、
時
間
軸
上
に
複
数
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
点
の
階
層
構
造
で
あ
り
、
同
時
に
は
存
在
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

フ
ォ
ン
ド
は
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）等
で

「
記
録
史
料

群
の
総
体
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各
時
点
の
階
層
構
造
の
最
大
単
位
を

表
す
レ
ベ
ル
が
無
く
な
る
。

「
フ
ォ
ン
ド
オ
●
針
」
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
古
く
か
ら

「
記
録
史
料
群
」

を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。　
一
九
八
五
年
に
、
カ
ナ
ダ
の
ア
ー

キ
ビ
ス
ト

・
ビ

ュ
ー

ロ
ー
の
記
述
標
準
化

ワ
ー
キ
ン
グ

・
グ
ル
ー
プ
が
、
記
録

史
料
群
を
意
味
す
る
様
々
な
用
語
の
包
括
概
念
と
し
て
フ
ォ
ン
ド
の
使
用
を
提

案
し
た
。
そ
の
後
、　
一
九
九
〇
年
に
カ
ナ
ダ
で
記
述
標
準
の
Ｒ
Ａ
Ｄ
に
採
用
さ

れ
、　
一
九
九
四
年
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
に
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

フ
ォ

ン
ド
は
、
い
ま
や

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
、
世
界

的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
の
フ
ォ
ン
ド
概
念
が
、
時
間
軸
上
の
連
続
性
を
十
分
に

意
識
し
た
上
で
設
定
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
は
、
疑
間
を
持
た
ざ
る
を
得
な

い
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
記
録
史
料
群
は
時
間
軸
上
の
存
在
で
も
あ
る
。

フ
ォ
ン
ド
は

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
時
間
軸
の
概

念
が
曖
味
で
あ
る
た
め
、
経
年
変
化
の
際
に
は
階
層

レ
ベ
ル
に
矛
盾
が
生
じ
る

よ
う
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
ド
以
下
の
階
層
レ
ベ
ル
設
定
に
つ
い
て
は
、
組
織
性
の

内
的
秩
序
に
時
間
軸
上
の
連
続
性
も
加
え
て
再
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
を
例
に
と
れ
ば
、
本
文
の

「
２
　
多
元
レ
ベ
ル
で
の
記
述
の

規
則
」
と
付
録
の

「
フ
ォ
ン
ド
内
の
レ
ベ
ル
設
定
の
モ
デ
ル
」
を
見
る
限
り
、

フ
ォ
ン
ド
以
下
の
階
層
構
造
は
同
時
点
の
も
の
か
、
異
な
る
時
点
の
も
の
も
含

三
九



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

む
か
、
明
確
な
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
。
組
織
性
の
内
的
秩
序
を
正
確
に
描
写

す
る
と
す
れ
ば
、
同
時
点
の
階
層
構
造
体
に
、
異
な
る
時
点
で
存
在
し
た
異
な

る
階
層
構
造
ま
で
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
同
時
点
で
存
在
し
な

か

っ
た
階
層
構
造
を
混
ぜ
れ
ば
、
記
録
作
成
時
の
内
的
秩
序
を
正
確
に
描
写
し

た
も
の
に
は
な
ら
な
い
。

「
組
織

レ
ベ
ル
」
で
経
年
変
化
が
起
き
た
場
合
、
時

間
軸
上
に
複
数
の
階
層
構
造
体
が
並
ぶ
と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
具
体
例

を
挙
げ
れ
ば
、
前
述
し
た
尾
道
橋
本
家
文
書
の
場
合
、
近
世
期
の
経
営
帳
簿
群

と
明
治
三
十
二
年
の
銀
行
経
営
に
伴
う
内
政
改
革
後
の
経
営
帳
簿
群
で
は
組
織

が
様
変
わ
り
し
、
別
に
階
層
構
造
体
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、　
一
つ
の
史
料
群
に
複
数
の
階
層
構
造
体
が
成
立
す
る
と
、

「
記
録

史
料
群
の
総
体
」
と

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
は
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は

な
く
な

っ
て
く
る
。

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
は
、
複
数
の
階
層
構
造
体
の
集

合
と
し
て
存
在
す
る
形
に
な
る
。
各

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
の
上
に

「
記

録
史
料
群
の
総
体
」
を
置
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
Ｆ
記
録
史
料
群

の
総
体
」
と

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
と
は
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
は
、
特
定
の

「
組
織

レ
ベ
ル
」
の
下
に

従
属
す
る

「
機
能

レ
ベ
ル
」
と

「
文
書
レ
ベ
ル
」
し
か
カ
バ
ー
で
き
な
い
。

経
年
変
化
の
無
い
場
合
は
、

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
と

「
階
層
構
造
の
最

大
単
位
」
と
が
重
な
り
合
う
。
だ
が
経
年
変
化
の
有
る
場
合
は
、
時
間
軸
上
に

複
数
の

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
が
存
在
す
る
た
め
、

「
記
録
史
料
群
の
総

体
」
と
は
重
な
り
合
わ
な
く
な
る
。
Ｒ
Ａ
Ｄ
や
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
は
経
年
変
化
時

の
配
慮
が
不
充
分
で
あ
り
、

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
と

「
階
層
構
造
の
最
大

四
〇

単
位
」
の
区
別
が
曖
昧
な
ま
ま
フ
ォ
ン
ド
の
語
で
括

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

「
記
録
史
料
群
の
総
体
」
と

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
と
を
区
別
し
て
定

義
す
る
場
合
、
適
切
な
用
語
の
選
択
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
先
の
論
を
進
め
る
た
め
、
本
稿
中
に
限
り

「
記
録
史
料
群
の
総

体
」
を

「
ビ
ッ
グ

・
フ
オ
ン
ド
」
、

「
階
層
構
造
の
最
大
単
位
」
を

「
ス
モ
ー

ル
・
フ
ォ
ン
ド
」
と
仮
称
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
の
フ
ォ

ン
ド
の
定
義
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
設
定
し
直
し
て
み
た
い
。

「
ビ
ッ
グ

・
フ
オ
ン
ド
」

特
定
の
個
人
、
家
族
、
組
織
体
の
洲
罰
「
遍
翻
劇
翻
圏
朝
Ч
引
鋼
則
副
硼

に
お
い
て
、
組
織
的
に
作
成

・
蓄
積
さ
れ
た
り
、
使
用
さ
れ
た
り
し
た

記
録
史
料
群
の
総
体

「
ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド
」

特
定
の
個
人
、
家
族
、
組
織
体
の
川
翻
引
翻
悧
引
「
＝
「
「
ｑ
綱
利
「
州

糊
測
劇
「
劃
副
翻
「
日
酬
割
淵
＝
＝
例
¶
「
、
組
織
的
に
作
成

ｅ
蓄
積
さ

れ
た
り
、
使
用
さ
れ
た
り
し
た
記
録
史
料
群
の
階
層
構
造
の
最
大
単
位

経
年
変
化
の
有
る
史
料
群
と
無
い
史
料
群
を
比
較
す
る
と
、
ビ
ッ
グ

・
フ
オ

ン
ド
と
ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド
の
関
係
は
大
き
く
異
な
る
。
図
６
の
概
念
図
は
、

そ
の
違
い
を
モ
デ
ル
で
表
現
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド

は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
階
層
構
造
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
単
略
化
し

て
三
角
形
に
図
示
し
表
現
し
た
。
経
年
変
化
の
無
い
史
料
群
の
場
合
は
、
（ｇ
”

♂
●
針

旧

∽日
”〓
♂
”
針
）
の
関
係
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
経
年
変
化
の
有

る
史
料
群
で
は
、

（σ
置

♂
●
針

旧

∽日
”〓
ォ
●
針
○

十

∽日
”
〓
ど
●
針
⑩



＋

∽日
』

「ｏ
●
針
○

＋

∽日
“
〓
ざ
●
計
○

＋

∽ヨ
“
〓
♂
５

，
◎
）
と
な
る
。

ま
た
、

（
σ
置

ざ
●
計

∪

∽ヨ
ユ
】
「ｏ
●
Ｑ
∽〇
・
∽日
”〓
ざ
●
Ｑ
∽〇
ヽ
∽ヨ
“
〓

♂
５

，
〇
・
∽日
”
目
ざ
●
針
〇
・
の日
”
〓
♂
コ
針
◎
）
と
も
な
る
。
ビ
ッ
グ

・
フ
オ

ン
ド
と
ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド
と
は
、
集
合
と
部
分
集
合
の
関
係
に
在
る
と
考

え
れ
ば
良
い
だ
ろ
売
。

経
年
変
化
の
有
る
史
料
群
で
は
、
各

ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド
毎
に
マ
ル
チ
レ

ベ
ル
記
述
を
行
な
う
こ
と
で
、
記
録
作
成
時
の
階
層
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
保
護
で

き
る
。
記
録
が
現
在
も
作
成
さ
れ
続
け
て
い
る
史
料
群
の
場
合
、
基
本
的
に
は

最
新
の
ス
モ
ー
ル

・
フ
ォ
ン
ド
の
み
が
流
動
的
な
形
に
な
る
。

組
織
性
の
内
的
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
、
ビ
ッ
グ

・
フ
オ
ン
ド
を
経
年
変
化

を
境
に
各
ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
ド
に
区
分
し
た
場
合
、
シ
リ
ー
ズ
以
下
の

「
機

能

レ
ベ
ル
」
も
分
割
さ
れ
る
。
各

ス
モ
ー
ル

・
フ
ォ
ン
ド
の
中
に
、
分
割
さ
れ

た
シ
リ
ー
ズ
や
サ
ブ

・
シ
リ
ー
ズ
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
形
に
な
る
。

一
方
、
史
料
の
連
続
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
ビ
ッ
グ

・
フ
オ
ン
ド
の
全

年
代
域
を

一
貫
し
た

「
機
能

レ
ベ
ル
」
の
設
定
が
必
要
に
な
る
。
経
年
変
化
時

の
編
成
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、　
一
貫
し
た

「
機
能

レ
ベ
ル
」
と
分
割
さ
れ
た

「
機
能
レ
ベ
ル
」
を
指
す
用
語
も
、　
一
応
区
別
を
付
け
た
方
が
良
い
。
そ
こ
で
、

こ
れ
も
本
稿
中
に
限
り
、
前
者
を

「
ビ
ッ
グ

・
シ
リ
ー
ズ
」
お
よ
び

「
ビ
ッ
グ

・

サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
」
、
後
者
を

「
ス
モ
ー
ル
ｏ
シ
リ
ー
ズ
」
お
よ
び

「
ス
モ
ー

ル

ｏ
サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
」
と
仮
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
ビ
ッ
グ

・
シ
リ
ー

ズ
」
と

「
ス
モ
ー
ル

・
シ
リ
ー
ズ
」
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
の
シ
リ
ー

ズ
の
定
義
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
設
定
で
き
る
。

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

「
ビ
ッ
グ

・
シ
リ
ー
ズ
」

特
定
の
個
人
、
家
族
、
組
織
体
の
洲
翻
引
翻
劉
盟
翻
畑
咽
Ч
引
鋼
咽
同
期

に
お
い
て
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
い
て
整
理
さ
れ
た
り
、

同

一
の
蓄
積
や
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
、
あ
る
い
は
同
じ
活
動
か
ら
生
じ
た
も

の
で
あ

っ
た
り
、
特
定
の
形
態
を
と

っ
て
い
る
た
め
に

一
単
位
と
し
て

保
存
さ
れ
た
り
、
そ
れ
ら
の
作
成
、
受
領
、
使
用
に
際
し
て
生
じ
た
他

四

一

図 6 ビッグ・ フォン ドとスモール・ フォン ドの概念

(経年変化の無い記録史料群 )

big fOnds

時間軸

(経年変化の有る記録史料群 )

big fOnds
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記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

の
な
ん
ら
か
の
関
連
が
相
互
に
あ
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と

し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
記
録

「
ス
モ
ー
ル

ｏ
シ
リ
ー
ズ
」

特
定
の
個
人
、
家
族
、
組
織
体
の
嘉
罰
７
逸
零
顧
な
―
■
〓
の
組
織
―
機

構
に
基
づ
き
継
続
し
た
期
間
内
に
お
い
て
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

に
も
と
づ
い
て
整
理
さ
れ
た
り
、
同

一
の
蓄
積
や
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
、
あ

る
い
は
同
じ
活
動
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
り
、
特
定
の
形
態
を
と

っ

て
い
る
た
め
に

一
単
位
と
し
て
保
存
さ
れ
た
り
、
そ
れ
ら
の
作
成
、
受

領
、
使
用
に
際
し
て
生
じ
た
他
の
な
ん
ら
か
の
関
連
が
相
互
に
あ
る
た

め
に
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
記
録

ビ

ッ
グ

・
シ
リ
ー
ズ
と
ス
モ
ー
ル

・
シ
リ
ー
ズ
の
関
係
も
ま
た
、
集
合
と
部

分
集
合
に
な
る
。
ま
た
ビ
ッ
グ

・
フ
ォ
ン
ド
は
、
各

ス
モ
ー
ル
ｏ
フ
ォ
ン
ド
の

集
合
体
と
し
て
成
立
す
る

一
方
、
各
ビ
ッ
グ

・
シ
リ
ー
ズ
の
集
合
体
と
し
て
も

成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
組
織
性
と
時
間
軸
上
の
連
続
性
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
単
独
で
も
史
料
群
の
編
成
基
準
た
り
得
る
こ
と
が
分
か
る
。

３
　
目
録
編
成
実
践
例
の
分
類

・
整
理

前
節
で
は
、
二
つ
の
内
的
秩
序
の
復
元
を
理
論
上
で
考
え
、
そ
れ
に
伴
い
フ
ォ

ン
ド
以
下
の
階
層

レ
ベ
ル
の
再
検
討
を
行
な

っ
た
。
経
年
変
化
の
有
る
史
料
群

に
お
い
て
、
二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
編
成
方
法
は
、
次
の
四
通
り
で
あ

っ

た
。①

組
織
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
上
で
復
元
し
、
連
続
性
の
内
的
秩
序
は
編
成

外
の
方
法
で
復
元
す
る

四
二

②
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
上
で
復
元
し
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
は
編
成

外
の
方
法
で
復
元
す
る

③
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
別
々
の
編
成
上
で
復
元
す
る

④
組
織
性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
編
成
外
の
方
法
で
復
元
す
る

本
節
で
は
、
理
論
の
検
証
の
た
め
、
国
内
外
の
目
録
編
成
の
実
践
よ
り
数
例
を

サ
ン
プ
ル
に
と
り
、
右
の
四
方
法
の
枠
で
分
類

・
整
理
を
試
み
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
史
料
群
を
時
期
区
分
し
て
記
録
作
成
時
の
階
層
構
造
を
保

護
す
る

一
方
、
組
織
変
遷
表
な
ど
で
連
続
性
を
追
跡
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

国
内
で
は
、

『
史
料
館
収
蔵
史
料
目
録
』
第

一
七
集
の
愛
知
県
お
よ
び
群
馬
県

庁
文
書
目
録
が
、
こ
の
方
法
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
単
年
度
建
制
順
の
編
成
で
、

解
題
に
各
県
庁
の
組
織
変
遷
表
を
付
け
た
形
に
な

っ
て
い
る
。

『
北
海
道
所
蔵

資
料
目
録
　
簿
書
の
部
』
第

一
―
四
集
も
単
年
度
建
制
順
で
あ
り
、
近
い
形
と

言
え
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
群
馬
県
立
文
書
館
や
沖
縄
県
公
文
書
館
で
進
め
ら

れ
て
い
る
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ
（
Ｇ
）
に
よ
る
県
庁
文
書
の
整
理
が
実
践
例
と
な
る
。
群
馬

で
は
、
戦
後
の
県
庁
文
書
群
を
全
て
、
特
定
時
期
の
文
書
分
類
表
に
準
拠
し
た

階
層
構
造
に
あ
て
は
め
る
実
験
が
行
な
わ
れ
た
。
沖
縄
で
は
、
各
時
期
の
文
書

分
類
表
に
直
接
準
拠
せ
ず
、
独
自
に
設
定
し
た
階
層
構
造
に
過
去
の
文
書
群
を

全
て
あ
て
は
め
る
方
法
を
採

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り

一
つ
の
階
層
構
造
を
枠

組
み
に
借
り
て
、
史
料
群
全
体
の
連
続
性
の
内
的
秩
序
が
復
元
さ
れ
る
。
記
録

作
成
時
の
階
層
構
造
は
、
別
に
作
成
さ
れ
た
組
織
変
遷
表
に
よ
り
復
元
さ
れ
る

形
に
な
る
。
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
組
織
性
の
復
元
を
編
成



上
で
は
大
ら
か
に
考
え
、
別
途
の
手
段
を
も

っ
て
正
確
に
表
現
す
る
方
法
で
あ

る

。

Ｉ

Ｓ

Ａ

Ｄ

（
Ｇ

）
に

つ

い

て

も

Ｉ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ｒ

（
Ｃ

Ｐ

Ｆ

）

を

併

用

す

れ

ば

、

記
録
作
成
時
の
階
層
構
造
を
明
ら
か
に
で
き
る
筈
で
あ
る
。

ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
組
織
改
編
の
多
い
行
政
文
書
を
フ
ォ
ン
ド
以

下
の
単
位
で
管
理
す
る
難
し
さ
か
ら
、

シ
リ
ー
ズ
を
中
心
に
管
理
す
る
方
向
に

転
換
さ
れ
た
。
こ
れ
も

「
組
織

レ
ベ
ル
」
か
ら

「
機
能
レ
ベ
ル
」
を
解
放
し
連

続
性
を
維
持
し
た
事
例
と
見
倣
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー

や
レ
ジ
ス
タ
ー
な
ど
の
目
録
が
シ
リ
ー
ズ
を
基
本
単
位
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
同
様
の
考
え
方
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

③
に
つ
い
て
は
、　
一
種
類
の
編
成
上
で
の
復
元
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

組
織
性
を
復
元
す
る
編
成
と
、
連
続
性
を
復
元
す
る
編
成
の
二
種
類
を
同

一
史

料
群
に
つ
い
て
用
意
す
れ
ば
、
両
立
は
可
能
に
な
る
。
検
索
媒
体
が
印
刷
目
録

で
あ
れ
ば
、
複
数
冊
の
目
録
が
必
要
と
さ
れ
る
。
利
用
者
は
複
数
冊
の
目
録
の

間
が
往
き
来
し
て
検
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
検
索
媒
体
が

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
あ

れ
ば
、

二
種
類
の
編
成
を

一
台
の
機
器
で
検
索
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

秋
田
県
公
文
書
館

で
は
、
戦
前
県
庁
文
書
群

の
検
索

の
た
め
、
閲
覧
室
に

「
公
文
書
目
録

（年
代
順
）
」
と

「
同

（内
容
別
）
」
を
置
い
て
い
る
。
電
算

処
理
に
よ
り
機
械
的
に
配
列
し
た
目
録
で
、
構
造
分
析
に
基
づ
い
た
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
年
代
順
は
前
節

「
ビ

ッ
グ

・
フ
ォ
ン
ド
」
の
単
年
度
ご
と
時

期
区
分
、
内
容
別
は

「
ビ
ッ
グ

・
シ
リ
ー
ズ
」
の
集
合
体
に
相
通
ず
る
性
格
を

持

っ
て
い
る
。
戦
前
の
秋
田
県
庁
文
書
群
は
、
組
織
機
構
の
改
編
に
応
じ
て
、

比
較
的
明
確
な
時
期
区
分
が
作
成
段
階
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
目
録
二

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

種
類
も
構
造
分
析
に
基
づ
い
て
編
成
し
直
せ
ば
、
二
つ
の
内
的
秩
序
を
そ
れ
ぞ

れ
復
元
し
た
形
に
発
展
す
る
可
能
性
を
持

つ
。

④
に
つ
い
て
は
、
管
見
で
は
国
内
で
の
実
践
例
を
確
認
し
て
い
な
い
。
国
外

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
立
公
文
書
館
の
カ
レ
ン
ト

・
ガ
イ
ド
が
参
考
事
例
と
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
ガ
イ
ド
は
、
各
省
庁
の
組
織
と
機
能
の
変
遷

・
各
ク
ラ
ス
の
概

要
記
述

・
索
引
の
三
部
構
成
と
な

っ
て
い
る
。
各
ク
ラ
ス
の
概
要
が
シ
リ
ー
ズ

の
概
要
に
当
た
る
ら
し
い
。
検
索
に
よ
り
目
的
の
史
料
の
含
ま
れ
る
ク
ラ
ス
が

判
明
し
た
ら
、
ク
ラ
ス
・
リ
ス
ト
を
見
て
史
料
を
特
定
す
る
の
で
あ
る
。
組
織

性
と
連
続
性
の
内
的
秩
序
を
、
史
料
の
目
録
で
あ
る
ク
ラ
ス
・
リ
ス
ト
か
ら
分

離
し
て
呈
示
し
た
形
と
理
解
で
き
る
。

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
と
し
て
、
組
織
性
に
加
え
時
間
軸
上

の
連
続
性
を
呈
示
し
て
み
た
。
史
料
生
成
の
構
造
を
二
つ
の
秩
序
か
ら
把
握
す

る
こ
と
で
、
よ
り
合
理
的
な
整
理
が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

経
年
変
化
に
際
し
、
階
層
構
造
の
変
化
と
史
料
の
連
続
性
と
を
目
録
上
で
矛

盾
な
く
編
成
す
る
こ
と
は
、
欧
米
で
も
長
い
間
、
解
決
困
難
な
課
題
と
さ
れ
て

き
た
。
今
日
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
技
術
の
発
達
は
、
こ
の
課
題
に
解
決
の
糸

口
を

見
出
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
編
成
方
法
の
基
礎
的
な
考
え
方
は
、

検
索
媒
体
が
印
刷
目
録
で
も

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
安
藤
氏
は
、

日
録
記
述
の
自
動
化
に
つ
き

「
記
録
史
料
群
の
内
的
構
造

（体
系
的
秩
序
）
に

四
三



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察

関
す
る
情
報
」
を
如
何
に
適
格
に
処
理
す
る
か
を
問
題
と
し
た
。
そ
し
て
、
リ

チ
ャ
ー
ド

・
Ｃ

ｅ
バ
ー
ナ
ー
の

「
自
動
化
シ
ス
テ
ム
の
採
用
を
急
ぐ
よ
り
も
、

自
動
化
す
べ
き
手
作
業
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
の
方
が
先
決
で
あ
る
」
と

の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
検
索
媒
体
と
し
て
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
機
能
を
活
用

す
る
に
し
て
も
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
を
正
確
に
反
映
す
る
編
成
方
法
が
、
前

提
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
記
述
標
準
化
を
進

め
る
際
の
前
提
に
も
な
ろ
う
。

さ
て
本
稿
で
は
、

二
つ
の
内
的
秩
序
を
復
元
す
る
編
成
方
法
に
つ
い
て
、
従

来
の
実
践
例
を
分
類

・
整
理
し
た
も
の
の
、
主
に
理
論
面
で
の
呈
示
に
と
ど
ま

っ

た
。
秋
田
県
庁
文
書
群
に
よ
る
編
成
実
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て

報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
本
稿
で
再
検
討
し
た
階
層
レ
ベ
ル

の
設
定
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
事
例
を
も

っ
て
示
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
海
外
の
文
書
館
に
関
し
多
く
の
情
報
を
提

供
し
て
戴
い
た
埼
玉
県
立
文
書
館
の
森
本
祥
子
氏
、
全
般
的
な
御
指
導
を
戴
い

た
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
の
鈴
江
英

一
氏
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
機
能
に
つ

い
て
貴
重
な
御
示
唆
を
戴
い
た
沖
縄
県
公
文
書
館
の
豊
見
山
和
美
氏
に
深
謝
を

い
た
し
ま
す
。

註
（
１
）

安
澤
秀

一
『史
料
館
・
文
書
館
学
へ
の
道
―
記
録
・
文
書
を
ど
う
残
す
か
―
』

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
五
年
）
、
大
藤
修
・
安
藤
正
人

『史
料
保
存
と
文
書

館
学
』

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
六
年
）
、
安
藤
正
人

「史
料
の
整
理
と
検
索

四
四

手
段
の
作
成
」

（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編

『
史
料
の
整
理
と
管
理
』

岩
波
書
店
、　
一
九
八
八
年
）
、
大
藤
修

「
史
料
所
在
調
査
法
」

（同
）

（
２
）
　

一
九
九
〇
年
、
茨
城
県
牛
久
市
小
坂
の
斎
藤
家
文
書
に
対
し
、
高
橋
実
氏
を
中

心
と
す
る
牛
久
市
史
編
さ
ん
委
員
会
近
世
史
部
会
が
記
録
史
料
学
的
な
整
理
論

に
基
づ
く
概
要
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

（牛
久
市
史
編
さ
ん
委
員
会
近
世
史

部
会
編

『
牛
久
市
小
坂

・
斎
藤
家
文
書
概
要
調
査
報
告
書
』
牛
久
市
、　
一
九
九

二
年
）

（
３
）

森
本
祥
子
翻
訳

・
青
山
英
幸
解
説

「
史
料
ふ
ぁ
い
る
２
　
国
際
文
書
館
評
議
会

記
述
基
準
特
別
委
員
会
編
　
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
　
一
般
原
則
」

（
『
記

録
と
史
料
』
第
六
号
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
、　
一
九
九

五
年
九
月
、
以
下
、

「
史
料
ふ
ぁ
い
る
２
」
）
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
は
、

Ｏ
①
”
①
『巴

Ｈ“
お
『
”
営
δ
●
』

∽
Ｓ
３
α
”
『Ｑ
＞
『の
コ
マ
２

∪
①
∽ｏ
〓
ｕ
一ざ
い
の
魃
鯛。　
国
一

際
文
書
館
評
議
会

（
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
り
、　
一
九
九
四
年
に
公
表
さ
れ
た
。

（
４
）

記
述
の
標
準
項
目
を
六
分
野
二
六
要
素
に
定
め
、
史
料
群
の
階
層
構
造
に
従
い

全
体
か
ら
個
別

へ
、
左
記
の
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
で
記
述
を
行
な
う
。

（
「
史
料
ふ
ぁ

い
る
２
」
よ
り
）



（
５
）

安
藤
正
人

『
記
録
史
料
学
と
現
代
―
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学
を
め
ざ
し
て
―
』

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）
二
一
九
頁

（
６
）

鈴
江
英

一

「
史
料
整
理
論
の
再
考
―
近
現
代
史
料
整
理
論
ノ
ー
ト
Ⅲ
Ｉ
」

（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二

一
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
、
二
〇
〇

〇
年
）
　

以
下
、
鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」
と
略

大
藤

。
安
藤
、
前
掲
書
　
一
〓
〓
一―

一
三
四
頁

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一五
２

一
二
七
頁

同
　
一
一
一六
と

一
二
七
頁
、
ヒ
ラ
リ
ー

・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ソ
ン

『
文
書
館
学

概
論
』

（＞

〓
”
●
ｃ
巴

魚

＞
『①
〓
お

＞
Ｑ
ヨ

，
Ｉ
相
一いｏ
“
　
一
九
三
二
年
）

同
　
一
〓
一九
―

一
四

一
頁

小
林
蒼
海

「
各
国
に
お
け
る
評
価
選
別

・
目
録
作
成
に
つ
い
て
」

（第
五
回
都

道
府
県

・
政
令
指
定
都
市
公
文
書
館
実
務
担
当
者
研
究
会
義
用
資
料
、　
一
九
九

七
・年
）
Ｈつ
８
『
”
営
ざ
い
”
〕
Ｏ
ｏ
ｃ
５
２
】
〇
●
＞
『ｏ

，
マ
①
∽
『
∪
お
〓
ｏ
”
”
【
く
〇
』

”
『Ｏ
Ｆ
いく
”
一
一①
『日
いい
〇
〕ｏ
∞
く
』
　
（パ
・
〇
・
∽
”
ｃ
「ＰＯ
∞
卜
）
の
　
「
”
『『”
Ｄ
∞
①
ヨ
①
い
こ

の
項
は
、

「
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
資
料
の
整
理

・
分
類
　
”
『８
５
器
Ｂ
①
ュ

（
仏

２
朋
８
Ｂ
①
ユ
）
は
、

『
出
所
の
原
則
』
「
『
一５
ｏ
一０
ざ

Ｒ

ｕ
８
鷹
‥
君
ｏ
及
び

『
原
配
列
尊
重
の
原
則
』
”
『いい
ｏ
いｏ
ご

Ｒ

お
‘
８
一
ざ
【・
９
一∞
一●
〓

Ｒ
計
『

に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
資
料
を
作
り
出
し
た
組
織
の
機
構
や

機
能
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

（
・２

）

　

Ｉ

Ｓ

Ｂ

Ｄ

は

Ｈ
ユ

９

日

一
一
ｏ
●
Ｌ

∽
一
”
”
計

ａ

ω

一
σ
｝
い
ｏ
電

選

〓

ｏ

∪

①
８

〓
稗

】
ｏ
い

の
略
。
書
誌
情
報
の
国
際
的
な
交
換
を
目
的
に
、
記
述
要
素
の
標
準
と
表
示
の

順
序
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
日
本
図
書
館
協
会
用
語
委
員
会
編

『
図
書
館
用

語
集
』
改
定
版
、
社
団
法
人
　
日
本
図
書
館
協
会
、　
一
九
九
六
年
）

（
・３
）

欧
米
史
料
整
理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
下
地
と
し
て
、　
一
九
六
〇
年
代
以
降
、

色
川
大
吉
、
鈴
木
賢
佑
、
鎌
田
永
吉
ら
各
氏
に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
従
来
の
人
為

的
分
類
法
に
対
す
る
批
判
が
あ

っ
た
。
　
曾
同
橋
実

「
記
録
史
料
調
査
論
の
現
段

階
」

『
作
新
学
院
大
学
紀
要
』
第

一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

（
・４
）

安
藤
前
掲
書
と
鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」
は
、
史
料
認
識
論
か
ら
整
理
論
に
迫

っ
た

国
内
で
は
数
少
な
い
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
史
料
群
の
内
的
秩
序
に
つ
い
て
は

階
層
構
造
を
中
心
と
し
た
把
握
で
あ
る
。

（
・５

）

高
橋
務

「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

（
『
秋
田
県
公

文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、　
一
九
九
五
年
三
月
）
明
治
十

一
年
十
二
月
六
日

「
秋
田
県
分
課
職
制
」
は

「
府
県
官
職
制
」

（
明
治
十

一
年
太
政
官
第
三
十
二

号
達
）
下
で
、
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日

「
秋
田
県
処
務
細
則
」
は

「
地
方
官

官
制
」

（明
治
十
九
年
勅
令
第
五
十
四
号
）
下
で
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。

『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第

一
七
集

（文
部
省
史
料
館
、　
一
九
七

一
年
二
月
）

一
三
四
―

一
三
六
頁
、
原
島
氏
は
群
馬
お
よ
び
愛
知
県
庁
文
書
の
目
録
作
成
に

お
い
て
、
部
課
変
遷
の
目
ま
ぐ
る
し
さ
か
ら
部
課
基
準
の
分
類
を
あ
き
ら
め
、

編
年
分
類
と
し
同

一
年
代
の
中
で
部
課
編
成
順
配
列
を
行
な
っ
た
。

（
・７
）

竹
林
忠
男

「
行
政
文
書
の
整
理
と
編
成
―
史
料
整
理
基
本
原
則
の
適
用
と
そ
の

問
題
点
―
」

（
『
記
録
と
史
料
』
第
五
号
、　
一
九
九
四
年
九
月
）
竹
林
氏
は
、

京
都
府
立
総
合
資
料
館
収
蔵
の
京
都
府
庁
文
書
ほ
か
郡
役
所
文
書
、
区
務
所
文

書
な
ど
を
論
考
の
対
象
と
し
た
。

（
″／
）

（
８

）

（
９

）

（
１０

）

（
Ｉ

）

（
・６

）

（
・８

）

（
・９

）

鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」

森
本
祥
子

「
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述

（
一
般
原
則
）
適
用
の
試
み
―
行
政
文

書
の
場
合
―
」

（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史

料
館
、　
一
九
九
八
年
）
、
梅
原
康
嗣

「
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
等
に
よ
る
児

玉
勝
子
史
料
目
録
作
成
の
実
験
に
つ
い
て
」

（
『
第

一
回
公
文
書
館
専
門
職
員

養
成
課
程
修
了
論
文
集
』
　

国
立
公
文
書
館
、　
一
九
九
九
年
）

（
２０
）

西
向
宏
介

「
商
家
文
書
に
お
け
る
経
営
帳
簿
組
織
の
復
元
と
目
録
編
成
―
備
後

国
尾
道
橋
本
家
文
書
を
事
例
と
し
て
―
」

（
『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
四

号
、　
一
九
九
七
年
）
、

「
近
世
近
代
に
お
け
る
尾
道
豪
商
の
経
営
活
動
と
文
書
」

（
『
同
』
第
五
号
、　
一
九
九
九
年
）

（
２‐
）
　

西
向

「
商
家
文
書
に
お
け
る
経
営
帳
簿
組
織
の
復
元
と
目
録
編
成
」

（
２２
）

大
藤

。
安
藤
、
前
掲
書
　
一
五
六
頁

四
五



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

（
２３
）
　

同
　
一
四
〇
と

一
四

一
頁

（
２４
）

森
本
祥
子

「
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
を
読
む
―
記
録
史
料
記
述
の
国
際
標
準
化
の
め

ざ
す
も
の
―
」

（
『
特
定
研
究

「
記
録
史
料
の
情
報
資
源
化
と
史
料
管
理
学
の

体
系
化
に
関
す
る
研
究
」
研
究
レ
ポ
ー
ト
』
第
二
集
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史

料
館
、　
一
九
九
八
年
三
月
）

（
２５
）
　

『
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
　
行
政
文
書
簿
冊
総
目
録
』
第
二
集

（京
都
府

立
総
合
資
料
館
、　
一
九
八
七
年
）

四
六

要
は
無
い
。

（
３５
）

大
藤
、
安
藤
前
掲
書
　
一
一
一九
頁

（
３６
）
　

上
下
巻
や
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
場
合
で
も
、
編
集
計
画
の
時
点
で
全
体
の
巻
数
が

決
め
ら
れ
て
お
り
、
記
録
史
料
の
よ
う
に
有
機
的
に
増
え
続
け
て
い
く
こ
と
は

無
い
。
月
刊
誌
や
週
刊
誌
の
場
合
は
、
各
号
ご
と
に
内
容
完
結
し
て
い
る
。

（
３７
）

鈴
江
英

一
「
市
町
村
役
場
文
書
に
お
け
る
目
録
記
述
の
試
み
―
近
現
代
史
料
整

理
論
ノ
ー
ト
Ｈ
Ｉ
」

（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
　
国
文
学
研
究
資
料

館
史
料
館
、　
一
九
九
八
年
）
、

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」

（
３８
）

高
橋
務
、
前
掲
論
文
　
明
治
四
年
の

「
県
治
条
例
」
、
八
年
の

「
府
県
職
制
並

事
務
章
程
」
、
十

一
年
の

「
府
県
官
職
制
」
、
十
九
年
の

「
地
方
官
官
制
」
を

画
期
と
し
て
、
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
を
時
期
区
分
し
て
い
る
。

（
３９
）
　

西
向

「
近
世
近
代
に
お
け
る
尾
道
豪
商
の
経
営
活
動
と
文
書
」
　

文
化
文
政
か

ら
天
保
期
に
か
け
て
、
広
島
藩
内
で
は
銀
札
相
場
の
下
落
と
諸
物
価
の
急
騰
で

尾
道
の
有
力
商
家
に
お
い
て
も
経
営
破
綻
の
危
機
を
迎
え
る
家
が
続
出
し
た
。

金
融
と
地
主
経
営
の
二
本
立
て
で
あ
っ
た
橋
本
家
は
、
こ
の
時
期
に
質
流
れ
と

な
っ
た
不
動
産
を
集
積
し
経
営
拡
大
を
行
な
っ
た
。

（
４０
）
　

『
文
書
館
用
語
集
』
六
七
頁
、
ま
た

「
原
形
保
存
の
原
則
」
は
保
存
修
復
の
四

原
則
の

一
つ
と
し
て
も
分
類
さ
れ
て
い
る
。

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一五
頁

安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一〇
頁

同同
　
安
藤
氏
は

「
原
秩
序
の
中
に
記
録
史
料
群
の
体
系
的
構
造
を
解
明
す

る
重
要
な
糸
口
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

梅
原
氏
は

「
史
料
目
録
を
作
成
す
る
作
業
と
は
、
史
料
を
整
理
し
た
人
の
意
識

を
再
構
成
す
る
作
業
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（梅
原
前
掲
論
文
）
。
史
料
群

の
組
織
性
と
連
続
性
を
記
録
媒
体
や
位
置
関
係
な
ど
に
反
映
さ
せ
る
場
合
、
作

成
者
ま
た
は
整
理
者
の
意
識
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
組
織
性
と

連
続
性
を
ど
の
程
度
意
識
し
た
か
に
よ
り
、
物
理
的
な
反
映
の
度
合
い
に
個
別

（
２６

）

（
２７

）

（
２８

）

（
２９

）

（
３０

）

（
３．

）

（
３２

）

（
３３

）

（
３４

）

竹
林
、
前
掲
論
文

ジ
ャ
ン
・
フ
ァ
ヴ
ィ
エ
著

・
永
尾
信
之
訳

『
文
書
館
』

（白
水
社
、
文
庫
ク
セ

ジ

ュ
、　
一
九
七

一
年
）

一
一
頁

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一七
頁

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
〓
一九
―

一
四
〇
頁

水
野
保

「
明
治
三
二
年
を
中
心
と
し
た
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
制
度
―
検
索

利
用
上
の
視
点
を
ま
じ
え
て
―
」

（
『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
』
第
四
巻
、
ゆ

ま
に
書
房
、　
一
九
八
八
年
）

鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」

大
正
十

一
年
当
時
、
秋
田
県
内
に
は
、
鹿
角
、
山
本
、
北
秋
田
、
南
秋
田
、
河

辺
、
由
利
、
仙
北
、
平
鹿
、
雄
勝
の
九
郡
役
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、

南
秋
田
と
平
鹿
郡
役
所
以
外
の
七
郡
役
所
の
公
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

上
條
宏
之
氏
は
、
郡
役
所
の
後
史
と
し
て
、
昭
和
十
七
年

（
一
九
四
二
）
六
月

十
二
日
の
勅
令
第
五
七
三
号
に
よ
る
地
方
事
務
所
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（
上

條
宏
之

「
郡
役
所
文
書
」

『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
第
九
巻
近
代
編
Ｉ
　
雄
山

閣
、　
一
九
七
九
年
）
　

し
か
し
、
郡
役
所
と
そ
の
廃
止
後
二
〇
年
を
経
て
設
置

さ
れ
た
地
方
事
務
所
と
の
間
に
、
機
能
上
の
連
続
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。

三
次
元
の
空
間
域
に
お
け
る
個
人
や
家
族
ま
た
は
組
織
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

組
織
性
の
内
的
秩
序
の
中
に
大
体
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
、
第
四
次

元
の
時
間
域
に
お
け
る
連
続
性
の
内
的
秩
序
が
加
え
ら
れ
る
。
記
録
史
料
群
が

時
空
世
界
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
五
次
元
以
上
の
秩
序
を
考
え
る
必

（
４．

）

（
４２

）

（
４３

）

（
４４

）

（
４５

）



差
が
生
じ
て
く
る
。

（
４６
）

鈴
江
、
前
掲
論
文
　
鈴
江
氏
は
、
現
在
、
国
内
で

「
原
秩
序
尊
重
の
原
則
」
が

多
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
①
原
秩
序
の
復
元
、
②
現
状
の
保
存
、

③

二
重
原
則
の
採
用
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
①
の
解
釈
は
、
本
稿
で
言
う

「
史
料
群
の
内
的
秩
序
」
の
復
元
ま
で
を
目
的
と
し
て
い
る
。
②
の
解
釈
は
、

安
藤
氏
の
説
や
本
稿
で
の
解
釈
に
近
い
。
③
の
解
釈
は
、
記
録
発
生
源
の
秩
序

と
文
書
主
管
課
に
よ
る
集
中
管
理
の
結
果
と
し
て
の
秩
序
が
生
じ
た
場
合
、
文

書
館
の
書
架
上
の
配
列
は
後
者
、
日
録
編
成
は
前
者
の
秩
序
に
よ
る
べ
き
と
の

も
の
で
あ
る
。

（
４７
）

安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一
頁
　
安
藤
氏
は
、

「
出
所
原
則
は
本
来
、
組
織
体
内

部
の
部
局
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４８

）

（
５４
）

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
四
二
頁
　
安
藤
氏
は

「
『
シ
リ
ー
ズ

ｏ
レ
ベ
ル
』

を
重
視
す
る
あ
ま
り

『
グ
ル
ー
プ

。
レ
ベ
ル
』
ひ
い
て
は

『
出
所
』
そ
の
も
の

を
必
要
以
上
に
軽
視
す
る
こ
と
に
な

っ
て
は
、
史
料
整
理
の
根
本
原
則
が
崩
れ

て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
５５
）

鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」
で
は
、
目
録
は

「
一
般
に
理
解
可
能
な
認
識
構
造
に
添

っ

て
史
料
の
情
報
を
配
列
し
、
利
用
者
の
検
索
の
求
め
に
応
ず
る
」
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
内
的
秩
序
を

一
つ
の
編
成
上
で
復
元
す
る
こ
と
は
、

「
水
野
モ
デ
ル
」
の
よ
う
な
三
次
元
の
立
体
図
を
使
用
す
れ
ば
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、　
一
般
に
人
間
が
論
理
的
秩
序
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
二
次
元
の
平

面
図
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

（
４９

）

（
５０

）

（
５‐

）

（
５２
）

九
九
八
年
）

（
５３
）
　

「
編
成
」
と

「
記
述
」
の
厳
密
な
定
義
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
も
諸
説
が
有
る

よ
う
だ
が
、
本
稿
中
で
は

「編
成
」
を

「
目
録
に
お
け
る
項
目
の
設
定

・
配
列
、

日
録
構
成
」
の
意
味
で
使
用
す
る
。

記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
一
一五
２

一
二
六
頁

　

「
出
所
の
原
則
」
は
、
フ
ラ

ン
ス
国
立
文
書
館
で
、　
一
八
二
九
年
か
ら

一
八
四

一
年
に
か
け

「
フ
ォ
ー
ン
の

尊
重
」
の
原
則
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

「
原
秩
序
尊
重

の
原
則
」
は
、　
一
八
八

一
年
に
プ
ロ
シ
ア
国
立
公
文
書
館
長
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
ｏ

フ
ォ
ン
・
シ
ベ
ル
に
よ
っ
て
、

「
国
家
文
書
館
内
に
お
け
る
文
書
館
秩
序
編
成

に
関
す
る
規
則
」
の
中
で
初
め
て
使
わ
れ
た
。

鈴
江

「
ノ
ー
ト
Ⅲ
」

西
向
宏
介
氏

（
広
島
県
立
文
書
館
）
の
指
摘
に
よ
る
。

明
治
期
の
秋
田
県
庁
文
書
の
表
題
は
、
基
本
的
に

「
○
○
課
○
○
係
事
務
簿

○
○
之
部
　
○
番
」
の
形
で
あ
る
。
表
題
に
、
出
所
の
サ
ブ

・
フ
ォ
ン
ド
以
下

サ
ブ

・
シ
リ
ー
ズ
ま
で
の
秩
序
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
時
期
の

群
馬
県
庁
文
書
の
場
合
は
、
サ
ブ

ｏ
シ
リ
ー
ズ
か
ら
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

『
記
録
と
史
料
』
第
九
号

（全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
、　
一

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
〓
〓
一頁

西
向

「
商
家
文
書
に
お
け
る
経
営
帳
簿
組
織
の
復
元
と
目
録
編
成
」
　

西
向
氏

は

「
時
期
区
分
し
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
組
織
体
の
構
造
に
合

っ
た
文

書
の
配
列
を
考
え
る
べ
き
か
」
と
検
討
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。

（
５８
）

安
藤
、
前
掲
書
　
一
〓
〓
二
頁

（
５９
）
　

　

同
　

一
八
〇
―

一
八

一
頁
、
Ｒ
Ａ
Ｄ
は
　
卿
Ｌ
雰

ざ
『
＞
『ｏ
〓
≦
一

∪
２
Ｒ
い一δ
い

の
略

（
６０
）
　

「
出
所
の
原
則
」
が
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
保
護
を
目
的
と
す
れ
ば
、
空
間
域

ば
か
り
で
な
く
、
時
間
域
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
同
じ

組
織
体
の
史
料
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
時
間
域
に
存
在
し
た
異
な
る
階
層
構
造

の
も
の
を
混
ぜ
れ
ば
内
的
秩
序
の
混
乱
に
つ
な
が
る
。

西
向

「
近
世
近
代
に
お
け
る
尾
道
豪
商
の
経
営
活
動
と
文
書
」

ビ
ッ
グ

・
フ
ォ
ン
ド
を
時
期
区
分
す
る
際
、
時
代
の
変
化
に
よ
り
政
治
や
経
済

お
よ
び
社
会
や
環
境
が
大
き
く
変
わ
り
、
対
応
し
て
出
所
の
組
織
機
構
が
大
き

く
改
編
さ
れ
た
時
が
目
安
と
な
る
。
し
か
し
、
ご
く
部
分
的
な
係
の
新
設
や
廃

止
ま
た
は
改
称
な
ど
小
規
模
な
改
編
に
と
ど
ま
る
場
合
は
、
記
述
部
分
の
組
織

歴
等
で
処
理
し
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
時
期
区
分
を
行
な
う
の
は
、
サ
ブ

・

フ
ォ
ン
ド
以
下
に
著
し
い
改
編
が
あ
っ
た
時
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、

四
七

（
５６

）

（
５７

）

（
６．

）

（
６２

）



記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る

一
考
察

ビ
ッ
グ

・
フ
ォ
ン
ド
を
時
期
区
分
す
る
間
隔
は
、
出
所
の
組
織
に
影
響
を
及
ぼ

す
外
界
の
変
化
が
激
し
い
場
合
に
は
短
く
な
り
、
逆
の
場
合
に
は
長
く
な
る
と

予
測
さ
れ
る
。
今
後
、
時
期
区
分
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
編
成
実
験

を
積
み
重
ね
た
上
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
６３
）
　

『
北
海
道
所
蔵
資
料
目
録
　
簿
書
の
部
』
第

一
―
四
集

（北
海
道
総
務
部
文
書

課
、

一
九
査

―

一
九
奎

年
）

（
６４
）

小
暮
隆
志

「
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
の
適
用
試
験
―
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵

文
書
を
素
材
と
し
て
―
」

（平
成
十

一
年
度

「
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
」

講
義
資
料
　
国
立
公
文
書
館
）

（
６５
）

安
藤
、
前
掲
書

　

一
九
〇
―

一
九
二
頁
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｒ
（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）
は

Ｈ”
一①
コヽ
”一一〇
●
”
〕
∽
一”
い
Ｑ
”『Ｑ
　
ｂ
ｒ『０

，
一く
”
一
″ヽ
Ｃ
一，
〇
『〓
く
一カ
σ
Ｏ
Ｏ
『Ｑ
「〇
『
∩
σ
ヨｏ
Ｏ
『”一の

”
Ｏ
Ｑ
】①
ｒ

『
ｑ
８
況

”
●
Ｑ
『
”
ヨ
諄
口
の
略
、

「
団
体

・
個
人

・
家
の
た
め
の

国
際
標
準
記
録
史
料
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
・
レ
コ
ー
ド
」
。　
一
九
九
五
年
十

一
月
に

パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
記
述
標
準
特
別
委
員
会
で
成
案
が
採
択
さ
れ
、

翌
年
に
Ｉ
Ｃ
Ａ
か
ら
発
表
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）
の
細
則
と
し
て
定
め
ら

れ
、
記
録
史
料
群
の
出
所
に
関
す
る
情
報
記
述
の
標
準
化
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
。
そ
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

・
エ
リ
ア
で
は
、
組
織
構
造
や
そ
の
変
遷

（
団
体
の
場
合
）
、
履
歴
や
国
籍

（個
人
の
場
合
）
、
家
業
や
家
系
図

（家
の

場
合
）
な
ど
に
つ
き
記
述
要
素
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｄ

（
Ｇ
）

に
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｒ

（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）
を
ク
ロ
ス
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
す
れ
ば
、
経
年
変
化

が
有

っ
て
も
組
織
機
構
の
変
遷
を
追
跡
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
６６
）
　

大
藤

・
安
藤
、
前
掲
書
　
一
五
三
―

一
五
七
頁
、

「
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
」
は
、

二
十
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
、
図
書
館
的
カ
ー
ド

・
カ
タ
ロ
ギ
ン
グ
方
式
に

換
わ
り
史
料
群
単
位
の
集
団
記
述
方
式
と
し
て
登
場
し
た
。
国
立
文
書
館
の

一

九
四

一
年
の
改
革
で
、
そ
の
記
述
を
原
則
と
し
て
シ
リ
ー
ズ
単
位
と
す
る
こ
と

が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
議
会
図
書
館
史
料
部
で
、
家
史
料
や
個
人
史
料
の

整
理
に
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
方
式
が
採
用
さ
れ

「
レ
ジ
ス
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
今
日
、

「
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
」
は
公
文
書
史
料
、

「
レ
ジ
ス
タ
ー
」

四
八

は
家
や
個
人
の
史
料
に
用
い
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。

（
６７
）

梅
原
、
前
掲
論
文

（
６８
）

安
藤
、
前
掲
書
　
一
七
三
―

一
七
四
頁

付
記
　
本
稿
は
、
平
成
十

一
年
度

「
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
」
に
提
出
し
た
修

了
論
文
を
、
大
幅
に
加
筆
し
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
。

（公
文
書
課
専
門
員
　
し
ば
た
　
と
も
あ
き
）



《
史
料
紹
介
》

は
じ
め
に

系
図
史
料
に
つ
い
て

１
　
系
図
史
料
の
概
要

２
　
秋
田
藩
の
系
図
編
纂

系
図
史
料
の
整
理
に
つ
い
て

１
　
系
図
史
料
の
整
理
方
法

２
　
企
画
展

「
秋
田
藩
の
家
臣
団
」
に
つ
い
て

３
　
系
図
目
録
Ｉ
の
編
集
と
概
要

諸
士
系
図
と
元
禄
家
伝
文
書
に
つ
い
て

１
　
諸
士
系
図
に
つ
い
て

２
　
元
禄
家
伝
文
書
と
秋
田
藩
家
蔵
文
書
に
つ
い
て

お
わ
り
に

は

じ

め

に

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

佐

秋
田
藩
に
お
け
る
系
図
編
纂
の
画
期
は
、
元
禄
期
と
文
化
期
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
と
し
て
は
、
前
者
は

「
佐
竹
家
譜
」
編
纂
の
た
め
の
修
史
事

業
の

一
環
と
し
て
、
後
者
は

「
国
典
類
抄
」
編
纂
に
応
じ
て
家
臣
の
家
格
を
把

握
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
あ
く
ま
で
も
系
図
の
編
纂
は
副
次
的
な
も
の
で
あ

っ

た
が
、
提
出
さ
れ
た
系
図
は
写
さ
れ
た
り
、
そ
の
ま
ま
ま
と
め
ら
れ
た
り
し
て
、

そ
れ
ら
が
現
在
当
館
に
大
量
に
残
さ
れ
て
い
る
。

系
図
は
自
家
の
正
当
性
を
証
す
る
た
め
個
人
的
に
作
成
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
偽
系
図
が
存
在
し
、
そ
の
信
憑
性
の
吟
味
が
ま
ず

必
要
と
な
る
。
し
か
し
秋
田
藩
に
残
さ
れ
た
系
図
の
場
合
、
信
憑
性
の
吟
味
を

藩
が
行
い
、
裏
付
け
と
な
る
家
蔵
の
古
文
書
類
の
確
認
の
上
、
系
図
を
編
纂
し

て
い
る
た
め
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

し
た
が

っ
て
当
館
の
系
図
史
料
を
整
理
し
利
用
し
や
す
く
提
供
す
る
こ
と
は
、

各
家
の
ル
ー
ツ
を
探
る
素
材
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
藩
政
期
の
家
臣
団
に

つ
い
て
の

一
級
の
史
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
当
館
で
は
四
冊

目
の
日
録
と
し
て
系
図
目
録
の
刊
行
を
準
備
し
た
。

四
九

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

系
図
史
料
の
整
理
と
系
図
目
録
の
編
集



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

本
稿
は
、
現
在
編
集
中
の
系
図
目
録
に
関
し
て
解
題
と
な
る
べ
く
意
図
し
た

が
、
系
図
史
料
の
整
理
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
ま
た
系
図
史
料
を
素
材
に
し
た

今
年
度
の
企
画
展
に
関
し
て
も
触
れ
た
い
。

こ
れ
ま
で
当
館
の
系
図
史
料
に
関
し
て
は
、
当
館
研
究
紀
要
第
四
号
の
伊
藤

勝
美

「
秋
田
藩
の
諸
士
系
図
に
つ
い
て
」
と
同
第
六
号
の
加
藤
昌
宏

「
『
元
禄

家
伝
文
書
』
に
関
す
る

一
考
察
」

の
二
編
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
系
図
編

纂
と
密
接
に
関
わ
る
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
関
し
て
は
、
根
岸
茂
夫
氏
の
論
考

が
あ
る
。

ま
た
、
系
図
そ
の
も
の
の
目
録
と
し
て
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
編

『系
図

・

家
譜

・
家
伝
目
録
』

（
一
九
八
二
年
刊
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
は
当
館
に

移
管
さ
れ
て
い
る
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
の
う
ち
、
整
理
番
号
二
八
〇

（伝
記
）
、

二
八
八

（
家
譜

・
家
伝

・
一
般
）
、

二
八
八
．

二

（系
図
）
、

二
八
八
．
三

（家
伝

。
家
史
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
五
三
七
五
点
を
、
姓
氏
の
五
〇
音
順
に

配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。

一　

系
図
史
料
に
つ
い
て

１
　
系
図
史
料
の
概
要

一
般
的
な
系
図
と
は
先
祖
か
ら
の
名
を
連
ね
て
線
で
繋
い
だ
、
い
わ
ゆ
る
縦

系
図

（竪
系
図
）
あ
る
い
は
横
系
図
を
思
い
浮
か
べ
る
。
し
か
し
系
図
に
は
様
々

な
形
式
が
あ
り
、
近
世
ま
で
は

一
様
で
は
な
か

っ
た
。

系
図
と
は
、
広
辞
苑
に
よ
る
と

「
先
祖
か
ら
の
代
々
の
系
統
を
書
き
じ
る
し

五
〇

た
表
。
系
譜
。
家
譜
」
と
あ
り
、
ま
た
日
本
史
辞
典
類
で
は
、

「
血
縁

・
師
弟

・

相
伝
な
ど
の
関
係
を
記
し
た
図
」

（岩
波
日
本
史
辞
典
）
、

「
個
人
間
の
伝
承

関
係
を
始
祖
か
ら
書
き
連
ね
た
表
」

（角
川
日
本
史
辞
典
）
、

「先
祖
か
ら
代
々

の
血
統

・
家
系
や
、
諸
職

・
技
芸
の
相
伝
の
次
第
な
ど
を
記
し
た
も
の
。
狭
義

に
は
罫
線
を
用
い
て
血
縁
関
係
を
図
示
し
た
も
の
を
い
う
」

（
山
川
日
本
史
広

辞
典
）
と
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
い
え
る
こ
と
は
二
点
あ
り
、
第

一
に
必
ず
し
も
血
縁
関
係
を
あ

ら
わ
さ
ず
と
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
館
に
は
武
道
の
継
承
を
示
す
系

統
図
な
ど
も
か
な
り
の
数
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
田
藩
士
の
系
図
を
ま
と
め

る
と
い
う
目
的
上
、
こ
こ
で
は
血
縁
関
係
を
記
し
た
も
の
に
絞
る
。

第
二
に
、
必
ず
し
も
線
が
あ
る
か
な
い
が
系
図
か
ど
う
か
の
区
別
に
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
豊
田
武
氏
は
日
本
史
小
百
科

『
家
系
』

の
中

で

「
系
図
お
よ
び
系
譜
と
い
う
語
は
、　
一
般
に
先
祖
代
々
の
由
緒

・
来
歴
な
ど
を

記
し
た
も
の
と
し
て
、
と
も
に
ほ
ぼ
同
義
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
が
、
系
図
が

系
線
を
も

っ
て
図
示
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
、
系
譜
は
文
章
に
よ
る
注
記
な
ど

を
含
む
点
に
違
い
が
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
記
の
よ
う
に
広

辞
苑
で
は
系
図
と
系
譜

・
家
譜
を
同
義
に
扱

っ
て
お
り
、
平
凡
社
日
本
史
辞
典

で
も
系
図
の
項
に

「
系
譜
、
家
譜
な
ど
と
も
言
わ
れ
、
由
緒
書
に
も
通
じ
て
お

り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
網
野
善
彦
氏
や
飯
沼
賢
司
氏
に
よ

っ

て
提
唱
さ
れ
て
い
る
系
譜
資
料
学

（あ
る
い
は
系
譜
史
料
論
）
に
よ
る
と
、
系

図

・
家
譜

・
由
緒
書
等
を
総
称
す
る
名
称
と
し
て
系
譜
を
使
用
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。　
一
方
、
大
田
亮
氏
は
系
図
の
種
類
と
し
て

一
〇
種
類
を
あ
げ
、
書
下



表 1 系図史料一覧 (総計 5, 180点 )

I 系譜・家伝関係史料一覧 (288分 類 ) 計 4, 891点

計 289点

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

Ⅱ 系図史料一覧 (288分 類以外 )

風
の
系
図
、
系
譜
、
無
線
の
系
図
な
ど
を
含
め
て
系
図
と
分
類
し
た
。

す
な
わ
ち
現
在
の
と
こ
ろ
系
譜
と
系
図
に
は
明
確
な
定
義
が
な
く
、
線
の
あ

る
な
し
が
系
図
か
系
譜
か
の
区
分
で
は
な
い
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ

る
系
図
以
外
に
家
譜

・
由
緒
書

・
伝
来
文
書
等
を
含
め
た
総
称
と
し
て
系
図
と

し
、
そ
れ
ら
の
史
料
群
を
ま
と
め
て
系
図
史
料
と
分
類
し
て
お
く
。

当
館
に
残
さ
れ
た
系
図
史
料
を
ま
と
め
て
み
る
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
。
総

数
は
五

一
八
〇
点
で
あ
る
が
、
枝
番
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
諸
士

系
図
は

一
一
八

一
家
の
系
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
史
料
点
数
で
は
二
五
冊
と

な

っ
て
お
り
、
文
化
提
出
系
図
は
名
字
ご
と
に
番
号
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
が
分

家
を
含
め
た
史
料
総
数
は
そ
の
三
倍
以
上
に
の
ぼ
る
な
ど
、
実
数
と
し
て
は
こ

れ
を
か
な
り
上
回
る
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
表
１
の
Ｉ
は
、
図
書
館
旧
蔵
史
料
の
う
ち
十
進
分
類
さ
れ
て
い
る
も

の
で
二
八
八
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず

し
も
系
図
と
は
い
え
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
表
１
の
Ⅱ
は
系
図
と
は

っ

き
り
分
類
さ
れ
る
も
の
の
み
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

系
図
史
料
の
う
ち
九
四
％
は
す
で
に
県
立
図
書
館
時
代
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
う
ち
三
分
の
二

（
六
二
．
四
％
）
が
郷
土
資
料
の
文
化
提
出
系
図

・

諸
士
系
図

。
元
禄
家
伝
文
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
史
料
は
前
記
の

『
系
図

・
家
譜

・
家
伝
目
録
』
と
し
て
目
録
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
が
、
伊
藤
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
姓
氏
ご
と
に
な

っ
て
い
る
が
さ

ら
に
家
ご
と
の
ま
と
ま
り
が
不
明
確
な
点
、
さ
ら
に
当
然
の
事
な
が
ら
図
書
館

旧
蔵
史
料
の
み
が
対
象
で
あ
る
点
に
問
題
が
あ
る
。

五

一

A0288.2-1-83

32371文 化提出系図て諸士系図、

(註)288:系譜・家伝・紋章、288,2:系 譜・系図、288.3:家 伝・家史

二点数 |_史 料群著
~~ 

点数
~

史 料 群 名   1 点 数
:A 5斧松文書 出` 野 家 文 書 2
:B 179 庫 2 1

田家ぢ薦
大窪文書 庫 5

吉成支庫
混架資料 工 Sそ の他
上 々木本文書  1  4 郷 土 資 料 そ の fII



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

藩
に
提
出
さ
れ
た
系
図
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
郷
土
資
料
以
外
に
佐
竹
文
庫

の
宗
家

（整
理
記
号
Ａ
Ｓ
）

・
県
庁
旧
蔵
史
料

（県
Ａ

・
Ｂ
）
、
そ
の
ほ
か
落

穂
文
庫

（落
）

・
東
山
文
庫

（
Ａ
Ｈ
）
の

一
部
と
み
ら
れ
る
。
佐
竹
文
庫
の
北

家

（
Ａ
Ｋ
）
と
西
家

（
Ａ
Ｏ
）
は
藩

へ
の
提
出
前
に
所
預
と
し
て
集
め
た
分
と

み
ら
れ
、
そ
の
他
の
個
人
文
庫

（
各
家
伝
来
史
料
群
）
の
分
は
個
人
の
家
に
伝

来
す
る
系
図
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
当
館
所
蔵
の
系
図
の
伝
来
と
し
て

は
、
全
て
が
藩
に
提
出
さ
れ
た
分
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
区
別
は
明
確

で
は
な
く
、
ま
た
館
蔵
史
料
の
目
録
と
い
う
性
格
上
、
す
べ
て
の
系
図
を
整
理

の
対
象
と
し
た
。

た
だ
し
、
表
１
の
史
料
の
う
ち
、
明
ら
か
に
系
図
で
な
い
も
の
、
例
え
ば

「
佐
竹
家
譜
」
や
そ
の
引
証
本
、

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
青
印
状
の
発
給
控

で
も
あ
る

「
被
仰
渡
控
」
、
ま
た
、
大
名
家
の
系
譜
集
で
あ
る

「
改
選
諸
家
系

譜
」
な
ど
は
、
日
録
編
集
の
際
に
対
象
外
と
し
た
。

系
図
史
料
を
扱
う
際
の
最
大
の
問
題
点
と
し
て
は
、
史
料
の
厳
密
性
が
あ
げ

ら
れ
る
。
角
川
日
本
史
辞
典
で
は

「
系
図
に
は
付
会

・
虚
偽
や
矛
盾
が
多
く
、

十
分
な
史
料
批
判
が
必
要
」
と
あ
り
、
山
川
日
本
史
広
辞
典
で
も

「
中
世
後
期

―
近
世
に
は
、
家
系

・
由
緒
を
粉
飾
す
る
た
め
に
系
図
の
売
買
や
偽
作
も
行
わ

れ
た
の
で
、
利
用
に
は
厳
密
な
史
料
批
判
が
要
求
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
広
辞
苑
に
は

「
系
図
買
い
」

「系
図
知
り
」

「系
図
立
て
」
が
立
項
さ
れ
、

系
図
が
い
か
が
わ
し
い
事
を
そ
の
語
源
と
す
る

（特
に

「
系
図
知
り
」
は
そ
の

も
の
ズ
バ
リ

「
諸
家
の
系
図
を
偽
作
す
る
者
」
の
意
で
あ
る
）
。
平
凡
社
日
本

史
辞
典
で
系
図
の
項
を
執
筆
し
た
網
野
善
彦
氏
は

「
系
図
に
は
、
伝
と
事
実
と

五
二

が
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
弁
別
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
」
と
し
て

「
系
図

・

系
譜

・
由
緒
書
は
言
わ
ば
そ
の
作
成
者
に
と

っ
て
の
歴
史
叙
述
の

一
形
態
で
あ

り
、
ま
ず
、
伝
承
と
事
実
と
の
厳
密
な
弁
別
の
上
に
立

っ
て
、
偽
作
の
動
機
、

内
容
、
そ
の
北量
示
と
な
る
社
会
の
思
潮
を
含
め
、
広
い
視
野
か
ら
研
究
す
る
方

法
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
大
田
亮
氏
も
家
系
調

査
に
あ
た

っ
て
の
注
意
と
し
て
、

「
常
に
冷
静
に
自
家
の
利
益
を
没
却
し
て
す

べ
て
に
正
し
い
判
断
を
下
す
」
あ
る
い
は

「
調
査
は
す
べ
て
科
学
的
方
法
に
の
っ

と
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
系
図
史
料
は
い
ま
ま
で
は
自
家
の
祖
先
の
ル
ー
ツ
探
し
的

な
二
級
史
料
と
し
て
み
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
今
後
は
歴
史
資
料
の
重
要
な

一

つ
と
し
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
も
系
図
目
録
の
刊
行
は
意
義
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
秋
田
藩
の
系
図
編
纂

秋
田
藩
の
系
図
編
纂
に
関
連
す
る
出
来
事
を
年
表
で
ま
と
め
る
と
表
２
の
よ

う
に
な
る
。
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
九
月
、
常
陸
か
ら
国
替
と
な

っ
た
佐
竹
氏
は
秋
田

に
入
部
す
る
。
初
代
藩
主

・
佐
竹
義
宣
は
、
父
義
重
を
は
じ
め
北

・
東

・
南

・

小
場
な
ど
の

一
族
や
重
臣
を
、
六
郷

・
角
館

・
桧
山

・
十
二
所
な
ど
領
内
の
拠

点
に
配
置
し
、
自
ら
は
土
崎
湊
に
入

っ
た
。
こ
れ
ら
領
内
に
配
置
さ
れ
た
有
力

家
臣
が
、
所
預
と
し
て
各
地
を
支
配
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
の

一
国

一
城
令
に
よ

っ
て
久
保
田
以
外
の
支
城
は

廃
止
さ
れ
た
が
、
所
預

・
組
下
持
の
置
か
れ
た
大
館

・
湯
沢

・
横
手

ｅ
桧
山

・
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史
料
に
つ
い
て

表 2 系図提出・編纂関係略年表

藩主 和暦 (西暦) 出来事 ※典拠史料 (整理番号)

①義宣 慶長5(1600)

慶長 7(1602)

〔関ヶ原の戦い〕

佐竹氏秋田入部 ※「義宣家譜」、「 国典類抄」前篇軍部 2

②義隆 寛永20(1643

寛文年間

寛文 5(1665)

寛文10(1670)

〔幕府による「寛永諸家系図伝」の編纂〕

幕紋改め、家中系図の書上 (系図類は元禄期に焼却か ?)
→家老戸村義国中心、実務担当根田俊与

※「佐竹惣系図」奥書 (A0288.2-1)

「佐竹家中総系図」編纂 (根 田俊与 )

戸村義国死去→系図取 りまとめ中断

③義虎 元禄 9(1696)

元禄10(1697)

系図・古文書・古記録 0覚書の提出命令

大和田時胤・中村光得の常陸調査

文書所の設置 (文書改奉行・ 岡本元朝)

→「元禄家伝文書」の収集・吟味、

※「国典類抄」前篇嘉部38

※「金砂 日記」 (14-117)

秋田史館の青印状発行

④義格 宝永 6(1709) 佐竹一門への分流証文 0分流系図の下付

「秋田藩家蔵文書」のうち諸士文書45冊編纂

※「御文書井御書物帳目録受取渡 目録」 (AS029-1)
→岡本元朝・ 中村光得・吉成藤兵衛 らに論功行賞

⑤義峯 享保 5(1720)

享保10(1725)

享保12(1727)

「佐竹系図」完成 (木村松軒清書)

藩政改革 (今宮義透中′い)→文書所が記録所となり縮J

「佐竹家譜」23篇、「諸士系図」25冊完成

③義敦 明和 3(1766)

安永 7(1778)

安永 8(1779)

文書提出命令→提出形態を堅帖に統一

※「 明和年中御書物再吟味之節拍」 (県A-89)
久保田城本丸焼失

被仰渡 (文書再提出) ※町触控 4(A317-57-5)

⑨義和 寛政 4(1792)

寛政 8(1796)

文化 2(1805)

〃 (系図吟味等)

〃 (文書返却等 )

被仰渡 (系図提出)

→明和～寛政年間提出の文書に青印状を添え返却

※ ″ 13(A317-57-14)

※ 〃 16(A317-57-17)

※「御青印控草稿」 (県A-124)

※「被仰渡控帳」 (AS280-3-14)

⑩義厚 文化13(1816)

文政 2(1819)

天保 5(1834)

「国典類抄」前編232冊完成

「国典類抄J後編242冊完成

「御亀鑑」115冊完成

⑫義尭 明治 4(1871)

明治 6(1873) ※「管内布達留」 (公文書11038)

〔廃藩置県〕

「士族卒明細短冊」の編纂

五

〓
一
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角
館

・
十
二
所

・
院
内

・
刈
和
野

・
角
間
川
の
九
ヶ
所
は
、
給
人
町
と
し
て
家

臣
を
配
置
し
た
。
久
保
田
が
佐
竹
氏
の
城
下
町
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く

一
方
、

こ
れ
ら
の
町
も
武
家
町
と
し
て
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

五
四
万
石
の
常
陸
時
代
に
抱
え
て
い
た
大
量
の
家
臣
は
、
二

一
万
石
の
秋
田

の
地
に
す
べ
て
従

っ
て
来
た
わ
け
で
な
く
、
下
級
の
武
士
や

一
族
で
常
陸
に
残

さ
れ
た
者
も
多
か

っ
た
。
ま
た
、
中
世
に
秋
田
を
支
配
し
て
い
た
秋
田
氏
や
小

野
寺
氏
な
ど
に
仕
え
て
い
た
家
臣
の
中
に
も
、
そ
の
ま
ま
秋
田
に
残
り
新
し
い

領
主
で
あ
る
佐
竹
氏
に
仕
え
た
者
も
い
た
。

秋
田
藩
の
家
臣
団
は
、
分
限
帳
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
時
点

で
の
家
臣
団
全
員
を
石
高
と
と
も
に
記
し
た
も
の
が
分
限
帳
で
あ
る
。
寛
永

・

宝
永

・
明
治
期
の
分
限
帳
か
ら
、
秋
田
藩
の
家
臣
は
当
初

一
〇
〇
〇
人
前
後
で

あ
り
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
人
近
く
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

ら
の

一
族
の
過
去
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
系
図
で
あ
る
。

そ
の
後
、
寛
永
期
に
始
ま
る
幕
府
の
系
図
編
纂
の
動
き
が
、
各
藩
の
系
譜
編

纂
、
藩
士
の
系
図
収
集
を
促
し
て
ゆ
く
。
幕
府
の
系
図
編
纂
の
動
き
と
各
藩

ヘ

の
影
響
に
つ
い
て
、
網
野
善
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
江
戸
幕
府
が
確
立
す
る
と
、
幕
府
は
大
名

・
旗
本
等
に
系
図

・
家
譜
の
書

上
の
提
出
を
求
め
、　
三
ハ
四
三
年

（寛
永
二
〇
）

「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
を

完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
統
治
者
と
し
て
の
将
軍
が
、
主
従
関
係
の
親
疎
、

家
臣
の
忠
功
や
親
族
の
実
情
を
把
握
す
る
た
め
の
事
業
で
あ

っ
た
が
、
同
時

に
史
料
と
し
て
の
系
図
の
集
成
の
意
味
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
次
ぐ
事
業

と
し
て

一
八

一
二
年

（文
化
九
）

「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
が
編
纂
さ
れ
た
。

五
四

・
・
・
こ
う
し
た
幕
府
の
事
業
に
呼
応
し
て
、
諸
大
名
家
で
も
家
臣
の
家

譜

ｏ
系
図
の
集
成
が
進
め
ら
れ
、
細
川
家
の

「
先
祖
附
」
、
尾
張
徳
川
家
の

「
士
林
派
沖
涸
」
を
は
じ
め
、
多
く
の

「
先
祖
書
」
と
言
わ
れ
る
系
譜
集
が

編
集
さ
れ
た
。
そ
れ
は
歴
史
編
纂
の
事
業
の

一
環
で
も
あ
り
、
新
井
白
石
は

「
藩
翰
譜
」
を
編
し
、
徳
川
光
囲
の

「
大
日
本
史
」
編
纂
の
史
料
と
し
て
収

集
さ
れ
た
系
図
は

「
諸
家
系
図
纂
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
塙
保
己

一
も

「
群
書

類
従
」
の
系
図
部
に
多
数
の
系
図
を
収
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
業

の
基
礎
史
料
と
な

っ
た
膨
大
な
系
図

・
家
譜
は
、
幕
府

・
諸
大
名
の
文
庫
等

に
蓄
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」

ま
た
、
飯
沼
賢
司
氏
は
、
幕
府
の
系
図
編
纂
に
関
連
し
て
諸
藩
が
家
臣
の
系

図
を
提
出
さ
せ
た
例
の

一
つ
と
し
て
、
秋
田
藩
を
あ
げ
て
い
る
。

秋
田
藩
に
お
け
る
系
図
編
纂
の
動
き
は
、
ま
ず
家
老
の
戸
村
義
国
を
中
心
に

寛
文
年
間
に
始
ま

っ
た
。
系
図

・
幕
紋
を
偽
作
し
て
華
美
に
飾
り
立
て
た
り
、

嫡
庶
を
争

っ
た
り
す
る
も
の
が
多
く
な

っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
改
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
入
部
後
半
世
紀
経
ち
、
久
保
田
を
始
め
各
地
の
武
家
町
も
整
備

さ
れ
、
家
臣
団
を
把
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
事
業
は
戸
村
義
国
の
死
去
と
と
も
に
中
断
し
、
そ
の
当
時
の
系
図
は
残
さ
れ

な
か

っ
た
。

そ
の
後
、
佐
竹
家
自
身
の
家
譜
の
編
纂
の
必
要
か
ら
、
岡
本
元
朝
を
中
心
に

し
た
元
禄
期
の
系
図
編
纂
が
始
ま
り
、
本
格
的
な
系
図
や
家
蔵
古
文
書
の
収
集

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
事
業
は
秋
田
藩
の
修
史
事
業
と
し
て
、
貴

重
な
史
料
群
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
な
る
。



反
徳
川
の
大
名
と
し
て
転
封
さ
れ
た
佐
竹
氏
に
と

っ
て
、
秋
田
入
部
以
前
の

記
録
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
自
身
の
系
譜
を
編
纂
し
よ
う
と
す

る
時
、
そ
の
基
と
な
る
べ
き
史
料
は
、
故
地
で
あ
る
常
陸
に
残
さ
れ
た
記
録
と
、

家
臣
が
家
蔵
し
て
い
る
古
文
書

・
系
図
類
で
あ

っ
た
。

佐
竹
家
の
家
譜
の
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
岡
本
元
朝
は
、
家
臣
に
家
蔵
の
古
文

書
と
系
図
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
旧
領
の
常
陸
に
大
和
田
時
胤
と
中
村
光

得
を
派
遣
し
て
古
文
書
調
査
を
さ
せ
た
。
こ
の
常
陸
行
の
記
録
が

「
金
砂
日
記
」

で
あ
り
、
集
め
ら
れ
た
系
図

・
由
緒
書
な
ど
を
整
理
し
た
の
が

「
元
禄
家
伝
文

書
」
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
史
料
群
で
あ
る
。

藩
士

へ
の
文
書
の
提
出
命
令
は
、
元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）
か
ら
十
三
年
に

か
け
て
度
々
出
さ
れ
、
収
集
さ
れ
た
文
書
は
、
岡
本
元
朝
自
ら
が
文
書
改
奉
行

と
し
て
整
理

・
吟
味
し
、
藩
か
ら
認
め
ら
れ
た
文
書
は
写
し
取
ら
れ
、
秋
田
史

館

（文
書
所
）
か
ら
青
印
状
が
発
給
さ
れ
て
、
原
本
は
所
蔵
者
に
返
却
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
写
を
所
蔵
者
別
に
編
纂
し
た
の
が

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
で
あ
る
。

元
禄
期
に
提
出
さ
れ
た
家
臣
の
系
図
は
、
享
保
十
二
年

（
一
七
二
七
）
五
月

に

「
諸
士
系
図
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
同
時
に
義
光
家
譜
か
ら
義
虎
家
譜

ま
で
の

「
佐
竹
家
譜
」

二
三
篇
も
編
纂
さ
れ
、
元
禄
以
降
の
修
史
事
業
が
こ
こ

に
完
成
し
た
。
し
か
し
、
岡
本
元
朝
の
あ
と
を
う
け
て
家
老
に
就
任
し
た
今
宮

義
透
の
藩
政
改
革
に
よ

っ
て
、
文
書
所
も
改
編
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

「
諸
士
系
図
」
は
、　
一
一
八

一
名
の
藩
士
の
系
図
を
、
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
て

二
五
冊
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る

（内
訳
は
表
３
を
参
照
）
。
偽
系
図
を
排
除

し
藩
士
の
嫡
庶
を
詮
議
す
る
た
め
、
文
書
の
内
容
や
真
偽
を
厳
し
く
検
討
し
た

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

上
で
、
改
め
て
系
図
と
し
て
再
編
し
て
あ
る
た
め
、
家
蔵
文
書
と
同
じ
く
史
料

と
し
て
の
信
頼
性
は
高
い
。
例
え
ば
、
不
明
確
な
天
皇
以
来
の
系
譜
を
削
除
し
、

確
実
な
家
祖
か
ら
始
め
、
仕
官
時
や
入
部
時
の
記
録
も
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
入
部
以
降
に
分
か
れ
た
分
流
は
嫡
流
と
と
も
に

一
つ
の
系
図
に
書

か
れ
、
品
印

（嫡
流
）
と

ｏ
印

（分
流
）
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、　
一

門

（分
流
）
や
陪
臣
は
別
の
編
纂
と
な

っ
て
お
り
、
引
渡
や
廻
座
の
有
力
家
臣

で
含
ま
れ
て
い
な
い
家
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
秋
田
藩
で
は
元
禄
か
ら

一
〇
〇
年
以
上
経

っ
て
、
各
家
の
実
態
に

合
わ
せ
て
、
も
う

一
度
系
図
を
提
出
さ
せ
た
。
長
い
月
日
の
間
に
、
代
々
分
家

し
多
数
の
家
に
分
か
れ
る
家
も
あ
れ
ば
、
絶
家
す
る
家
も
あ
り
、
ま
た
嫡
庶
争

い
も
か
な
り
お
こ
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
系
図
提
出
の
際
、
元
禄
期
で
は
不

統

一
で
あ

っ
た
系
図
の
形
態
を
、
竪
閉
紙
に
横
系
図
と
統

一
し
、
分
家

・
陪
臣

を
問
わ
ず
す
べ
て
の
家
に
提
出
を
さ
せ
た
。

明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
に
始
ま
る
文
書
提
出
命
令
は
、
久
保
田
城
本
丸
の

焼
失
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
後
度
々
出
さ
れ
、
最
終
的
に
は
文
化
二
年

（
一
八
〇

五
）
の
被
仰
渡
に
よ

っ
て
、
家
中
の
系
図
の
提
出
が
行
わ
れ
た
。
現
在
こ
れ
ら

の
系
図
は
、
五
〇
音
順
に
整
理
さ
れ
、
郷
土
資
料
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
同
じ
名
字
の
家
は
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
ま
と
め
ら
れ
た
家
中
の
系
図
や
家
蔵
文
書
類
を
体
系
的
に
再
編
纂

し
、
項
目
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が
、
秋
田
藩
の
歴
史
編
纂
物
の
最
高
峰
と
も

い
う
べ
き

「
国
典
類
抄
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

一
五
年
後
に
は
、
九
代
藩

主
義
和
の

一
代
記
で
あ
る

「
御
亀
鑑
」
が
編
纂
さ
れ
た
。

五
五



表 3 諸士系図所収名字一覧

の名

イ
上

石垣 (2)、 飯村 (2)、 出、石橋 (2)、 井山、伊藤 (13)楓
“

岩
泉

３３

２

井
泉

石
今

イ
下

石川 (18)、 泉田、岩倉、今井、岩屋 (2)
井 日、生澤、儀部、飯塚 (2)、 岩堀 (3)
石崎、伊勢、井上 (2)、 今村 (2)、 稲葉
伊坂、酢子

糸井 (4)、 石塚、岩間、
池田(2)、 稲河、石山(2)、
石森、石澤、儀野、岩崎(2)

1 六 郷
一　　・・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・

一４ 〔原百(プ )(~芳賀 (13)(~T由
~(~橋

ボ(5)て
~理

生 (り

‐
)

、波多野、長谷部、濱野、濱田、畑、幡江 (3)、 原
八文字

蘭
Ю

＜２＞
、

一石

尾ヽ

一羽
坂
萩

籠針生、西野 (3)、 西村 (2)、 仁平、丹牛、西官(2)(‐島
ホ 細谷、北條

堀江 (2)
3)、 堀尾 星野、堀 日、堀 田、細田、野

星
細

ヽ
越ヽ

勾
細

井
間

細
本

1 逸 見
ト 28 遠 L14〔 王lE〔 豊FH5(2)(~菫 百(~8‐ )~(~丁¬幅(2)

上野塚 (2)、 鴇田、戸崎、飛田、戸澤、冨澤
冨山

一副献
一富岡、棘

瓢
冨長、チ 茅根 (2)、 筑和、千代

ヌ 馬 沼井 、布 川、沼 田 (3
オ 岡本 (3)、 小貰 (3)、 小野寺、大越、大山(3)、 岡(2)、 大田(3)

笈川、大久保、大窪(4)、 大和、岡見、小栗、小貫山、大和田(2)
小室、岡田、小田内、大内、大関、及部、大野 (3)、 岡村、大貫、
岡崎、太縄、大縄 (3)、 大塚、小野 (2)、 大井 (3)、 小篠、小野崎
大槻 (2)、 大森 (3)、 小柳、隠明寺、落合(3)、 大黒、大河、
大澤 (2)、 大沢、長塚、小河、小川、大瀬、忍、小高根、小高(2)
小瀬、大友 (2)、 荻津、小勝、大部 (2)、 大島、折笠、大泉、大谷
而河、大鐘

ワ 和田(3)、 亘理、和久、渡部 (15)、 渡遅、若林 (2)、 若木 (3)、 綿引、
和知

`s)カ (2)、 加藤 (7)、 片岡 (9)、 高増、糟谷 (2)、 金沢 (2)、 金澤
、川上、川崎 (2)、 門脇、柿岡、掛札、片庭、川野 (4)、 幸丸
、神原、蟹沢、貝塚、金光、軽部 (2)、 神吉、神谷、川 口、
田、勝山、川村 (2)、 片野 (2)、 神長、加藤田、柏、金子 (2)
畑、金力、川原田、菅、片|II、 神部

又
尻
田
和
子

河
川
鎌
川
鹿

ヨ 原
澤

士口士
［

横 田、
構坂 、

吉成 (8)、 淀川、横倉、吉田(4)、 横山 (4)、 吉村、
吉場

タ 75 ＞
、
８

　

　

２

０
際
　
畑
、凛

根
高

ヽ
田
田

高

木ヽ

ヽ
ヽ

＞ヽ
の
高
の
版

Ｏ
撤
山、核
窃

谷
高
高
高

ヽ

棚

ヽ
ヽ

伏ヽ

＞ヽ
”
の
の
田

“
薫
臥
照
村、

石
田
武
瀧
武

武

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

＜３＞、印

ヽ
竹田
Ю
諏

崎
竹
畠
田

ヽ

田

高ヽ

屋ヽ

中＜８＞
、ゆ

丹＜２＞、内
、

立原
＜２＞

、
高

田

ヽ

丹ヽ
田

瀧ヽ
岡

高ヽ

ヽ
田代

＜２＞
、館

、
舘

約
＜２＞

、

生
瀬

名ヽ
宮
田

玉
高
舘
田
高
瀧

ソ 添田(2
ツ 地

π

縫

１結染 ~刀
1売(1]`｀

｀
山

―ヽ1回谷{:蓋国K:角:田:::

スヽ

ナ

倉鍋ヽ
岬

＜３＞、長岡
、

長
井

ヽ

永ヽ
良

つ
＞
奈ヽ

標
熊
島
、

中
藤
中

内ヽ

ヽ

，

　
島

降
＜２＞

、「

田
瀬
澤

生
長
長

０
０
較
瓢

川
珂

ヽ
ヽ

滑
那
峯
岡

ヽ

長ヽ
自

呻
“

＜２＞
、」

中
屋
田
中

小ヽ
成

ヽ

０
副

倉
、ぃ

川
崎
部
沼

中
長
南
長

Ａ
ウ

7

濃 鶉 t― 畢 讐キ等 唯 奎 1型嚢 攪 昏牡 薫 ェ松て薦 沼fi昴越て
~

日井 (2)、 宇野 (3)、 上原、宇名、植田、内海、内田、瓜生、運藤、
蒲華

22

ノ ~籟
そy〔

~1図

安 (2~)て 積蒻ギf~草メ]て

倉光、栗原、國谷
ク

ヤ

内ヽ
幼
山＜２＞、棚詢

簗

安ヽ
＜２＞、絶臨

島
山

ヽ

八
＞
詢ヽ

方、Ｏ
臥

山
代
山

ヽ
八

ヽ

縣

柳ヽ

山
”
八

０嶋
観

木
ヽ
ヽ

八ヽ０
嵯

野
内

ヽ

田
野
野

矢

安ヽ

駄
鬱
下
、

田
口
木
口

箭
山
八
谷

０
喜

本
大

松
曲

田

淵

町

増
洋
山

一則
松

塚
内

松
菓

員宮、
植犀、

松浦、益子 (8)、 松岡、益戸、

ケ
フ

１

一７一２
~歴

尾〔舟尾(~~福百(2)~(~苦尾谷
松木、松山、藤崎、古田、松坂
船田

徳
原
木
澤

桂
福
舟
古

~深
谷(3)(「福層(4‐ )て 嘉鰐手て

‐

深見、深堀、藤田(3)、

秋
田
藩

の
系
図
史
料
に
つ
い
て

五

六



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

室ヽ
の
小

イ

＜

　

ヽ

＜２＞、ヽ近藤ゆ
瑯
０
掛

掛
釧
Ｏ
ｍ

Ｏ
卦
権
卦

雛０
漁
酬

泉ヽ
小

ヽ

ゅ
］

＜５＞、抑

木
宇
松
分

駒
古
小
國

根田、籠谷
lヽ 儀、小幡、
小菅江、

０

一

１

一
江田、江畑 (2)、 江尻t遠藤 (5)て

「ご橋
ア 壬 賀、寺山、寺崎
ア

奮ヨ|:雰 1票|::1奮員1)1量ド吾欝|1曇嘉「詈棄i)
新田日、浅利 (2)、 青野、安間、青山、鮎川、声田(2)、 青河、安嶋、
阿野、赤澤、荒井、阿王、安保、荒澤、我華 (2)、 青大

サ

饉予堪温認狼}産堡卜鉾蔓鼎又要躙` マ鱚
~

キ 北村、桐澤、岸 (3)、 貴志、
菊池 (5)、 菊田、桐原 (2)、

内 (2)、 木村 (4)、 吉川 (4)、 菊地 (7)
野

~葺

彗り「「(~2~)て
=蒲

(~雨l~御代〔
~

溝口、三栗谷、宮崎(2)、 宮木
蒙蓉
『

讐曇〔
―

=村
(百村〔御厨

沓雇
部、宮澤、宮本、湊、箕輪

シ 信太 (3)、 椎名 (5)、
東海林 (2)、 志賀 (7)
茂内、柴、篠原、島森

清水 (5)、 朧 (3)、 自土 (2)、
、下川、下河邊、下田、柴山、
(3)、 白石、七軍 南坂＜２＞、

完
白 秦(4)

ヒ

　

一モ

i曇歩|‰(I六ヒ又轟翼ヽヽ
・．呂戸

０釉茂ヽ森ヽ

晋主期誕

田
元
川
橋

匹
平
森
本

セ 』髪X■込」ヨ■亘瀬星立⊃、清野、妹
ス 菅谷 (2)、 鈴木 (17)、 須藤 (6)、

菅又、杉田、菅原(2)、 菅波、須川、杉野、菅生 (3)、

の
の
陶

田
山
沢

須
杉
杉

五
七

表 4 士族卒明細短冊 リス ト (全 26冊 )

整理番号 町  名 号 数 収録人名 複製本
１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

・３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537

秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
秋田町分
山本郡分
山本郡分
大館十二所分
大館十二所分
角館分
横手分
横手分
横手岩崎分
角館分
湯沢院内分
本荘並湯沢院内分
本荘分
亀田分

亀田分
矢島分

第 2号
第 3号
第 4号
第 5号
第 6号
第 7号
第 8号
第10号

第12号

第15号

第16号

第19号

第20号

第21号

第22号

第24号

第26号

第27号

第28号

第29号

第30号

第31号

第33号

第34号

イ～ ニ

ホ～ オ

オ

オ～ ヮ

ワ～ カ

カ～ タ

タ～ ネ

ウ～ ヤ

フ～ コ

サ～ キ

キ～ シ

伊藤～西lle

細井～大澤
大山～大室
岡～脇坂
加藤～貝田

河津～瀧尾

高橋～根本
宇都宮～八代
深見～小出
境田～木田

岸本～柴山
今立～山崎
松野～煤田

青柳～安藤
石井～館
岩橋～林
石井～長瀬
長崎～関
鈴木～須田

柴田～杉山
石井～古谷
井手～布川

牧～須田

桑嶋～音澤
工藤～管尾

井上～須田

1巻
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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12

13

14

15

16

17

17・ 18

19

20021
22

23024
25・ 26

28・ 29
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秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
の
廃
藩
置
県
で
、
秋
田
藩
は
、
由
利
郡
と
鹿
角
郡

を
加
え
秋
田
県
と
な

っ
た
が
、
そ
の
藩
士
は
士
族
や
卒
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

秋
田
県
は
、
士
族

・
卒

へ
の
家
禄
の
支
給
の
た
め
、
そ
の
台
帳
作
り
の
必
要
に

迫
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
六
年

一
月
の
布
達
第
八
号
で
、
管
内
の
士
族

・

卒
の
姓
名

・
禄
高
等
を
、
短
冊
状
の
美
濃
紙
に
記
さ
せ
戸
長
に
提
出
さ
せ
た
。

提
出
さ
れ
た
短
冊
を
イ

ロ
ハ
順
に
二
枚
ず

つ
台
紙
に
貼
り
付
け
て
、
町
ご
と
に

整
理
し
た
も
の
が

「
士
族
卒
明
細
短
冊
」

で
あ
る
。
旧
秋
田
藩
領
以
外
に
、
岩

崎

・
亀
田

・
本
荘

・
矢
島
分
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
鹿
角

・
仁
賀
保
分
や
秋
理

町
第

一
号
な
ど
は
欠
本
と
な

っ
て
い
る

（各
巻
の
内
容
は
表
４
参
照
）
。
ま
た
、

同
時
に
卒
の
系
譜
に
つ
い
て
提
出
さ
せ
た

「
卒
家
譜
」
も
あ
り
、
各
町
の
さ
ら

に
細
か
い
住
居
地
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

明
細
短
冊
は
、
系
図
と
違
い
先
祖
ま
で
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
三
代

前
ま
で
氏
名
と
役
職
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
文
化
提
出
の
系
図
と
つ
な
が
る

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
諸
士
系
図
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
江
戸
期
か

ら
明
治
初
年
ま
で
の
系
譜
が

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

一
一　
系
図
史
料
の
整
理
に
つ
い
て

１
　
系
図
史
料
の
整
理
方
法

系
図
史
料
の
整
理
は
、
次
の
三
段
階
で
行

っ
た
。

１
。
系
図
史
料
の
確
定

２
。
系
図
の
デ
ー
タ
取
り

五
八

３
．
デ
ー
タ
の
編
集

１
で
は
、
表
１
に
あ
る
系
図
と
思
わ
れ
る
史
料
を
す
べ
て
点
検
し
、
総
数
五

六
二
八
点
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
明
ら
か
に
系
図
で
な
い
も
の

一
三
四
点
を

除
き
、
総
系
図
史
料
数
五
四
九
四
点
と
確
定
し
た
。
さ
ら
に
分
冊
の
都
合
上
、

そ
れ
ら
を
元
禄
期
中
心
と
文
化
期
以
降
に
二
分
し
、
前
者
が
三
六
五
九
点
、
後

者
が

一
八
三
五
点
と
な

っ
た
。

２
で
は
、
次
に
あ
げ
る

一
三
項
目
を
記
載
し
た

「系
図
調
査
カ
ー
ド
」
に
よ

っ

て
、　
一
点
ず

つ
調
査
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（桐
）
に
入
力
し
た
。

①
整
理
番
号
／
②
資
料
名
／
③
表
題

〔↓
資
料
名
の
記
載
の
通
り
〕

④
提
出
者

（最
終
記
載
者
）

〔↓
実
名
が
わ
か
る
場
合
書
く
〕

⑤
提
出
者
住
所
／
⑥
仕
官
先
／
⑦
生
年

・
出
仕
年
／
③
知
行
高

⑨
提
出
年
月
日
／
⑩
紋

（幕
紋
）

〔↓
家
紋
名
の
み
〕

①
寸
法

・
丁
数

〔↓
実
際
に
は
調
査
せ
ず
〕

⑫
形
式

〔↓
系
図
、
由
緒
書

（覚
、
口
上
な
ど
）
の
別
〕

⑬
備
考
１
…
入
部
の
際
の
記
載
、
入
部
以
後
の
嫡
流
の
実
名

備
考
２
…
上
記
以
外
の
記
載
事
項

備
考
３
…
特
記
事
項

（末
尾
に
覚
が
あ
る
場
合

「覚
あ
り
」

な
お
、
こ
の
調
査
項
目
は
、
最
も
記
載
事
項
が
多
く
様
式
が
統

文
化
提
出
系
図
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

３
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
系
図
史
料
を
目
録
と
し
て
有
機
的
に
構
成
す
る
た

め
に
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
が
検
討
さ
れ
た
。
ま
ず
、
収
録
点
数
、
情
報
量
か

ら
分
冊
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
分
冊
の
方
法
は
時
期
に
よ

っ
て
分
け
る
こ
と

（
列
記
）

と
す
る
）

一
し
て
い
る
、



と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
第

一
分
冊
が
文
化
期
以
前
、
第

二
分
冊
が
文
化
期
以

降
、
第
三
分
冊
を
士
族
卒
明
細
短
冊
と
し
た
。

第

一
分
冊
に
は
、
統

一
さ
れ
た
様
式
で
ほ
と
ん
ど
の
家
を
網
羅
し
た
文
化
提

出
系
図
を
含
ま
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
構
成
と
す
る
か
が
次
に

問
題
と
な
り
、
元
禄
期
の
提
出
系
図
を
も
と
に
藩
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
諸
士

系
図
を
軸
に
構
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

諸
士
系
図
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
次
の

一
五
項
目
で
行

っ
た
。
さ
ら
に
各
家

に
関
連
す
る
系
図
史
料
、
お
よ
び
各
系
図
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
分
流

（最

大

一
四
家
）
に
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
系
図
史
料
を
、
照
合
し
て
ま
と
め
た
。

①
枝
番
／
②
名
字
／
③
本
姓

④
最
終
記
載
者

〔↓
嫡
流
で
あ
る
品
印
の
最
終
者
〕

⑤
嫡
流

〔↓
嫡
流
の
品
印
の
実
名
を
列
記
〕

⑥
入
部

（仕
官
）
前
の
記
載
事
項
／
⑦
入
部

（仕
官
）
時
の
記
載
事
項

③
入
部

（仕
官
）
後
の
記
載
事
項
／
⑨
そ
の
他
の
記
載
事
項
／
⑩
分
流
関
係

①
住
所
／
⑫
仕
官
先
／
⑬
知
行
高
／
⑭
幕
紋

⑮
関
連
史
料

〔↓
系
図
史
料
で
当
該
家
に
関
連
す
る
も
の
を
列
記
〕

２
　
企
画
展

「
秋
田
藩
の
家
臣
団
」
に
つ
い
て

系
図
史
料
の
調
査
を
行

っ
て
い
る
段
階
で
、
平
成
十
二
年
度
の
企
画
展
示
が

古
文
書
課
担
当
と
し
て
ま
わ

っ
て
き
た
た
め
、
系
図
史
料
調
査
の
成
果
を
盛
り

込
ん
で
、
展
示
内
容
を
企
画
し
た
。
テ
ー
マ
は

「
秋
田
藩
の
家
臣
団
―
系
図
の

編
纂
と
分
限
帳
―
」
と
し
、
期
間
は
前
期
が
八
月
二
十
九
日
―
九
月
二
十
二
日
、

後
期
が
十
月
二
十
四
日
―
十

一
月
十
八
日
で
あ

っ
た
。

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

企
画
展
示
に
関
す
る
館
内
の
起
案
の
た
め
に
作
成
し
た
展
示
の
概
要
が
、
最

も

コ
ン
パ
ク
ト
に
展
示
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
次
に
載
せ
る
。

「
今
年
は
関
ヶ
原
の
戦
い
か
ら
四
〇
〇
年
目
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
の
結
果
、

常
陸
の
大
大
名
で
鎌
倉
以
来
の
名
族
で
あ
る
佐
竹
氏
は
、
減
封
の
上
秋
田

ヘ

転
封
と
な

っ
た
。
そ
の
家
臣
団
は
、
常
陸
以
来
の
家
臣
も
あ
れ
ば
、
秋
田
転

封
前
か
ら
の
地
元
出
身
者
も
お
り
、
戦
国
の
流
浪
の
果
て
に
佐
竹
に
仕
え
た

者
も
い
る
。

そ
れ
ら
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
秋
田
藩
で
は
し
ば
し
ば
藩
士

に
系
図
を
提
出
さ
せ
た
。
元
禄
期
の
系
図
編
纂
は
、
秋
田
藩
家
蔵
文
書
や
佐

竹
家
譜
等
の
編
纂
物
を
生
み
、
藩
士
の
系
図
の
集
大
成
と
し
て
諸
士
系
図
を

完
成
さ
せ
た
。
ま
た
、
文
化
期
の
系
図
編
纂
は
国
典
類
抄
の
編
纂

へ
と

つ
な

が

っ
た
。
こ
れ
ら
の
編
纂
物
は
秋
田
藩
政
史
研
究
の
み
成
ら
ず
、
全
国
的
に

も
貴
重
な
史
料
群
と
言
え
る
。

こ
の
系
図
編
纂
の
二
つ
の
時
期
を
中
心
に
、
明
治
初
年
の
秩
禄
処
分
の
た

め
の
士
族
卒
明
細
短
冊
の
編
纂
を
加
え
、
系
図
編
纂
の
あ
り
方
や
系
図
そ
の

も
の
の
考
察
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
、

秋
田
藩
の
家
臣
団
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
館
に
大
量
に
残
さ
れ
た
系
図
群
は
、
秋
田
藩
士
の
ル
ー
ツ
を
た

ど
る
際
の
必
須
の
史
料
で
あ
り
、
利
用
頻
度
も
高
い
。
今
回
の
展
示
で
は
、

系
図
の
調
べ
方
に
つ
い
て
の
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
、
今
後
の
利
用
の
便
も
図
り

た
い
。

な
お
、
こ
の
展
示
は
系
図
目
録
編
纂
の
た
め
の
史
料
整
理
の
成
果
に
基
づ

五
九



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

く
も
の
で
あ
る
。
系
図
目
録
は
今
年
度
末
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
。
」

展
示
構
成
は
次
の
通
り

（各

コ
ー
ナ
ー
の
簡
単
な
説
明
は
巻
末
彙
報
及
び
企

画
展
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

・
秋
田
県
公
文
書
館
だ
よ
り
第

一
三
号
を
参
照
）
。

Ｉ
　
佐
竹
氏
の
秋
田
入
部

Ｈ
　
秋
田
藩
の
家
臣
団
十

（小

コ
ー
ナ
ー
　
系
図
の
編
纂
）

Ⅲ
　
元
禄
期
の
系
図

Ⅳ
　
文
化
期
の
系
図

Ｖ
　
明
治
期
の
系
図

Ⅵ
　
系
図
の
調
べ
方

＋

（小

コ
ー
ナ
ー
　
有
力
家
臣
の
紹
介
　
梅
津
氏

ｏ
渋
江
氏
）

特
に
Ｉ
で
は
、

「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」
の
出
羽
国
、
佐
竹
氏
の
秋

田
入
部
時
の
久
保
田
築
城
に
関
連
す
る
国
替
当
座
絵
図
な
ど
、
今
回
初
め
て
紹

介
す
る
史
料
を
展
示
し
た
。
ま
た
、
佐
竹
家
譜
、
国
典
類
抄
、
秋
田
藩
家
蔵
文

書
、
梅
津
政
景
日
記
等
、
普
段
は
複
製
物
で
の
閲
覧
で
あ
り
、
原
本
を
見
る
機

会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
秋
田
藩
の

一
級
史
料
も
展
示
し
た
。

最
後
に
Ⅵ
で
は
、
今
後
自
家
の
系
図
を
調
べ
る
た
め
当
館
を
利
用
す
る
際
の

注
意
点
な
ど
に
も
触
れ
た
。
以
下
は
そ
の
コ
ー
ナ
ー
解
説
文
で
あ
る
。

「
系
図
の
調
べ
方
―
公
文
書
館
で
系
図
を
調
べ
る
―

公
文
書
館
に
は
、
秋
田
藩
士
の
系
図
類
が
大
量
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
は

コ
ピ
ー
本
が
あ
り
、
閲
覧
室
で
す
ぐ
に
手
に
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
何
種
類
も
あ
る
の
で
、
日
録
を
確
認
し
た
り
、
カ

ウ
ン
タ
ー
の
職
員
に
尋
ね
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

六
〇

線 わ 点   に 家 る 後
の し で 1 つ の 利 期 会 の  確 藩 れ る の 問  農 利
あ

｀
あ 節 3な 先 用 は 期 ル 秋 認 士 て が 家 人 系 民 郡 た

る 今 つ で  が 祖 者 一 中 1田 も す い ｀
に 別 図 や や だ

2貫 』[8:[:き ]営



番号 名字

整理番号  資料名  〔表題 1 /表題2 〕
形式/ 提出年月日/提出者名
〔住所 :  仕官先 :  知行高 :  紋 :

備考 1(当主の実名の列記)○○*―△△※―□□☆
備考2(特記すべき記載事項、*※☆に関連する記載事項)

備考3(そ の他の事項等)

表5 系図目録Iの体裁

OI・ Ⅲ部の体裁

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

OH部の体裁

書
や
伝
来
文
書
な
ど
で
あ
る
。

系
図
目
録
Ｉ
で
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
を

「
諸
士
系
図
」
を
軸
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
関
連
史
料
を
付
記
し
た
も
の
を
中
心
と
し
て
、
編
集
す
る
こ
と
と
し
た
。

「
諸
士
系
図
」
二
五
冊
以
外
に
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
佐
竹
分

流
系
図
」

二
冊
、

「
陪
臣
系
図
」
二
冊
を
加
え
、
全
部
で

一
二
七
五
家
、
関
連

の
系
図
史
料
は
二
五
六
〇
点
と
な

っ
た
。

し
か
し
、
秋
田
藩
の
上
級
武
士
層
で
あ
る
引
渡

・
廻
座
に
つ
い
て
み
る
と
、

引
渡

一
五
家
の
う
ち
岡
本

・
宇
都
官

・
箭
田
野
の
三
家
の
み
が
諸
士
系
図
に
あ

り
、
廻
座
五
三
家

（引
渡
の
分
家
も
含
む
）
の
う
ち
、
酒
出

・
宇
留
野

・
今
宮

（分
家
）

・
小
田
野

・
小
瀬
の
四
家
が
佐
竹
分
流
系
図
、
和
田

・
小
貫

・
赤
坂

・

福
原

・
玉
生

・
舟
尾

・
中
川

・
細
井

ｏ
小
野
寺

・
信
太

・
黒
沢

・
疋
田

・
八
木

の

一
三
家
が
諸
士
系
図
に
あ
り
、
あ
わ
せ
て
六
八
家
の
う
ち
二
〇
家
し
か
載
せ

ら
れ
て
い
な
い

（
「
系
図
目
録
Ｉ
」
Ｉ
部
目
次
を
参
照
）
。
ま
た
、
当
然
佐
竹

宗
家
や

一
門

（北

ｏ
東

ｅ
南

・
小
場
）
は
諸
士
系
図
に
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
佐
竹
家
分
や
引
渡

・
廻
座
分
を
別
扱
い
と
し
て
Ｉ
部
と
し
、
諸

士
系
図
分
を
Ⅱ
部
、
そ
の
他
を
Ⅲ
部
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
登
載
史

料
数
は
Ｉ
部
が
四

一
家
五
四
六
点
、
Ⅲ
部
が
三
二

一
家
五
五
九
点

（家
ど
う
し

の
重
複
三
点
、
Ｈ
部
と
の
重
複
六
点
あ
り
）
と
な

っ
た
。
史
料
の
性
格
が
異
な

る
た
め
、
Ｉ
Ⅲ
部
と
Ｈ
部
の
体
裁
は
違
う
形
と
な

っ
た

（表
５
参
照
）
。

Ｉ
Ⅲ
部
あ
わ
せ
て

一
一
〇

五
点

の
形
式

の
内
訳
を
み
て
み
る
と
、
系
図
が
四

六
点

で
三
八
％
を
占
め
、
由
緒
書

一
五
〇
点
、
伝
来
文
書

二
〇

八
点
、
覚
七

点
、

口
上
書
四
五
点

で
、

そ
の
他
が

二

一
五
点
と
な

っ
て
い
る
。

一ハ
一

整理番号  資料名

枝番  名字   (嫡 流の実名の列記)○○ *一△△※―□□☆
〔本姓〕  *(入 部前の記載事項)

※ (入部時の記載事項)

☆ (入部後の記載事項 )

その他の記載事項
分流関係
〔住所 :  仕官先 :  知行高 :  幕紋 :  〕

関連史料 品 (最終記載者) (関 連史料)

○ (分流 1)   (関 連史料)

S        S
O(分流14)   (関 連史料)



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

〓
一　
諸
士
系
図
と
元
禄
家
伝
文
書
に
つ
い
て

１
　
諸
士
系
図
に
つ
い
て

系
図
目
録
に
ま
と
め
た
デ
ー
タ
か
ら
、
諸
士
系
図
と
元
禄
家
伝
文
書
に
つ
い

て
ま
と
め
て
お
く
。
ま
ず
、
諸
士
系
図
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
諸
士
系
図
」

（佐
竹
分
流
系
図

・
陪
臣
系
図
を
含
め
た
二
九
冊
、
以
下
同

じ
）
は
総
計

一
二
七
五
家
で
、
各
家
の
系
図
中
に
分
流
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

一
一
八
八
家
を
あ
わ
せ
る
と
二
四
六
三
家
と
な
る
。
正
確
に
は
別
系
図
に
な

っ

て
い
る
う
ち
、
四
七
家
分
は
他
家
の
分
流
で
あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
嫡

流
の
家
は
実
質

一
二
三
八
家
で
あ
り
、
そ
の
分
流
が

一
二
三
五
家
と
な
り
、
嫡

庶
は
ほ
ぼ
同
数

で
あ
る
。

元
禄
期
の
す
ぐ
後
の
宝
永
五
年

（
一
七
〇
六
）
の
分
限
帳
に
よ
る
と
、
足
軽

な
ど
を
除
く
と
秋
田
藩
の
家
臣
数
は

一
七
五
六
人
で
あ
り
、
諸
士
系
図
が
藩
士

を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
す
べ
て

の
藩
士
を
載
せ
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

諸
士
系
図
で
住
所
の
記
載
の
あ
る
も
の

（久
保
田
以
外
）
を
拾

っ
て
み
る
と
、

横
手

一
三
四

（
二
四
二
）
、
大
館
七
〇

（
一
四

一
）
、
湯
沢
六
九

（
八
三
）
、

角
館
六
四

（
九
二
）
、
十
二
所
四

一

（
九
五
）
、
角
間
川
三
六

（
四
四
）
、
桧

山
二

一

（
五
九
）
、
刈
和
野

一
六

（
二

一
）
、
院
内

一
〇

（
一
五
）
と
な

っ
て

い
る
。
括
弧
内
に
宝
永
五
年
石
高
控
の
人
数
を
併
記
し
た
。
記
載
漏
れ
も
考
え

ら
れ
る
が
、
か
な
り
の
数
が
諸
士
系
図
か
ら
漏
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

次
に
、
仕
官
先
で
多
い
順
に
あ
げ
る
と
、
大
番

一
〇

一

（
う
ち
頭
が
五
）
、

エハ
二

鷹
匠

一
六
、
大
正

一
〇

（
う
ち
頭
が
三
）
、
料
理
人
九
、
歩
行
八

（
う
ち
頭
が

一
）

・
刀
番

・
茶
屋
坊
主
が
各
五
、
膳
番
四

（
ほ
か
に
台
所
役
）
、
馬
乗

・
畳

刺

・
壁
塗

・
画
工
が
各
三
、
医
者

・
細
工
人

・
拠
人
が
各
二
、
中
間
頭

ｏ
狂
言

師

・
馬
医

ｏ
染
師

・
右
筆

・
研
師

・
土
圭
坊
主
が
各

一
と
な

っ
て
い
る
。
家
老
、

御
相
手
番
、
勘
定
奉
行
な
ど
の
記
載
も
あ
る
が
、　
一
般
の
諸
役
は
記
載
さ
れ
て

お
ら
ず
、
特
記
す
べ
き
も
の
の
み
を
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
、

分
限
帳
の
足
軽
身
分
の
家
か
ら
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が

っ
て
、
諸
士
系
図
は
す
べ
て
の
藩
士
を
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
由
緒

の
明
確
な
家
を
足
軽
身
分
ま
で
広
げ
て
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
由
緒
が
明
ら
か
で
あ

っ
て
も
上
級
武
士
は
、
編
纂
責
任
者
で
あ

っ
た
岡
本

ほ
か
数
名
を
除
い
て
、
す
べ
て
省
か
れ
て
い
る
。
分
流
系
図
が
別
に
編
纂
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
、
引
渡

・
廻
座
に
関
し
て
は
別
に
編
纂
す
る
計
画
が
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
な
い
。
宝
永
六
年

（
一
七
〇
七
）

の
目
録
に
は
、
諸
士
系
図
が

「
御
旗
本
在
々
諸
士
系
図
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

諸
士
は
す
べ
て
の
藩
士
の
意
で
は
な
く
、
旗
本
の
諸
士
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
諸
士
系
図
が
す
べ
て
の
藩
士
を
網
羅
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
す
べ

て
の
家
か
ら
同
様
式
で
系
図
を
提
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
文
化
期
の
系
図
提
出

へ
つ
な
が
る
ひ
と
つ
の
要
因
と
も
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

諸
士
系
図
の
他
の
項
目
を
み
て
み
る
と
、
本
姓
は
藤
原
が
二
八

一
、
源
が

一

四

一
、
平
が

一
三

一
、
橘
が
八
と
な

っ
て
い
る
。
記
載
の
な
い
家
が
か
な
り
あ

る
が
、
概
ね
四
姓
の
比
率
は
こ
の
程
度
で
あ
ろ
う
。

ま
た
佐
竹
氏
の
家
臣
と
し
て
常
陸
か
ら
の
転
封
に
従

っ
て
来
た
家
が
、
七
三



四
家
で
全
体
の
五
八
％
を
占
め
る
。
そ
の
ほ
か
、
も
と
岩
城
氏
の
家
臣
二
九
、

声
名

（葦
名
）
氏
の
家
臣
三
七
、
結
城

（白
川
）
氏
の
家
臣
二
六
、
宇
都
宮
氏

の
家
臣
三
二
で
、
こ
れ
ら
は
佐
竹
の
家
臣
と
な

っ
て
秋
田
に
来
た
も
の
も
あ
れ

ば
、
流
浪
し
て
秋
田
に
来
て
か
ら
佐
竹
の
家
臣
と
な

っ
た
も
の
も
い
る
。
も
と

も
と
秋
田
に
在
住
し
て
い
た
の
は
、
小
野
寺
氏
家
臣
三
六

（
う
ち
二
九
は
角
間

川
在
住
）
、
秋
田

（安
東
）
氏
家
臣

一
四
、
戸
沢
氏
家
臣

一
二
、
由
利
在
住
が

一
九
で
、
計
八

一
家

（
六
％
）
で
あ
る
。
近
隣
か
ら
は
、
最
上
氏
家
臣
が
五
五
、

伊
達
氏
家
臣
七
、
上
杉
氏
家
臣
二
、
南
部
か
ら
の
移
住
九
、
仙
台
か
ら
の
移
住

五
、
津
軽
か
ら
の
移
住
二
、
庄
内
か
ら
の
移
住
二
、
山
形
か
ら
の
移
住

一
と
な

っ

て
お
り
、
計
八
三
家

（
七
％
）
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
雲
州
や
筑
紫
出
身
で
流
浪

の
末
に
秋
田
に
来
た
と
い
う
記
載
も
み
ら
れ
る
。
珍
し
い
例
で
は
、　
一
代
で
、

北
条
氏
政

・
武
田
勝
頼

・
真
田
昌
幸

・
上
杉
景
勝

・
最
上
義
光

・
駿
河
大
納
言

忠
長
と
、
滅
亡
す
る
家
を
渡
り
歩
き
、
最
後
は
湯
沢
に
幽
閉
さ
れ
、
の
ち
に
子

の
代
に
恩
赦
で
秋
田
城
下
に
移

っ
た
と
い
う
家

（小
野
寺
桂
之
助
家
）
も
あ
る
。

元
禄
家
伝
文
書
が
諸
士
系
図
編
纂
の
基
礎
資
料
と
な

っ
た
こ
と
は
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
家
伝
文
書
の
系
図
関
係
史
料
二
五
〇
〇
点
の
う
ち
、
諸

士
系
図
に
あ
る
家
に
関
連
す
る
史
料
は
二
〇
五
六
点
で
八
二
％
で
あ
る
。
諸
士

系
図
の
諸
士
が
秋
田
藩
士
と
イ
コ
ー
ル
に
な
ら
な
い
の
と
同
じ
く
、
元
禄
家
伝

文
書
は
イ
コ
ー
ル
諸
士
系
図
と
は
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
残
り
の
四
四
四
点
の

内
訳
は
、
系
図

一
六
六
点
、
伝
来
文
書

一
八

一
点
、
由
緒
書
五
三
点
、
そ
の
他

四
四
点
と
な

っ
て
い
る

（具
体
的
な
内
容
は

「系
図
目
録
Ｉ
」
Ｉ
Ⅲ
部
を
参
照
）
。

引
渡

・
廻
座
な
ど
の
上
級
武
士
の
過
半
を
欠
く
諸
士
系
図
の
限
界
と
い
え
る
。

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

で
は
、
上
級
武
士
を
含
め
た
家
臣
の
家
蔵
古
文
書
を
編
纂
し
た
秋
田
藩
家
蔵

文
書
と
元
禄
家
伝
文
書
の
関
係
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節

で

取
り
上
げ
る
。

２
　
元
禄
家
伝
文
書
と
秋
田
藩
家
蔵
文
書
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
元
禄
期
に
集
め
ら
れ
た
藩
士
の
系
図

・
由
緒
書
等
が

「
元
禄
家

伝
文
書
」

（以
下
家
伝
文
書
）
と
し
て
整
理
さ
れ
、
文
書
所
の
吟
味
を
受
け
て
、

正
統
と
認
め
ら
れ
た
も
の
を
臨
写
し

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

（
以
下
家
蔵
文
書
）

が
ま
と
め
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
家
蔵
文
書
の
大
半
が
家

伝
文
書
と

一
致
す
る
は
ず
で
あ
り
、
正
統
と
認
め
ら
れ
な
い
文
書
も
含
む
家
伝

文
書
よ
り
家
蔵
文
書
の
方
が
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
文
書
総
数
は
、
家
伝
文
書
が
系
図
を
含
め
て
二
五
〇
〇
点
、
家
蔵
文

書
が
三
九
七
四
点
で
、
ま
ず
家
伝
文
書
が
家
蔵
文
書
を
す
べ
て
含
ん
で
い
な
い

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
家
蔵
文
書
と
家
伝
文
書
が

一
致
す
る
も
の
は
家
蔵
文
書

の
う
ち
七
九
三
点

（家
伝
文
書
で
は
文
書

一
点
に
何
通
も
書
い
て
あ
る
場
合
が

あ
る
た
め
五
三
四
点
と
な
る
）
で
、
全
体
の
二
〇
％
に
す
ぎ
な
い
。
県
庁
旧
蔵

史
料

（
県
Ｂ
）
な
ど
他
の
史
料
群

で
家
蔵
文
書
と

一
致
す
る
文
書
は
二
五
点

（県
Ｂ
が
三
二
点
、
佐
竹
宗
家
文
書
の
Ａ
Ｓ
二
八
八
．
三
分
類
に
三
点
）
し
か

な
い
。
巻
ご
と
の
詳
細
は
表
６
を
参
照
。

勿
論
、
家
蔵
文
書
は
す
べ
て
が
享
保
期
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、

文
化
新
出
文
書
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
享
保
期
ま
で
の
編
纂
状
況
を
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
第

一
巻
の
文
書
目
録
に
載

っ
て
い
る
四
五
巻
分
の
み

（表
６
で
は
丸
数
字
で
表
示
）
を
計
算
し
て
み
る
と
、
文
書
数
三
二
七
〇
点
に

一（
一一一



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

巻 :家蔵文書の巻数
A:家蔵文書のその巻の収録文書数
C:Bの うち元禄家伝文書にある文書

○ :家蔵文書第1巻の文書目録にある巻名
B:系図史料中に写のある文書

六
四

対
し
て
、
家
伝
文
書

に
同
じ
も

の
が
あ
る
の
が
七
八
三
点

で
二
四
％
と
な

っ
て

い
る
。
少
な
く
と
も
家
伝
文
書
の
四
倍
が
家
蔵
文
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
文
化
期

に
編
纂
さ
れ
た
第

三
八
巻

「
文
化
新

出
御
旗
本
在

々
家
蔵
文
書
」

に
、　
一
点
だ
け
で
は
あ
る
が
、　
一
致
す
る
家
伝
文

書
が
あ
る
。
元
禄
期
に
提
出
さ
れ
た
伝
来
文
書
が
、
そ
の
時
点
で
は
不
備

で
あ

っ

た
か
、
文
化
期
に
再
び
原
本
が
提
出
さ
れ

て
編
纂
し
直
さ
れ
た
か
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

す
な
わ
ち
家
伝
文
書
は
家
蔵
文
書
の
基
資
料
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
家
蔵

文
書
編
纂
の
た
め
に
は
、
現
在
の
家
伝
文
書
に
含
ま
れ
る
伝
来
文
書
の
四
―
五

倍
の
文
書
が
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
家
蔵
文
書
の
原
本
は
提
出
者
に
返
却
さ

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
家
伝
文
書
は
原
本
と
写
の
双
方
が
提
出
さ
れ
て
原
本
が

返
却
さ
れ
て
写
が
残
さ
れ
た
も
の
、
家
伝
文
書
に
写
の
な
い
家
蔵
文
書
は
原
本

の
み
が
提
出
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

家
伝
文
書
に
あ
る
伝
来
文
書
の
写
は
六
〇
〇
点
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
ぼ
九
割

が
家
蔵
文
書
に
と
ら
れ
て
い
る

（
五
三
四
点
、
八
九
％
）
。
残
り
六
六
点
が
家

伝
文
書
に
あ
っ
て
家
蔵
文
書
に
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
五
点
は
諸

士
系
図
に
と
ら
れ
て
い
る
家
に
関
連
す
る
史
料
で
あ
り
、
家
蔵
文
書

・
諸
士
系

図
と
も
に
関
連
し
な
い
伝
来
文
書
は
三

一
点

（
五
．
二
％
）
と
な
る
。
こ
れ
は
、

鈴
木
満
氏
が
被
仰
渡
控
帳
か
ら
分
析
し
た
、
家
蔵
文
書
の
承
認
文
書
数
に
対
す

る
留
置
文
書
数
の
割
合
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
。
留
置
文
書
か
ら
何
点
か
は
文
化
新

出
と
し
て
採
用
さ
れ
た
り
し
た
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
お
お
む
ね
そ
の

表6 秋田藩家蔵文書と元禄家伝文書ほか

巻 A B C 巻 A B C 巻 A B C
②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

①

⑫

⑬

⑭

⑮

⑩

①

⑬

⑩

⑩

④

14
95
82

122
85
81
77
55

178
13

120
30

126
53
32

106
69
25
89
41

8

23
4

46
20
61
11
27

2

2

33
10
85
19

0

45
12

0

32
0

8

19
4

43
20
60
10
26

2

2

33
6

85
19

0

45
12

0

32
0

②

④

②

④

④

②

④

④

３０

３‐

３２

３３

３４

３５

①

３７

器

３９

⑩

⑪

60
35
75
61

143
41
57
33
49
69
38
57
57
59
26
38
52
24

113
47

6

6

4

47
0

0

0

1

0

0

0

7

1

0

2

0

1

0

40
16

⑫

Ｏ

⑭

⑮

①

⑫

④

④

⑩

⑪

⑫

５３

５４

５５

５６

①

①

①

６０

６‐

79
96
82

120
46
70
75
99
81
87
80
66
37
57
40
27
64
80
24
37

31
30
23
51
23

0

39
5

19
4

8

2

1

2

0

2

0

0

0

0



ま
ま
写
は
残
さ
れ
、
家
蔵
文
書
に
は
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
勝
美
氏
は
青
印
状
の
発
給
さ
れ
る
元
禄
十

一
年
か
ら
原
本
提
出
が
強
ま

っ

た
と
し
、
鈴
木
満
氏
は
元
禄
十
年
八
月
の
覚
を
原
本
提
出
の
命
令
と
み
て
い
る

が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
写
で
も
よ
か

っ
た
文
書
の
提
出
が
、
原
本
提
出
と
な

っ
て

い
っ
た
の
で
あ
り
、
提
出
の
形
態
は
①
写
の
み
の
提
出
、
②
写
と
原
本
の
提
出
、

③
原
本
の
み
の
提
出
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
提
出
文
書
す
べ
て
が
原
本
に
な

っ

て
い
っ
た
訳
で
は
な
く
、
宝
永
期
に
も
写
が
提
出
さ
れ
て
い
る
例
を
前
掲
加
藤

論
文
が
報
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に

一
点
ず

つ
の
厳
密
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
大
雑
把
に
い
っ

て
前
記
の
う
ち
①
と
②
が
家
伝
文
書
と
し
て
残
さ
れ
、
そ
の
う
ち
②
が
家
蔵
文

書
と
家
伝
文
書
が

一
致
し
、
③
が
家
伝
文
書
に
な
い
家
蔵
文
書
と
な

っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　
に

秋
田
藩
の
系
図
史
料
の
基
本
史
料
で
あ
る
元
禄
家
伝
文
書
、
諸
士
系
図
、
秋

田
藩
家
蔵
文
書
を
み
て
み
る
と
、
相
互
に
関
連
し
て
は
い
る
も
の
の
、
単
純
に

元
禄
家
伝
文
書
の
系
図

・
由
緒
書
か
ら
諸
士
系
図
が
編
纂
さ
れ
、
同
じ
く
伝
来

文
書
か
ら
秋
田
藩
家
蔵
文
書
が
編
纂
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
多
い
が
、
今
度
刊
行
さ
れ
る
系
図
目

録
三
冊
が
そ
の
解
明
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

奇
し
く
も
網
野
善
彦
氏
が

「
近
年

。
・
・
よ
う
や
く
系
図

・
系
譜
の
本
格
的

秋
田
藩

の
系
図
史
料
に
つ
い
て

研
究
の
進
展
す
る
気
運
が
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
史
料
の
膨
大
さ
に

比
べ
、
研
究
の
空
白
は
大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
系
図
史
料
の
研
究

は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
個
別
研
究
が
徐

々
に
進
め
ら
れ
て
い
る

状
況
で
あ
り
、
そ
の

一
つ
の
材
料
と
し
て
系
図
目
録
が
生
か
さ
れ
て
い
く
事
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
網
野
氏
は

「
系
図
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
の
利
用

に
と
ど
ま
り
、
系
図

・
由
緒
書
の
史
料
と
し
て
の
性
格
、
特
質
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
史
料
批
判
の
方
法
を
追
求
す
る
よ
う
な
史
料
学
的
な
研
究
は
、
十
分
に
展

開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
」
と
し
て
、
単
に
内
容
に
と
ど
ま
ら
な
い
史
料

学
的
研
究
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
今
回
の
目
録
は
、
資
料
名
だ
け
を
整
理

し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
も
デ
ー
タ
と
し
て
で
き
る
だ
け
取
る
よ
う
に
し

て
お
り
、
日
録
か
ら
だ
け
で
も
史
料

一
点
ず

つ
の
概
要
が
分
か
る
よ
う
に
工
夫

し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
系
図
史
料
の
今
後
の
大
い
な
る
利
用
を
期
待
し
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
古
文
書
課
の
史
料
整
理
の
最
大
の
課
題
は
、
史
料
群
と
し
て
の

「秋
田
藩
庁
文
書
」

（
よ
り
大
き
く
は

「
佐
竹
家
文
書
」
）
の
再
整
理
で
あ
る
。

秋
田
藩
に
お
け
る
系
図
は
、
藩
士
個
人
の
根
本
史
料
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
秋

田
藩
の
修
史
事
業
に
関
わ
る
基
本
史
料
で
も
あ
る
。
ま
た
、
中
世
文
書
の
基
本

的
史
料
群
の

一
つ
で
あ
る
秋
田
藩
家
蔵
文
書
、
佐
竹
家
の
歴
史
を
ま
と
め
た
佐

竹
家
譜
、
秋
田
藩
の
歴
史
の
集
大
成
で
あ
る
国
典
類
抄
な
ど
の
成
立
と
も
大
き

く
関
わ

っ
て
い
る
。
秋
田
藩
庁
文
書
の
整
理

・
研
究
は
、
す
な
わ
ち
秋
田
藩
政

史
研
究
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
系
図
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
Λ
′後
の
秋
田

藩
政
史
研
究
に
系
図
目
録
が
役
立

つ
こ
と
を
願

っ
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

一
（
五



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

註
（
１
）
　

「
元
禄
期
の
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」

（
『
栃
木
史
学
』
第
五
号
、　
一
九
九

一
年
）

（
２
）
　

日
本
史
小
百
科

『
家
系
』
　

九
二
　
古
い
竪
系
図
か
ら
横
系
図

ヘ

（
３
）
　

平
凡
社
日
本
史
事
典

「
系
図
」
の
項

（網
野
善
彦
氏
執
筆
）

（
４
）

例
え
ば
、
網
野
善
彦

「系
譜

・
伝
承
資
料
学
の
課
題
」

（古
文
書
研
究
第
五
〇

号
、　
一
九
九
九
年
）
、
飯
沼
賢
司

「
系
譜
史
料
論
」

（岩
波
講
座
日
本
通
史
別

巻
三
、　
一
九
九
五
年
）
な
ど
。
特
に
飯
沼
氏
は
系
図

・
家
譜

ｏ
由
緒
書
等
の
編

纂
さ
れ
た
系
譜
史
料
の
他
に
、
人
名
な
ど
の
編
纂
さ
れ
な
い
系
譜
史
料
や
、
墓

や
人
骨
ま
で
も
系
譜
史
料
の
範
囲
と
し
て
い
る
。

（
５
）
　

大
田
亮
氏
は

『
家
系
系
図
の
入
門
』
で
系
図
の
種
類
を
次
の

一
〇
種
類
と
し
て

い

る

。

１
書
下
風
の
系
図
　
２
世
数
書
系
図
　
３
本
系
帳
風
の
系
譜
　
　
　
　
４
門
文

５
氏
文
風
の
系
譜
　
６
譜
図
と
譜
第
　
７
補
任
帳
、
交
名
帳
、
歴
名
帳

８
竪
系
図
　
　
　
　
９
横
系
図
　
　
　
１０
無
線
の
系
図

本
文
前
掲
の
伊
藤
論
文

（
『
研
究
紀
要
』
第
四
号
）

前
掲

（
５
）

『
家
系
系
図
の
入
門
』

秋
田
藩
領
は
現
在
の
秋
田
県
域
の
う
ち

（南
北
）
秋
田
郡

・
山
本
郡

・
河
辺
郡

・

仙
北
郡

・
平
鹿
郡

ｏ
雄
勝
郡
の
六
郡
で
あ
り
、
鹿
角
郡
は
南
部
領
で
、
由
利
郡

は
岩
城
藩

ｏ
本
荘
藩

・
生
駒
領

・
仁
賀
保
領

・
天
領
な
ど
が
入
り
組
ん
で
い
る
。

秋
田
藩
は
要
衝
の
地
と
藩
境
の
押
さ
え
と
し
て
、
十
二
所

・
大
館

・
桧
山

・
刈

和
野

・
角
館

ｏ
横
手

・
角
間
川

・
湯
沢

・
院
内
の
九
ケ
所
に
所
預

・
組
下
持
を

置
い
て
、
家
巨
を
配
置
し
た
。

（
９
）

分
限
帳
と
は
平
凡
社
日
本
史
事
典
に

「
近
世
大
名
の
家
臣
の
禄
高
、
役
職
、
名

な
ど
を
記
し
た
帳
面
」
と
あ
る
。
分
限
帳
は
近
世
大
名
の
家
臣
の
禄
高

・
役
職

・

名
な
ど
記
し
た
帳
面
で
、
家
臣
団
の
軍
事
的
配
属
、
日
常
行
政
的
配
属
を
示
し

た
り
、
役
金
や
米
の
賦
課
、
知
行
地
割
付
の
際
の
台
帳
と
す
る
目
的
で
作
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
田
藩
の
分
限
帳
は
、
久
保
田
と
在
町
ご
と
に
、
知
行

高
順
に
家
臣
名
が
記
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
詳
細
は

『
公
文
書
館
だ
よ

一ハ
一ハ

リ
』
第

一
〇
号
資
料
紹
介

「
秋
田
藩
の
分
限
帳
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

本
文
前
掲
の
加
藤
論
文

（
『
研
究
紀
要
』
第
六
号
）

前
掲

（
３
）
と
同
じ

前
掲

（
４
）
飯
沼
論
文
で

「
幕
府
の
編
纂
し
た
系
図

ｏ
家
譜
は
大
名
と
幕
府
に

関
係
す
る
支
配
者
層
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
幕
府
は
各
大
名
の
提

出
し
た
家
譜
に
対
し
て
事
実
関
係
を
問
い
合
わ
せ
し
た
た
め
、
大
名
諸
家
は
家

臣
の
家
譜
と
の
す
り
合
わ
せ
が
必
要
と
な
り
、
豊
後
佐
伯
藩
な
ど
家
臣
に
家
譜

の
提
出
を
行
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。　
一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
、

萩
藩

・
熊
本
藩

・
薩
摩
藩

・
土
佐
藩

・
秋
田
藩
な
ど
は
、
藩
祖
や
藩
の
歴
史
を

編
纂
す
る
事
業
な
ど
に
と
も
な
い
、
家
臣
の
所
持
す
る
文
書
や
家
譜
や
系
図
の

提
出
を
行
わ
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
・３
）
　

三
代
藩
主
佐
竹
義
虎
の
命
に
よ
り
、
中
村
光
得

・
大
和
田
時
胤
が
、
江
戸
よ
り

常
陸

へ
佐
竹
家
の
旧
記
や
故
実
を
収
集
す
る
た
め
旅
行
し
た
際
の
往
来
日
記
で

あ
る
。
各
地
の
旧
跡
や
寺
院
の
故
事
来
歴
を
記
し
て
い
る
。
書
名
の
金
砂
は
、

佐
竹
秀
義
の
居
城
跡
が
所
在
し
た
地
名
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
混
架
資
料
の

一

四
―

一
一
七
な
ど
写
が
数
種
類
あ
る
。
他
に

「
金
砂
紀
行
」
が
あ
る
。
前
掲

（
１
）
根
岸
論
文
を
参
照
。

（
・４
）

青
印
状
に
は

「
後
代
之
亀
鑑
」
た
る
べ
き
旨
が
記
載
さ
れ
、
年
月
日
の
下
に

「
秋
田
史
館
」
の
丸
い
青
印
が
押
さ
れ
た
。
青
印
状
は
各
家

へ
発
給
さ
れ
て
原

本
が
藩
に
残
ら
な
い
た
め
、
当
館
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
例
え
ば
、

宝
永
期
の

「赤
須
氏
　
御
青
印
書
」

（
Ａ
Ｓ
二
八
八
．
三
―
二
〇
）
と
文
化
期

の

「御
青
印
書

（青
柳
監
物
宛
）
」

（
Ａ
二
八
八
．
三
―
五
〇
―

一
四
）
の
二

通
を
展
示
で
は
取
り
上
げ
た
。

（
・５
）
　

Ａ
Ｓ
二
八
八
―

一
―

一
―
四
八
。

「
佐
竹
家
譜
」
は
、
初
代
義
光
か
ら
三
〇
代

義
厚
ま
で
の
佐
竹
家
代
々
の
当
主
の
編
年
の
記
録
で
あ
り
、
天
喜
三
年

（
一
〇

五
五
）
か
ら
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
ま
で
お
よ
そ
八
〇
〇
年
に
及
ぶ
。
全
六

〇
冊
で
あ
る
が
、
秋
田
転
封
の
記
録
が
あ
る

「
義
宣
家
譜
」

一
二
冊
は
現
存
せ

ず
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
写
が
あ
る
。
当
館
の

「
義
宣
家
譜
」
六
冊
は
さ
ら
に

そ
の
写
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
翻
刻
本
が
東
洋
書
院
か
ら
全
二
巻
で
出
版
さ
れ

（
６

）

（
７

）

（
８

）

（
１０

）

（
Ｉ

）

（
‐２

）



て
い
る

（原
武
男
校
訂
）
。

（
・６
）

被
仰
渡
は
、
藩
庁
か
ら
の
行
政
命
令

一
般
で
あ
り
、
そ
の
控
を
年
代
順
に
ま
と

め
た
も
の
が

「
被
仰
渡
控
帳
」

（
Ａ
Ｓ
二
八
〇
―
三
）
で
あ
る
。
被
仰
渡
控
帳

は
、
青
印
状
の
文
面
と
発
給
先
も
記
録
し
て
い
る
。

（
‐７
）
　

文
化
年
間
に
提
出
さ
れ
た
系
図
は
、
整
理
番
号
Ａ
二
八
八
．
二
―

一
―
五
八
九
、

五
九
二
―
六
八
六
で
、
愛
沢
か
ら
和
田
ま
で
、
全
部
で

一
六
五
九
家
分
が
、
県

立
図
書
館
時
代
に
五
〇
音
順
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
中
に
は
明
和

か
ら
安
政
ま
で
の
年
代
の
も
の
が
あ
り
、
文
化
期
の
提
出
に
限
る
と

一
三
六
九

家
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
系
図
は
、
統

一
し
た
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
系
図
以

外
の
情
報
と
し
て
、
生
年

・
出
仕
年
、
仕
官
先
、
知
行
高
、
住
所
、
家
紋
等
が

わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
文
化
提
出
系
図
と
み
ら
れ
る
も
の
が
他
の
史
料
群

（例
え

ば
東
山
文
庫
な
ど
）
に
も
混
じ

っ
て
い
る
。

（
・８
）
　

Ａ
Ｓ
二
〇
九
―

一
六
七
―

一
七
八
。

「
国
典
類
抄
」
は
九
代
藩
主
義
和
の
下
命

に
よ
っ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
秋
田
藩
の
編
年
の
公
式
記
録
集
で
、
吉

・
凶

・

軍

・
賓

・
嘉

・
雑
の
六
部
に
分
か
れ
、
各
部
が
さ
ら
に
前
編
と
後
編
に
分
か
れ

る
。
前
編
は
初
代
―
五
代
、
後
編
は
六
―
八
代
ま
で
を
収
め
る
。

（
・９
）
　

公
文
書

一
一
〇
三
八

「
管
内
布
達
留
」

（
２０
）
　

「
士
族
卒
明
細
短
冊
」

（公
文
書

一
一
五

一
二
―

一
一
五
三
七
）
は
布
達
第
八

号
の
雛
形
に
よ
る
と
、
縦
九
寸

・
横
三
寸
の
短
冊
状
の
美
濃
紙
に
、
次
の
項
目

を
明
細
と
し
て
記
載
さ
せ
て
戸
長
に
提
出
さ
せ
た
。

元
何
藩
か
／
何
之
誰
家
人
か
／
元
高
何
程
か
／
元
何
人
扶
持
か
／
養
祖
父

・
祖

父

・
養
父

・
父
は
何
之
誰
で
何
役
勤
め
た
か
／
改
正
石
高
何
程
／
生
国
／
士
族

か
卒
か
／
氏
名
／
印
／
癸
酉
の
年
齢
／
家
督
や
抱
替
の
年
月
日
／
当
県
貫
属
と

な

っ
た
年
月
日
／
廃
藩
以
来
の
拝
任

・
転
任

（
２‐
）
　

梅
津
氏
は
、
家
老
と
し
て
藩
政
初
期
の
行
政
を
支
え
た
憲
忠

・
政
景
兄
弟
を
出

し
た
家
で
、
そ
の
後
全
部
で
二
〇
人
の
家
老
を
輩
出
し
て
い
る
。
家
格
は
廻
座

で
、
文
政
年
間
の
石
高
は
二
五
三
八
石
余
で
あ
る
。
特
に
政
景
は
院
内
鉱
山
の

開
発
を
始
め
、
内
治
に
大
き
な
功
績
が
あ
り
、
そ
の
状
況
を
日
記
に
つ
ぶ
さ
に

秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

記
録
し
、

「
梅
津
政
景
日
記
」
二
五
冊

（
Ａ
三

一
二
―

一
三
〇
）
を
残
し
た
。

そ
の
内
容
は
近
世
初
期
の
史
料
と
し
て
貴
重
で
、
大
日
本
古
記
録
で
翻
刻
さ
れ
、

多
く
の
研
究
者
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
史
料
は
秋
田
県
の
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２２
）

渋
江
氏
は
、
初
代
政
光
が
佐
竹
義
宣
に
仕
え
て
大
功
を
立
て
家
老
と
な
っ
て
以

来
の
名
門
で
あ
る
。
政
光
以
来
、
幕
末
の
厚
光

（和
光
の
子
）
ま
で

一
一
人
の

家
老
を
輩
出
し
た
。
家
格
は
廻
座
で
、
文
政
年
間
の
石
高
は
二
九
六
三
石
余
で

あ
る
。
う
ち
和
光
は
、
庶
流
か
ら
本
家
を
嗣
ぎ
、
御
相
手
番
を
通
算
二
三
年
間

勤
め
た
が
、
そ
の
間
の
出
来
事
を
日
記
に
記
し
、

「
渋
江
和
光
日
記
」
九
八
冊

（
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
）
を
後
世
に
残
し
た
。
近
世
後
期
の
上
級
武
士
の
生
活

を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
現
在
当
館
で
翻
刻
刊
行
中
で
あ
る
。

（
２３
）
　

Ａ
二
九
〇
―

一
一
四
。
寛
永
年
間
に
巡
見
使
を
通
じ
て
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
絵

図
を
後
世
に
縮
写
し
た
と
い
わ
れ
る
。
松
前

・
琉
球
を
除
く
六
八
国
分
か
ら
な

る
が
、
当
館
で
は
す
べ
て
を

一
括
保
存
し
て
お
り
、
全
国
的
に
も
貴
重
な
史
料

群
で
あ
る
。
正
保
国
絵
図
以
降
の
絵
図
と
比
べ
て
正
確
さ
に
は
欠
け
る
が
、
近

世
初
期
の
全
国
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
近
年
特
に
注
目
を
集
め
て

い
る
。
平
成
十
二
年
度
の
事
業
で
六
九
枚
す
べ
て
を
複
製
化
し
た
。
ほ
か
に
同

時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
東
国
絵
図

（九
カ
国
分
）
も
あ
る
。

（
２４
）

落

一
六

一
二

「
城
之
図
　
写
」
。
表
題
に

「
秋
田
城
之
記
　
御
普
請
之
時
図
」

と
あ
り
、
国
替
当
座
の
久
保
田
周
辺
の
状
況
を
描
い
た
絵
図
で
あ
る
。
文
久
二

年

（
一
八
六
二
）
に
小
野
寺
道
存
が
写
し
た
も
の
。
表
題
に
続
い
て

「
慶
長
七

年
御
国
替
新
城
御
築
被
成
山
ノ
形
チ
川
ノ
形
段
々
相
改
卜
見
得
タ
リ
」
と
あ
る
。

後
の
久
保
田
城
は

「
当
地
ヲ
城
卜
為
ス
也
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
周
囲
に
家
臣

の
屋
敷
地
を
配
置
し
て
い
る
。
城
の
配
置
が
風
水
に
基
づ
き
、
東
西
南
北
が
四

神

（青
龍

・
白
虎

・
朱
雀

・
玄
武
）
に
相
応
す
る
よ
う
に
縄
張
り
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２５
）
　

「
国
典
類
抄
」
に
享
保
十
二
年
に
分
流
系
図
と
諸
士
系
図
が
同
時
に
清
書
さ
れ

た
旨
の
記
載
が
あ
る

（嘉
部
三
八

「
御
文
書
取
纏
」
享
保
十
二
年
五
月
二
日
宇

六
七



秋
田
藩
の
系
図
史
料
に
つ
い
て

都
宮
典
綱
日
記
）
。

（
２６
）
　

引
渡

・
廻
座
の
構
成
と
順
列
は
、

「
国
典
類
抄
」
前
篇
嘉
部
三
九

「
引
渡

一
番

座
二
番
座
及

一
同
列
座
　
附
回
座
順
列
」
の
元
禄
十
五
年
正
月
の
列
座
順
に
拠
っ

た
。

（
２７
）
　

Ａ
Ｈ
六

一
一
―

一
八

「
佐
竹
藩
御
家
中
井
在
々
寺
社
領
石
高
控
」
。
な
お
、
前

掲
の
加
藤
論
文
の
表
１
に
内
訳
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２８
）
　

Ａ
Ｏ
Ｏ
二
九
―

一
「
御
文
書
井
御
書
物
帳
目
録
受
取
渡
目
録
」
。
元
禄
の
修
史

事
業
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
書
籍

・
文
書
類
を
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
に
ま

と
め
た
目
録
で
あ
る
。
こ
の
目
録
は
翌
七
年
に
、
修
史
事
業
の
中
心
人
物
の
中

村
光
得
か
ら
、
後
に
家
譜
編
纂
に
携
わ
る
吉
成
藤
兵
衛
ら
に
引
き
継
が
れ
て
い

る
。
日
録
中
に

「
御
旗
本
在
々
諸
士
系
図
　
一
一十
五
冊
」
と
あ
る
の
が
、
諸
士

系
図
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
次
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
家
々
ヨ

リ
書
出
」
と
あ
る
の
が
、
元
禄
期
に
収
集
さ
れ
た
各
家
の
系
図

・
由
緒
書
類
で
、

「
元
禄
家
伝
文
書
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

諸
士
系
図
よ
り
前
に

「
佐
竹
分
流
系
図
　
一二
冊

一
袋
」
と
あ
り
、
享
保
期
ま
で

に
分
流
系
図
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
陪
臣
系
図
は
目
録
に
は

み
え
な
い
の
で
享
保
期
以
降
の
編
纂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
Ａ
Ｏ
Ｏ

二
九
―

一
―

一
「
御
蔵
書
目
録
　
乾
」

（
天
保
三
年
成
立
）
に
、
諸
士
系
図
の

二
つ
後
に

「
倍

（陪
）
臣
系
図
　
一
一冊
」
と
あ
り
、
そ
の
直
後
が
寛
政
以
来
新

出
家
蔵
文
書
と
な
っ
て
お
り
、
陪
臣
系
図
は
享
保
か
ら
寛
政
の
間
に
成
立
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

一ハ
八

蔵
文
書
三
八
―
三
二

「
小
野
寺
義
道
書
状
」
と
同
じ
史
料
で
あ
る
。
前
者
は
元

禄
十

一
年
二
月
七
日
提
出
の
文
書
で
あ
る
。

（
３３
）

鈴
木
満

「
『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
考
」
（秋
大
史
学
四
四
、　
一
九
九
八
年
）。
同

論
文
の
表
２
に
被
仰
渡
控
の
文
書
所
の
文
書
吟
味
の
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
家
伝
文
書
の
提
出
年
と
重
な
る
元
禄
十

一
―
十
三
年
分
を
み
る
と
、
承

認
文
書
数

一
三

一
五
に
対
し
て
留
置
文
書
数
七
三
と
な
り
、
五
．
五
％
と
な
る
。

前
掲
の
伊
藤
論
文
な
ど

前
掲
の
加
藤
論
文
で
は
、
元
禄
家
伝
文
書
の
総
数
は
二
五
〇
六
点
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
後
整
理
の
結
果
、
二
五

一
一一百
〔
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
系
図
と
は
無

関
係
の

一
三
点
を
除
き
、
二
五
〇
〇
点
が
今
回
の
整
理
分
で
あ
る
。

（
３．
）

伊
藤
勝
美

「
『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
の
成
立
の
過
程
」

（
『
研
究
紀
要
』
第
二

号
）
な
ど

（
３２
）
　

Ａ
二
八
八
．
二
―
二
〇
八
二

「
高
田
氏
聞
伝
」
に
追
記
さ
れ
て
い
る
文
書
が
家

前
掲

（
３．
）
論
文

前
掲

（
３３
）
論
文

前
掲

（
３
）
に
同
じ

前
掲

（
４
）
網
野
論
文
。
さ
ら
に
網
野
氏
は

「
史
料
と
し
て
の
姓
名

ｏ
系
図
」

（朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊

『
歴
史
の
読
み
方
八
　
名
前
と
系
図

・
花
押
と

印
章
』
朝
日
新
聞
社
、　
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
、
近
世
後
期
の
系
図
作
成
の

動
き
に
触
れ
て

「
系
図
作
成
が
い
か
な
る
動
機
で
行
わ
れ
か
、
ま
た
そ
の
作
成

に
ど
の
よ
う
な
人
が
関
与
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
の

あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
ぬ
重
要
な
課
題
」

で
あ
り
、

「
系
図
は
こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
貴
重
な
史

料
な
の
で
あ
り
、
そ
の
調
査
、
蒐
集
、
保
存
、
整
理
を
体
系
的
に
進
め
る
こ
と

は
、
当
面
す
る
緊
急
な
課
題
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、

系
図
の
個
別
研
究
だ
け
で
な
く
体
系
的
整
理

・
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
当
然
な
が
ら
体
系
的
整
理
の
基
本
資
料
は
目
録
で
あ
る
。

（
３８
）

伊
藤
勝
美

「
『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
の
伝
来
の
過
程
」

（
『
研
究
紀
要
』
第
二

号
）
で
は
史
料
群
の
仮
称
と
し
て

「
秋
田
藩
文
書
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
し
て

い
る
が
、
決
定
さ
れ
た
総
称
は
な
い
た
め
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に

は

「
秋
田
藩
庁
文
書
」
と
し
、
千
秋
文
庫

（千
代
田
区
九
段
南
に
あ
る
財
団
法

人
、
佐
竹
宗
家
の
原
文
書
を
多
数
収
蔵
）
所
蔵
の
文
書
類
を
含
め
て
、
さ
ら
に

大
き
く
ま
と
め
る
場
合
は

「
佐
竹
家
文
書
」
と
い
う
呼
称
が
よ
り
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

（古
文
書
課
専
門
員
　
さ
と
う
　
た
か
し
）

（
２９

）

（
３０

）

（
３４

）

（
３５

）

（
３６

）

（
３７

）



《
艶卍
生
口
》

田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

亜
希
子

は
じ
め
に

一　

臭
化
メ
チ
ル
全
廃
の
原
因
と
経
緯

一
一　
秋
田
県
公
文
書
館
で
実
施
す
る
燻
蒸
の
実
際

〓
一　
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
策
と
総
合
的
害
虫
管
理

四
　
秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
燻
蒸
代
替
策
と
総
合
的
害
虫
管
理

お
わ
り
に

は

じ

め

に

こ
れ
ま
で
燻
蒸
薬
剤
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
臭
化
メ
チ
ル
が
日
本
を

含
む
先
進
国
に
お
い
て
二
〇
〇
五
年
に
生
産
、
使
用
と
も
に
全
廃
と
な
る
こ
と

は
す
で
に
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
臭
化
メ
チ
ル
の
全
廃
は
そ

の
主
な
用
途
と
な

っ
て
い
る
植
物
検
疫
や
農
業
分
野
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
資
料

の
燻
蒸
に
あ
た

っ
て
臭
化
メ
チ
ル
を
主
に
使
用
し
て
い
る
文
化
財
燻
蒸
の
分
野

に
と

っ
て
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
文
化
財
の
保
存
に
あ
た

っ
て
は

「
虫
や
徽

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

な
ど
に
よ
る
生
物
被
害
は
ど
こ
で
も
起
こ
り
光
な
ど
に
よ
る
劣
化
に
く
ら
べ
て

進
行
も
早
い
た
め
、
生
物
被
害
の
防
除
は
文
化
財
に
と

っ
て
と
り
わ
け
重
要
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
臭
化
メ
チ
ル
と
酸
化

エ
チ
レ
ン
の
混
合
ガ
ス

（商
品
名

エ
キ
ボ
ン
）
は
殺
虫
、
殺
菌
効
果
の
高
さ
や
浸
透
性
に
優
れ
て
い
る

点
な
ど
か
ら
公
文
書
館
や
博
物
館
な
ど
多
く
の
史
料
保
存
機
関
で
資
料
の
新
規

受
け
入
れ
時
は
も
ち
ろ
ん
、
毎
年
又
は
隔
年
ご
と
の
収
蔵
庫
全
体
の
大
規
模
燻

蒸
に
積
極
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
全
廃
後
は
多
く
の
施
設
が
生
物

被
害
駆
除
の
方
法
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
に
代
わ
る

被
害
防
除
策
を
講
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現
段
階
は

「臭
化
メ
チ
ル
の
効
果
を
完
全
に
代
替
で
き
る
適
当
な
薬
剤
は
世
界
的
に
み
て

も
未
だ
な
い
」
状
況
で
あ
り
、

「
害
虫
対
策
の
基
本
的
な
考
え
方
自
体
が
変
革

を
迫
ら
れ
る
時
期
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
開
発
が
進
ん
で
い
る
臭
化

メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
策
は
処
理
条
件
の
標
準
化
や
材
質

へ
の
影
響
を
明
確
に
す

る
た
め
実
用
化
に
は
あ
と
数
年
を
要
す
る
見
込
み
と
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て
こ

の
間
は
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
臭
化
メ
チ
ル
に
よ
る
燻
蒸
を
行
い
つ
つ
代

六
九



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

替
策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
二
〇
〇
五
年
の

全
廃
を
受
け
や
む
を
得
ず
臭
化
メ
チ
ル
で
燻
蒸
を
行
う
際
で
も
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
常
に

一
定
の
方
法
で
行

っ
た
り
、
委
託
業
者
に
任
せ
き
り
の
燻
蒸
は
行
う

べ
き
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
最
小
の
投
薬
量
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
方
法

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
薬
剤
の
効
果
が
低
い
冬

期
間
よ
り
も
、
同

一
量
で
よ
り
高
い
効
果
が
期
待
で
き
る
春
や
夏
に
燻
蒸
を
行

う
な
ど
の
措
置
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
秋
田
県
公
文
書
館

（
以
下

「
当
館
」

と
い
う
。
）
で
は
他
の
多
く
の
公
文
書
館
と
同
じ
く
、
開
館
以
来
燻
蒸
薬
剤
と

し
て
エ
キ
ボ
ン
を
使
用
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
状
況
は
当
館
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
り
今
後
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
と
も
に
被
害
予
防
対
策
な
ど
資
料
保
存

へ
の
取
り
組
み
を
全
体
的
に
再
検

討
し
て
い
く
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

本
稿

で
は
、
始
め
に
臭
化
メ
チ
ル
全
廃
の
原
因
と
経
緯
を
整
理
し
、
次
い
で

燻
蒸
代
替
策
等
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
当
館
で
こ
れ
ま
で
行

っ
て
き
た
燻
蒸

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
再
確
認
の
意
味
か
ら
報
告
す
る
。
そ
の
上
で
現
在
研

究
が
進
ん
で
い
る
様
々
な
代
替
策
及
び
被
害
予
防
対
策
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
の

中
か
ら
当
館
の
実
状
に
最
も
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
燻
蒸
方
法
と
被
害
予
防

方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

一　

臭
化
メ
チ
ル
全
廃
の
原
因
と
経
過

燻
蒸
代
替
策
を
考
え
る
前
に
、
な
ぜ
日
本
を
含
む
先
進
国
に
お
い
て
臭
化
メ

七
〇

チ
ル
が
二
〇
〇
五
年
に
全
廃
と
な
る
に
至

っ
た
か
、
そ
の
原
因
と
経
過
を
こ
こ

で
再
度
整
理
し
た
い
。
臭
化
メ
チ
ル
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
博
物
館
や
図
書
館
、

公
文
書
館
な
ど
の
文
化
財
燻
蒸
以
外
に
も
広
く
燻
蒸
薬
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
主
な
用
途
は
植
物
検
疫
や
上
壌
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
文
化

財
燻
蒸
の
占
め
る
割
合
は
他
と
比
較
し
て
極
端
に
少
な
く
、
わ
ず
か

一
パ
ー
セ

ン
ト
程
度
に
過
ぎ
な
い

（表
１
参
照
）
。
臭
化
メ
チ
ル
が
燻
蒸
薬
剤
と
し
て
様
々

な
用
途
で
使
用
さ
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
高
い
殺
虫
、
殺
菌
効

果
の
ほ
か
に
浸
透
性
が
高
い
点
、
比
較
的
短
時
間
で
実
施
で
き
る
点
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に
文
化
財
燻
蒸
に
最
適
な
薬
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き

計

用

表 1 国内の用途別臭化メチル使用量 (1995年 )

途 消費量 (t) 割合 (%)

5, 587. 9  70. 6

2, 194. 5  27. 7

土 壌 用

検 疫 用

自主燻蒸用

文 化 財 用

栗   用

6 1。  2

65. 7

6.  1

0.  8

0.  8

0.  1

7, 915. 4 100



た
理
由
と
し
て
龍
野
直
樹
氏
は

「
燻
蒸
後
資
料
か
ら
す
ぐ
に
蒸
散
し
て
影
響
が

最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
大
気
中
に

放
出
さ
れ
た
臭
化
メ
チ
ル
は
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
、
そ
の
結
果
有
害
な
紫
外
線

が
地
上
に
到
達
し
て
皮
膚
が
ん
増
加
な
ど
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
重
大
な
問

題
も
抱
え
て
お
り
、
臭
化
メ
チ
ル
全
廃
の
直
接
的
な
原
因
が
こ
こ
に
あ
る
。
オ

ゾ
ン
層
保
護
及
び
こ
れ
を
破
壊
す
る
特
定
物
質
の
規
制
は
国
際
的
な
動
き
と
し

て

一
九
八
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、　
一
九
八
五
年
に
は
オ

ゾ
ン
層
保
護
に
関
す
る
国
際
的
枠
組
み
を
定
め
た

「
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
の
た
め

の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
が
定
め
ら
れ
、
次
い
で

一
九
八
七
年
に
は
同
条
約
に
基
づ

い
て
、
特
定

フ
ロ
ン
及
び

ハ
ロ
ン
の
削
減
を
定
め
た

「
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る

物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
」
が
採
択
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
れ

を
受
け
て
日
本
は

一
九
八
八
年
四
月
に
同
条
約
と
議
定
書
を
批
准
、
五
月
に
は

「
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ

ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し

た
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
臭
化
メ
チ
ル
に
つ
い
て
も
、　
一
九
九
〇
年
及
び

一

九
九
二
年
に
開
催
さ
れ
た
第

二
回
及
び
第
五
回
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
締
約

国
会
議

で
先
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

っ
て
生
産

と
消
費
の
全
廃
が
定
め
ら
れ
、
必
要
不
可
欠
な
部
分
を
除
い
て

一
九
九
五
年
か

ら
は

一
九
九

一
年
の
基
準
値

レ
ベ
ル
で
凍
結
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。　
一
九
九

五
年
十
二
月
の
第
七
回
締
約
国
会
議

で
は
検
疫
処
理
及
び
出
荷
前
処
理
に
使
用

さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
先
進
国
の
臭
化
メ
チ
ル
規
制
に
つ
い
て
さ
ら
に
具
体
的

に
定
め
ら
れ
、
次
の
と
お
り
合
意
さ
れ
た
。

一
九
九
五
年
以
降

　

一
九
九

一
年
の
基
準
値

レ
ベ
ル
以
下

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

二
〇
〇

一
年
以
降

　
一
九
九

二
〇
〇
五
年
以
降

　
一
九
九

二
〇

一
〇
年
　
　
　
全
廃

年
基
準
値

レ
ベ
ル
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

年
基
準
値

レ
ベ
ル
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

加
え
て
、
臭
化
メ
チ
ル
の
オ
ゾ
ン
層
破
壊
に
対
す
る
影
響
の
重
大
性
が
年
々
広

く
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
伴

っ
て

一
九
九
七
年
の
第
九
回
締
約
国
会
議
に
お

い
て
は
先
進
国
の
全
廃
時
期
が
二
〇
〇
五
年
に
前
倒
し
さ
れ
る
こ
と
と
伴
に
、

そ
の
詳
細
が
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
。

一
九
九
九
年

　
一
九
九

一
年
基
準
値

レ
ベ
ル
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

二
〇
〇

一
年

　
一
九
九

一
年
基
準
値
レ
ベ
ル
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

二
〇
〇
五
年
　
全
廃

同
様
に
発
展
途
上
国
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
、　
一
九
九
五
年
か
ら

一
九

九
八
年
の
平
均
量
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
削
減
、
二
〇

一
五
年
の
全
廃
が
定
め

ら
れ
、
二
〇
〇
五
年
以
降
の
削
減
計
画
は
二
〇
〇
三
年
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
検
疫
及
び
出
荷
前
処
理
に
使
用
す
る
臭
化
メ
チ
ル

に
つ
い
て
は
規
制
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
検
疫
及
び
出
荷
前
処
理
以

外
に
も
、
土
壌
燻
蒸
な
ど

一
部
の
用
途
に
つ
い
て
は
臭
化
メ
チ
ル
の
不
可
欠
用

途

（０
『〓
８
】
〓
①
多
く
厠
８
８
い８

Ｃ
Ｘ
）

（
以
下

「
Ｃ
Ｍ
Ｂ
Ｕ
」
と
い
う
。
）

と
し
て
全
廃
の
時
期
が
延
長
さ
れ
る
計
画
も
あ
る
。
Ｃ
Ｍ
Ｂ
Ｕ
の
基
準
は
各
国

に
よ
る
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
紙
や
木
な
ど
生
物
被
害

を
受
け
や
す
い
日
本
の
文
化
財
の
材
質
や
、
温
暖
で
湿
度
が
高
い
独
自
の
気
候

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
文
化
財
燻
蒸
も
Ｃ
Ｍ
Ｂ
Ｕ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性

は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
Ｃ
Ｍ
Ｂ
Ｕ

へ
の
登
録
に
あ
た

っ
て
は
、
臭
化
メ
チ

七
一



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

ル
の
使
用
及
び
放
出
量
を
最
少
限
に
抑
え
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
的
か
つ
経

済
的
な
対
策
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
な
ど
厳
し
い
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
た
、

登
録
さ
れ
た
場
合
で
も
そ
れ
は
単
な
る
全
廃
時
期
の
延
長
で
あ
り
、
将
来
的
に

臭
化
メ
チ
ル
が
全
廃
と
な
る
こ
と
に
変
化
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
臭
化
メ
チ
ル

の
全
廃
は
地
球
環
境
の
保
護
を
目
的
と
し
た
国
際
的
な
動
き
で
あ
り
、
代
替
策

が
決
定
す
る
ま
で
最
小
限
の
臭
化
メ
チ
ル
の
使
用
は
や
む
を
得
な
い
と
は
さ
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
可
能
な
限
り
早
期
に
公
文
書
館
に
お
い
て
も
今
後
の
燻
蒸

代
替
策
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
公

文
書
館
が
生
物
被
害
の
駆
除
方
法
と
し
て
エ
キ
ボ
ン
を
ほ
ぼ
唯

一
の
方
法
と
し
、

そ
の
大
部
分
を
こ
の
薬
剤
に
頼

っ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
臭

化
メ
チ
ル
が
全
廃
と
な
り
、

エ
キ
ボ
ン
に
よ
る
被
害
の
駆
除
が
出
来
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
単
に
代
替
策
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
公
文
書
館
に
お
け
る
資
料

保
存
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
方
を
転
換
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
言

っ

て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
一　
秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
燻
蒸
の
実
際

次
に
現
在
ま
で
当
館
で
行

っ
て
い
た
燻
蒸
を
再
確
認
す
る
意
味
で
報
告
し
、

代
替
策
等
を
検
討
す
る
土
台
と
し
た
い
と
思
う
。
当
館
で
は
平
成
五
年
の
開
館

以
来
、
段
ボ
ー
ル
数

一
〇
箱
分
の
資
料
を
対
象
に
行
う
燻
蒸
庫
を
利
用
し
た
小

規
模
な
燻
蒸
と
、
書
庫
全
体
を
対
象
と
し
た
大
規
模
燻
蒸
の
二
種
類
の
燻
蒸
を

行

っ
て
お
り
、
薬
剤
は
い
ず
れ
も

エ
キ
ボ
ン
を
使
用
し
て
き
た
。
以
下
で
は
当

表 2 燻蒸工程表

工程 1準 備1初 期 1匝≡I互ヨ医亜II墓∃匡亜≡三壼≡][亜垂≡ヨ|□

扉
開
放

終
了

排
気
開
始

燻
蒸
開
始

ガ
ス
バ
ー
ジ

投
薬
開
始

減
圧
終
了

減
圧
開
始

運
転

扉
閉

七

二



館
の
燻
蒸
を
こ
の
二
種
類
に
分
け
て
報
告
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
燻
蒸
庫
を
利
用
し
た
燻
蒸
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
燻
蒸
庫
に

は
段
ボ
ー
ル
約
六
〇
箱
分
の
資
料
が
搬
入
可
能
だ
が
、
放
出
さ
れ
る
ガ
ス
の
排

気
効
率
を
考
慮
し
て
、
実
際
に
は
毎
回
四
〇
箱
程
度
の
搬
入
に
止
め
て
い
る
。

ま
た
、
よ
り
廃
棄
効
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
搬
入
す
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
は
全
て

蓋
を
開
い
た
状
態
と
し
、
積
み
重
ね
る
場
合
も
開
い
た
部
分
を
完
全
に
塞
が
な

い
よ
う
、
井
桁
状
に
積
む
こ
と
と
し
て
い
る
。
当
館
で
は
燻
蒸
実
施
に
あ
た

っ

て
館
長
の
決
裁
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
燻
蒸
を
開
始
す
る
に
あ
た

っ
て
の
第

一
番
目
の
手
続
き
と
な
る
。
決
裁
を
得
て
資
料
を
燻
蒸
庫

へ
搬
入
し
た
後
は
所

定
の
手
順
に
よ
り
燻
蒸
を
開
始
し
、
燻
蒸
行
程
は
概
ね
表
２
の
と
お
り
と
な
る
。

燻
蒸
中
の
安
全
管
理
と
し
て
は
、
燻
蒸
室
前
に

「
立
ち
入
り
禁
止
」
の
注
意
書

き
と
実
施
期
間
を
表
示
し
て
燻
蒸
室

へ
の
入
室
を
制
限
す
る
ほ
か
、
庫
内
の
運

転
状
況
を
管
理
し
て
い
る
館
内
の
中
央
監
視
室

へ
開
始
時
と
終
了
時
に
連
絡
を

し
て
庫
内
の
状
況
変
化
に
細
心
の
注
意
を
払

っ
て
い
る
。
燻
蒸
終
了
後
、
燻
蒸

庫
の
扉
を
開
く
際
に
は
ガ
ス
検
知
管
を
使
用
し
て
庫
内
の
臭
化
メ
チ
ル
及
び
酸

化

エ
チ
レ
ン
濃
度
を
計
測
し
て
お
り
、
計
測
の
結
果
各
々
の
濃
度
が

一
五

ｐ
ｐ

ｍ

（
労
働
安
全
衛
生
法
障
害
予
防
規
則
）
、　
一
ｐ
ｐ
ｍ

（
日
本
産
業
衛
生
学
会

勧
告
値
）
以
下
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
場
合
に
の
み
燻
蒸
庫
の
扉

を
開
い
て
い
る
。
な
お
、
燻
蒸
終
了
後
数
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
扉
を
開
く
際

庫
内
の
ガ
ス
濃
度
が
上
昇
し
て
い
る
場
合
は
先
の
濃
度
以
上
の
数
値
が
示
さ
れ

る
時
も
あ
り
、
そ
の
際
は
再
排
気
を
行

っ
て
基
準
値
以
下
ま
で
ガ
ス
濃
度
を
低

く
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
て
の
行
程
を
終
了
し
て
資
料
を
搬

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

写真 1 燻蒸庫写真 2 エキボンガス缶 (燻蒸庫側面 )
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〈くん蒸日誌〉 (第 回くん蒸)

館   長 次   長 公文書課長 総 務 課

使用者 職 0氏名
使用者 職 0氏名

1. 日 時
年   月

年   月
くん蒸の対象物

|     」
3.く ん蒸方法
(1)温度計、タイマー設定

曇臭露暑{::雰 }t気を秀黒毒蕎繋況凛間)

排気時間 ( 時間)

(2)く ん蒸総工程時間
時間 分

(3)エ キボソミニ (く ん蒸ガス入リボソベ缶)使用数
5缶 (通算使用数 缶)

(残 り数   缶)

(4)活性炭使用回数
通算 回 (15回 前後で交換)

パッキン使用回数 回
4.備考

印

印

分
　
分

時
　
時

日

”
日

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

出
し
た
後
は
所
定
の
様
式
に
従

っ
て
燻
蒸
日
誌
を
記
載
し
て
い
る
。
燻
蒸
日
誌

に
は
燻
蒸
期
間
や
対
象
資
料
の
名
称
は
も
ち
ろ
ん
、
使
用
し
た
薬
剤
の
量
と
保

管
残
数
、
庫
内
で
排
気
さ
れ
た
ガ
ス
を
吸
着
す
る
活
性
炭
の
交
換
時
期
、
ガ
ス

濃
度
の
計
測
結
果
な
ど
を
詳
細
に
記
載
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
次
回
燻
蒸
を

行
う
際
の
参
考
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
薬
剤
の
残
量
の
把
握
な
ど
安
全
管
理

面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
燻
蒸
庫
を
使
用
す
る
際
は
、

段
ボ
ー
ル
搬
入
中
の
排
気
方
法
を
手
動
排
気
と
す
る
、
紙
な
ど
燃
え
や
す
い
も

の
は
室
内
に
置
か
な
い
な
ど
い
く

つ
か
の
決
ま
り
を
定
め
て
お
り
、
安
全
か
つ

効
果
的
な
燻
蒸
が
出
来
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

次
に
書
庫
燻
蒸
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
書
庫
燻
蒸
は
開
館
以
来
、
公
文
書
書

七
四

庫
及
び
貴
重
文
書
書
庫
を
対
象
に
毎
年
度

一
回
実
施
し
て
い
る
。
実
施
期
間
は

併
設
館
で
あ
る
図
書
館
の
特
別
整
理
期
間
に
あ
た
る
時
期
を
利
用
し
、
事
前
準

備
や
後
か
た
づ
け
を
含
め
て
概
ね
五
日
間
を
使
用
し
て
お
り
、
作
業
の
大
部
分

を
外
部
委
託
に
よ

っ
て
行

っ
て
い
る
。
具
体
的
な
手
順
と
し
て
事
前
準
備
で
は

ガ
ス
が
書
庫
外
に
漏
れ
な
い
よ
う
、
委
託
業
者
に
よ
り
書
庫
内
の
壁
に
目
張
り

等
を
行
う
ほ
か
、
投
薬
や
排
気
効
率
向
上
の
た
め
に
キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
等
の
扉
や

図
面
箱
の
蓋
な
ど
を
開
け
る
作
業
を
職
員
が
行

っ
て
い
る
。
投
薬
や
排
気
、
効

果
の
測
定
な
ど
実
際
の
燻
蒸
行
程
は
全
て
委
託
業
者
に
よ
り
行

っ
て
い
る
が
、

期
間
中
の
安
全
管
理
に
は
職
員
と
委
託
業
者
の
双
方
で
細
心
の
注
意
を
払
い
、

書
庫
前
と
ガ
ス
の
排
気

口
が
あ
る
駐
車
場
入
り
口
に

「
立
入
り
禁
止
」

の
表
示

を
設
置
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
燻
蒸
終
了
後
は
書
庫
内
の
ガ
ス
濃

度
が
基
準
値
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
書
庫
を
解
放
し
、
目
張
り

な
ど
の
措
置
を
解
除
し
て
原
形
復
旧
を
行

っ
て
い
る
。

当
館
に
お
け
る
燻
蒸
の
概
要
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
ま

で
は
エ
キ
ボ
ン
を
唯

一
の
被
害
駆
除
方
法
と
し
て
お
り
、
他
に
積
極
的
な
対
策

が
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
書
庫
燻
蒸

に
つ
い
て
は
そ
の
実
施
方
法
も
、
必
ず
し
も
燻
蒸
を
必
要
と
す
る
被
害
を
発
見

し
た
場
合
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
燻
蒸
に
よ

っ
て
害
虫
等
の
駆
除
と
予
防
が

一
度
で
可
能
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
で
実
施
し
て
い
る
部
分
も
多
か

っ
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
燻
蒸
に
は
本
来
予
防
効
果
が
な
い
た
め
、　
一
度

燻
蒸
を
行

っ
た
後
は
被
害
が
再
発
し
な
い
よ
う
な
対
策
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
必

要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
予
防
対
策
が
充
分
に
出
来
て
い
れ
ば
被
害
の
再
発
が
確

図 1 燻蒸日誌



認
さ
れ
な
い
限
り
、
繰
り
返
し
燻
蒸
を
行
う
必
要
は
な
い
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、

新
規
資
料
受
け
入
れ
時
に
個
別
の
燻
蒸
を
行
え
ば
後
の
被
害
は
予
防
対
策
を
強

化
す
る
こ
と
で
防
止
出
来
る
部
分
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
平

成
十
二
年
度
に
つ
い
て
は
臭
化
メ
チ
ル
全
廃
を
受
け
て
代
替
薬
剤
の
検
討
が
行

わ
れ
た
も
の
の
、
や
は
リ

エ
キ
ボ
ン
に
代
わ
る
薬
剤
を
決
定
出
来
な
か

っ
た
た

め
、
燻
蒸
を
実
施
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
今
後
検
討
を
続
け
る
際
は
、
こ
う
し

た
事
柄
を
踏
ま
え
て
、
代
替
策
の
み
に
止
ま
ら
ず
予
防
対
策
等
を
含
め
た
生
物

被
害
対
策
全
体
に
つ
い
て
の
検
討
を
行

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
臭
化
メ
チ
ル
全
廃
後
の
生
物
被
害
対
策
は
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
以
下
で
は
近
年
の
燻
蒸
代
替
策
の
研
究
成
果
等
を
整
理
し
な
が
ら
公
文

書
館
、
さ
ら
に
は
当
館
に
お
け
る
今
後
の
対
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

〓
一　
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
策
と
総
合
的
害
虫
管
理

近
年
研
究
が
進
ん
で
い
る
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
策
は
大
別
し
て
、
薬
剤

を
使
用
す
る
方
法
と
薬
剤
を
使
用
し
な
い
方
法
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
詳
細
は
多
岐
に
渡

っ
て
い
る
。
し
か
し
両
方
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

全
て
の
資
料
に
対
し
て
臭
化
メ
チ
ル
燻
蒸
と
同
程
度
の
高
い
効
果
を
及
ぼ
す
方

法
は
現
段
階
で
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
ど
の
方
法
を
用

い
る
場
合
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

一
律
な
燻
蒸
は
出
来
ず
各
々
の
長
所
、
短
所

と
い
っ
た
特
徴
を
把
握
し
て
被
害
状
況
や
資
料
の
材
質
な
ど
に
応
じ
て
燻
蒸
方

法
を
選
択
し
、
処
理
時
間
な
ど
の
詳
細
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
不
適
当
な

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

方
法
に
よ
る
燻
蒸
は
経
費
の
浪
費
等
ば
か
り
で
は
な
く
、
資
料
の
劣
化
を
促
進

さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
で
は
、
環
境

へ
悪
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
公
文
書
館
で
の
燻
蒸
に
適
し
た
方
法
の
要
件
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第

一
に

「
人
体

へ
悪
影
響
を

与
え
な
い
」
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
資
料
を
対
象
に
し

た
燻
蒸
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
第
二
の
要
件
と
し
て

「
資
料
に
悪
影
響

を
与
え
な
い
」
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
公
文
書
館
で
燻
蒸
を
実

施
す
る
際
の
最
低
限
の
要
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
他
に
も
実
施
期
間
を
短
縮
し

た
い
場
合
は
可
能
な
限
り
短
時
間
で
終
了
出
来
る
方
法
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
し
、

コ
ス
ト
面
な
ど
細
部
に
渡

っ
て
考
え
る
と
各
館
の
実
状
に
合
わ
せ
て
多

く
の
要
件
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
ま
ず
先
に
挙

げ
た
二
つ
の
要
件
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
を
満
た
す
方
法
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
薬
剤
を
用
い
る
方
法
と
用
い
な
い
方
法
に
分
け
て
整
理
し
て
い

き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
薬
剤
を
使
用
し
た
方
法
に
つ
い
て

「
人
体

へ
影
響
を
与
え
な

い
」
、

「
資
料
に
変
色
、
退
色
等
の
悪
影
響
を
与
え
な
い
」
と
い
う
二
点
に
特

に
注
目
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
き
た
い

（表
３
１
５
参
照
）
。
な
お
、
表
中
に

は
全
廃
が
決
定
し
て
い
る
臭
化
メ
チ
ル
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

①

フ
ッ
化
ス
ル
フ
リ
ル

〈
商
品
名
バ
イ
ヶ
ｌ
ン
〉
　

現
在
の
と
こ
ろ
、
臭
化

メ
チ
ル
全
廃
後
の
文
化
財
に
対
す
る
殺
虫
薬
剤
と
し
て
は
最
有
力
と
さ
れ
て
い

る
薬
剤
で
あ
る
が
人
体

へ
の
影
響
が
強
く
中
毒
時
の
解
毒
剤
も
未
開
発
の
た
め
、

取
り
扱
い
に
は
充
分
な
注
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
材
質

へ
の
影
響
が
比
較

七
五



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

表 3 燻蒸剤 (原則として薬剤が残留 しない)

△ :場合によっては低い × :低 いあるいは全 くな し◎ :非常に高い  ○ :高 い
・文献(8)か ら引用

七
六

的
少
な
い
こ
と
か
ら
、

（財
）
文
化
財
虫
害
研
究

所
の
認
定
薬
剤
と
な

っ
て
い
る
が

一
部
の
金
属
や

合
成
樹
脂
、
紙
類
に
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

公
文
書
館
が
扱
う
資
料
の
大
部
分
が
紙
類
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
最
も
心
配
さ
れ
る
の
は
紙
類

へ
の
影
響
で
あ
る
た
め
、
実
施
に
あ
た

っ
て
は
対

象
と
な
る
資
料
の
安
全
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
殺
虫
に
は
高
い
効
果
を
示
す
も
の
の
、

殺
卵
効
果
は
弱
く
薬
剤
も
高
価
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
公
文
書
館
で
の
実
施
に
際
し
て
は
資
料
に
悪

影
響
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
燻
蒸
庫
な
ど
人

の
出
入
り
が
な
い
空
間
を
用
意
出
来
る
場
合
に
殺

虫
を
目
的
と
し
た
使
用
が
考
え
ら
れ
る
。

②
酸
化

エ
チ
レ
ン
・
炭
酸
ガ
ス
混
合
剤

〈
商
品

名
カ
ポ
ッ
ク
ス
〉
　

殺
虫
及
び
殺
菌
に
高
い
効
果

を
示
す
が
、
可
燃
性
、
爆
発
性
が
あ
る
こ
と
が
短

所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
酸
化

エ
チ
レ
ン
は

人
体

へ
の
影
響
も
強
く
、
発
ガ
ン
性
を
有
す
る
こ

と
か
ら
日
本
産
業
衛
生
学
会
の
作
業
環
境
許
容
濃

度
勧
告
値
が

一
ｐ
ｐ
ｍ
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
取

り
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
と
と
も
に
将
来
的
な
使

用
は
疑
間
視
さ
れ
て
い
る
。
な
お
材
質

へ
の
影
響

薬 剤

使用で きない
,

または注意 した

ほ うがよい材質

材質への影響 殺虫効果 殺菌効果 防虫効果 防徽効果
人体への

安 全 性

臭化メチル

(商品名 :メ チ

プロンなど)

硫黄を含んだ物

質 (青焼き文書
・毛皮・皮革・
ゴム,写真 (ネ

ガ

ど

プ リン トな

)

左記以外は一般
に大きな影響が

あったという報

告はなし ◎ ×

臭化メチル・ 酸
エチレン混合剤

(商品名・ エキ

ボン)

硫黄を含んだ物

質(青焼き文書
・毛皮 0皮革・
ゴム,写真 (ネ

ガ,プ リントな

ど))

タンパク質,セ
ルロース,樹脂
などに化学変化
の可能性

◎ ○ ×

フッ化スルフリ

(商品名 :バ イ

ケーン)

明確な記述はな

し

一部の金属にサ

ビ,一部の紙類

の phの低下 ,

一部の合成樹脂

ヤこ化1浄 z毎化

○

浸透性大
～△

殺卵力小

酸化エチ レン・

炭酸ガス混合剤

(商品名 :カ ポ

ックス)

明確な記述はな

し

材質によっては

炭酸ガスによる

影響の可能性 ,

タンパク質,セ
ルロース,樹脂

などに化学変化

の可能性

○ ○ ×

酸化エチレン 0

R-134a混 合剤

(商品名 :エ ポ

ン)

明確な記述はな

し

タンパク質,セ
ルロース,樹脂

などに化学変化

の可能性

○ ○ ×

酸化エチ レン 明確な記述はな

し

タンパク質,セ
ル ロース,樹脂

などに化学変化

の可能性

○ ○ × ×



薬 剤 適 した用途 材質への影響 殺虫効果 殺菌効果 防虫効果 防徹効果
人体への

安 全 性
ピレス ロイ ド

(シ フェノ トリ

ン)

炭 酸 製 剤

(商品名 :プ ン

ガノン)

わら製品・竹製

品・金属のない

民具 ,民俗資料・

移築民家・空の

部屋など

左記以外は一般

に適用困難

(く もり・べた

つき)

△

接触 しな

いと殺虫

効果なし

,殺卵力

な し

× ○

3～ 6ヵ

月程度

× △

ピ レス ロイ ド

(エ ムペ ン トリ

ン)

炭 酸 製 剤

(商品名 :プ ン

ガノンVA)

わら製品・竹製

品・金属のない

民具 ,民俗資料・

移築民家・空の

部屋など

左記以外は一般

に適用困難

(銅製品は変

色)

△

接触 しな

いと殺虫

効果な

し,殺卵

力なし

× △

開放空間

では,速

やかに蒸

散

× △

ド 系

(IPBC)

炭 酸 製 剤

(商品名 :ラ イ

セン ト)

わら製品・竹製

品・金属のない

民具 ,民俗資料・

移築民家・空の

部屋など

左記以外は一般

に適用困難

(鉄は錆びる)

× × ○ △

表 4 ミスト製剤 (薬剤が付着・残留する)

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

と
し
て
蛋
白
質
や
樹
脂
な
ど
の
ほ
か
、
紙
の
主
成
分
で
あ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
に
化

学
変
化
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

い
く
つ
か
の
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
殺
虫
の
み
な
ら
ず
殺
菌
に
も
高
い
効
果
を

示
す
た
め
当
面

「完
全
な
殺
菌
と
殺
虫
を
目
指
す
際
は
酸
化
エ
チ
レ
ン
を
使
わ

ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
対
象
資
料
の
紙
質
の
充
分
な
調
査
と
適
切

な
ガ
ス
管
理
が
行
え
る
場
合
に
は
殺
虫
と
殺
菌
を
目
的
と
し
た
使
用
が
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
和
歌
山
県
立
文
書
館
で
は
カ
ポ
ッ
ク
ス
の
使
用
に
よ
る
悪
臭
の

発
生
や
資
料

へ
の
著
し
い
ガ
ス
の
残
留
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
点
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

③
酸
化
エ
チ
レ
ン
ｏ
Ｒ
１
１
３
４
ａ
混
合
剤

〈
商
品
名
エ
ポ
ン
〉
　

先
に
述

べ
た
酸
化
エ
チ
レ
ン
ｏ
炭
酸
ガ
ス
混
合
剤
と
同
様
の
特
長
を
有
す
る
。
な
お
、

酸
化
エ
チ
レ
ン
単
体
を
不
活
性
ガ
ス
等
と
使
用
す
る
方
法
も
こ
れ
と
同
様
で
あ

Ｚつ
。④

ピ
レ
ス
ロ
イ
ド
（
シ
フ
ェ
ノ
ト
リ
ン
）
・
炭
酸
製
剤

〈
商
品
名
ブ
ン
ガ
ノ
ン
〉

液
化
二
酸
化
炭
素
に
溶
か
し
た
薬
剤
を
噴
射
す
る
方
法
で
あ
り
低
毒
性
で
あ

る
が
殺
菌
及
び
殺
徹
効
果
は
な
く
、
防
虫
効
果
が
期
待
さ
れ
る
薬
剤
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
効
果
も
対
象
物
に
薬
剤
が
付
着
し
な
い
と
表
れ
ず

一
部
の
民
俗

資
料
や
移
築
家
屋
等
以
外
に
は
適
用
困
難
と
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
薬
剤
が
付

着
す
る
こ
と
に
よ
る
資
料

へ
の
影
響
を
考
え
る
と
公
文
書
館
に
お
け
る
燻
蒸
に

は
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
資
料
で
は
な
く
、
収
蔵
庫
自
体
を
防
虫

す
る
目
的
で
は
使
用
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
低
毒
性
で
は
あ
る
も
の
の

喉
や
鼻
の
粘
膜
に
刺
激
性
が
あ
る
点
、
収
蔵
庫
の
防
虫
対
策
は
こ
う
し
た
薬
剤

七
七

○ :高い  △ :場合によっては低い
・文献(8)か ら引用

× :低い,あ るいは全 くな し



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

七
八

に
頼
ら
ず
と
も
日
常
的
な
保
存
環
境
の
管
理
な
ど
に
よ

っ
て
十
分
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
点
か
ら
、
や
は
り
公
文
書
館
で
の
使
用
は
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

⑤
ピ
レ
ス
ロ
イ
ド
（
エ
ム
ペ
ン
ト
リ
ン
Ｙ

炭
酸
製
剤

〈
商
品
名
ブ
ン
ガ
ノ
ン

Ｖ
Ａ
〉
　

シ
フ
ェ
ノ
ト
リ
ン
を
使
用
す
る
方
法
と
同
様
に
防
虫
効
果
が
あ
る
。

し
か
し
や
は
り

一
部
の
民
俗
資
料
や
移
築
家
屋
以
外
に
は
適
用
困
難
で
あ
り
、

収
蔵
庫
の
防
虫
を
目
的
と
す
る
場
合
も
他
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

⑥
ヨ
ー
ド

（
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｃ
）

・
炭
酸
製
剤

〈
商
品
名
ラ
イ
セ
ン
ト
〉
　

ピ
レ
ス

ロ
イ
ド
系
炭
酸
製
剤
と
同
様
に
低
毒
性
で
防
虫
及
び
防
徹
を
目
的
と
し
た
使
用

が
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
民
俗
資
料
や
移
築
家
屋
等
以
外
は
適
用
困
難
と
さ

れ
て
お
り
、
収
蔵
庫

へ
の
使
用
を
含
め
て
考
え
て
も
公
文
書
館
に
お
い
て
の
使

用
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ

〈
商
品
名
パ
ナ
プ
レ
ー
ト
〉
　

有
機
リ
ン
剤
の
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
を
合

成
樹
脂
中
に
練
り
込
ん
で
除
々
に
蒸
散
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
殺
卵
力
は
な
い

が
殺
虫
及
び
防
虫
効
果
が
高
い
た
め
、
ガ
ス
燻
蒸
が
出
来
な
い
場
合
の
使
用
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
人
体

へ
毒
性
が
あ
り
頭
痛
等
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
公

文
書
館
の
よ
う
に
人
の
出
入
り
が
頻
繁
な
収
蔵
庫

へ
の
使
用
は
困
難
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

①

エ
ム
ペ
ン
ト
リ
ン

〈
商
品
名
プ
ン
ガ
ノ
ン
Ｖ
Ａ
プ
レ
ー
ト
〉
　

家
庭
用
衣

類
殺
虫
、
防
虫
剤
と
有
効
成
分
及
び
使
用
方
法
が
同
じ
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

殺
虫
効
果
は
期
待
出
来
な
い
が
防
虫
剤

（忌
避
剤
）
と
し
て
の
使
用
が
適
当
と

○ :高 い  △ :場合によっては低い
・文献(8)か ら引用

× :低い,あ るいは全 くな し

表 5 蒸散性薬剤 (固体が昇華 して効果を及ぼすもの)

薬 剤 材質への影響 殺虫効果 殺菌効果 防虫効果 防徹効果 人体への安全性
DDVP
(商品名 :パ ナ

プレー ト)

銀・ 銅などの金

属をさびさせる

樹脂を軟化,一
部のプラスチ ッ

クを変形

○
ただし,殺卵力

なし

○ × △

濃度によっては
×

エムペン トリン

(商品名 :ブ ソ

ガノンVAプ レ

ー ト)

銅製品は変色 △

開放系では殺虫

効果低い,殺卵

力なし

○ × △

パ ラジクロロペ

ンゼ ン

プラスティック

や樹脂を軟化 ,

樟脳と同時に使

用すると,混融
して汚損の原因
になる

△

開放系では殺虫

効果低い,殺卵

力なし

× ○ × △

樟 脳 パラジクロロベ

ンゼンと同時に

使用すると,混
融 して汚損の原

因になる

× X ○ △

ナ フ タ レ ン 樹月旨によっては

軟化,資料ヘ

再結晶す ること

あ り

× × ○ △



さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
目
や
鼻
の
粘
膜
に
刺
激
性
を
与
え
る
点
、
密
閉
空
間

で
使
用
し
な
い
場
合
は
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
な
い
点
か
ら
公
文
書
館
で
の
使

用
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
な
お
、
材
質

へ
の
影
響
と
し
て
鋼
製
品
の
変
化
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

防
虫
材
と
し
て
は
こ
の
他
に
パ
ラ
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
樟
脳
や
ナ
フ
タ
レ

ン
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
人
体

へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
、
人
の
出
入
り
が
頻
繁

な
収
蔵
庫
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
薬
剤
燻
蒸
の
う
ち
公
文

書
館
に
お
い
て
実
施
可
能
と
思
わ
れ
る
方
法
は
殺
虫
を
目
的
と
し
た
場
合
は
フ
ッ

化

ス
ル
フ
リ
ル
の
使
用
が
考
え
ら
れ
ま
た
殺
菌
を
目
的
と
し
た
場
合
に
は
酸
化

エ
チ
レ
ン
の
使
用
が
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
薬
剤
を
使
用
し
な
い
燻
蒸
方
法
を

整
理
し
て
い
き
た
い

（表
６
参
照
）
。

①
低
酸
素
濃
度
処
理
　
大
別
し
て
窒
素
や
ア
ル
ゴ
ン
な
ど
の
不
活
性
ガ
ス
を

処
理
空
間
内
の
空
気
と
入
れ
換
え
る
方
法
と
脱
酸
素
剤
を
用
い
る
方
法
、
さ
ら

に
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
酸
素
濃
度
を
〇

・
一
パ
ー

セ
ン
ト
程
度
ま
で
下
げ
て
害
虫
を
酸
欠
状
態
に
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
〇

・
一

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
濃
度
で
は
徹
に
対
し
て
生
育
抑
制
効
果
は
示
す
も
の
の
、

殺
菌
は
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
脱
酸
素
剤
の
種
類
に
よ

っ
て
は
材
質
に

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
も
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
高
度
の

気
密
性
を
有
す
る
た
め
広
域
の
被
害
に
は
実
施
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
作
業
時

の
酸
素
濃
度
や
処
理
空
間
の
湿
度
な
ど
に
注
意
す
れ
ば
人
体
や
資
料

へ
の
安
全

性
が
高

い
点
が
長
所
で
あ
り
、
脱
酸
素
剤
の
み
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
職

員
自
ら
作
業
出
来
る
点
も
大
き
な
利
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
従

っ
て
、
殺
虫
を

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

○ :高 い  △ :場合によっては低い
。文献(3)か ら引用

表 6 薬剤を用いない殺虫法

七

九

処 理 適 した用途 材質への影響 殺 虫 効 果 殺 菌 効 果 人体への安全性
低酸素濃度処理

(窒素,ア ルゴ

ンなどの不活性

ガス)

全  般 ほとんど影響は

ない。ただ し湿

度,風圧には注

意

○～△

木材深部など,

適用 しにくい対

象あり

○～△

酸素濃度が18%
以下になると危険

低酸素濃度処理

(脱酸素剤)

全  般 脱酸素剤の種類

によっては悪影

響を及ぼす もの

がある。種類 ,

使用量,設置方

法に注意

○～△

木材深部など,

適用 しにくい対

象あり

× ○

二酸化炭素処理 彩色のない木製

品,わ ら製品,

竹製品など

一部の金属,一
部の顔料に変色

その他は未知

○
一部の木材害虫
については注意

△
二酸化炭素濃度が

1.5%以上になる

と危険

低 温 処 理

(-20～ -40℃ )

書籍・古文書

毛皮・織物の一

部

動植物標本

木製品 (単体 )

一般に左記以外
は適用困難

○ ○

高 温 処 理

(50～60℃ )

建造物の一部

木製品の一部

詳細は要検討
一般に左記以外
は適用困難

○ △

胞子は生存

○

× :低 い,あ るいは全 くな ヒン



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

目
的
と
す
る
場
合
に
は
被
害
の
規
模
が
比
較
的
小
さ
く
、
高
度
の
気
密
性
を
保

て
る
処
理
空
間
が
あ
る
場
合
に
、
人
体
に
も
資
料
に
も
安
全
で
比
較
的
容
易
な

方
法
と
し
て
公
文
書
館
に
お
い
て
も
実
施
出
来
る
可
能
性
が
あ
る
。

②

二
酸
化
炭
素
処
理
　
一局
濃
度
の
二
酸
化
炭
素
で
害
虫
の
駆
除
を
行
う
方
法

で
あ
り
殺
菌
効
果
は
な
い
が
、
殺
虫
に
高
い
効
果
を
示
す
。
先
に
述
べ
た
脱
酸

素
処
理
の
よ
う
な
高
度
な
気
密
性
を
必
要
と
し
な
い
た
め
燻
蒸
に
要
す
る
ガ
ス

濃
度
が
容
易
に
か
つ
安
価
で
取
得
出
来
る
こ
と
か
ら
先
に
述
べ
た
脱
酸
素
処
理

よ
り
も
規
模
の
大
き
い
被
害
に
対
し
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
材
質

へ
の
影
響
と
し
て

一
部
の
顔
料

へ
の
影
響
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
他

の
材
質
に
つ
い
て
も
そ
の
影
響
が
未
知
と
さ
れ
て
い
る
た
め
こ
の
た
め
公
文
書

館
に
お
い
て
は
紙
類

へ
の
影
響
の
有
無
が
よ
り
明
確
に
な

っ
て
か
ら
実
施
を
検

討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

③
低
温
処
理
　
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
か
ら
四
〇
度
程
度
の
低
温
下
に
三
日
か
ら

一
週
間
程
度
資
料
を
お
く
方
法
で
あ
り
、
高
い
殺
虫
効
果
が
得
ら
れ
る
。
人
体

や
環
境
に
対
し
て
無
害
で
あ
り
、
必
ず
し
も
専
門
業
者
に
頼
ら
ず
と
も
職
員
自

ら
実
施
出
来
る
と
い
う
長
所
を
持

つ
。
材
質

へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
表
面
に
塗

幕
が
あ
る
も
の
や
ア
ク
リ
ル
画
な
ど
に
影
響
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

が
、
紙
や
布
な
ど
単

一
の
材
質
で
出
来
た
資
料
の
燻
蒸
に
は
適
し
て
お
り
、
実

際
の
処
理
に
あ
た

っ
て
は
急
激
な
温
度
変
化
に
よ
る
乾
燥
や
結
露
を
防
ぐ
た
め
、

資
料
を
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
な
ど
に
包
み
水
分
バ
リ
ア
性
の
あ
る
フ
ィ
ル
ム
で
包

ん
だ
上
で
出
来
る
限
り
空
気
を
抜
い
て
密
封
す
る
。
こ
の
た
め
比
較
的
小
規
模

な
被
害
の
場
合
は
人
体
及
び
資
料
に
安
全
な
方
法
と
し
て
実
施
可
能
で
あ
る
と

八
〇

思
わ
れ

る
。

④
高
温
処
理
　
五
五
度
か
ら
六
〇
度
程
度
の
高
温
下
に

一
定
時
間
資
料
を
置

く
方
法
で
あ
り
低
温
処
理
同
様
、
人
体
及
び
環
境
に
無
害
で
あ
る
。
ま
た
殺
虫

効
果
が
高
く
他
の
方
法
と
比
較
し
て
速
効
性
に
優
れ
、　
一
日
以
内
で
充
分
な
効

果
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
資
料
を
高
温
状
態
に
置
く
た
め
、
文
化
財
燻
蒸

へ
の

適
用
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
公
文
書
館
で
の
資
料
燻
蒸
に
は
不
適
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
の
薬
剤
を
用
い
な
い
燻
蒸
方
法
と
し
て
は
マ
イ
ク

ロ
波
や
放
射
線
を
使
用
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
資
料
に
対
す
る
安
全

性
な
ど
の
点
か
ら
現
時
点
で
は
実
際
の
適
用
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
公
文
書
館
に
適
用
可
能
な
燻
蒸
方
法
は
目
的
別
に
次
の
よ
う
に

分
類
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
殺
虫
を
目
的
と
す
る
場
合
　
フ
ッ
化
ス
ル
フ
リ
ル

（商
品
名
バ
イ
ヶ
ｌ
ン
）
、

低
温
処
理
、
脱
酸
素
処
理

・
殺
虫
及
び
殺
菌
を
目
的
と
す
る
場
合
　
酸
化

エ
チ
レ
ン
・
炭
酸
ガ
ス
混
合

剤
、
酸
化

エ
チ
レ
ン

・
Ｒ
１
１
３
４

ａ
混
合
剤
、
酸
化

エ
チ
レ
ン
単
体
を
不
活

性
ガ
ス
と
使
用
す
る
方
法

し
か
し
、
今
後
生
物
被
害
対
策
は
薬
剤
を
使
用
す
る
方
法
で
は
な
く
、
可
能

な
限
り
環
境
と
人
体
、
資
料
に
よ
り
安
全
な
物
理
的
方
法
を
使
用
し
た
防
除
が

主
体
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
例
え
ば
殺
虫
を
目
的

と
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
実
施
条
件
な
ど
に
支
障
が
な
い
場
合
は
低
温
処
理
や
脱

酸
素
処
理
に
よ
る
駆
除
の
検
討
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
個
々
の

理
由
に
よ
り
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
人
体
に
無
害
で
は
な
い
こ
と
や
資
料



へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
慎
重
な
適
用
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
殺
菌
に
つ
い
て

は
当
面
は
や
は
り
酸
化

エ
チ
レ
ン
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
前

述
の
と
お
り
酸
化

エ
チ
レ
ン
は
毒
性
が
強
く
発
ガ
ン
性
も
あ
る
た
め
、
燻
蒸
中

の
薬
剤
の
取
扱
い
は
も
ち
ろ
ん
、
終
了
後
の
ガ
ス
抜
き
に
も
充
分
に
配
慮
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
酸
化

エ
チ
レ
ン
は
資
料

へ
の
浸
透
性
が
高
く
、
燻
蒸
終

了
後
も
徐

々
に
資
料
か
ら
薬
剤
が
放
出
さ
れ
る
た
め
燻
蒸
終
了
後
直
ち
に
資
料

を
収
蔵
庫

へ
搬
入
し
た
場
合
、
放
出
さ
れ
る
薬
剤
に
よ

っ
て
職
員
等
に
頭
痛
な

ど
の
悪
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
和
歌
山
県

立
公
文
書
館
で
は
燻
蒸
終
了
後
に
資
料
を
収
蔵
庫
以
外
の
場
所
に
放
置
し
て
ガ

ス
の
放
出
を
促
す

「
さ
ら
し
」
を
実
施
し
た
後
に
収
蔵
庫

へ
搬
入
す
る
こ
と
で

対
応
し
て
い
る
。
排
気
設
備
や

「
さ
ら
し
」
期
間
中
の
温
湿
度
管
理
、
防
犯
上

の
問
題
な
ど
い
く

つ
か
の
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
や
む
を
得
ず
毒
性
が
あ
る
薬

剤
を
使
用
す
る
場
合
は
こ
う
し
た
措
置
も
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

既
に
発
生
し
た
被
害
に
対
す
る
燻
蒸
の
ほ
か
、
生
物
被
害
か
ら
資
料
を
守
る

た
め
の
方
法
と
し
て
最
近
特
に
総
合
的
害
虫
管
理

（Ｆ
一８
８
一＆

「
①
鮮
〓
８
”

器
日
①
ユ
）

（
以
下

「
Ｉ
Ｐ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
の
考
え
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
戦
略
的
に
生
物
被
害
の
予
防
管
理
を
行
う
方
法
論
で
あ
り
、
害
虫
の

侵
入
経
路
の
遮
断
や
徹
底
清
掃
、
害
虫
発
見
の
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
を

特
に
重
視
し
て
被
害
を
発
生
さ
せ
な
い
環
境
づ
く
り
を
第

一
と
し
て
考
え
て
い

る
。
そ
の
上
で
発
生
し
て
し
ま

っ
た
被
害
に
対
し
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
燻

蒸
な
ど
の
対
策
を
講
じ
、
そ
こ
か
ら
被
害
発
生
の
原
因
を
探
り
後
の
予
防
対
策

に
生
か
す
と
い
う
取
り
組
み
が
基
本
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
五
段

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

階
に
分
類
さ
れ
る
。

①
虫
害
の
回
避

②
虫
害
の
封
鎖

③
虫
害
の
発
見

④
虫
害
が
発
見
さ
れ
た
時
の
対
策

⑤
対
策
後
の
ケ
ア

こ
の
五
段
階
を
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
方
法
で
行
う
か
は
先
に
述
べ
た
代
替

策
と
同
様
に
各
館
ご
と
の
設
備
や
規
模
な
ど
独
自
の
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
り
、
や
は
り
ど
の
館
に
も
共
通
で

一
律
的
な
方
法
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従

っ

て
実
施
に
あ
た

っ
て
は
ま
ず
自
館
の
設
備
状
況
や
業
務
体
勢
、
予
算
な
ど
を
再

確
認
し
な
が
ら
具
体
策
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
生
物
被
害
対
策
は
燻
蒸

の
み
に
止
ま
ら
な
い
Ｉ
Ｐ
Ｍ
の
考
え
に
基
づ
く
取
り
組
み
が
主
体
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
燻
蒸
代
替
策
は
予
防
対
策
や
被
害
状
況
調
査
な
ど
と

一
体
の

も
の
と
し
て
考
え
、
各
館
の
実
状
に
合
わ
せ
て
実
施
可
能
な
範
囲
で
対
策
を
考

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
設
備
状
況
や
業
務
内

容
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
燻
蒸
代
替
策
及
び
総
合
的
害
虫
管

理
に
つ
い
て
、
当
館
に
お
け
る
今
後
の
具
体
案
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
　
今
後
の
燻
蒸
代
替
策
と
総
合
的
害
虫
管
理

以
下
で
は
対
象
資
料
の
規
模
や
現
在
の
業
務
内
容
等
を
踏
ま
え
て
よ
り
当
館

の
実
状
に
即
し
た
燻
蒸
方
法
と
被
害
予
防
方
法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
第

一

八

一



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

に
燻
蒸
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
臭
化
メ
チ
ル
に
替
わ
る
具
体
的
な
処
理
方

法
を
検
討
す
る
前
に
よ
り
基
本
的
な

「
ど
の
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
資
料
に
対

し
て
燻
蒸
を
行
う
か
」
と
い
う
点
を
考
え
て
い
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
従

来
こ
の
点
に
つ
い
て
は
新
規
資
料
搬
入
時
に
新
た
に
搬
入
さ
れ
た
資
料
に
つ
い

て
燻
蒸
を
行
う
と
い
う
方
法
が

一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
毎
年
あ
る
い
は
隔
年

ご
と
の
大
規
模
燻
蒸
を
併
せ
て
お
こ
な
う
場
合
も
あ

っ
た
。
新
規
受
け
入
れ
資

料
の
燻
蒸
は
害
虫
や
徽
を
収
蔵
庫
内
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
を
目
的
に
行
う
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
後
も
継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
後
に
大
規
模
な
燻
蒸
を
行
う
こ
と
は
被
害
予
防
効
果
も
な
く
被
害
が
収
蔵

庫
全
体
に
広
が
る
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
必
要
が
な
く
、
今
後
は
大
規

模
燻
蒸
に
替
わ

っ
て
被
害
が
発
見
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
の
個
別
燻
蒸
が
必
要

と
な
る
と
思
わ
る
。
こ
の
た
め
燻
蒸
の
時
期
と
し
て
は
新
規
受
け
入
れ
資
料
搬

入
時
及
び
被
害
発
見
時
の
二
つ
に
限
定
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
具
体
的

に

「
ど
の
よ
う
な
処
理
方
法
を
用
い
る
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当

館
の
生
物
被
害
や
新
規
資
料
の
受
け
入
れ
状
況
等
と
密
接
に
関
連
が
あ
る
。
ま

ず
生
物
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
例
と
し
て
公
文
書
書
庫
の
事
例
を
挙
げ
る
と
資

料
や
図
面
袋
な
ど
の
間
に
虫
の
死
骸
が
入
り
込
ん
で
い
る
例
が
散
見
さ
れ
、
徹

害
よ
り
は
む
し
ろ
虫
害
が
多
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
当
館
で
行
う
燻

蒸
は
殺
虫
を
主
な
目
的
と
す
る
方
法
が
適
当
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
公
文
書

館
に
適
用
可
能
と
し
た
燻
蒸
方
法
の
う
ち
殺
虫
を
目
的
と
し
た
方
法
に
は
フ
ッ

化

ス
ル
フ
リ
ル
、
低
酸
素
濃
度
処
理
、
低
温
処
理
の
三
種
類
が
あ

っ
た
。
こ
の

た
め
当
館
で
は
こ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
の
実
施
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
こ
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の
三
種
類
の
方
法
に
つ
い
て
実
施
の
可
能
性
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
フ
ッ
化
ス
ル
フ
リ
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ガ
ス
燻
蒸
に
よ
る
方

法
で
あ
り
、
比
較
的
多
量
の
資
料
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
利
点

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
当
館
で
は
新
規
受
け
入
れ
資
料
と
し
て
毎
年
度
県
庁
か

ら
の
引
継
公
文
書
だ
け
で
も
二
万
冊
を
越
え
る
資
料
を
搬
入
し
て
お
り
、
こ
の

数
量
に
対
応
出
来
る
と
い
う
点
で
は
フ
ッ
化

ス
ル
フ
リ
ル
の
使
用
が
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
類

へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
現
代
の
公
文
書
に
使
用
さ
れ

る
紙
に
は
ほ
ぼ
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
県
庁
か
ら

引
継
が
れ
る
公
文
書
の
燻
蒸
方
法
に
は
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と

比
較
し
て
低
酸
素
濃
度
処
理
と
低
温
処
理
は
処
理
方
法
の
性
質
上
人
体
と
資
料

に
安
全
で
は
あ
る
も
の
の
多
量
の
資
料
に
は
対
応
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
館

へ
の
新
規
受
け
入
れ
資
料
の
う
ち
県
庁
か
ら
引
き
継
が
れ

る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
対
象
資
料
の
多
さ
を
勘
案
し
て
フ
ッ
化

ス
ル
フ
リ
ル

を
利
用
し
た
薬
剤
燻
蒸
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
、
専
門
の
技
術
を
有

す
る
業
者

へ
委
託
す
る
な
ど
安
全
管
理
面
に
万
全
を
期
し
た
上
で
こ
れ
を
使
用

す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
平
成
十
二
年
度
の
引
継
公
文
書
は
現
在
も

燻
蒸
を
行
わ
な
い
ま
ま
書
庫
内
に
配
架
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

も
出
来
る
だ
け
早
期
に
移
動
燻
蒸
車
に
よ
る
燻
蒸
ま
た
は
書
庫
内
で
被
覆
テ
ン

ト
等
を
利
用
し
た
燻
蒸
を
行
い
、
書
庫
内
で
の
被
害
発
生
に
備
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
低
酸
素
濃
度
処
理
で
あ
る
が
こ
の
方
法
は
先
に
述
べ
た

よ
う
に
高
度
の
気
密
性
を
要
す
る
た
め
多
量
の
資
料
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は

不
向
き
で
あ
る
が
、
県
庁
か
ら
の
引
継
公
文
書
以
外
に
新
規
受
け
入
れ
資
料
が



あ

っ
た
場
合
や
被
害
が
確
認
さ
れ
た
資
料
の
個
別
燻
蒸
の
際
に
は
資
料

へ
の
影

響
が
少
な
い
、
人
体
に
も
安
全
な
方
法
と
し
て
実
施
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
方
法
は
処
理
期
間
が
長
く

一
週
間
か
ら
三
週
間
を
必
要
と
す
る
た

め
、
長
期
間
閲
覧
停
止
の
措
置
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
問
題
と
言
え
る
。
最
後

に
低
温
処
理
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
も
結
露
等
を
防
止
す
る
た
め
資

料
を

一
点
ご
と
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
で
包
む
な
ど
の
処
置
を
必
要
と
す
る
点
を

考
慮
す
る
と
多
量
の
資
料
を
処
理
す
る
場
合
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
人
体
や
資
料

へ
影
響
が
な
く
低
酸
素
濃
度
処
理
よ
り
も
短
期
間
で
し

か
も
職
員
自
ら
行
え
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
こ
の
た
め
比
較
的
少
量
の
資
料

を
対
象
に
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
低
酸
素
濃
度
処
理
よ
り
も
安
全
か
つ
容
易
に

実
施
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
今
後
当
館
で
引
継
公
文
書
以

外
の
新
規
受
け
入
れ
資
料
が
あ

っ
た
場
合
や
被
害
の
あ

っ
た
資
料
の
個
別
燻
蒸

に
対
し
て
は
低
温
処
理
に
よ
る
被
害
駆
除
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
ま

と
め
る
と
今
後
の
当
館
の
燻
蒸
処
理
方
法
は
、
県
庁
か
ら
の
引
継
公
文
書
を
対

象
と
す
る
場
合
は
フ
ッ
化

ス
ル
フ
リ
ル
に
よ
る
処
理
を
行
い
、
そ
れ
以
外
の
新

規
受
け
入
れ
資
料
と
虫
害
発
見
時
の
個
別
燻
蒸
に
は
低
温
処
理
の
実
施
が
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
県
庁
か
ら
の
引
継
公
文
書
が
燻
蒸
を
行
わ
な
い
ま
ま
搬
入
当
日

直
ち
に
書
庫
内
に
収
納
さ
れ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
、
被
害
を
書
庫
内
に
持

ち
込
ま
な
い
と
い
う
点
か
ら
公
文
書
館

へ
引
き
継
が
れ
る
前
に
燻
蒸
を
終
了
す

る
こ
と
が
よ
り
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
薬
剤
に
よ
る
燻
蒸
は
安
全
管
理
の
面
か

ら
も
専
門
の
技
術
を
持

っ
た
業
者
に
委
託
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
た
め
今
後
、

資
料
の
引
継
ぎ
と
燻
蒸
は

一
連
の
作
業
と
し
て
捉
え
て
県
庁
か
ら
資
料
を
搬
出

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

し
た
後
当
館

へ
搬
入
さ
れ
る
前
に
移
動
燻
蒸
車
な
ど
を
活
用
し
て
燻
蒸
を
終
了

さ
せ
て
か
ら
搬
入
出
来
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、
当
館
の
特
徴
と
し
て
虫
害
が
徹
害
よ
り
も
多
い
と
述
べ
た
が
、
徹
害

が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
搬
入
さ
れ
た
資
料
の
な
か
に

は
資
料
表
面
に

一
見
し
て
徹
害
が
発
見
さ
れ
た
事
例
も
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
今

後
も
万

一
の
被
害
に
備
え
て
酸
化

エ
チ
レ
ン
に
よ
る
徹
害
の
駆
除
を
目
的
と
し

た
燻
蒸
の
方
法
も
実
施
出
来
る
状
態
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
酸
化

エ
チ
レ

ン
燻
蒸
の
対
象
と
な
る
資
料
は
数
量
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
従
来
の
燻
蒸
庫
の
再
利
用
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

人
体

へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
ガ
ス
管
理
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
実

施
の
際
は
専
門
業
者
に
委
託
し
て
適
切
な
ガ
ス
管
理
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
努

め
る
と
と
も
に
安
全
管
理
面
で
の
協
議
を
厳
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
こ

の
際
は
人
体

へ
の
影
響
を
配
慮
し
て
燻
蒸
後
の
ガ
ス
抜
き
に
つ
い
て
も
適
当
な

空
間
を
準
備
し
て

一
定
期
間
実
施
し
た
後
に
書
庫

へ
搬
入
す
る
と
い
っ
た
措
置

も
必
要
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
搬
入
時
等
に
資
料
を
燻
蒸
し
た
後
は
、
以
前
の
よ

う
に
大
規
模
な
燻
蒸
を
行
う
必
要
性
が
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
被
害
の
予
防
や
調
査
と
い
っ
た
Ｉ
Ｐ
Ｍ
の
取

り
組
み
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｍ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
被
害
の
予
防
や
調
査
、
被
害

発
生
の
原
因
究
明
な
ど
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
最
も

重
視
さ
れ
る
の
が
被
害
予
防
対
策
で
あ
る
。
生
物
被
害
を
予
防
す
る
方
法
と
し

八
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秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

て
最
も
重
要
で
日
常
的
に
行
え
る
対
策
と
し
て
は
書
庫
内
の
温
湿
度
管
理
が
挙

げ
ら
れ
る
で
ろ
う
。
公
文
書
書
庫
で
は
現
在
、
温
湿
度
計
に
よ
り

一
日
ご
と
の

数
値
の
変
化
を
記
録
し
て
書
庫
内
の
環
境
が
適
正
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
り
、
数
値
に
著
し
い
変
化
が
見
ら
れ
た
場
合
は
中
央
監
視
室
に
連
絡

の
上
温
湿
度
を
調
節
し
て
適
度
な
保
存
環
境
を
保

つ
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
現
在
数
値
の
計
測
は
書
庫
内
中
央
部
に
設
置
し
た

一
台
の
温
湿
度
計
で
の

み
行

っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
こ
れ
は
正
確
に
は
書
庫
内
全
体
の
状
況
を
把
握
し

て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
同
じ
書
庫
の
中
で
も
温

湿
度
は
ど
の
場
所
で
計
測
す
る
か
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
例
え
ば

書
庫
入
り
日
付
近
や
外
壁
近
く
で
は
中
央
部
と
比
べ
て
比
較
的
大
き
な
数
値
の

変
化
が
予
測
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
生
物
被
害
予
防
と

い
う
点
か
ら
、
よ
り
適
切
な
保
存
環
境
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
二
十
四
時

間
空
調
と
い
う
こ
と
に
安
心
せ
ず
書
庫
内
の
適
当
な
場
所
に
温
室
度
計
を
増
設

し
て
、
よ
り
総
合
的
に
温
湿
度
管
理
を
行
え
る
よ
う
な
対
応
が
必
要
に
な
る
と

言
え
る
。
さ
ら
に
虫
や
徹
を
近
づ
け
な
い
環
境
づ
く
り
に
は
徹
底
し
た
清
掃
も

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
基
本
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
述
べ
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
塵
や
埃
を
取
り
除
き
虫
や
徽
が

発
生
し
に
く
い
状
況
を
作
る
と
い
う
点
で
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
現

在
行
わ
れ
て
い
る
書
庫
内
の
清
掃
は
館
内
の
他
の
場
所
と
同
様
に
床
の
拭
き
掃

除
等
が
主
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
書
架
や
資
料
に
着
目
す
る
と
塵
や
埃
が
目

視
で
確
認
出
来
る
場
所
も
少
な
く
な
い
。
従
来
の
床
な
ど
の
清
掃
は
も
ち
ろ
ん

大
切
で
あ
る
が
、
資
料
や
資
料
に
直
接
触
れ
る
書
架
の
塵
や
埃
を
除
去
す
る
だ

八
四

け
で
も
被
害
の
予
防
に
は
大
き
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
業
は

書
庫
内
の

一
部
の
資
料
を
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
書
庫
全
体
を
対
象
に
し
て

初
め
て
大
き
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
書
庫
内
全
て
の
書
架
と
資
料

が
対
象
と
な
り
、
現
在
の
職
員
数
と
業
務
体
勢
を
考
え
る
と
館
職
員
の
み
で
の

実
施
は
難
し
く
、
実
際
に
は
外
部
委
託
に
よ
る
作
業
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し

一
方
で
こ
の
作
業
は
資
料
に
直
接
触
れ
る
機
会
が
多
い
た
め
、

作
業
時
の
取
扱
い
に
よ

っ
て
は
資
料
に
事
故
が
あ
る
危
険
性
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、

「
生
物
被
害
を
予
防
す
る
」
と
い
う
作
業
目
的
を
的
確
に
受
託
側

に
伝
え
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
詳
細
な
打
ち
合

わ
せ
と
職
員
に
よ
る
的
確
な
指
示
を
行
い
、
資
料
に
事
故
の
な
い
よ
う
努
め
る

努
力
が
必
要
で
あ
る
。
加
え
て
被
害
の
早
期
発
見
に
は
定
期
的
な
調
査
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
資
料

一
点
ご
と
に
目
を
通
す
機
会
が
必
要
と
な

る
。
現
在
の
業
務
内
容
の
中
で
こ
う
し
た
機
会
を
考
え
る
と
中
性
紙
保
存
箱
等

を
発
注
す
る
際
の
資
料
の
計
測
時
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
機
会
を
活
用
出
来
れ

ば
大
が
か
り
な
調
査
は
出
来
な
く
と
も
、
最
低
限
で
も
目
視
に
よ
る
被
害
の
有

無
は
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
目
視
に
よ

っ
て
被
害
が
あ
る
資
料

が
特
定
さ
れ
れ
ば
当
該
資
料
群
に
対
し
て
は
よ
り
詳
細
に
被
害
程
度
な
ど
を
調

べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
早
期
に
的
確
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
物
理
的
、
化
学
的
要
因
に
よ
る
も
の
な
ど
生
物
被
害
に
止
ま
ら

な
い
資
料
劣
化
調
査
の
機
会
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
れ
ば
よ
り
総
合
的
な
資
料
保

存
対
策
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
早
期
に
被
害
を
発
見
す
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
当
該
資
料
を
他
と
隔
離
す
る
な
ど
の
方
法
で
被
害
の
拡
大
を
防
げ
る
場



合
も
多
い
た
め
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
ぜ
ひ
こ
う
し

た
調
査
を
行
い
た
い
。
以
上
か
ら
今
後
当
館
に
お
け
る
資
料
保
存
の
方
法
を
ま

と
め
る
と
、
ま
ず
新
規
資
料
搬
入
時
に
殺
虫
を
目
的
と
し
て
フ
ッ
化

ス
ル
フ
リ

ル
又
は
低
温
処
理
に
よ
る
燻
蒸
を
行
い
、
以
後
は
温
湿
度
計
の
増
設
に
よ
り
日

常
的
な
温
湿
度
管
理
の
充
実
を
計

っ
た
上
で
書
架
と
資
料
を
対
象
と
し
た
書
庫

内
の
徹
底
清
掃
及
び
定
期
的
な
調
査
を
行
い
、
生
物
被
害
を
発
生
さ
せ
な
い
環

境
づ
く
り
と
被
害

の
早
期
発
見
、
拡
大
の
防
止
等
に
努
め
る
方
法
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
対
応
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
生
し
て
し
ま

っ
た
被
害
に
対

し
て
は
低
温
処
理
あ
る
い
は
酸
化

エ
チ
レ
ン
に
よ
る
燻
蒸
に
よ
り
個
別
に
対
応

し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
万

一
被
害
が
発
生
し
た
場
合
は
そ
の
原

因
を
究
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
れ
ま
で
の
予
防
対
策
の
欠

点
等
が
発
見
、
改
善
さ
れ
る
場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
述

べ
た
方
法
は
い
ず
れ
も
ま
だ
館
内
で
検
討
を
重
ね
て
い
な
い
部
分

が
多
く
、
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
も
今
後

一
層
調
査
と
検
討
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
当
館
の
現
状
や
特
徴
を
考
慮
す
る
と
現
時
点
で
は
こ
う

し
た
方
法
が
今
後
の
資
料
燻
蒸
及
び
総
合
的
害
虫
管
理
の

一
案
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　
に

二
〓
Ｃ
五
年
と
い
う
と
ま
だ
時
間
的
余
裕
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

三
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
む
し
ろ
残
さ
れ
た
時
間
は
極
め
て
少
な
い
と
言

彊
〓
早
■
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
自
館
の
規
模
や
収
蔵
資

料
の
内
容
な
ど
の
特
徴
を
再
度
確
認
し
、
そ
の
特
徴
に
あ

っ
た
具
体
策
を
数
多

く
あ
る
処
理
方
法
の
中
か
ら
を
選
び
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
必
要
な
施
設
改
善
あ
る
い
は
物
品
の
購
入
計
画
の
作
成
、
外
部
委
託
を
行
う

際
は
委
託
先
の
検
討
や
委
託
方
法
な
ど
様
々
な
事
務
が
当
然
の
よ
う
に
付
随
し

て
く
る
。
な
お
新
た
に
行
う
方
法
は
実
施
後
初
め
て
気
付
く
問
題
点
等
も
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
試
行
錯
誤
を
重
ね
様

々
な
課
題
や
問
題
点
に
手
を
加

え
て
い
く
こ
と
で
初
め
て
各
々
の
状
況
に
最
適
な
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
出

来
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
今
後
は
燻
蒸
等
を
実
施
し
た
際
の
書
庫
あ
る
い

は
資
料
の
変
化
な
ど
に
担
当
者
の
み
な
ら
ず
館
全
体
が
気
を
配
り
課
題
の
発
見

等
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
燻
蒸
を

含
め
た
今
後
の
害
虫
対
策
は
日
常
的
な
資
料

へ
の
接
し
方
が
重
要
と
な
り
、
ど

の
段
階
で
も
何
ら
か
の
形
で
館
職
員
全
員
が
関
わ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
以
前
で
あ
れ
ば
燻
蒸
方
法
等
は
常
に
同

一
で
あ
り
、　
一
度
担
当
者
が
そ
の

手
順
を
覚
え
れ
ば
実
務
上
は
実
施
可
能
な
部
分
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
今
後
は

数
多
く
あ
る
方
法
の
中
か
ら
被
害
規
模
や
そ
の
種
類
等
を
様
々
な
角
度
か
ら
分

析
し
た
上
で
各
館
全
体
と
し
て
の
検
討
が
重
要
と
な

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

従

っ
て
こ
れ
か
ら
は
ま
ず
第

一
に
臭
化
メ
チ
ル
の
二
〇
〇
五
年
全
廃
が
日
前

に
迫

っ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
今
後

い
か
に
資

料
を
保
存
し
て
い
く
か
と
い
う
資
料
保
存
業
務
全
体
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
で

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
今
後
は
臭
化
メ
チ
ル

の
よ
う
な
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
炭
酸
ガ
ス
な
ど
の
地
球
＝

≡ ≡ ≡ ≡ ===二



秋
田
県
公
文
書
館
に
お
け
る
今
後
の
燻
蒸
と
総
合
的
害
虫
管
理

暖
化

の
原
因
と
な
る
物
質

に

つ
い
て
も
規
制
が
強
ま
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

て

お
唾
ヽ

こ
う
し
た
動
向
な
ど
も
十
分

に
踏
ま
え
な
が
ら
各
館
ご
と
の
対
応
を
決

め
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
う
し
た
資
料
保
存

に
対
す
る
取
り
組
み
こ

そ
が
公
文
書
館

の
資
料
保
存
機
関
と
し
て
の
第

一
の
使
命

で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。

註
（
１
）
　

三
浦
定
俊

ｏ
木
川
り
か
・
山
野
勝
次

「臭
化
メ
チ
ル
の
使
用
規
制
と
博
物
館

・

美
術
館
等
に
お
け
る
防
虫
防
徽
対
策
の
今
後
」

（
『
月
刊
文
化
財
』
四
一
四
）

（
２
）

木
川
り
か

「
臭
化
メ
チ
ル
の
規
制
の
動
向
と
今
後
の
代
替
策
に
つ
い
て
」

（
『
記
録
史
料
の
情
報
資
源
化
と
史
料
管
理
学
の
体
系
化
に
関
す
る
研
究
』
二
）

（
２
）
参
照
。

早
川
俊
章

「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
締
約
国
会
議
―
臭
化
メ
チ
ル
の
規
制
を

め
ぐ

っ
て
―
」

（
『
月
刊
文
化
財
』
四

一
〇
）

（
２
）
参
照
。

龍
野
直
樹

「
文
書
館
の
く
ん
蒸
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」

（
『
平
成
十

一

年
度
公
文
書
館
専
門
員
養
成
課
程
修
了
研
究
論
文
』

一
九
九
九
年
）

（
２
）
参
照
。

木
川
り
か

・
三
浦
定
俊

・
山
野
勝
次

「
文
化
財
の
生
物
被
害
対
策
の
現
状
―
臭

化
メ
チ
ル
燻
蒸
の
代
替
対
応
策
に
つ
い
て
―
」

（
『
文
化
財
保
存
修
復
学
会
誌
』

四
四
）

（
１
）
参
照
。

（
６
）
参
照
。

（
８
）
参
照
。

木
川
り
か

・
山
野
勝
次

・
三
浦
定
俊

「
今
後
の
文
化
財
の
虫
害
対
策
」

（
『
文

化
財
の
虫
菌
害
』
四
〇
）

八
六

『
松
本
市
文
書
館
だ
よ
り
』
第
八
号

（
一
九
九
九
年
）

（
６
）
参
照
。

（
１
）
参
照
。

（公
文
書
課
主
事
　
み
さ
わ
　
あ
き
こ
）
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古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

は
じ
め
に

一　

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
概
要

１
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

・
写
真
帳
に
よ
る
代
替
化

２
　
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
等
に
よ
る
絵
図
史
料
の
代
替
化

３
　
翻
刻
刊
行
物
に
よ
る
代
替
化

一
一　
代
替
資
料
の
利
用
方
法
及
び
古
文
書
課
所
管
代
替
資
料
の
概
要

〓
一　
問
題
点

・
課
題
及
び
対
策

お
わ
り
に

は

じ

め

に

秋
田
県
公
文
書
館
は
平
成
五
年
に
史
料
保
存
利
用
機
関
と
し
て
開
館
し
た
。

こ
れ
に
あ
た
り
、
廃
藩
置
県
以
来
の
県
公
文
書
と
と
も
に
、
古
文
書
課
所
管
史

料
と
し
て
秋
田
県
庁
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館

（現

・
秋
田
県
立
図
書
館
）
、

秋
田
県
立
博
物
館
の
三
機
関
よ
り
合
わ
せ
て
五
万
点
を
超
え
る
古
文
書
史
料
が

移
管
さ
れ
た
。
同
時
に
当
館
は

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文
書

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

平

田

有
　
宏

そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
及
び
利
用
に
供
す
る
」
こ
と
を
使
命
と
し
て
与
え

ら
れ
た
。
こ
れ
に
従
い
、
当
館
で
は
開
館
以
来
、
史
料
保
存
利
用
機
関
と
し
て

史
料
保
存
事
業
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
。

当
館
古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
保
存
事
業
は
次
の
三
事
業
が
中
心
で
あ
る
。

①
中
性
紙
に
よ
る
保
護
保
存
…
　
所
蔵
史
料
を
、
適
切
な
規
格
の
特
注
中
性

紙
封
筒

へ
入
換
え
、
こ
れ
を
当
館
書
架
配
列
用
に
特
注
し
た
中
性
紙
段

ボ
ー
ル
収
納
箱

へ
収
納
し
、
配
列
を
転
換
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

②
修
復
に
よ
る
保
存
…
　
破
損
史
料
を
、
糊
を
使
わ
な
い
リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
法
に
よ
り
修
復

ｏ
補
修
す
る
。

③
複
製
品
作
成
…
　
所
蔵
史
料
を
、

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
撮
影
し
、

写
真
帳
を
作
成
し
た
り
、
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
に
よ
り
複
製
品

を
作
成
し
た
り
し
て
利
用
に
供
す
る
。

こ
の
う
ち
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
③
の
複
製
品
作
成
を
含
め
た
史
料
の
代

替
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
狭
義
の
意
味
で
の

「
代
替
化
」
と
は
③
に
掲
げ
た
と

お
り
複
製
品
の
作
成
、
い
わ
ゆ
る
複
製
化
を
さ
す
こ
と
が
多
い
が
、
広
義
の
意

味
で
は
活
字
化
さ
れ
た
翻
刻
刊
行
物
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
翻
刻
刊
行
物
は
原
本

八
七



古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

を
閲
覧
す
る
際
に
少
な
か
ら
ず
感
じ
る
独
特
な
緊
張
感
を
も
ち
な
が
ら
利
用
す

る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
活
字
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
古
文
書
を
読
む
こ
と
に
抵

抗
を
感
じ
る
利
用
者
に
も
利
用
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ゆ
え
に

翻
刻
刊
行
物
は

一
代
替
資
料
」
と
し
て
の
役
目
を
十
分
に
果
た
し
う
る
。

そ
こ
で
、本
稿
で
は
　
代
替
化
」
を
広
く
と
ら
え
、
古
文
書
課
に
お
け
る
代
替

化
事
業
の
概
要
を
幣
理
し
、
そ
の
う
え
で
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
点

・
課
題
を

掲
げ
、
　
一
部
に
つ
い
て
は
対
策
を
提
示
す
る
。
な
お
、
当
館
で
は
公
文
書
課
に

お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
代
替
化
事
業
を
行

っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
古
文
書
課

に
お
け
る
事
業
、
問
題
点
等
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
概
要

―
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

・
写
真
帳
に
よ
る
代
替
化

当
館
に
お
け
る
代
替
化
の
主
た
る
手
段
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
し
て

さ
ら
に
写
真
帳

（紙
焼
本
）
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
口
に
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
と
い
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
掲
げ
ら
れ

る
が
、
古
文
書
課
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
も
の
は
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
を
使
用

し
た
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ベ
ー
ス
製
品
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
幅
二
五
ミ
リ
の
ロ
ー
ル
状
リ
ー

ル
式
で
あ
る
。　
一
フ
ィ
ル
ム
に
つ
き
六
〇
〇

コ
マ
ま
で
撮
影
可
能
で
あ
る
。
撮

影
し
た
も
の
に
つ
い
て
は

マ
ス
タ
ー
フ
ィ
ル
ム

（
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
）
と
デ

ュ
ー

プ
フ
ィ
ル
ム

（
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
）
の
二
本
を
同
時
に
作
成
し
、
前
者
は
保
存
用

に
、
後
者
は
活
用
用
に
し
て
い
る
。

写
真
帳
は

一
〇
〇
７
二
Ｃ
Ｃ
Ｉ
前
後
Ｑ
厚
さ
に
す
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
い

る
た
め
、
丁
数
の
少
な
い
史
料
か
あ
る
場
合
は

，
数
分
史
料
を
合
――――
し
て
製
本

あ
・る
．

●
一史
料
選
択

②
撮
影
準
備
―
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
タ
―́
ゲ

ッ
ト

ｏ
文
献
タ
ー
″

）
卜
作
成

③
撮
影

④

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
索
引
簿
作
成

⑤
写
真
帳
作
成

⑥
検
査
…
落
丁

・
乱
丁
の
有
無
確
認

⑦
ペ
ー
ジ
番
号
付
加

③
閲
覧
室
配
架

①
史
料
選
択
は
当
館
の
資
料
管
理
要
綱
第
七
条

（資
料
の
保
全
管
理
）
第

二

項
に
基
づ
く
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

館
長
は
、
公
文
書
等
の
内
特
に
重
要
な
も
の
又
は
利
用
の
回
数
の
多
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
複
製
物
を
作
成
し
て
利
用
さ
せ
る
等
原
本
の
保
存
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

な
お
開
館
以
来
複
製
化
し
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を

「
二
　
代

替
資
料
の
利
用
方
法
及
び
古
文
書
課
所
管
代
替
資
料
の
概
要
」
に
譲
る
。

②

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
タ
ー
ゲ

ッ
ト

（
図
１
）
は
各

フ
ィ
ル
ム
単
位
に
作
成

し
、
各
フ
ィ
ル
ム
の
最
初
に
撮
影
す
る
。
記
載
し
て
い
る
情
報
は
、

フ
ィ
ル
ム

す
史 る
者1 ・
1友  人
捗( き
か  さ
え) |ま

`ゲ
 A

真 4

帳 サ
θ)   イ
随| ズ
.諄  で
室  ｀

配 横
架 11
さ  て`
で あ
σ) ろ
f年  

｀

業
li

ri
tよ

″(

グヽ

ル

お
ヤ)



に
撮
影
さ
れ
て
い
る
史
料
名
、
整
理
記
号

・
番
号

（請
求
記
号
）
、
及
び
移
管

経
緯
の
説
明
で
あ
る
。

ま
た
、
文
献
タ
ー
ゲ

ッ
ト

（図
２
）
は
各
史
料
単
位
に
作
成
し
、
撮
影
す
る

史
料
の

一
コ
マ
ロ
に
撮
影
す
る
。
記
載
し
て
い
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

Ｚり
。・

フ
ィ
ル
ム
番
号
　
　
　
・
整
理
記
号

・
番
号

・
資
料
名
　
　
　
　
　
　
・
和
暦

（書
写
年
）

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

・
大
き
さ

（縦

・
横
）
　

・
丁
数

・
数
量
　
　
　
　
　
　
　
・
所
蔵
機
関
名

・
撮
影
年
月
　
　
　
　
　
・
撮
影
担
当
機
関
名

「数
量
」
と
は
複
数
巻
で
成
り
立
っ
て
い
る
史
料
の
場
合
、
任
意
の
史
料
が

何
冊
目
に
当
た
る
か
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
か
ら
⑤
に
つ
い
て
は
業
者
に
委
託
し
て
行
う
。
撮
影
史
料
が
当
館
所
蔵
史

料
で
あ
る
場
合
、
撮
影
士
は
当
館
内
に
お
い
て
撮
影
す
る
。
史
料
を
館
外
に
持

ち
出
し
て
撮
影
す
る

こ
と
は
な
い
。
撮
影

す
る
際
の
主
な
留
意

点
は
次
の
二
点
で
あ

スυ
。イ

．
史
料
に
よ

っ

て
は
綴
じ
部
付

近
に
文
字
情
報

が
あ
る
場
合
が

あ
る
た
め
、
そ

の
場
合
は
綴
じ

紐
を
は
ず
し
て

解
体
し
た
う
え

で
撮
影
す
る
。

口
．
貼
紙

・
貼
札

八
九

図 1 マイクロフィルムターゲット

秋田県公文書館所蔵資料

◎友千代様御授読日記 野上陳令 他
(請求記号25-26～25-28)

このフィルムにおさめられている資料は

平成 5年 6月 30日 に秋田県立秋田図書館よ

り移管されたものです。

秋田図書館では混架資料とし́て整理 して

いた資料です。

図 2 文献ターゲット

友千代様御授読 日記 野上陳令

三

文政 5年 6月 ～文化 6年 3月

文献 ターゲット

1冊中の 1冊 目

秋田県公文書館           1999 6作 成
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図 3 マイクロフィルム索引簿

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

な
ど
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
基
本
的
に
は
貼
紙

・
貼
札
に
記
載
さ
れ

て
い
る
情
報
と
付
箋
の
下
の
本
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
両
方
撮
影

す
る
。
貼
紙
が
二
枚
以
上
重
な

っ
て
い
る
と
き
は
、
上
か
ら
順
序
に
撮
影

九
〇

す
る
。

イ
に

つ
い
て
は
史
料

の
解
体
行
為

で
も
あ
る
た
め
、
批
判
的
見
解
も
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、

い
ず
れ
も

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
や
写
真
帳

で
閲
覧
す
る
際

に

万
が

一
見
え
な
い
部
分
が
あ
る
と
、
文
字
情
報

の
み
知
り
た
い
閲
覧
者

に
も
原

本
を
供
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
。

な
お
、
は
が
れ

て
い
る
貼
紙

や
剥
離
紙
片
等
が
あ
る
場
合
、
ま
た
丁
の
間

に

紙
が
挟
ま
れ

て
い
る
場
合
な
ど
も
そ
の
都
度
当
館
職
員

に
そ
の
判
断
を
委
ね
て

も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

当
館
で
は
複
数
の
史
料
を

一
本
の
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
る
た
め
、
④

マ
イ
ク

ロ

フ
ィ
ル
ム
索
引
簿

（図
３
）
は
不
可
欠
で
あ
る
。
各
史
料
の
収
録
フ
ィ
ル
ム
番

号
、
各
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
開
始

コ
マ
番
号
を
記
載
し
て
い
る
。

撮
影
終
了
後
⑤
写
真
帳
を
作
成
す
る
。
写
真
帳
に
は
そ
れ
ぞ
れ
背
表
紙
に
収

録
史
料
名
、
整
理
記
号

・
番
号
を
入
れ
る

（写
真
１
）
。
複
数
の
史
料
を
合
冊

し
て
い
る
場
合
は
写
真
帳
の

一
頁
目
に
目
次
を
入
れ
、
収
録
史
料
名
を
明
示
す

る

（
図
４
）
。

写
真
帳
が

納
入
さ
れ
た

段
階
で
、
⑥

写
真
帳
と
原

本
と
を
照
合

し
、
落
丁
や

乱
丁
が
な
い

マイクロフィルム索引簿

フィルムぬ

友千代様御授読日記 野上陳今

能代方御用留 上 野上陳令

能代方御用留 下 野上

御評定奉行御用留書  1 野上陳令

御評定奉行御用留書 2 野上陳令
御評定奉行御用留書 3 野上陳令

御学館文学日記  1 野上陳令

御学館文学日記 2 野上陳令
御学館文学 日記 3 野上陳令

御学館文学日記 4 野上陳令

御学館文学日記 5 野上陳令

御副役御用留書 上 野上陳令
御副役御用留書 下 野上陳令
ξ酒御用 日記

祭酒御用日記 2 野上陳令

祭酒御用日記

寺酒御用 日記 4 野上陳令

酒御用 日記 5 野上陳令

祭酒御用日記

町方御用留書 1 野上陳

町方御用留書 2 野上陳今
町方御用留書  3 野上陳令

写真 1 写真帳 (背表紙)



図 4 写真帳 (目 次)

友
千
代
様
御
授
読
日
記
　
野
上
陳
令

能
代
方
御
用
留
　
上
　
　
野
上
陳
令

能
代
方
御
用
留
　
下
　
　
野
上
陳
今

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
写
真

帳
に
お
け
る
落
丁
の
原
因
は
二

つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。　
一

つ
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮

影
す
る
段
階
で
撮
り
落
と
し
て

い
る
場
合
で
、
こ
の
場
合
は
補

完
フ
ィ
ル
ム
を
用
意
し
て
改
め

て
撮
影
を
行
い
、
そ
の
う
え
で

写
真
帳
を
再
製
本
す
る
。
も
う

一
つ
は
写
真
帳
を
作
成
す
る
段

階
で
印
画
を
引
き
延
ば
す
こ
と

を
忘
れ
て
い
る
場
合
で
、
こ
の

場
合
は
フ
ィ
ル
ム
か
ら
印
画
を

引
き
延
ば
し
た
う
え
で
写
真
帳

を
再
製
本
す
る
。

問
題
が
な
い
場
合
及
び
問
題
が
解
決
さ
れ
た
段
階
で
⑦
各
史
料
単
位
に
頁
番

号
を
付
加
し
、
③
閲
覧
室
内
の
書
棚
に
配
架
す
る

な
お
、

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
は
マ
ス
タ
ー
フ
ィ
ル
ム
、
デ

ュ
ー
プ
フ
ィ
ル
ム

と
も
、
中
性
紙
製

の
箱
に

一
本
ず

つ
収
納
し
た
う
え
で
、
当
館
公
文
書
書
庫
内

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
に
保
管
し
て
い
る
。

２
　
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
等
に
よ
る
絵
図
史
料
の
代
替
化

当
館
所
蔵
史
料
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
絵
図
史
料
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
二
六
五

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

一
点
あ
る
。　
一
般
に

「
絵
図
」
と
い
う
と
近
世
以
前
の
も
の
を
さ
す
こ
と
が
多

い
が
、
こ
の
数
字
に
は
明
治
以
降
の
も
の
が
、
作
成
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
け
で
も
四
四
二
点
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
絵
図
史
料
は
当
然
な
が
ら
必

ず
し
も

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
が
適
当
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
事

実
、
彩
色
史
料
は
二

一
五

一
点
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る

「
大
型
絵
図
」
も
多
数

あ
る
。

そ
こ
で
当
館
で
は
開
館
以
来
絵
図
史
料
の
複
製
に
は
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト

（直
接
印
画
）
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は

一
言
で
言
う
と
レ
ン
ズ
を
通

し
て
直
接
感
光
材
に
写
し
出
す
方
法
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

フ
ィ
ル
ム
は
残
ら

な
い
。
そ
こ
で
当
館
で
は
、
同
時
に
四
×
五
判
の
カ
ラ
ー
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
と

ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
作
成
し
て
い
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
同
様
、
前
者
は
保

存
用
、
後
者
は
活
用
用
で
あ
る
。
な
お
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
に
つ
い
て

は
山
田
哲
好

・
廣
瀬
睦
両
氏
の
論
文
に
詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た

い
。ち

な
み
に
、
複
製
品
の
表
面
は
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
湿
気
に
よ
る
退
色
の
促
進
を
防
ぎ
、
酸
化
や
物
理
的
な
傷
、
指
紋
な
ど

の
汚
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
大
多
数
の
史
料
に
つ
い

て
は
展
示
で
壁
面
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
金
属
製
の
軸
を
取
り
付
け
て
い
る
。

史
料
の
選
択
に
お
け
る
開
館
以
来
現
在
ま
で
の
主
な
基
準
は
次
の
三
点
で
あ

Ｚ
り
。

①
城
下
絵
図

・
町
絵
図
な
ど
閲
覧
頻
度
の
高
い
も
の

②
企
画
展
示
で
使
用
す
る
も
の

九

一



古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

③
縦
横
の
長
い
方
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下

②

の
観
点
か
ら
複
製
品
の
縦
の
長
さ
は
当
館
特
別
展
示
室
の
壁
面
展
示
ケ
ー

ス
に
入
る
約

一
．
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
長
さ
に
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
原
史
料
の
縦
の
長
さ
が
こ
れ
を
越
え
る
場
合
は
縮
小
し
て
複
製
化
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
横
の
長
さ
を
縦
の
長
さ
と
同
じ
縮
尺
率
に
し
て
複

製
化
す
る
。
ゆ
え
に
各
史
料
の
縮
尺
率
は

一
定
で
は
な
い
。
ま
た
、
③
に
つ
い

て
は
史
料
を
複
製
化
す
る
際
、
史
料
を
航
空
便
に
て
輸
送
す
る
都
合
上
の
問
題

で
あ
る
。
各
史
料
の
縮
尺
率
が
異
な

っ
て
い
る
点
や
、
大
型
の
絵
図
を
館
外
に

持
ち
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
に
よ
る
複
製
品
の
大
多
数
は

一
本
ず

つ

中
性
紙
製
の
筒
に
収
納
し
た
う
え
で
当
館
貴
重
文
書
書
庫
内
の
複
製
絵
図
棚
に

保
管
し
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ラ
ー
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム

・
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
は
ア
ル
バ

ム
に
収
納
し
た
う
え
で
当
館
貴
重
文
書
書
庫
に
保
管
し
て
い
る
。

３
　
翻
刻
刊
行
物
に
よ
る
代
替
化

翻
刻
刊
行
事
業
は
、
当
館
古
文
書
課
が
当
館
開
館
前
の
県
立
図
書
館
内
に
あ

っ

た
古
文
書
係
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
事
業
の

一
部
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と

に
起
因
す
る
。

刊
行
の
体
裁
は
翻
刻
史
料
や
刊
行
さ
れ
た
時
期
に
よ
り
若
千
の
違
い
は
あ
る

が
、
原
則
的
に
は
原
本
の
体
裁
を
尊
重
し
、
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
活
字
化

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
は
原
本
に
は
な
い
読
点
や
並
列
点
を

補
う
こ
と
に
よ
り
、
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
点
が
最
大
の
特

徴
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
刊
行
の
際
に
多
少
改
め
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
、
参

九
二

考
ま
で
に
現
在
翻
刻
刊
行

中
の

『
渋
江
和
光
日
記
』

（
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
）

の
凡
例
を
抜
粋
し
て
資
料

１
に
掲
げ
る
。
な
お
、
漢

文
等
の
読
み
下
し
文
を
掲

載
し
た
り
、
あ
る
い
は
現

代
語
訳
を
掲
載
し
た
り
す

る
こ
と
は
な
い
。
翻
刻
さ

れ
た
原
稿
を
そ
の
ま
ま
活

字
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
当
館
職
員
が

一
年
の
う
ち
足
か
け
半
年

ほ
ど
で
校
正
を
行
う
。

現
在
は
Ａ
５
版
の
大
き

さ
で
八
〇
〇
ペ
ー
ジ
前
後
の
刊
行
本
を
年

一
冊
の
割
合
で
刊
行
し
て
い
る
。
現

在
の
人
員
数
、
お
よ
び
事
業
の
多
様
さ
を
勘
案
す
れ
ば
こ
の
割
合
が
妥
当
で
あ

る
と
い
え
る
。

な
お
、
翻
刻
刊
行
物
は
当
館
閲
覧
室
で
も
閲
覧
で
き
る
が
、
全
国
の
公
文
書

館
施
設
や
秋
田
県
内
の
図
書
館
施
設

。
公
民
館

・
市
町
村
史
編
纂
室
な
ど
に
も

頒
布
し
て
い
る
。

写真 2 翻刻刊行物 (『渋江和光日記』 )



占
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

資料 1 『渋江和光日記』凡例 (抜粋)

lll刻 にあた っては原本の体裁を尊重することに努めたが、便宜上次の諸点を改めた。
刊行本の体裁について

ア 全文にわたり、原本にない読点、並列点を補って読解の便宜をはかった。また漢文体の
文章が引用されている箇所について、特に返点・送 り仮名等を補ったところがある。

イ 原本には後世1つ けられた表紙があるが、本来の表紙の写真版を各冊の冒頭に置き、一冊
ごとの1`切 りを明確にした。

ウ 写真版の裏コ)ペ ージヤ■は翻刻文を掲載 t/た (九 ポイント)が、年月と見出しに当たる日
付 |よ ゴシ ノク体イlt′ た。 また、 見出 t´ のロイIの前を一字アキとした。

・  原本:こ はないが、本文の冒頭に原本の巻数を示 した。
オ 本文の構成は原員Jと して ^行四十チi字 (「 一」を含む)X十五行とした (十 ポイン ト)。

まチ「一」σ〕ドは半字 /キ とtた。なお原本の体裁に準 じて適宜ポイントを下げたところ
もある, (後略 )

力 本 たの見出 l′ の日小11よ 「::字 I]か r)と
l´ 、ゴシ、

,ノ ク体とした。
■ 月が変わるときま1け 、甫ちを 行ヽアキとと́た。
ク 原本には i「l文 _1等 の弓用文が多 く見られるが、原則として上三字・下三字アキ (―行

PЧ l字 ),11_て 、本文の地の文と区別した。また、引用文に見られる尚々書きについては、
づナ11文 の本文 .Lり 字ヽ ドデと l´ た。特に引用文本文の冒頭に書かれている尚々書きについ
ては /ヽ ltイ ントで表記 ヒ′ブli:)

' 
虫損・破損等で判断できない文字は、字数のわかるものは□、字数のわからないものは
[ |で表記 した

`.

11 誤字・脱字等につい Cは 次′)よ うに処理した。
① 誤字 ンヽ誤字と思われるものについては、特にぎ「正しなかった。繁雑さを避けるため、

必要と思われる自1分 に限り,右傍に「 (マ )ヽ」 と表記 した。
② 脱字 脱ヽ字と層、わ才1る ものに

'trて は、右傍に「 (マ )ヽ」 と表記 した。
o 空 ri^1野 (本 の空白部分については、右傍に「 (マ )ヽJと 表記 した。
|〕 推1き

ヽ筆者渋 ,「 ■l光 が判読できずに、「○○ 力」と側注をつけているもののうち、
平1読 百∫能な文frに つい ては右 (左 )傍に注記 した。 (後略 )

原本の割注・側注 0朱書等について
ア 割注―原本の体裁に準 l:て 三行 (八 ポイン ト)と したが、一行の字数を調整 したところ

もある。
イ 側注～原本にはないが、側注に対応する本文の右側 (左側の場合もあり)に *(※ )印
をつけ、害1注 llll様 二行 (八 ポイント)に して本文に挿入 した。その際、害」注と区別するた
めに、倶171iの 冒頭部分にも*(X)印 をつけた。 (後略 )

ウ 頭注ヽ原本にはないが、頭注の位置に※印をつけ、「一」の記載事項の末尾に「※ (頭
I仁 )」 と|て 表記 した。

」l 朱書ヽ́原:本 の朱書部夕)は カギカッJで くくり、右側に
オ 欠

′
71へ 瞭本:め 字のあき具合にかかわらず、 ^字アキと

いて |よ 省略 tた も(フ)も ある.

「 (朱書)」 と表記 した。 (後略)

した。また、欠字の前の読点につ

力 平出へ引用丈等に興,ら れ,る 平出は、改行 した。
キ 別紙ヘー日記本体にはさまオlて いた書状・絵図等の別紙については、もっとも関連が深い

と思われ́るFl付の記載内容′)末 尾 (次 の日付の前)に「 (別紙)」 として表記 した。
(後略 )

ク 合点 ヽ「い1文 J

ri=[llな カー,メ 1ヽ.

ケイ線で表記 し、特に

ク 抹 1与 1ヽ末 消出
`分

に つt.て は特に表記 しなかった (本文から削除 した)。
1」 FI I: :i「 Il:‖

`分

については特に表記 しなかった (訂 正後の文を記載 した)。
使用文字等について

''議
・
拝は常用漢字表にあるものは、原則とヒンてそれを用い、その他は原本に近い通用の字

|ヽ を1何 いたて,な お、近世:文書に頻出するものや「渋江和光 日記」特有の漢字については原
本′)ま まととたものく、ある.,(後略 )

イ 変体仮名は原則とし
~〔

仮名に、改めた。また、「 より」・「 さま」・「 こと」・「 とも」
11だ め合体字 |ま す ′くて仮名に改めた。なお、仮名にすると意味がとりにくくなるものにつ
1ヽ て:(1房 i本 :″)ま ま:≒ ヒll`. (後 冊各)



古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

一
一　
代
替
資
料
の
利
用
方
法
及
び
古
文
書
課
所
管
代
替
資
料
の
概
要

ま
ず
、
代
替
資
料
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

原
則
的
に
代
替
資
料
が
あ
る
場
合
は
特
別
な
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
原
本
を

閲
覧
に
供
す
る
こ
と
は
な
い
。
代
替
資
料
は
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
に
よ

る
複
製
品
を
除
い
て
電
子
複
写
を
許
可
し
て
い
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
写
真
帳
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
閲
覧
室
に
お
い
て
閲

覧
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
当
館
で
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
史
料
の
ほ

と
ん
ど
に
つ
い
て
写
真
帳
を
作
成
し
、
閲
覧
室
に
常
時
開
架
し
て
い
る
た
め
、

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
閲
覧
を
希
望
す
る
利
用
者
は
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど

な
い
。

ま
た
、
電
子
複
写
本
、
写
真
帳
と
も
に
閲
覧
室
の
書
棚
に
整
理
記
号

ｏ
番
号

順
に
、
電
子
複
写
本
と
写
真
帳
の
区
別
な
く
開
架
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
利

用
者
は
史
料
を
閲
覧
す
る
に
あ
た

っ
て
は

「
閲
覧

・
複
写
申
請
書
」
を
提
出
し

て
史
料
を
請
求
す
る
と
い
う
手
続
き
を
ふ
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
開
架
さ

れ
て
い
る
代
替
資
料
を
閲
覧
す
る
際
に
は
こ
の
申
請
書
を
事
前
に
提
出
し
な
く

と
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
館
の
閲
覧
利
用
要
綱
第
四
条

（閲
覧
）
第
四
項
に
基
づ
く
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

開
架
資
料
は
、
あ
ら
か
じ
め
閲
覧

・
複
写
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
、

利
用
者
が
自
由
に
閲
覧
で
き
る
。
但
し
、
閲
覧
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該

資
料
を
公
文
書
館
職
員
に
返
却
す
る
と
と
も
に
、
閲
覧

・
複
写
申
請
書
を
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

九
四

こ
れ
は
他
の
多
く
の
公
文
書
館
と
は
異
な
る
、
当
館
の
特
色
の

一
つ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
に
よ
る
絵
図
史
料
の
複
製
品
も
他
の
原

本
史
料
と
同
様
、
閲
覧
室
で
の
閲
覧
請
求
に
よ
り
、
企
画
展
等
で
使
用
し
て
い

る
期
間
を
除
い
て
、
常
時
だ
れ
で
も
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

な
お
館
内
に
は
こ
の
ほ
か
に
県
立
図
書
館
及
び
当
館
発
行
に
よ
る
翻
刻
刊
行

物
や
絵
図
を
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
う
え
で
印
画
を
引
き
延
ば
し
た
も

の
を
用
意
し
て
い
る
。

で
は
以
下
に
、
古
文
書
課
所
管
代
替
資
料
の
概
要
に
つ
い
て
、
電
子
複
写
化

史
料
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

・
写
真
帳
作
成
史
料
、
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト

方
式
等
に
よ
る
複
製
化
絵
図
史
料
、
翻
刻
刊
行
化
史
料
の
順
に
紹
介
す
る
。

０
電
子
複
写
化
史
料

電
子
複
写
化
史
料
は
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
の
み
で
あ
る
。
同
史
料
が
当
館

に
移
管
さ
れ
る
前
に
県
立
図
書
館
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
当
館
開
館
と
同
時
に

原
本
史
料
と
と
も
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
館
開
館
以
降
は
電
子
複
写

に
よ
る
原
本
の
破
損
を
回
避
す
る
た
め
作
成
し
て
い
な
い
。
大
部
分
は

一
史
料

ず

つ
綴
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
丁
数
の
少
な
い
史
料

（例
え
ば
系
図
史
料
な
ど
）

に
つ
い
て
は
複
数
の
史
料
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、　
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
表

紙
を
使
用
し
て
製
本
さ
れ
て
い
る
史
料
や
、
ラ
ミ
ネ
ー
ト
に
よ
り
包
装
し
た
表

紙
を
使
用
し
て
い
る
史
料
な
ど
あ
り
、
そ
の
形
態
は
多
様
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
秋
田
県
の
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
や
利
用
頻
度
が
高

い
と
推
察
さ
れ
る
史
料
が
そ
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
電
子
複
写
化
さ
れ
て
い



表 1 複製化史料群一覧 (平成 13年 3月 現在)

分類 史料総数
電子複写本

マイクロフィルム
写真帳

ネ ガ ポ ジ

(点  ヽ1(%) r占  ヽl r`ハ r占  ヽ| 、い

`占

 ヽ| `場∩

佐竹文庫 (宗家 5,893 4,471 596

佐竹文庫 (西家 1,253 0

佐竹文庫 (北家) 1,275 0

岡文庫 1,761

東山文庫 6,113

弥高文庫 656

平田文庫 100

貴重書 ※ 1 152 100

郷土資料 5,570 4,380 1    79 1,760 1    32 ※ 2 898 640

混架資料 1,518 667 1,084 1    71 1,084 1    71

その他の史料群 31,982 0

56,237 10,625 4,402 1     8 3,388 1     6 1,550

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

註)・ 史料総数にはマイクロフィルム撮影には適さない絵図史料も含まれる。
・点数はいずれも史料数。そのため、電子複写本、写真帳については合冊 している場合があ

るため実際の製本冊数とは異なる。また、マイクロフィルムについては 1本の リールに複

数の史料を収録するため実際の リール数とは異なる。

※ 1)各 フィルムとも16mm(ロ ール状カー トリッジ式)、 35mmの 2種類ある

2)フ ィルム番号「A-1～A-89」 |ま ネガフィルムのみ。ただし、16mm(ロ ール状カー トリッ

ジ式)、 35mmの 2種類ある。 フィルム番号「 A-90」 以降はネガフィルム・ ポジフィルム

の 2種類ある。ただし、35mmのみ。

る
史
料
群
、
史
料
数
を
表
１
に
、
主
な
史
料
を
表
２
に
掲
げ
る
。

②

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

・
写
真
帳
作
成
史
料

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
及
び
写
真
帳
を
作
成
し
た
史
料
も
電
子
複
写
化

史
料
と
同
様
、
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
の
み
で
あ
る
。
同
史
料
は
当
館
に
移
管

さ
れ
る
前
に
県
立
図
書
館
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
当
館
移
管
後
に
当
館

に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
が
あ
る
。
平
成
十
二
年
度
ま
で
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
撮
影
及
び
写
真
帳
を
作
成
し
た
史
料
群
、
史
料
数
を
表
１
に
、
主
な
史
料

を
表
２
に
掲
げ
る
。
な
お
、
表
に
は
記
載
し
な
か
っ
た
が
、
平
成
十
二
年
度
に

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
の
佐
竹
南
家
文
書
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に

よ
り
収
集
し
た
。
近
年
中
に
写
真
帳
を
作
成
し
、
配
架
す
る
予
定
で
あ
る
。

③
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
等
に
よ
る
複
製
化
絵
図
史
料

ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方
式
等
に
よ
る
複
製
化
絵
図
史
料
は
県
庁
旧
蔵
史
料

及
び
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
当
館
移
管
後
に
当
館
に
お
い

て
作
成
し
た
。
平
成
十
二
年
度
ま
で
に
同
方
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
全
史

料
を
表
３
に
掲
げ
る
。

な
お
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
う
え
で
、
印
画
を
引
き
延
ば
し
た
絵
図

史
料
は
二
史
料
あ
る
。
い
ず
れ
も
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
で
あ
る
。
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

・
「
出
羽

一
国
御
絵
図
」

（整
理
記
号

・
番
号
な
し
）

（正
保
四
年
）

・
「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」

（
Ａ
二
九
〇
―

一
一
四
―

一
―
六
九
）

こ
の
う
ち

「出
羽

一
国
御
絵
図
」
は
当
館
所
蔵
史
料
中
最
大
の
史
料
で
、
縦

一
三
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
五
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
た
め
原
本
史

九
五



表 2 複製化史料一覧 (抜粋)

分 類 整理記号・番号 資料名 占
、 和暦

子

写

電

複
ロ
ム

ク
ル

イ

ィ

マ

フ
頚
帳

宗  家 AS209-164 国典類抄 目録 1 )NP
AS209-165 国典類抄目録 2 (DNP
AS20)166 国典類抄引用書目 1 )NP
AS209-167～ 178 国典類抄 )NP
AS288-1 佐竹家譜
AS288-8 佐竹第二十一世義宣家譜 0 )NP
AS28)18 佐竹義和御亀鑑 安永4～文化12 〇 ()NP
AS31245 御用略日記宇都宮孟綱 天保12～安政4 〇

西  家 A(D288.2-1 惣系図 l 寛文5 〇
ゴヒ  多κ AK212-1 北家御日記 765 延宝2～ 明治27

岡 F1396^V429 公私 日記 岡忠昌 天保13～ 明治8
東  山 AH288.2-25 新調渋江氏系譜附荒川氏 1 文化3
弥  高 弥高210 混同秘策 1 )NP
平  田 可Z29 古史伝 平田篤胤 )NP
貴重書 」

員 古史伝 平田篤 lll, )N
貴23 西洋薬物考 )N O

郷  土 A211-24 奥州後三年記 1 一〇 )N
A21198 奥羽永慶軍記 ○ )N
A21199-1-1 奥羽永慶軍記 初編1 1 ○ )N
A211-122 奥羽永慶軍記 ON
A212-14 秋田治乱記 1 )N
A212■ 23 秋藩紀年 1 ()N
A212-32 羽陰史略抄 l )N
A21260 秋藩紀年 1 ON
蛇 14.9・32 山lla弁 治 日記 安政4～ 明治6 ()NP ○
A280.2 秋 田藩家蔵文書 ○ ONP
A280‐69 秋田藩家蔵文書 ONP 〇
A289-319 渋江和光 日記 文化H～天保10 ()NP ○
A29041 作山峯嵐 2 O ON
A290●223 郡邑記 7 天保 11 ○ ON
A291.6-14 羽後国由利郡誌 ON
A291.9-1 羽後国雄勝郡誌 0 )N
A3122-1 黒沢持固 日記 安政6～慶応3 ○ )N
A312-20 須藤茂孟 日記 宝暦14～ )N
A312122 石井忠運 日記 宝暦7～安永4 )NP
A312-25 梅津忠宴 日記 2 寛文6～元禄8 ○ )N
A312-31 大正寺川下一件留書 )N
A312-38 雄物川一件御記録 2 )N
A312-122-17 梅津忠宴日記 1 )NP ○
A312-130 梅津政景 日記 慶長17～寛永10 ()NP
A317-1 秋田城之介分限帳 1 C)NP 〇
A317-2 佐竹公水戸御在城御武鑑 1 )NP 〇
A317-3 御国中分限帳 1 正徳 4 )NP ○
郎 17も 秋田藩分限帳 1 慶応元 )NP
A317-57 町触控 )NP 〇
A31769-1 能代掟帳 )NP ○
A317‐ 60 被仰渡控 )NP ○
A31762 雑之類控 0 )NP ○
A317毬8 分限帳 1 元文4 )NP
A327● 刑罰式附録 〔DNP
A372-1-2 明道館 日記 寛政 11 C)NP 0
A372-3 明徳館教授 日記 1 文化8 )NP 〇
A372‐4 明徳館見役吏典冊 1 天保8 )NP
A611-13 老農見聞録 1 ()NP

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題
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古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

郎  十 却 19-44 秋 田 文 苑 0 ()NP
混 架 特-1593 大町三丁目記録 永代帳 1 〇

牛キー1594 大町三丁目記録 諸方入諸帳 1 文 政 12 〇
牛キー1595 大町三丁目記録 籾御備人別永続帳 1 文 政 13 〇
牛キー1596 大町三丁目記録 百五拾人講無尽帳 1 文 政 12 〇
年子-1597 大町三丁目記録 歩伝馬過銭之控 1 文政 12
7-307 経済秘録 1 ○ )NP
7-355 出羽の道わけ 7 ○ )NP 〇
7-380 岡本元朝 日記 元禄8～正徳2 )NP ○
7-389 佐竹家蔵書目録 1 )NP
7603 落穂籠 O ()NP
7655 黒甜瑣語 剛目輩329 )NP
7667 秋田騒動実記 6 )NP
7676 風俗間状答 3 )NP 〇
8699 伊頭園茶話 ONP 〇
14‐ 117 金砂 日記 1 )NP 〇
14-157 刑罰式 l )NP ○
14-509 1新編JL羽発達史 4 〇 )NP
14-828 1 ()NP 0
18-27 秋田津登 4 )NP 〇
18‐36 1至宝要録 l )NP ○
1840 1羽後国仙JL雄勝郡院内銀山記 1 )NP
1849 拾穂録 3 文政9 ()NP
18・54 郡邑記 6 ()NP 〇
18-82 彗星測算録 (写 ) 1 ()NP ○
18つ2 六郡郡邑記 l )NP
1899 秋田国事要略 ()NP
18-142 秋田の落葉 明治20 ()NP 〇
18-147 羽陽秋北水上録 天明8 )NP
18-158 五 十一I日 言・L 1 〔)NP
18-222 刑罰式 1 ()NP 〇
18-248 鉱 山紀年録 )NP ○
18-249 青義先生上書 1 〔)NP
20-30 秋藩紀年 1 ()NP
2164 秋田藩孝行記 3 )NP 〇
25-26 友千代様御授読 日記 野上陳令 l 文政5～文化6 NP
25-27 能代方御用留 野上陳今 文化 11^V12 (DNP
25-28 L 3 文化12～文政5 ONP 〇
25-29 御学館文学 日記 野上陳令 文政5～天保4 〔)NP
25-30 御副役御用留書 野上陳令 ぢこ化 11^-12 〇 )NP
25-31 祭酒御用日記 野上陳今 天保5～弘化3 )NP 〇
25-32 町方御用留書 野上陳今 文化13～文政6 )NP ○
25-33 御国目付衆御下向二付御用日記 野上陳

今
1 ○ oNP ○

25-41 日記野上陳孝 1 幕永7 ○ )NP
2542 教授並教授 日記 野 上陳孝 嘉永2～安政4 NP ○
2543 御副役日記 野上陳孝 文久2～元治元 NP 0
25-44 提学 日記 野上陳孝 嘉永5～安政7 ○ )NP
25-45 御副役役前 日記 野 上陳孝 文久3～慶応3 ONP 〇
25-46 江戸詰中日記 野上陳孝 元治2～慶応2 )NP ○
25-47 御学館詰役支配日記 野上陳孝 慶応3～ 明治2 NP ○
25-48 若殿様御初御登城二付御用係日記 野上

陳孝
1 慶応3 ○ oNP O

25-49 御改革覚 野上陳孝 1 文久2 ()NP
25-50 江戸詰中御上京御用係日記 野上陳孝 1 慶応2 ○ 〔DNP 0
25-51 御形罰係記録 野上陳孝 1 文久3 )NP ○
25-52 憲諒院様七回御忌御法事御用係記録 野

上陳孝
l 文久3 ○ QりNP ○

九
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混  架 2553 御上京御用係記録 野 L陳孝 文 久3 0 )NP
2564 江戸道中記 野上陳孝 慶応元 ○ (DNP C
2565 江戸御用係記録 野上陳孝 元治元 ○ )NP C
25Jo6 御評定方御用日記 野上陳今 天保4～ 7 (DNP C
2567 御学館係御用記録 野上陳今 文政2 )NP C
25JD8 詰役支配見習日記 野上陳孝 万延元～文久2 )NP 〇
25つ 3 秋藩諸事勤方 )NP
25-106 久保田分限帳 )NP
25-121 初岡綱正 日記 7 文久2～ 明治4 )NP ○
25-168 御公務要録 7 )NP
25-170 橿堂 日録 (破胡館官暇 日録 ) 3 ()NP
2)143 佐竹系図 1 )NP
29-152 古今兵器論 )NP
29-160 御国日付御取扱次第 1 )NP
2)161 御国目付下向二付諸向被仰渡控 1 )NP
29-162 日記野上陳令 1 文政4 〔)NP
2)163 記録野上陳今 1 文政9～天保 13 O 〔)NP
29-164 役前日記野上陳令 1 文化12～文政5 ○ ()NP 〇
2)169 御国日付下向二付被仰渡覚 1 ()NP
29-175 御副役二而能代在番中御用留 1 )NP ○
29-176 能代在番中被仰渡控 1 )NP
2)184 御小姓 日記 野上陳孝 1 文政8～天保5 ()NP
29-185 書記詰役 日記 野上陳孝 1 天保5～ 6 )NP ○
29-186 詰役 日記 野上陳孝 1 天保7 )NP ○
2)188 御国 目付下向ノ節町送状 1 )NP
29-191 吟味役ニテ函館出張′心掛被仰付於藤森御

備立御試上覧被成下候記録
1 ONP ○

29-194 下筋督学御用記録 野上陳冷 1 文政7～ 8 O )NP
29-195 能代方御用 日記 野上陳今 3 文化6～ 8 ○ )NP
2)196 銅山方吟味役御用日記 野上陳今 1 文化9～ 10 )NP ○
2)197 ― 2 寛政6～文化6 )NP 0
4566 八丁夜話 ○

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

註)N=ネ ガフィルムあり、P=ポ ジフィルムあり

表 3 複製絵図作成史料一覧

前所蔵
機 関

分類 整理記号・ 番号 資料名 和 暦 原寸法 複製寸法

県  庁 県C 県C-4 湯沢絵図 享保 13 187× 416 67× 150
県C‐6 院内一園之図 享保13 229× 272 126× 150
県C-18 出羽国秋 田領横手城絵図 元文元 94×  82 (原 寸大 )

県 C-21 簑手絵図 享 保 13 144× 220 98× 150
県G23 横手御城下絵図 永ヽ 144× 185 117× 150
県G48 秋田領峰吉川同領寺館村矢島領寺館尻

引村地境評論絵図
延宝8 108× 138 (原 寸大 )

県C-50 薮台山谷地之絵図 天 保 2 289× 348 150× 180
県C-54 嶺吉川村寺館尻引村絵図 71× 136 (原寸大 )

県C62 出羽国山本郡宿村及強首村野論裁許絵
図

寛文12 82× 163 75× 150

県C-79 強首村と江原田村論地ノ絵図 寛文6 59×  83 (原 寸大 )

県 G91 仙北郡刈和野一園之図 享 保 13 126X133 (原 寸大 )

県C-95 仙北郡角館絵図 享 保 13 163× 315 78× 150
県G10)2 出羽国仙北郡大沢村と同郡北野目村並

びに寺館尻引村薮台山谷地論之事穿菫
之上裁許申付之覚並びに山谷地境筋之
絵図

寛文12 117× 205 86× 150

県G108 河辺郡女米木村絵図 67× 137 (原 寸大 )

県C-116 川辺郡絵図 享 保 10 99×  85 (原 寸大 )

県Gl17 矢島領村々と由利郡鮎川村郷と要水論
裁許之絵図

宝永3 120× 217 83× 150

九

八



古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

県 庁

1県

C 県Gl19 桧山一回御絵図 享保13 172× 233 111× 150

県C-121 秋田山本郡境裁許之絵図 文化 5 61× 112 (原寸大)

県C-139 米代川以北津軽領国境絵図 享保5 120× 280 64× 150

県C-140 出羽国山本郡大沢村と同郡北野目村井

寺館尻引村谷地論之事

寛文12 118× 206 86× 150

県C-143 山本郡常葉村絵図 寛政 10 62×  82 (原寸大 )

県C-147 秋田領絵図 享保14 282× 438 122× 190

県G152 佐竹修理大夫領分出羽国六郡絵図 100× 108 (原寸大 )

県C-161 八塩山御境絵図 59×  85 (原寸大 )

県G164 外町屋敷間数絵図 軍 文 3 71× 145 (原寸大 )

県C-169 御城内御座敷廻絵図 283× 260 163× 150

県C-173 出羽国秋田郡久保田城絵図 348× 252 180× 130

県G174 出羽国秋田郡久保田城絵図 347× 255 180× 132

県C-175 御城下御要害下絵図 252× 369 123× 180

県C-179 御国日付下向之節指出候御城下絵図 文政4 186× 231 121× 150

県C-182 土崎湊町絵図 (文化) 149× 266 84× 150

県C-187 大館十二所御境三判拍絵図 元和4 97× 140 (原寸大 )

県C-189 大館御城下絵図 宝永元 138× 182 113× 150

県C-190 大館絵図 享保 13 141× 177 113× 150

県C-191 大館御城下絵図 宝暦9 143× 180 119× 150

県C-195-2 大館御城下絵図 嘉永 2 142× 177 120× 150

県G196 大館御城絵図 嘉永2 83× 107 (原寸大

県C-252 川辺郡新屋村至由利郡女米木村 見分之

図

享保 10 74× 216 51× 150

県C-253 森吉山嶽境通之絵図 106× 152 原寸大

県C273 南檜岡村矢島領戸川村境絵図 寛 文 13 90× 154 (原寸大

県C-278 大坂御蔵屋敷図 文化 14 102× 33 (原寸 大

県C-282 矢島近辺絵図 148× 141 (原 寸 大

県C-284 由利郡内岩城伊予守領内絵図 元 禄 15 186× 231 121× 150

垢tC-293 六郷伊賀守領絵図 元禄 11 139× 142 (原寸 大 )

県G32)1 八沢木村羽広村論図 元禄13 294× 367 120× 150

県C-321 出羽国小滝村与同国横岡村争論御裁許
書絵図

貞享2 173× 209 124× 150

県C-327 羽州滝沢領与同国矢嶋領与山論裁許之
図

天保2 157× 140 (原寸大 )

県C-344 奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内村与羽

州秋田領沢尻村十二所村味嗜内村茂内

村別所村扇田村大館山境論争之事裁許
申付覚

延宝5 122× 322 68× 180

県C-348 仙台領秋田領縁絵図 元禄13 111× 200 83× 150

県C-352 出羽国 由利郡横岡村与 同国本郷村株場

||1論裁許給 図

延享元 174× 218 120× 150

県C-360 暉指湊地図写 うこ化4 114× 162 106× 150

県C-361 箱館七重浜御陣屋之図 こヽ化4 77× 131 (原 寸大

県C-362 松前市中絵図 114× 228 75× 150

県C-363 松前絵 図 文化3 159× 148 (原 寸 大 )

県C-390 京 都 御 屋 敷 図 107× 115 (原寸大 )

県C-392 野州御領絵図 天和元 137× 219 94× 150

県C-400 下野延嶋村高橋村簗村与山田村村境争
論 協 宇 図

明暦元 66×  78 (原 寸大 )

県G599 御城下絵図 宝暦9 180× 220 123× 150

図書館 落 穂 7年 1612 城之図 うと化2 80×  80 (原 寸大 )

郷 土 A290-114-1^V69 日本六十余州国々切絵図(69点 ) ※ 1 ※ 2

A290-114-73 六郡御絵図 180× 240 116× 150

A290-114つ 5 十二所絵図 127× 240 79× 150

A290-114-114 能代町絵図 192× 350 83× 150

毘 90-114-116 山本郡絵図 享保10 102× 148 (原 寸大 )

毘 90-114-118 田郡絵図 軍 保 10 152× 119 (原 寸大 )

九

九 註)寸法はいずれも縦×横、単位はCm。

※1)最大は陸奥国 (157× 244)、 最小は筑後 (55× 82)

※2)す べて原寸大
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一
〇
〇

料
の
閲
覧
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
写

真
は
分
割
撮
影
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
３
版
の
大
き
さ
に
引
き
延
ば
し
た
も

の
を
ク
リ
ヤ
ー
フ
ァ
イ
ル
ニ
冊
に
納
め
て
い
る
。

ま
た
、

「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」
は
四
×
五
版
の
カ
ラ
ー
の
ネ
ガ
フ
ィ

ル
ム
と
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
作
成
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
リ
ン
ト
方

式
に
よ
る
複
製
品
も
用
意
し
て
い
る
が
、
同
時
に
カ
ラ
ー
電
子
複
写
機
に
よ
る

複
写
も
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
各
史
料
と
も
Ｂ
４
版
の
大
き
さ
に
印
画

を
引
き
延
ば
し
た
も
の
を
用
意
し
て
い
る
。

０
翻
刻
刊
行
化
史
料

翻
刻
刊
行
化
史
料
は
三
史
料
あ
る
。
い
ず
れ
も
県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
当
館
に
移
管
さ
れ
る
前
に
県
立
図
書
館
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た

も
の
と
当
館
移
管
後
に
当
館
に
お
い
て
刊
行
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
平
成
十

二

年
度
ま
で
に
刊
行
し
て
い
る
史
料
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
『
国
典
類
抄
』

（
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―

一
六
七
―

一
七
八
）
全

一
九
巻

◆
『
御
亀
鑑
』

（
Ａ
Ｓ
二
八
九
―

一
八
）
全
七
巻

・
『
渋
江
和
光
日
記
』

（
Ａ
二
八
九
―
三

一
九
）
第

一
―
八
巻

な
お
、
参
考
ま
で
に
県
立
図
書
館
及
び
当
館
以
外
の
機
関
が
刊
行
し
た
主
な

翻
刻
刊
行
化
史
料
を
表
４
に
掲
げ
る
。

〓
一　
問
題
点

・
課
題
及
び
対
策

最
後
に
当
館
古
文
書
課
に
お
け
る
代
替
化
の
う
え
で
の
問
題
点
、
課
題
を
掲

表 4 主な翻刻刊行化史料

整理記号・番号 資料名 所収刊行物名
鷹ミpL-229、  う|-29 羽陰史略 『新秋田叢書 1(lY2)(膠 申図書絆 o昭和4Aヽ

AS288-1 佐竹家譜 『佐竹家譜』(東洋書際・平成■rヽ
」́■212-22 秋藩紀年 『秋藩紀年J(無 明舎出FI平成,ヽ

弥高210 混同秘策 『佐藤信淵家学会隼 1

二
員 古史伝 『平田篤周全隼 1

A211つ8ほ か 奥羽永慶軍記 『史籍集覧』 (折藤活版所 0百雨蘇雨
A212-14 秋田治乱記 『新秋田叢書』(3)(歴 申図書

…A312-22 石井忠運 日記 「第二期新秋田叢書』(4)～ (7)(歴史図書社 0昭和481Z9)
A312-130 梅津政景日記 『大日本古記録』(岩波書店・昭和28う

A317-57 町触控 『秋田藩町触隼 1(美莱朴ヽ
A317-59-1 能代掟帳 『能代市申資料 1第 11号
A611-13 老農見聞録 『新秋田叢書 1は,(膠 申
牛争1593 大町三丁 目記録 永代帳 『新秋田叢書』任収膠申図
7-576 風俗間状答 『新秋田叢書』(4)(歴 史図書社・昭和46)
8毛99 伊頭園茶話 『新秋田叢邑■(7)～ ("(歴史図書
18-92 六郡郡邑記 『秋田叢書』(2)(秋 田叢書刊行会・昭和4)

■(4)(歴史図書社・昭和46)
18-222 刑罰式 『秋田県史』資料折世編 ト
21-91 長野先生夜話集 週 秋田叢書』(3)(歴 史図書社・ 昭和46)
4356 八丁夜話 上 期新秋田叢書』(lX2)(歴 史図書社・昭和47)
421-108 鷹の爪 『新秋田叢書』(3)(麻 申図書絆・ 昭和46ヽ

533-8 経済秘録 『秋 田県申 1資料折世編下
辛-13 詐山峯之嵐 『大日本史料』       ~~~

咀 田叢書』(1)(歴史図書社・昭和46)
壬 80 昔物語 『新秋田叢書』(3)(歴史図書社・昭和46)
323-8002^V8032 日記 (門 屋養安筆 ) 『未刊日記集成』第102巻 (三一書房・平成8・ 9)

註)秋 田県立図書館、当館の刊行物を除く



げ
、　
一
部
の
問
題
点
、
課
題
に
つ
い
て
は
現
在
の
人
員
体
制
及
び
予
算
内
で
も

実
行
可
能
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
対
策
案
を
提
示
す
る
。
な
お
、
こ
こ
に
掲

げ
る
対
策
案
は
案
に
よ

っ
て
は
当
館
あ
る
い
は
当
古
文
書
課
に
お
い
て
統

一
し

た
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断

っ
て
お
く
。

一
つ
め
は
史
料
収
集
の
意
味
合
い
が
強
い
が
、
秋
田
県
に
関
連
す
る
館
外
史

料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
複
製
物
に
よ
る
収
集
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
当
館
の
場
合
収
集
し

た
史
料
は

一
般

へ
の
公
開
が
伴
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
現
所
蔵
者

が
史
料
保
存
利
用
機
関

で
あ
る
か
否
か
に
よ

っ
て
対
応
の
し
か
た
が
若
千
異
な

る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
所
蔵
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
ず
、
現
所
蔵
者
が
史
料
保
存
利
用
機
関
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
双
方

の
間
で
公
開

・
利
用
に
つ
い
て
の
体
制
さ
え
整
え
て
お
け
ば
基
本
的
に
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
著
作
権
の
問
題
に
関
わ
る
、
複
写
や
出
版

ｏ
掲

載

・
放
映
等
の
手
続
き
に
関
し
て
は
特
に
明
確
な
規
定
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
現
所
蔵
者
が
非
史
料
保
存
利
用
機
関
及
び
個
人
の
場
合
は
同

様
に
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
現
所
蔵
者
に
お
い
て
普

段
閲
覧
不
可
能
、
あ
る
い
は
閲
覧
困
難
な
史
料
が
当
館
に
お
い
て
は
閲
覧
可
能

と
い
う
、　
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
を
ど
う
解
決
す
る
か
が
問
題

と
な
る
と
思
う
。

な
お
、
現
所
蔵
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
原
物
に
よ
る
収
集
と
す
る
か
、
代

替
物
に
よ
る
収
集
と
す
る
か
は
場
合
に
応
じ
て
判
断
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

史
料
が
未
整
理
で
あ
る
場
合
は
整
理
作
業
も
同
時
に
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

収
集
後
に
双
方
の
間
で
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
文
書
に
よ
る
確
約

が
不
可
欠
で
あ
る
。

余
談
か
も
知
れ
な
い
が
、
収
集
の
次
な
る
候
補
と
し
て
は
東
北
大
学
附
属
図

書
館
所
蔵
の
秋
田
家
文
書
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て
そ
の

後
の
収
集
史
料
は
未
定
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
県
内
外
の
史
料
所
在
調
査
を
重

ね
、
収
集
対
象
史
料
の
選
別
が
必
要
と
な
ろ
う
。

二
つ
め
は
代
替
化
史
料

一
覧
の
再
整
備
に
つ
い
て
で
あ
る
。

現
在
は
閲
覧
室
に
開
架
し
て
い
る
文
書
群
単
位
の
仮
目
録
の
欄
に

「
複
製
」

と
い
う
項
目
を
設
け
、
複
製
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は

「○
」
印
を
付
し
て
対

応
し
て
い
る
。
○
印
が
付
さ
れ
て
い
る
史
料
が
絵
図
史
料
の
場
合
は
ダ
イ
レ
ク

ト
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
複
製
品
が
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
文
書
史

料
の
場
合
は
、
当
館
の
特
色
上
、
任
意
の
史
料
が
電
子
複
写
化
さ
れ
て
い
る
の

か
写
真
帳
化

（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
）
さ
れ
て
い
る
の
か
の
区
別
が

つ
か
な

い
。
ま
た
、
史
料
に
よ

っ
て
は
電
子
複
写
本
と
写
真
帳
の
両
方
を
作
成
し
て
い

る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も

「○
」
印

一
つ
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。

写
真
帳
が
な
く
、
電
子
複
写
本
し
か
な
い
場
合
は
そ
れ
を
利
用
に
供
す
る
の

は
や
む
を
得
な
い
が
、
両
者
が
あ
る
場
合
は
、
当
館
が
史
料
保
存
利
用
機
関
で

あ
る
以
上
、
電
子
複
写
本
よ
り
は
写
真
帳
を
利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
の
方
が
当

館
の
史
料
保
存
の
方
針
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
も

つ
な
が
り
、
有
意
義
で

あ
る
と
い
え
る
。

ゆ
え
に
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
代
替
化
さ
れ
て
い
る
史
料
の
閲
覧
に
あ
た

っ

一
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古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

て
は
ま
ず
は
確
実
に
よ
り
適
切
な
代
替
資
料
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
代
替
化
史

料
目
録
を
作
成
し
閲
覧
室
に
配
架
す
る
か
、
ま
た
は
現
在
の
仮
目
録
を
生
か
し

て
複
製
欄
の
充
実
化
を
図
る
な
ど
し
て
体
制
を
整
え
た
い
。

な
お
、
山
田
哲
好
氏
は
代
替
化
を
済
ま
せ
た
史
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

代
替
化
を
済
ま
せ
た
史
料
は
、
史
料
自
体
の
維
持
保
存
の
た
め
、
利
用
に
あ

た

っ
て
は
原
本
を
閲
覧
提
供
し
な
い
で
封
鎖
す
る
の
が
原
則
と
な
る
。
し
か

し
、
利
用
者
の
希
望
で
、
料
紙
や
色
調
の
確
認
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合

な
ど
、
原
本
の
実
見
が
不
可
欠
な
研
究
に
は
、
利
用
者
が
求
め
る

ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
提
供
方
法
は
、
当
然
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
保
存

と
利
用
の
両
立
で
あ
り
、
史
料
保
存
利
用
機
関
の
基
本
的
な
姿
勢
で
も
あ
る
。

当
館
も
史
料
保
存
利
用
機
関
で
あ
る
以
上
、
代
替
資
料
の
閲
覧
を
徹
底
す
る

こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
利
用
が
あ
る
う
え
で
の
保
存
で
あ
る
以
上
、
原
本
の

閲
覧
に
際
し
て
は
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

三
つ
め
は
当
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保
管
に
つ
い
て
で
あ
る
。

先
に
掲
げ
た
と
お
り
、
当
館
に
は
県
立
図
書
館
に
お
い
て
撮
影
し
た
も
の
と

当
館
に
お
い
て
撮
影
し
た
も
の
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
撮
影
後
、
日
視
や
巻

き
返
し
等
に
よ
る
状
態
検
査
を
し
て
い
な
い
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
検
査
に
つ
い
て
大
藤
修
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

（
‐２
）

Ｚ
つ
。

フ
ィ
ル
ム
の
保
管
に
い
く
ら
万
全
を
期
し
て
も
、
万
が

一
の
事
態
も
予
想
さ

れ
る
の
で
、

二
年
間
隔
く
ら
い
で
定
期
検
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
も

っ

一
〇
二

と
も
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ル
ム
を
検
査
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
同
じ
保

管
経
過
期
間
の
フ
ィ
ル
ム
ご
と
に
い
く
つ
か
の
サ
ン
プ
ル
を
抽
出
し
て
検
査

す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
異
常
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
さ
ら
に
広
範
囲

の
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
、
異
常
の
内
容
や
度
合
い
に
応
じ
て
、

保
管
条
件
の
改
善
、
カ
ビ
処
理
、
金
処
理
、
デ

ュ
ー
プ
フ
ィ
ル
ム
の
作
製
、

再
撮
影
な
ど
の
対
策
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
際
、
当
館
も
多
く
の
公
文
書
館
と
同
様
、
職
員
数
の
少
な
さ
と
事
業
の
多

さ
か
ら
勘
案
す
る
と
、
大
藤
氏
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
サ
ン
プ
ル

を
抽
出
し
て
検
査
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
た
だ
思

い
つ
い
た
と
き
に
、
記
録
も
残
さ
ず
に
検
査
す
る
こ
と
が
無
意
味
な
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
れ
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て

は
最
低
で
も
次
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
は
ど
れ
く
ら
い
の
間
隔
で
、
い
つ
検
査
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
で
あ

る
。
例
え
ば
、
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
で
は
、
同
館
の

「
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム

作
成
要
綱
」
第
九
条

（定
期
検
査
）
に
よ
る
と
、
定
期
検
査
の
時
期
を
二
つ
規

定
し
て
い
る
。
同
条
文
を
以
下
に
掲
げ
る
。

（前
略
）
公
文
書
館

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期

に
定
期
検
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
文
書
館

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
台
帳

（第
２
号
様
式
）
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

①
撮
影
後
４
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月

９
４
月
及
び
１０
月

こ
れ
に
よ
れ
ば
同
館
で
は
定
期
検
査
を
少
な
く
と
も
半
年
に

一
度
の
間
隔
で
、



都
合
年
に
三
回
は
実
施
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
当
館
の
場
合
は

一
年

に
撮
影
す
る
リ
ー
ル
の
本
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば
、
年
に

一
回
程
度
実
施
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
施
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
四
月
は
比
較
的
事
業
量
も
少
な
く
時
間
に
余

裕
の
あ
る
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
当
館
も
こ
の
時
期
に
設
定
す
る
の
も
よ
い
か

も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
特
別
整
理
期
間

（休
館
期
間
）
を
利
用
す
る
と
い
う
こ

と
も

一
案
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
館
の
場
合
、
先
に
も

述
べ
た
と
お
り
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
す
る
利
用
者
は
皆
無
に
等
し
い

の
で
、
基
本
的
に
は
い
つ
設
定
し
て
も
問
題
は
な
い
と
思
う
。

も
う

一
つ
は
検
査
調
書
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
各
フ
ィ
ル
ム
単
位
に
用

意
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
最
低
限
で
も
、
①
検
査
年
月
日
、
②
目
視

や
臭
覚
に
よ
る
検
査
に
よ
り
、
正
常
か
異
常
か
、
異
常
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な

状
態
な
の
か
を
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
異
常
が
あ
れ
ば
大
藤
氏
の
述
べ
る

と
お
り
、
さ
ら
に
抽
出
サ
ン
プ
ル
を
増
や
し
て
調
査
す
れ
ば
よ
い
。

な
お
、
当
館
に
は
先
に
も
掲
げ
た
と
お
り
、
県
立
図
書
館
に
お
い
て
撮
影
し

た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は

一
部
中
性
紙
の
箱
で
は
な
く

缶
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
状
態
を
検
査
す
る
こ

と
が
、
だ
い
ぶ
年
数
を
経
て
い
る
こ
と
も
あ
る
た
め
先
に
行
う
必
要
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。

た
だ
し
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
現
在

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
公
文
書
を

保
存
し
て
い
る
公
文
書
書
庫
内
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
に
保
管

し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
温
度
、
湿
度
と
も
に
文
書
の
保
存
に
適
し
て
お
り
、

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

必
ず
し
も
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
に
適
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
特

に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
劣
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
温
度
よ
り
も
湿

度
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
保
存
湿
度
を
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
〇
パ
ー
セ

ン
ト
に
す
る
だ
け
で
寿
命
は
三
な
い
し
六
倍
に
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
に
す
る
と
四
な
い
し

一
〇
倍
に
な
る
と
い
う
科
学
予
測
が
あ
る
。

つ
ま
り
湿

度
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
寿
命
は
延
び
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
再
撮
影
は
、
当
館
所
蔵
史
料
で
あ
れ
ば
、
予
算

的
に
は
実
現
困
難
で
あ
ろ
う
が
史
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
限
り
不
可
能
で
は
な

い
。
し
か
し
、
館
外
史
料
、
特
に
将
来
収
集
の
対
象
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
個
人
所
蔵
史
料
と
な
る
と
、
例
え
ば
原
史
料
自
体
が
散
逸
し
て
し
ま
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
は
仮
に
予
算
が
伴

っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
予
測
で
き
る
以
上
、
今
す
ぐ
に
実
現
す
る
こ
と
は
限
り
な

く
不
可
能
に
近
い
が
、
将
来
的
に
は
や
は
リ

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
専
用
保
存
庫

を
設
置
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
専
用
に
す
る
こ
と
に
よ
リ
フ
ィ

ル
ム
に
と

っ
て
最
適
な
温
湿
度
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
最
大
の
長

所
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
は
保
存
用
と
し
て
保
存
庫
に
保
管
し
、

ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
は
閲
覧
請
求
が
あ

っ
た
場
合
に
す
ぐ
に
取
り
出
せ
る
箇
所
に
保

管
す
る
と
い
う
分
割
保
管
も

一
案
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
余
程
大

き
な
理
由
が
な
い
限
り
保
存
庫
に
は
人
が
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま

り
、
保
存
庫
の
扉
の
開
閉
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
恒
常
的
に

一
定
の
温
湿

度
が
保
た
れ
る
結
果
と
な
る
。

一
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古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

最
後
に
、
具
体
的
な
対
策
案
は
掲
げ
ら
れ
な
い
が
、
昨
今
進
歩
著
し
い
デ
ジ

タ
ル
化
に
関
し
て
触
れ
る
。
近
年
の
急
速
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
進

化

・
普
及
に
伴
い
、
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
問
題
は
も
は
や
避
け
て
通
れ

な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
所
蔵
史
料
の
翻
刻
文
や
絵
図
史
料
を

掲
載
し
た
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
等
の
光
デ
ィ
ス
ク
を
作
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
所
蔵
史
料
の
情
報
を
掲
載
し
た
り
な
ど
そ
の

形
態
は
多
様
で
あ
る
。
当
館
で
は
現
段
階
に
お
い
て
光
デ
ィ
ス
ク
の
作
成

・
頒

布
は
行

っ
て
い
な
い
が
、
昨
年
所
蔵
史
料
群
や
代
表
的
な
史
料
の
情
報
を
掲
載

し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
公
開
を
始
め
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
当
館
の
み
な
ら
ず

全
国
的
に
確
実
に
広
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
動
き
に
関
す
る
課
題
と
し
て
次
の
二
点
を
掲
げ
て
お
く
。

一
つ
は
い
わ
ゆ
る
情
報
格
差

（
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
）
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
パ
ー

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
使
用
で
き
る
人
、
ま
た
は
使
用
で
き
る
環
境
に
あ
る

人
に
限
ら
れ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
使
用
で
き
る
人
に
と

っ

て
は
大
変
重
宝
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
使
用
で
き
な
い
人
に
と

っ
て
は
無
用
の

長
物
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
光
デ
ィ
ス
ク
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
い
ず
れ
に
関
し
て
も
言
え
る
。

し
か
し
当
館
の
よ
う
な
機
関
、
特
に
公
的
機
関
に
お
い
て
は
、
不
特
定
多
数

の
閲
覧
希
望
者
に
対
し
て
閲
覧
す
る
機
会
を
均
等
に
提
供
す
る
の
が
本
来
の
姿

で
あ
る
と
思
う
。
ゆ
え
に
光
デ
ィ
ス
ク
の
作
成
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
公
開
に
あ

た

っ
て
は
、
や
や
抽
象
的
で
恐
縮
だ
が
、
と
に
か
く
広
報
紙
等
を
利
用
し
た
広

一
〇
四

報
活
動
を
徹
底
し
、
利
用
で
き
る
環
境
を

一
部
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
広
く

利
用
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
利
用
に
あ
た

っ
て

は
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
使
用
法
な
ど
を
カ
ウ
ン
タ
ー
等
で
教
示
で
き

る
よ
う
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
肝
要
で
あ
ろ
う
。　
一
応
当
館
で
は
当
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
み
閲
覧
可
能
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
閲
覧
室
内
に
設
置

し
た
が
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
閲
覧
方
法
を
教
示
で
き
る
体
制
は
整
え
た
。

ま
た
必
要
に
応
じ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
電
子
複
写
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め

印
刷
し
た
も
の
を
閲
覧
室
内
に
用
意
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
い
う

御
指
摘
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
新
た
な
案
が
あ
れ
ば
是
非
御
教
示
願

い
た
い
。

二
つ
め
は
著
作
権
や
違
法
複
写

・
複
製
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
当
館
も
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
で
古
文
書
課
所
管
の
絵
図
史
料
を

一
〇
点
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ

で
問
題
と
な
る
の
が
、
文
字
情
報
、
画
像
情
報
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
年

一

般
家
庭
に
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る
Ｍ
Ｏ
や
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
な
ど
に
よ
り
、
こ
う
し
た
大

容
量
の
情
報
を
手
軽
に
複
写
し
た
り
、
あ
る
い
は
Ｃ
Ｄ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
情

報
を
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
複
製
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
い
る
の
は
何
も
史
料
保
存
利
用
機
関

に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
し
、
ま
た
わ
た
し
自
身
著
作
権
に
つ
い
て
は

専
門
外
で
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
案
は
こ
こ
で
は
提
示
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
情
報
が
必
ず
し
も
こ
ち
ら
の
意

図
す
る
よ
う
な
使
用
の
さ
れ
方
の
み
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
念

頭
に
お
い
て
お
き
た
い
。



な
お
、
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
代
表
さ
れ
る
光
デ
ィ
ス
ク
は
、　
ハ
ー
ド
や
ソ
フ
ト

の
進
化
に
合
わ
せ
て
そ
の
都
度
変
換
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
保
存
媒
体
と
し

て
は
適
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
保
存
に
は
や
は
リ

ハ
ー
ド
が
固
定

化
さ
れ
、
長
年
の
実
績
も
あ
る
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
が
現
時
点
で
は
最
善
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
も
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
代
替
資
料
の
基
準

に
据
え
る
方
が
賢
明
と
い
え
る
。
し
か
し
、
利
用
媒
体
と
し
て
は
パ
ー
ソ
ナ
ル

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
進
化

・
普
及
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
以
上
、
有
効
な

一
手
段

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
ま
で
光
デ
ィ
ス
ク
を
は
じ
め
と
す
る
デ

ジ
タ
ル
化
資
料
に
つ
い
て
否
定
的
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
内
容
を
掲
げ
て
き
た

が
、
使
用
法
次
第

で
は
公
文
書
館
の
利
用
拡
大
に
十
分
貢
献
で
き
る
と
思
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

山
田
哲
好
氏
は
史
料
保
存
利
用
機
関
に
お
け
る
利
用
者
に
対
す
る
史
料
提
供

に
つ
い
て

「
史
料
提
供
の
基
本
は
、
原
本
を
提
供
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
同
時
に
、
史
料
保
存
利
用
機
関
は
代
替
物
の
提
供
機
関
で
は
な
い
、

と
も
述
べ
て
い
る
。

原
本
を
利
用
に
提
供
す
る
に
は
原
本
が
的
確
な
処
置
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
史
料
保
存
利
用
機
関
に
は
史
料
そ
の
も
の

を
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
大
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
史
料
の
劣
化
、
損
傷
を
防
ぐ
た
め
に
書
庫
等
の
設
備
の
充
実
化
を

古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

は
か

っ
た
り
、
中
性
紙
等
に
よ
る
防
護
策
を
施
し
た
り
、
あ
る
い
は
す

で
に
損

傷
し
て
い
る
史
料
に

つ
い
て
は
補
修
、
修
復
と

い

っ
た
手
段
を
講
じ
る
こ
と

の

方
が
先
決

で
あ
る
。

た
し
か
に
史
料

の
代
替
化
は
保
存
と
利
用
と

い
う
相
反
す
る
要
求
を
同
時

に

満
た
す

こ
と
の
で
き
る
最
良
と
い

っ
て
も
過
言

で
は
な

い
手
段

で
あ
る
。
ゆ
え

に
史
料
を
維
持
し
、
保
存
す
る
た
め
に
代
替
化
は
史
料
保
存
利
用
機
関

に
と

っ

て
重
要
な

一
事
業

で
あ
る
こ
と
に
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
、
保
存
な
く
し

て

利
用
は
あ
り
得
ず
、
利
用
な
く
し
て
保
存
は
あ
り
得
な

い
。
当
館
も
史
料
保
存

利
用
機
関

で
あ
る
。
わ
た
し
も
、
代
替
化

の
み
に
目
を
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

保
存
、
利
用
の
両
面
か
ら
史
料
保
存
利
用
事
業

に
携
わ
り
、
常

に
よ
り
よ
い
か

た
ち

で
利
用
者

に
史
料
を
提
供

で
き
る
よ
う
努
力
し
た

い
。

註
（
１
）

秋
田
県
公
文
書
館
条
例

（平
成
五
年
秋
田
県
条
例
第
二
号
）
第

一
条

（２
）

公
文
書
課
で
は
幅

一
六
ミ
リ
の
ロ
ー
ル
状
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
式
を
採
用
し
て
い
る
。

（
３
）

原
島
陽

一
氏
は

「史
料
保
存
の
基
本
的
課
題
」

（全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機

関
連
絡
協
議
会

『
記
録
と
史
料
２
』

●
一
九
九

一
年
）
で
、

「解
体
は
最
後
の

手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
確
実
で
な
い
要
望
を
前
提
に
し
て
危
険
な
破
壊
行
為
を

実
行
す
る
の
は
過
剰
反
応
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）

館
内
三
階
に
あ
る
。
温
度
二
三
度
、
湿
度
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
。
基
本
的
に
年
中

恒
温
で
あ
る
。
ち
な
み
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
保
存
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
基
準
は
温
度
二

〇
度
以
下
、
湿
度
三
〇
―
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格
で
は
湿
度
二
〇
―

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

（
５
）

当
館
所
蔵
絵
図
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
隆

「古
文
書
課
所
蔵
の
絵
図
史
料

一
〇
五



古
文
書
課
に
お
け
る
史
料
代
替
化
事
業
の
現
状
と
課
題

に
つ
い
て
」

（秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
五
号

・
平
成
十

一
年
）
を
、

ま
た
、
各
史
料
に
つ
い
て
は
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
古
文
書
目
録
第
二
集

『
絵

図
目
録
』

（
平
成
十

一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
　

山
田
哲
好

ｏ
廣
瀬
睦

「
史
料
館
に
お
け
る
史
料
保
存
活
動
」

（
『
史
料
館
研
究

紀
要
』
第
二
二
号

・
一
九
九

一
年
）

山
田

・
廣
瀬
両
氏

（
６
）
論
文
参
照
。

館
内
三
階
に
あ
る
。
温
度
二
三
度
、
湿
度
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
。
基
本
的
に
年
中

恒
温
で
あ
る
。
構
造
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
体
の
建
物
の
中
で
独
立
し
た
個
室
を

設
け
る
と
い
う

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ボ
ル
ト
」
と
呼
ば
れ
る
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

浮
き
室
使
用
の
特
殊
な
仕
様
で
あ
る
。

（
９
）
　

た
だ
し
、
す
で
に
電
子
複
写
本
が
あ
る
場
合
は
写
真
帳
を
作
成
し
て
い
な
い
こ

と
も
あ
る
。

（
１０
）
　

巻
数
は
平
成
十
二
年
度
現
在
。
平
成
十
六
年
度
ま
で
に
全

一
二
巻
を
刊
行
予
定
。

な
お
、
同
史
料
の
概
要

・
内
容
に
つ
い
て
は

「
資
料
紹
介
　
渋
江
和
光
日
記
―

秋
田
藩
御
相
手
番
の
日
記
―
」

（秋
田
県
公
文
書
館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第

三
号

・
平
成
七
年
）
、
煙
山
英
俊

「
「
渋
江
和
光
日
記
」
小
考
」

（秋
田
県
公

文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
五
号

・
平
成
十

一
年
）
、
渡
部
紘

一
「
幕
藩
制
後
期

秋
田
藩
に
お
け
る

一
上
級
武
士
の
動
静
―
渋
江
和
光
日
記
断
章
―
」

（秋
田
県

公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
六
号

・
平
成
十
二
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｎ
）
　

山
田
哲
好

「
史
料
保
存
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」

（群
馬
県
立
文
書
館

『
双
文
』

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．　
一
二
ｏ
一
九
九
五
年
）

（
・２
）
　

大
藤
修

「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
史
料
の
収
集
と
提
供
」

（
国
文
学
研
究

資
料
館
史
料
館

『
史
料
の
整
理
と
管
理
』
岩
波
書
店

・
一
九
八
八
年
）

（
・３
）

鈴
木
利
通

「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
文

書
保
存
に
つ
い
て
」

（
『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
二
号

・
平
成

十

一
年
）

（
‐４
）

岩
野
治
彦

「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
管
理
と
使
用
法
」

（
『
月
刊
Ｉ
Ｍ
』

・
一

九
九
二
年
）

一
〇
六

（
・５
）
　

平
成
十
二
年

一
月
開
設
。

ｒ
一
一
ｏ
く

ヽ
ヨ

〓

要

・
ｏ
お

，

”
〓

Ｓ

・
』
ｏ
＼
澪
ｏ
暉
σ
ｃ
コ
∽
く
〇
＞

●
Ｑ
①
ｘ

・

Ｆ
一
３

（
・６
）

針
∞
】・”
】
摯
く
一計
。

『
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
　
一
一〇
〇

一
年
版
』

（自
由
国
民

社
）
に
よ
る
と
、

「
情
報
技
術
を
使
い
こ
な
せ
る
人
と
使
い
こ
な
せ
な
い
人
の

間
に
生
じ
る
格
差
」
の
こ
と
。
　
コ

九
九
五
年
発
表
の

「
ア
メ
リ
カ
商
務
省
報

告
書
」
の
な
か
で

「
情
報

へ
の
ア
ク
セ
ス
機
会
を
も
た
ざ
る
も
の

（Ｆ
♂
日
”
〓

ｏ
●
工
貿
①
ｚ
ｏ
一３

」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
九
八
年
発
表
の
同
報
告
書
で
は

そ
の
情
報
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
と
い
う
用
語
が

定
着
」
し
た
と
い
う
。

（
・７
）
　

山
田
氏

（
Ｉ
）
論
文
参
照
。

付
記
　
本
稿
は
、
平
成
十

一
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
研
修
課
程
）
提
出
レ
ポ
ー

ト
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（古
文
書
課
主
事
　
ひ
ら
た
　
あ
り
ひ
ろ
）

（
７

）

（
８

）



二冥

報

（平
成
十
二
年
十
二
月
末
現
在
）

一　

企
画
展

「
秋
田
藩
の
家
臣
団
―
系
図
の
編
纂
と
分
限
帳
―
」

前
期
　
八
月
二
十
九
日
―
九
月
二
十
二
日

後
期
　
十
月
二
十
四
日
―
十

一
月
十
八
日

今
年
度
の
企
画
展
は
、
当
館
に
五
〇
〇
〇
点
以
上

残
さ
れ
て
い
る
系
図
類
の
整
理
を
通
し
て
わ
か

っ
て

き
た
、
秋
田
藩
の
家
臣
団
の
実
態
に
つ
い
て
展
示
を

行

っ
た
。
展
示
構
成
は
以
下
の
通
り
。

①
佐
竹
氏
の
秋
田
入
部

②
秋
田
藩
の
家
臣
団
十
系
図
の
編
纂

③
元
禄
期
の
系
図

④
文
化
期
の
系
図

⑤
明
治
期
の
系
図

⑥
系
図
の
調
べ
方
十
有
力
家
臣
の
紹
介

①

で
は
秋
田
藩
の
家
臣
団
編
成
の
契
機
で
あ
る
佐

竹
氏
の
秋
田
入
部
に
つ
い
て
、
家
康
判
物
写
や
義
宣

家
譜
な
ど
の
史
料
を
紹
介
し
た
。
六
十
余
州
国
々
切

絵
図
と
国
替
当
座
絵
図
は
今
回
が
初
紹
介
で
あ
る
。

②

で
は
家
臣
団
の
推
移
を
分
限
帳
と
そ
れ
を
ま
と

め
た
表
を
も
と
に
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
給
人
町
で
あ

る
大
館
と
横
手
の
絵
図
を
展
示
し
た
。
ま
た
、
秋
田

藩
の
系
図
編
纂
に
関
わ
る
出
来
事
を
年
表
で
示
し
た
。

③

で
は
系
図
編
纂
の
最
初
の
画
期
と
な

っ
た
元
禄

期
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
の
動
き
に
つ
い
て
、
編
纂

彙

報

さ
れ
た
佐
竹
家
譜

・
秋
田
藩
家
蔵
文
書

・
諸
士
系
図

等
を
展
示
し
、
当
時
藩
で
収
集
し
た
元
禄
家
伝
文
書

と
い
う
史
料
群
も
紹
介
し
た
。

④

で
は
次
の
系
図
編
纂
の
画
期
で
あ
る
文
化
期
に

つ
い
て
、
系
図
編
纂
の
動
き
、
提
出
さ
れ
た
系
図
等

を
展
示
し
た
。
提
出
さ
れ
た
秋
田
藩
士
の
系
図
の
例

と
し
て

一
二
家
に
分
家
し
た
小
貫
氏
を
紹
介
し
た
。

⑤
で
は
、
秋
田
県
に
な

っ
て
か
ら
明
治
六
年
に
、

家
禄
の
支
給
の
台
帳
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
士
族
卒
明

細
短
冊
は
、
秋
田
藩
の
系
図
に
つ
な
が
る
最
後
の
史

料
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
原
本
を
展
示
し
た
。

③

で
は
自
家
の
系
図
を
調
べ
る
た
め
に
ど
の
よ
う

に
当
館
の
史
料
を
利
用
し
た
ら
よ
い
か
を
解
説
し
た
。

あ
わ
せ
て
有
力
家
臣
で
あ
る
梅
津

・
渋
江
両
家
の
系

図
と
日
記
な
ど
の
関
連
史
料
を
展
示
し
た
。

系
図
と
い
う
の
は
自
家
の
歴
史
を
た
ど
る
直
接
的

な
史
料
で
あ
り
、
歴
史
に
関
心
の
あ
る
人
は
も
と
よ

り
秋
田
藩
士
の
子
孫
と
し
て
は
大
変
興
味
あ
る
テ
ー

マ
で
あ
り
、
用
意
し
た

一
〇
〇
〇
部
ほ
ど
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
は
期
間
中
に
す
べ
て
な
く
な
る
ほ
ど
、
大
変

な
好
評
を
得
た
。
こ
の
展
示
を
契
機
と
し
て
自
家
の

系
図
を
調
べ
る
利
用
者
の
増
加
が
見
ら
れ
、
普
及
事

業
と
し
て
か
な
り
の
効
果
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。
展

示
は
十
分
な
準
備
期
間
と
か
な
り
の
労
力
を
必
要
と

す
る
が
、
利
用
者
拡
大
に
大
き
な
力
を
持

つ
こ
と
を

改
め
て
痛
感
し
た
。
手
前
味
嗜
で
は
あ
る
が
、
当
館

の
展
示
に
対
す
る
関
心
は
年
々
高
ま

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（佐
藤
　
隆
）

一
一　
講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

平
成
十
二
年
度
古
文
書
解
読
講
座
は
、
八
月

一
日

・

二
日
の
両
日
、
当
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル
を
会
場
に

行
わ
れ
た
。
例
年
同
様
、

二
日
間
と
も
同
内
容
の
講

座
と
し
、
両
日
合
わ
せ
て
参
加
者
は
八
八
名
で
あ

っ

た
。講

座
内
容

・
講
師
は
次
の
通
り
。

講
座
①

「
所
預
関
係
史
料
を
読
む
」

（使
用
史
料
は

『
掟

一
御
所
預
井
組
下
』
外
）

講
師
　
菊
池
保
男

（当
館
古
文
書
課
職
員
）

講
座
②

「
憂
国
の
国
事
犯
初
岡
敬
治
関
係
文
書
を
読

む
」

（使
用
史
料
は

『
初
岡
敬
治
書
簡
集
』
）

講
師
　
柴
田
次
雄

（当
館
古
文
書
課
嘱
託
）

講
座
①
で
は
、
本
講
座
を
紹
介
し
て
く
れ
た

マ
ス

コ
ミ
で
も

「
所
領
関
係
史
料
を
読
む
」
と
さ
れ
た
ほ

ど
、　
一
般
に
馴
染
み
の
薄
い

「
所
預
」
に
つ
い
て
、

「
読
み
」
を
含
め
て
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
に
テ
キ

ス
ト
を
作

っ
た
。
講
座
の
な
か
で
、
テ
キ
ス
ト
に
採

っ

た
史
料
の
ほ
か
に
、
関
係
史
料
を
あ
げ
た
の
で
、
こ

れ
が

「
所
預
」
に
関
心
を
持
ち
、
調
査
す
る

一
つ
の

機
会
に
な
れ
ば
と
、
思

っ
て
い
る
。

講
座
②
で
は
、
明
治
元
年
八
月
に
初
岡
敬
治
が
介

川
作
美
に
宛
て
た
書
状
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
書
状

は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
お
互
い
が
わ
か

っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
こ
と
は
説
明
せ
ず
に
、
書
か
れ
て
い
る

一
〇
七

一一一一一一一・・・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



彙
　
報

の
で
、
第
二
者
が
読
ん
で
も
な
か
な
か
理
解
で
き
な

い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
テ
キ
ス
ト
と
す
る
の

は
難
し
い
が
、
初
岡
を
、

「
秋
田
の
維
新
史
」
を
見

直
す
際
の

「
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
」
と
考
え
、
今
ま
で
と

は
違
う

「
初
岡
像
」
を
示
し
な
が
ら
の
講
座
で
あ

っ

た
の
で
、
受
講
者
の
反
応
の
大
変
よ
か

っ
た
。

本
講
座
は
、
解
読
の
基
礎
的
知
識
の
あ
る
方
を
対

象
に
し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
準
備
し
て
い
る
が
、
終
了

後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
質

・
量
と
も
に
丁
度
よ
い

と
の
意
見
が
多
数
で
あ

っ
た
。
来
年
度
は
、
基
本
的

に
こ
の
や
り
方
を
踏
襲
し
、
七
月
三
十

一
日

（火
）

と
八
月

一
日

（
水
）
に
実
施
す
る
。

（菊
池
　
保
男
）

○
講
師
派
遣

各
地
区
の
解
読
研
究
会
等

へ
の
職
員
派
遣
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

五
月
十

一
―
十
二
日

佐
竹
史
料
館
学
習
講
座
　
　
　
　
柴
田
　
次
雄

九
月
十
九
―

二
十

一
日

秋
田
県
文
化
財
保
護
協
会
県
外
研
修嵯

峨
　
稔
雄

十
月
四
日

大
山
市
民
大
学

十

一
月
七
日

角
館
町
古
文
書
解
読
研
究
会

柴
田
　
次
雄

嵯
峨
　
稔
雄

〓
一　
研
修

・
協
議
会

○
第
二
六
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協

議
会
全
国
大
会

（大
分
大
会
）

平
成
十
二
年
十
月
三
十

一
日
―
十

一
月
二
日
の
三

日
間
、
大
分
県
公
文
書
館

・
大
分
県
立
先
哲
史
料
館

の
主
催
で
、
大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
行
わ
れ
た
。
参
加
者
二
六
四
名
、
当
館
か
ら
は
菊

地

・
佐
藤
の
二
名
が
参
加
し
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
三

年
連
続
の

「
地
域
史
料
の
充
実
を
め
ざ
し
て
―
枠
組

み
を
超
え
て
―
」
で
あ

っ
た
。
概
要
は
次
の
通
り
。

一
日
目
…
研
修
会
、
総
会

二
日
目
…
分
科
会
、
全
体
会

三
日
目
…
視
察
Ａ
Ｂ
ニ
コ
ー
ス

（豊
の
国
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ほ
か
）

個
人
情
報
保
護
や
史
料
所
在
調
査
、
燻
蒸
に
関
す

る
報
告
な
ど
、
当
館
の
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
と
直

結
す
る
話
題
が
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
勉
強
に
な

っ

た
。
特
に
、
職
員
数
が
少
な
い
開
催
館
で
あ
る
大
分

県
公
文
書
館
の
頑
張
り
が
目
立

っ
た
。
総
会
で
は
準

会
員
制
度
の
導
入
、
事
務
局
の
法
制
化
、
会
長
の
輪

番
制
な
ど
が
可
決

・
検
討
さ
れ
た
が
、
全
史
料
協
は

曲
が
り
角
に
き
て
い
る
と
い
う
感
が
強
い
。
様
々
な

館
の
実
践
や
い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
聞
く
機
会
と
し
て

は
唯

一
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
。

開
催
地
が
遠
い
こ
と
も
あ
り
、
東
北
か
ら
の
参
加

は

一
四
名
、
秋
田
県
か
ら
は
四
名
だ
け
で
あ

っ
た
の

が
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
　

　

　

　

（佐
藤
　
隆
）

一
〇
八

〇
平
成
十
二
年
度
地
方
公
文
書
館
等
職
員
研
修
会

十

一
月
十
三
日
か
ら
十
七
日
ま
で
の
五
日
間
、
国

立
公
文
書
館
に
て
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
三
四
名
、

公
文
書
館
職
員
だ
け
で
な
く
、
県
、
市
町
村
の
文
書

担
当
者
な
ど
も
参
加
し
た
。
内
容
は
前
半
が
公
文
書

館
制
度
や
業
務
に
関
す
る
講
義
、
あ
い
だ
に
グ
ル
ー

プ
討
論
を
は
さ
ん
で
、
後
半
は
公
文
書
保
存
や
修
復

に
つ
い
て
の
講
義
で
あ

っ
た

。

公
文
書
館
制
度
や
業
務
に
関
し
て
は
基
本
的
か
つ

重
要
な
こ
と
な
の
で
、
短
時
間
で
あ
り
な
が
ら
も
か

な
り
丁
寧
に
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。
中
日
に
半
日
か

け
て
行
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
討
論
は
他
の
公
文
書
館
の

方
々
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
抱

え
て
い
る
問
題
、
そ
の
対
処
法
な
ど
を
聞
く
こ
と
が

出
来
た
。
こ
れ
は
当
館
も
心
当
た
り
が
あ
る
点
、
ま

た
は
今
後
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
点
が
い
く
つ
か
あ

っ

た
の
で
大
変
参
考
に
な

っ
た
。

公
文
書
館
業
務
に
携
わ

っ
て
間
も
な
い
自
分
に
と

っ

て
は
難
し
い
内
容
の
講
義
も
あ

っ
た
が
、
文
書
管
理

の
概
念
や
基
本
原
則
、
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
学
べ

た
の
は
か
な
り
大
き
い
と
思
う
。
今
後
は
研
修
で
学

ん
だ
こ
と
を
活
か
し
て
日
々
の
業
務
に
励
み
た
い
。

（高
橋
　
健
治
）

○
第
二
二
回
文
化
財
の
虫
菌
害
保
存
対
策
研
修
会

本
研
修
は
、
平
成
十
二
年
六
月
二
十
九
日
―
三
十

日
の
二
日
間
に
渡
り
、
公
文
書
館
の
ほ
か
博
物
館
、

図
書
館
関
係
者
な
ど
八
六
名
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。



生
物
被
害
の
原
因
や
実
例
な
ど
に
つ
い
て
の
講
義

の
ほ
か
、
従
来
か
ら
農
業
や
文
化
財
の
保
存
な
ど
多

く
の
分
野
で
燻
蒸
薬
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
臭

化
メ
チ
ル
が
二
〇
〇
五
年
で
全
廃
さ
れ
る
こ
と
を
受

け
て
、
全
廃
が
決
定
さ
れ
た
経
緯
や
近
年
の
燻
蒸
代

替
策
の
研
究
成
果
、
予
防
対
策
強
化
を
中
心
と
し
た

総
合
的
虫
菌
害
防
除
対
策
の
考
え
が
重
点
的
に
説
明

さ
れ
、
今
後
の
館
業
務
の
参
考
と
な
る
非
常
に
有
意

義
な
研
修
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ま
で
臭
化
メ
チ
ル
を
使
用
し
た
燻
蒸
を
実
施

し
て
き
た
当
館
に
と

っ
て
も
、
今
後
実
施
す
る
燻
蒸

の
方
法
及
び
燻
蒸
を
含
め
た
資
料
保
存
対
策
全
体
に

つ
い
て
の
決
定
や
見
直
し
は
避
け
る
こ
と
が
出
来
な

い
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
環
境
や
人
体

へ
の
影
響
な
ど
配
慮
す
べ
き
点
が
多
い
課
題
で
も
あ

る
た
め
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
時
間
的
余
裕
が
あ
る
と

捉
え
ず
、
本
研
修
を
手
が
か
り
と
し
て
調
査
、
検
討

を
重
ね
、
館
全
体
の
で
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
２
一澤
亜
希
子
）

○
第

一
七
八
回
全
史
料
協
関
東
部
会
月
例
研
究
会

「
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
等
の
公
開
に

つ
い
て
」

平
成
十
二
年
十
月
六
日
、
東
京
都
公
文
書
館
を
会

場
に
、
右
の
題
目
で
国
立
公
文
書
館
の
酒
井
勤
氏
に

よ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
三
五
名
で
、
当

館
か
ら
は
二
名
が
参
加
し
た
。
当
館
職
員
の
他
に
も

関
東
部
会
外
か
ら
の
参
加
が
見
ら
れ
、
こ
の
問
題
に

彙

報

対
す
る
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
た
。

国
立
公
文
書
館
で
は
、
平
成
十

一
年
の

「
行
政
機

関
情
報
公
開
法
」
と

「
国
立
公
文
書
館
法
」
の
成
立

後
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由

に
よ
り
公
開
を
制
限
す
る
際
の
基
準
が
必
要
と
な

っ

た
。
そ
の
た
め
平
成
十
二
年
九
月
に

「
国
立
公
文
書

館
利
用
規
則
」
が
改
正
さ
れ
、
具
体
的
な
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
情
報
の
類
型
と
開
示
ま
で
の
経
過
年
数
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

都
道
府
県
の
公
文
書
館
で
先
行
し
て
公
開
基
準
を

作
成
し
た
所
も
あ
り
、
国
立
公
文
書
館
の
基
準
は
そ

れ
ら
を
参
考
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
が
、
国
立
公
文

書
館
が
公
開
基
準
を
持

っ
た
意
味
は
大
き
い
。
今
後
、

都
道
府
県
で
の
情
報
公
開
条
例
や
個
人
情
報
保
護
条

例
の
制
定
に
対
応
し
、
公
文
書
館
の
公
開
基
準
作
成

が
進
む
だ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。（柴

田
　
知
彰
）

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会

平
成
十
二
年
六
月
五
日

（月
）
、
当
館
を
会
場
に

開
催
さ
れ
た
。
三
〇
市
町
村
か
ら
三
七
名
が
参
加
し
、

史
料
保
存
に
関
す
る
報
告
と
協
議
が
行
わ
れ
た
。

当
日
の
日
程
は
次
の
と
お
り
。

午
前
…
情
報
提
供

①
市
史
づ
く
り
は
、
ま
ち
づ
く
り

横
手
市
史
編
纂

・
文
化
振
興
室

高
橋
　
純
氏

②
角
館
町
の
史
料
に
関
わ
る
現
状

角
館
町
教
育
委
員
会
文
化
財
課

藤
原
千
佳
子
氏

③
史
料
管
理
学
研
修
会

（短
期
）
受
講
報
告

本
荘
市
史
編
纂
室
　
猿
田
　
信
子
氏

午
後
…
分
科
会

○
公
文
書
部
会

「
公
文
書
の
保
存
と
整
理
に
つ
い
て
」

①
公
文
書
課
に
お
け
る
資
料
の
管
理
と
利
用

②
戦
前
県
庁
文
書

・
市
町
村
役
場
文
書
に
つ

い
て

以
上
、
秋
田
県
公
文
書
館
　
　
柴
田
　
知
彰

③
紙
資
料
の
劣
化
原
因
と
代
替
物
の
利
用

秋
田
県
公
文
書
館
　
　
菅
原
亜
希
子

※
質
疑
応
答

○
古
文
書
部
会

「
古
文
書
の
整
理
と
保
存
に
つ
い
て
」

史
料
の
複
製
化

秋
田
県
公
文
書
館
　
　
平
田
　
有
宏

※
質
疑
応
答

・
協
議

午
前
は
三
市
町
か
ら
市
史
編
纂
や
史
料
の
整
理
の

取
組
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
午
後
は

公
文
書
部
会
と
古
文
書
部
会
に
分
か
れ
て
、
当
館
職

員
か
ら
の
報
告
や
協
議
な
ど
を
行

っ
た
。
協
議
会
終

了
後
、
施
設
見
学
、
個
別
相
談
を
行

っ
て
閉
会
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
県
内
市
町
村
の
教
育
委
員
会
文
化

財
担
当
者
、
史
料
保
存
利
用
施
設
実
務
担
当
者
、
自

治
体
史
編
纂
室
実
務
担
当
者
の
三
者
に
開
催
案
内
を

送
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
が
、
本
年
度
は
右
に
加

一
〇
九

一一一一一一一一一一一二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



彙
　
報

え
て
、
役
場
文
書
担
当
者
に
も
案
内
を
送
ら
せ
て
い

た
だ
い
た
。
そ
の
た
め
、
公
文
書
部
会
の
参
加
者
増

を
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
議
会
の
会
期
中
と
重
な

っ

た
市
町
村
が
多
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
昨
年
度

と
同
様
公
文
書
部
会
の
参
加
者
が
古
文
書
部
会
に
比

べ
て
か
な
り
少
な
い
の
が
残
念
で
あ

っ
た
。
市
町
村

に
と

っ
て
参
加
し
や
す
い
時
期
の
設
定
が
今
後
の
検

討
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

今
後
も
よ
り
充
実
し
た
協
議
会
に
し
て
い
く
た
め

に
各
担
当
者

の
方
々
に
は
引
き
続
き
御
協
力
を
お
願

い
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
田
　
有
宏
）

四
　
県
内
史
料
所
在
調
査

○
古
文
書
所
在
調
査

今
年
度
は

一
〇
町
村

一
九
箇
所
の
所
在
調
査
を
実

施
し
た
。
こ
の
調
査
は
各
市
町
村
内
の
資
料
の
所
在

状
況
と
、
ど
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
資
料
が
保
存

さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
平
成
五
年

度
か
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
も
、
例
年
通
り
地
元
の
教
育
委
員
会
か
ら
の

紹
介
に
よ

っ
て
、
古
文
書
を
保
管
し
て
い
る
個
人
宅

を
訪
問
し
、
膨
大
な
数
の
古
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
今
後
は
地
元
の
教
育
委
員
会
に

よ
る
早
急
な
整
理
と
保
管
対
策
の
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
調
査
を
通
し
て
、
地
域
の
歴
史
を

知
る
上
で
貴
重
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
そ
れ
ら
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
に
消
極
的
な

地
域
が
み
ら
れ
た
。
史
料
が
よ
り
よ
い
状
態
で
、
た

く
さ
ん
の
人
に
利
用
さ
れ
る
た
め
に
も
、
史
料
の
保

存
対
策
に
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と

思
う
。

本
年
度
で
県
内
六
九
市
町
村
の
う
ち
、
六
四
市
町

村
の
調
査
が
終
了
し
た
。
期
日
、
調
査
先
、
主
な
調

査
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

九
月
二
十
八
日
　
太
田
町
教
育
委
員
会

小
松
稔
氏
宅

（太
田
町
）

九
月
二
十
九
日
　
中
仙
町
教
育
委
員
会

草
勤
美
知
郎
氏
宅

（中
仙
町
）

大
雄
村
教
育
委
員
会

鈴
木

一
夫
氏
宅

（大
雄
村
）

仙
南
村
教
育
委
員
会

仙
北
町
教
育
委
員
会

黒
沢
三
郎
氏
宅

（仙
北
町
）

千
畑
町
教
育
委
員
会

神
岡
町
教
育
委
員
会

斎
藤
正

一
氏
宅

（神
岡
町
）

協
和
町
教
育
委
員
会

鈴
木
清

一
氏
宅

（協
和
町
）

河
辺
町
教
育
委
員
会

農
林
漁
業
資
料
館

（河
辺
町
）

田
口
清
氏
宅

（河
辺
町
）

雄
和
町
立
図
書
館

鈴
木
長
八
氏
宅

（雄
和
町
）

一
一
〇

［主
な
調
査
資
料
］

長
野
公
民
館
所
蔵
資
料

・
渋
谷
家
文
書

・
照
井
家

文
書

・
吉
川
家
文
書

ｏ
仙
南
村
旧
公
民
館
保
管
資
料

・

仙
北
町
民
俗
資
料
館
所
蔵
資
料

ｏ
新
田
家
文
書

・
神

官
寺
村
検
地
帳

・
高
橋
六
郎
兵
衛
家
文
書

・
鈴
木
健

栄
家
文
書

・
二
木
家
文
書

（後
藤
　
富
貴
）

○
行
政
資
料
所
在
調
査

本
調
査
が
対
象
と
す
る

「
行
政
資
料
」
と
は
、
行

政
機
関
が
公
開
を
目
的
に
複
数
部
発
行
し
た
印
刷
物
、

す
な
わ
ち
行
政
刊
行
物
を
指
す
。
公
文
書
課
で
は
、

平
成
九
年
度
末
に
県
の
地
方
機
関
に
対
し
行
政
資
料

の
保
存
状
況
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
に
基
づ
き
平
成
十

一
年
度
か
ら
所
在
調
査
を
開
始

し
た
。
十
二
年
度
は
、
左
記
の
日
程
で
調
査
を
実
施

し
た
。

九
月
十
四
日

秋
田
県
農
業
試
験
場
図
書
室

（雄
和
町
相
川
）

十
月
十
三
日

秋
田
県
果
樹
試
験
場
図
書
室

（
平
鹿
町
醍
醐
）

十

一
月
八
日

昭
和
町
石
川
理
紀
之
助
翁
資
料
館（昭

和
町
豊
川
）

農
業
試
験
場
お
よ
び
果
樹
試
験
場
に
は
、
試
験
成

績
の
報
告
書
の
ほ
か
、
戦
前
の
研
究
雑
誌
や
専
門
書
、

農
会
報
な
ど
も
大
量
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
試
験
場

の
性
格
上
、
研
究
資
料
の
保
管
蓄
積
が
必
要
だ

っ
た

十
月
五
日

十
月
六
日

十
月
十

一
日

十
月
十
二
日

十
月
十
七
日

十

一
月
十
四
日

十

一
月
十
六
日

十

一
月
二
十
日



た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
行
政
資
料
の
中
に
は
、

当
館
所
蔵
分
の
欠
本
を
補
え
る
も
の
も
見
付
け
ら
れ

た
。
石
川
理
紀
之
助
翁
資
料
館
で
は
、
当
館
所
蔵
の

「
秋
田
県
勧
業
月
報
」

の
発
展
上
に
あ
る

「
秋
田
県

勧
業
報
文
」

の
所
在
を
確
認
し
た
。

（柴
田
　
知
彰
）

五
　
図
書

○
本
館
所
蔵
資
料
の
出
版
掲
載
の
許
可
を
受
け
た
分

和
歌
山
県
立
博
物
館
研
究
紀
要

（第
五
号
）

国
語
研
究

（第
六
三
号
）国

学
院
大
学
国
語
研
究
会

真
澄

（第
九
号
）
　

　

　

　

秋
田
県
立
博
物
館

秋
田
市
史

（第

一
一
巻
　
近
代
　
史
料
編
上
）

秋
田
市
史
編
さ
ん
室

雄
和
町
史
料
集

（
一
〇
）

雄
和
町
教
育
委
員
会

矢
島
町
の
文
化
財
　
　
　
　
矢
島
町
教
育
委
員
会

企
画
展

「
四
〇
〇
年
の
時
を
こ
え
て
―
大
館
と
の

交
流
の
あ
ゆ
み
―
」
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト

大
宮
町
歴
史
民
俗
資
料
館

明
治
建
白
書
集
成

（第

一
、
九
巻
）

構現
摩
書
房

多
摩
と
江
戸
―
鷹
場

ｏ
新
田

・
街
道

・
上
水

た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団

国
宝
と
歴
史
の
旅

（
七
号
　
城
下
町
　
朝
日
百
科

日
本
の
国
宝
　
別
冊
）
　

　

　

朝
日
新
聞
社

学
問

◆
マ
ス
コ
ミ
人
物
事
典

（
日
で
み
る
日
本
人

物
百
科
　
八
）
　
　
　
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

彙

報

ラ
ル
ー
ト

（第

一
三
号
）
　

　

　

無
明
舎
出
版

○
各
公
文
書
館
か
ら
の
受
贈
図
書

国
立
公
文
書
館

国
立
公
文
書
館
年
報

（第
二
九
号
）

北
の
丸

（第
三
二
号
）

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

（創
刊
号
―
第
四
号
）

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

史
料
館
研
究
紀
要

（第
二

一
号
）

史
料
館
所
蔵
目
録

（第
六
九
、
七

一
集
）

記
録
史
料
の
情
報
資
源
と
史
料
管
理
学
の
体
系
化

に
関
す
る
研
究

（
研
究
レ
ポ
ー
ト
Ｍ
２
）

戸
長
役
場
の
史
料

（
史
料
叢
書
四
）

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
部

戦
史
研
究
年
報

（第
三
号
）

北
海
道
立
文
書
館

研
究
紀
要

（第

一
五
号
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
文
書
目
録

（
一
五
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録

（
一
五
）

北
海
道
立
文
書
館
史
料
集

（第

一
五
）

福
島
県
歴
史
資
料
館

福
島
県
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要

（第
二
二
号
）

福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録

（第
二

一
集
）

近
世
ふ
く
し
ま
の
大
名
展

茨
城
県
立
歴
史
館

運
営
概
要

茨
城
県
立
歴
史
館
報

（
二
七
）

秋
葉
剛
士
家
文
書
目
録

（
史
料
目
録
四
四
）

茨
城
県
行
政
文
書
日
録

（行
政
資
料
目
録
四
）

茨
城
県
立
歴
史
館
史
料
叢
書

（
三
）

栃
木
県
立
文
書
館

栃
木
県
立
文
書
館
年
報

（第

一
四
号
）

研
究
紀
要

（第
四
号
）

栃
木
県
史
料
所
在
日
録

（第
二
九
集
）

群
馬
県
立
文
書
館

群
馬
県
立
文
書
館
年
報

双
文

（第

一
七
号
）

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（
一
八
）

群
馬
県
行
政
文
書
件
名
目
録

（第

一
一
集
）

ぐ
ん
ま
史
料
研
究

（第

一
四
、　
一
五
号
）

埼
玉
県
立
文
書
館

要
覧

（第

一
八
号
）

文
書
館
紀
要

（第

一
三
号
）

収
蔵
文
書
目
録

（第
二
九
集
）

収
蔵
地
図
目
録

（第
五
集
）

埼
玉
県
史
研
究

（第
三
五
号
）

千
葉
県
文
書
館

千
葉
県
の
文
書
館

（第
五
号
）

市
原
市
養
老
お
と
づ
れ
文
庫
文
書
仮
目
録

（
上
、

中
、
下
）

東
京
都
公
文
書
館

東
京
都
公
文
書
館
ガ
イ
ド

東
京
都
公
文
書
館
年
報

（
平
成
十

一
年
度
）

研
究
紀
要

（第

二
号
）

東
京
都
公
文
書
館
蔵
書
目
録

（
一　

東
京
府
文
書

明
治
）

一
一
一
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二
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彙
　
報

東
京
都
公
文
書
館
蔵
書
目
録

（
二
　
東
京
府
文
書

大
正

・
昭
和
）

東
京
都
公
文
書
館
蔵
書
目
録

（
三
　
東
京
府
文
書

明
治

・
昭
和
）

東
京
都
行
政
資
料
集
録

（
平
成
十
年
度
）

新
潟
県
立
文
書
館

新
潟
県
立
文
書
館
年
報

（第
八
号
）

新
潟
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
六
、
七
号
）

新
潟
県
公
文
書
簿
冊
目
録

（第
五
集
）

Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
古
文
書
講
座

富
山
県
公
文
書
館

富
山
県
公
文
書
館
年
報

富
山
県
公
文
書
館
文
書
目
録

（
歴
史
文
書

一
六
）

長
野
県
立
歴
史
館

長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要

（第
六
号
）

千
曲
川
歴
史
紀
行

（夏
期
企
画
展
図
録
）

岐
阜
県
歴
史
資
料
館

岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報

（第
二
三
号
）

岐
阜
県
行
政
文
書
目
録

（
昭
和
五
十

一
年
度
編
）

京
都
府
立
総
合
資
料
館

資
料
館
紀
要

（第

二
八
号
）

兵
庫
県
県
政
資
料
館

兵
庫

の
し
お
り

（第

二
号
）

和
歌
山
県
立
文
書
館

和
歌
山
県
立
文
書
館
紀
要

（第
五
号
）

収
蔵
史
料
目
録

（
四
）

鳥
取
県
立
公
文
書
館

鳥
取
県
立
公
文
書
館
報

（第
九
号
）

広
島
県
立
文
書
館

事
業
年
報

（第

一
〇
号
）

広
島
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（第
七
集
）

山
口
県
文
書
館

年
報

山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要

（第

二
七
号
）

山
口
県
文
書
館
所
蔵
行
政
資
料
目
録

（
六
）

毛
利
家
文
書
目
録
別
冊

（
二
）

山
口
県
内
所
在
史
料
目
録

（第

二
七
集
）

香
川
県
立
文
書
館

香
川
県
立
文
書
館
年
報

（第
五
、
六
号
）

香
川
県
立
文
書
館
紀
要

（第
四
号
）

香
川
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（第
四
集
）

香
川
県
行
政
資
料
目
録

（追
録
六
　
分
類
別
目
録
）

徳
島
県
立
文
書
館

徳
島
県
立
文
書
館
年
報

（第
三
号
）

大
分
県
公
文
書
館

事
業
年
報

沖
縄
県
公
文
書
館

五
年
の
あ
ゆ
み

沖
縄
県
公
文
書
館
研
究
紀
要

（第

二
号
）

米
国
の
沖
縄
統
治
下
に
お
け
る
琉
球
政
府
以
前
の

行
政
組
織
変
遷
関
係
資
料

（
一
九
四
二
―

一
九

五
二
）

琉
球
国
王
表
文
奏
本
展
展
示
図
録

琉
球
国
王
表
文
奏
本
展
展
示
図
録

（別
冊
）

名
古
屋
市
市
政
資
料
館

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
年
報

（第
七
号
）

一
一
二

大
阪
市
公
文
書
館

大
阪
市
公
文
書
館
年
報

（第

一
二
号
）

大
阪
市
公
文
書
館
研
究
紀
要

（第

一
二
号
）

大
阪
市
行
政
刊
行
物
目
録

（
平
成
十

一
年
度
版
）

広
島
市
公
文
書
館

広
島
市
公
文
書
館
紀
要

（第
二
三
号
）

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（第

二
六
集
）

藤
沢
市
文
書
館

藤
沢
市
文
書
館
紀
要

（
二
三
）

松
本
市
文
書
館

松
本
市
文
書
館
紀
要

（第

一
〇
号
）

松
本
市
文
書
館
史
料
目
録

（第
二
集
）

松
本
市
文
書
館
史
料

（第

一
集
　
御
用
留
）

文
書
館
収
蔵
資
料
と
そ
の
活
用

○
県
内
市
町
村
史
関
連
図
書

鹿
角
市
文
化
財
調
査
資
料

（
六
六
、
六
七
）

能
代
市
史

（特
別
編
　
自
然
）

能
代
市
史
資
料

（第

二
八
号
）

能
代
市
史
研
究

（
七
）

峰
浜
村
の
文
化
財

（
沼
田
村
文
書
　
第

二
集
）

五
城
目
町
の
文
化
財

（
図
版
　
第

二
九
集
）

飯
田
川
町
史

石
川
理
紀
之
助
翁
遺
稿

・
遺
著
目
録

石
川
文
庫
蔵
書
目
録

（
一
―
三
）

秋
田
市
史

（第

一
一
巻
　
近
代
史
料
編
上
）

秋
田
市
史

（第

一
五
巻
　
美
術

・
工
芸
編
）

秋
田
市
史
研
究

（第
九
号
）



雄
和
町
史
料
集

（
一
―
三
、　
一
〇
）

中
仙
町
古
文
書
目
録

（第

一
―
四
号
）

小
沼
神
社
学
術
調
査
結
果
報
告
書

太
田
村
郷
土
史
資
料

（第

一
輯
）

太
田
町
郷
土
史
資
料

（第
三
―

一
一
輯
）

明
治
百
年
記
念
仙
北
村
史
年
表

明
治
百
年
記
念
仙
北
町
史
年
表

・
仙
北
町
郷
土
誌

（追
録
第

一
、
二
号
）

平
鹿
町
史
料
集

（第
七
集
）

雄
物
川
町
郷
土
史
資
料

（第

二
八
集
）

両
瀬
新
報

・
東
羽
新
報
縮
刷
版

羽
後
町
の
文
化
財

（第

二
集
）

本
荘
市
史

（文
化

ｅ
民
俗
編
）

矢
島
町
史

（
上
、
下
）

続

ｏ
矢
島
町
史

（上
、
下
）

矢
島
の
歴
史

矢
島
町
の
文
化
財

生
駒
藩
史

金
浦
町
史

（
下
巻
）

○
県
外
自
治
体
史

東
京
市
史
稿

（産
業
編
　
第
四
三
）

千
葉
県
の
歴
史

（資
料
編
　
考
古

一
　

旧
石
器

・

縄
文
時
代
　
県
史
九
）

千
葉
県
の
歴
史

（資
料
編
　
近
世
二
　
安
房
　
県

史
二
〇
）

千
葉
県
の
歴
史

（資
料
編
　
近
現
代
二
　
政
治

・

行
政
二
　
県
史
二
六
）

彙

報

千
葉
県
の
歴
史

（別
編
　
民
俗

一　

総
論
　
県
史

三
四
）

千
葉
県
の
歴
史

（別
編
　
地
誌
二
　
地
域
史
　
県

史
三
七
）

愛
知
県
史

（資
料
編

二
八
　
近
代
五
　
農
林
水
産

業
）

山
口
県
史

（史
料
編
　
現
代
二
）

宮
崎
県
史

（
通
史
編
　
近
世
上
）

宮
崎
県
史

（
通
史
編
　
近
世
下
）

宮
崎
県
史

（通
史
編
　
近

・
現
代

一
）

宮
崎
県
史

（通
史
編
　
近

・
現
代
二
）

宮
崎
県
史

（別
編
　
年
表
）

弘
前
市
史

（新
編
　
資
料
編
三
　
近
世
編
二
）

仙
台
市
史

（
通
史
編
二
　
古
代
中
世
）

仙
台
市
史

（資
料
編
四
　
近
世
三
　
村
落
）

広
野
町
史

（史
料
編
　
第

一
、
二
集
）

高
崎
市
史

（新
編
　
通
史
編

二
　
中
世
）

高
崎
市
史

（新
編
　
資
料
編
二
　
原
始

・
古
代
）

高
崎
市
史

（新
編
　
資
料
編

一
一　

近
代
現
代
三
）

寒
川
町
史

（
七
　
通
史
編
　
近

・
現
代
）

図
録
さ
む
か
わ

（寒
川
町
史

一
五
　
別
編
）

江
戸
崎
町
史

市
民
が
語
る
六
〇
年

（続

・
藤
沢
市
史
別
冊

一
）

藤
沢
市
教
育
史

（史
料
編
　
第
六
巻
）

名
古
屋
市
史

（第
五
、
六
巻
）

地
図
の
中
の
柳
川

（柳
川
市
史
地
図
編
）

○
本
館
刊
行
物

三
月
　
渋
江
和
光
日
記

（第
七
巻
）

研
究
紀
要

（第
六
号
）

四
月
　
公
文
書
館
だ
よ
り

（第

一
二
号
）

七
月
　
事
業
年
報

（第
七
号
）

八
月
　
。ハ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
秋
田
藩
の
家
臣
団
―
系

図
の
編
纂
と
分
限
帳
―
」

十
月
　
公
文
書
館
だ
よ
り

（第

一
三
号
）

一
一
一一一



一　

一
四

秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
　
第
七
号

平
成
十
三
年
三
月
二
十
日
発
行

稀
篠
　
秋
田
県
公
文
書
館

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

郵
便
番
号
　
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

電
話

（〇

一
八
）
八
六
六
―
八
三
〇

一

印
刷
　
秋
田
活
版
印
刷
株
式
会
社

秋
田
市
寺
内
字
三
千
刈

一
一
〇
―

一




